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予算特別委員会

２月２６日（月）午後３時１８分開議

議題１ 委員長の互選について

２ 座席の指定について

３ 副委員長の互選について

４ その他
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〇出席委員（１３名）

１番 本 秀 二 委員 ２番 森 一 人 委員

３番 大 野 敏 行 委員 ４番 長 島 邦 夫 委員

５番 青 柳 賢 治 委員 ６番 畠 山 美 幸 委員

７番 吉 場 道 雄 委員 ８番 河 井 勝 久 委員

９番 川 口 浩 史 委員 １０番 清 水 正 之 委員

１１番 松 本 美 子 委員 １２番 安 藤 欣 男 委員

１３番 渋 谷 登美子 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

佐久間 孝 光 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 村 田 泰 夫

主 査 新 井 浩 二
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〇佐久間孝光議長 それでは、会議を再開いたします。

初めての委員会でありますので、委員会条例第９条第２項の規定により、年長の安

藤欣男委員さんに臨時委員長をお願いいたします。

臨時委員長、委員長席に着席してください。

〔安藤欣男臨時委員長、委員長席に着席〕

◎開会の宣告

〇安藤欣男臨時委員長 年長の私が、委員長が互選されるまでの間、委員長の職務を行

います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

ただいまから、予算特別委員会を開会いたします。

（午後 ３時１８分）

◎委員長の互選

〇安藤欣男臨時委員長 これより委員長の互選を行います。

どのような方法により行いますか、お諮りいたします。

長島委員。

〇長島邦夫委員 今指名推選なり立候補といろいろあるかと思いますけれども、予算、

決算特別委員会については、副議長にということでずっとなっておりますが、そのよ

うな方向がいいかなというふうに思うのですけれども、いかがなものでしょうか。

〔「いいと思います」と言う人あり〕

〇安藤欣男臨時委員長 そういたしますと、慣例に従ってということでございますね。

それでは、慣例ということで、指名推選ということになろうかと思うのですが、ご

異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇安藤欣男臨時委員長 委員長の選挙は、指名推選の方法によることに決しました。

それでは、ご指名をどうぞ。

長島委員。

〇長島邦夫委員 森委員さんを指名をさせていただきます。森委員さんというか、森副

議長さんですが。
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〇安藤欣男臨時委員長 ただいま森一人委員が委員長に指名されました。

ただいま指名されました森一人委員を委員長に当選人と定めることにご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇安藤欣男臨時委員長 異議なしと認めます。

よって、森一人委員が委員長に当選されました。

ただいま委員長に当選されました森一人委員長から就任のご挨拶をお願いいたしま

す。

〇森 一人委員長 初めての経験ではございますが、私なりに精いっぱい務めさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。

〇安藤欣男臨時委員長 ありがとうございました。

それでは、委員長を交代いたします。

〔森 一人委員長、委員長席に着席〕

〇森 一人委員長 どうぞよろしくお願いいたします。

◎座席の指定

〇森 一人委員長 座席の指定を行います。

座席は議席番号順に１番から13番とし、最終番席は委員長席といたします。これに

ご異議はございませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 ご異議なしと認めます。

それでは、議席の指定を行わせていただきます。座席は議席番号順に、１番席、

本秀二委員、２番席、大野敏行委員、３番席、長島邦夫委員、４番席、青柳賢治委員、

５番席、畠山美幸委員、６番席、吉場道雄委員、７番席、河井勝久委員、８番席、川

口浩史委員、９番席、清水正之委員、10番席、松本美子委員、11番席、安藤欣男委員、

12番席、渋谷登美子委員、13番席、森委員長でございます。

以上であります。

◎副委員長の互選

〇森 一人委員長 これより副委員長の互選を行います。
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どのような方法により行いますか、お諮りいたします。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 私のほうで立候補しますけれども、皆さん下からずっといっていて

もう終わっているので、今度は上から逆順にこういうふうな順番でいけばいいかなと

思っているので、最初に私が立候補します。

〔「そういうことは前例にないことだよね」と

言う人あり〕

〇渋谷登美子委員 前例ではなくて、そういうふうな形にしていかないと……よろしい

ですか、なかなか決まっていかないので、そういうふうな形で迫っていったほうが公

平性もあるし、それでいいかなと思うのですけれども。

〇森 一人委員長 今、渋谷委員のほうから立候補。

〔「そんなことを認めたらば、そういうふうに

なっちゃうよ」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 なってしまうよと言われました。

では、ほかにそういうご意見は、今渋谷委員は立候補なされました。

先ほど言った渋谷委員の立候補の理由について……

〔「後段部分はなし」と言う人あり〕

〇渋谷登美子委員 後段部分はなし。では１回だけ、今回だけ私立候補します。

〇森 一人委員長 今、渋谷委員から立候補がございました。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 それでは、ご異議なしと認めまして、渋谷委員が副委員長に当選さ

れました。

ただいま副委員長に互選されました渋谷委員から就任のご挨拶をお願いいたしま

す。

〇渋谷登美子副委員長 では、森さんがインフルエンザにかからないことを祈っており

ます。

〇森 一人委員長 ありがとうございます。

◎その他

〇森 一人委員長 それでは、委員会開催日につきましてお諮りいたします。
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本委員会の開催は、３月12日、13日、14日及び16日の４日間といたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 ご異議なしと認めます。

よって、本委員会の開催は３月12、13、14日及び16日の４日間と決定いたしました。

次に、予算審査の順番についてお諮りいたします。

これから、お手元には予算審査表をお配りいたしますので、しばらくお待ちくださ

い。

〔何事か言う人あり〕

〇森 一人委員長 一応手順どおりに進めさせていただきたいので、しばらくお待ちく

ださい。

次回からは先に配ってありますので、持ってきていただければと思います。

〔何事か言う人あり〕

〇森 一人委員長 なるべくペーパーレス化にしていきたいのですけれども。

〔何事か言う人あり〕

〇森 一人委員長 それでは、予算審査の順番について、これからお諮りしたいと思い

ます。

お手元に、今平成30年度の予算審査表をお配りいたしました。

審査の順番は、配付した表のとおりでご異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 異議なしと認めます。

よって、審査の順番は配付した表のとおりといたします。

〔「16日は１時じゃなかった。１時半になって

いる」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 １時です。時間も確認していただいて、最終日は１時とさせていた

だきます。

◎閉会の宣告

〇森 一人委員長 それでは、異議なしと認め、これにて委員会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。
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（午後 ３時２８分）
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予算特別委員会

３月１２日（月）午前９時３０分開議

議題１ 「議案第１８号 平成３０年度嵐山町一般会計予算議定について」の審査につ

いて
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〇出席委員（１３名）

１番 本 秀 二 委員 ２番 大 野 敏 行 委員

３番 長 島 邦 夫 委員 ４番 青 柳 賢 治 委員

５番 畠 山 美 幸 委員 ６番 吉 場 道 雄 委員

７番 河 井 勝 久 委員 ８番 川 口 浩 史 委員

９番 清 水 正 之 委員 １０番 松 本 美 子 委員

１１番 安 藤 欣 男 委員 １２番 渋 谷 登美子 委員

１３番 森 一 人 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

佐久間 孝 光 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 村 田 泰 夫

主 査 新 井 浩 二

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

植 木 弘 参事兼総務課長

岡 本 忠 靖 技 監

内 田 恒 雄 総務課庶務・人事担当副課長

清 水 延 昭 総務課財政契約担当副課長

青 木 務 地域支援課長

地域支援課地方創生推進室長兼伊 藤 恵 一 郎 政策創生担当副課長

贄 田 秀 男 地域支援課人権・安全安心担当副課長

山 口 明 夫 地域支援課人権・安全安心担当危機管理幹
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山 岸 堅 護 税 務 課 長

馬 橋 透 税務課課税担当副課長

大 島 真 弓 税務課収税担当副課長

村 田 朗 町 民 課 長

高 橋 喜 代 美 町民課戸籍・住民担当副課長

太 田 淑 江 町民課保険・年金担当副課長

前 田 宗 利 子育て支援課長

根 岸 隆 行 子育て支援課母子保健担当副課長

菅 原 広 子 子育て支援課児童福祉担当副課長

中 村 寧 企業支援課商工・観光担当副課長

永 島 宣 幸 教 育 長
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◎委員長挨拶

〇森 一人委員長 皆様、おはようございます。開会前に当たり、一言ご挨拶を申し上

げます。

本日は、予算特別委員会のご案内を申し上げましたところ、委員の皆様にはご出席

をいただきまして、まことにありがとうございます。

審査は本日から行いますが、慎重な審査をお願いいたします。

委員の皆様に申し上げます。質疑をする場合には、簡潔かつ明瞭な形でお願いいた

します。重ねて、委員個人の意見、要望等はお控えいただければと思っております。

説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして、簡明な答弁、説明

をお願いしたいと思います。

（午前 ９時２５分）

◎議長挨拶

〇森 一人委員長 それでは、ここで佐久間議長にご出席をいただいておりますので、

議長にご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

〇佐久間孝光議長 皆さん、おはようございます。ご挨拶させていただく前に、１点報

告をさせていただきます。

議案第18号 平成30年度嵐山町一般会計予算議定についての件から議案第23号 平

成30年度嵐山町水道事業会計予算議定についての件につきまして、討論を予定してい

る議員は３月16日、今週の金曜日ですけれども、午後５時までに議長のほうへ提出し

てくださいということで、よろしくお願いをいたします。

きょうから30年度の予算審査が始まるわけでありますけれども、この30年度の予算

によって、今進行している諸事業が進展すること、そしてまた嵐山町民の健康と幸福

感の増進につながりますことをご祈念申し上げ、私からの挨拶といたします。よろし

くお願いいたします。

◎町長挨拶

〇森 一人委員長 ありがとうございました。

次に、岩澤町長からご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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〇岩澤 勝町長 おはようございます。

きょうから予算をご審議いただきます。これからの100年に向けての１年目という

ことで、現場の職員ともども気合いを入れてきているところでありますけれども、い

ろんなご指導をいただく中でご審議をいただいて、すばらしい予算の公布ができます

ようにお願いをする次第でございます。

今委員長さんのほうからお話ありましたように、簡明でわかりやすい、短くしっか

りということで職員の皆さんにも話をしておりますので、一生懸命答弁をさせていた

だきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

それから、ちょっと資料配付をさせていただきました。大変申しわけないのですが、

冒頭説明をちょっとさせていただく時間をいただきたいのですが、よろしくお願いい

たします。

〇森 一人委員長 中村副課長、お願いいたします。

〇中村 寧企業支援課商工・観光担当副課長 着座にて説明させていただきます。急遽

皆さんに、ちょっと資料のほうを、Ａ３のこういった駅のデザインが描かれたものを

配付してございます。そちらについて説明させていただきたいと思います。

先般一般質問の中で、駅の名称を３月８日の日に、活力施設の愛称選定委員会とい

うものを発足いたしまして、３月８日の日に候補を応募の中から選定していただきま

した。その中で、この資料の左下及び右下のほうに紫色の囲みで、嵐山町ステーショ

ンプラザ「嵐なび」ということで愛称名が位置づけてございます。

一応この理由といたしましては、観光、就労、居住等さまざまな内容について、嵐

山町のナビゲーターの役割を担う施設なのでというのが理由でございます。書体につ

いては、嵐山町の「嵐」は漢字で、「なび」は平仮名ということで決定いたしました。

この愛称なのでございますが、左下の部分につきましては、１階西口のロータリーの

ほうから入ったところに設置する予定です。右の看板につきましては、ちょうど２階

部分の入り口の付近に設置をする予定です。

なお、この書体とレイアウトにつきましては、今建築のほうのデザイナーと作成中

でございますので、変更になる可能性がございますので、ご了承ください。

続きまして、この上のほうに駅の壁面の図が施してあるものがございます。図１と

図２について説明させていただきます。こちらのデザインのほうなのですが、庁内会

議の武蔵嵐山駅周辺活性化総合調整会議によってデザインのほうを検討してまいりま



- 15 -

して、このようなデザインに決定いたしました。こちらの説明をさせていただきます

と、まず左側のほうに山合いに夕日が沈む図柄がありまして、そちらのほうから嵐山

渓谷が流れてくる様子でございます。流れてきますと、ずっと左のほうに直線的な、

下が水色となっておりますのが、槻川、都幾川をイメージした直線になっております。

その上のほうに、まず紫色のストライプがございますが、こちらが千年の苑のラベン

ダー畑をイメージしたものでございます。続きまして、ピンクのものが都幾川の堤で、

桜堤をイメージしまして、こちらが駅の、ちょうど右手のほうに写真がございますが、

下りから小川方面に向かって嵐山駅に到着しますと、側面にもこういった山並みと、

このデザインが施してあります。それで、太陽が上って日が沈み、月が出て星も出る

という嵐山町、これから何十年も変わらない自然をイメージした、自然の本当の一連

の流れというものを施して、駅利用者や訪れる方を出迎えしようとするものです。

なお、こちらのほうに嵐丸君のキャラクターをという声もあったのですが、なるべ

く飽きのこないものにしたいと思いまして、連絡通路の中にはキャラクターのほうが

たくさんございますので、そういったイメージで飽きのこないデザインということで、

キャラクターのほうは除かせていただきました。

耐久性につきましては、ラッピングと違いまして手塗りで塗装されたものでござい

ますので、かなりの年月、ちょっと正式な耐久性はわからないものですが、ラッピン

グは５年と言われております。内装であればもっともつのですが、外装となると、ち

ょっとラッピングですとかなり耐久性が弱いということで、10年はもつかと思われま

す。右の上の写真が、これは３月５日の日の撮影となっております。現在は、足場が

この前面もとれてございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 ありがとうございました。

◎開会の宣告

〇森 一人委員長 ただいまの出席議員は全員であります。よって、予算特別委員会は

成立いたしました。

これより開会いたします。

（午前 ９時３３分）
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◎開議の宣告

〇森 一人委員長 直ちに本日の会議を開きます。

これより議事に入ります。

◎諸般の報告

〇森 一人委員長 ここで諸般の報告をいたします。

本委員会に付託された案件は、議案第18号 平成30年度嵐山町一般会計予算議定に

ついての件、議案第19号 平成30年度嵐山町国民健康保険特別会計予算議定について

の件、議案第20号 平成30年度嵐山町後期高齢者医療特別会計予算議定についての件、

議案第21号 平成30年度嵐山町介護保険特別会計予算議定についての件、議案第22号

平成30年度嵐山町下水道事業特別会計予算議定についての件及び議案第23号 平成

30年度嵐山町水道事業会計予算議定についての件、以上予算議案６件ですので、ご了

承願います。

次に、本委員会の予算審査表をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、本日の委員会次第をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

最後に、この委員会の説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表と

してお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

以上で委員長からの諸般の報告を終わります。

審査の方法についてお諮りいたします。申し合わせのとおり、議案第18号 平成30年

度嵐山町一般会計予算議定についての件の審査は、歳出を基本に、歳入、給与費明細

書、債務負担行為に関する調書、地方債に関する調書の添付書類を含め、予算審査表

に基づき、課、局ごとに議会事務局から行い、最後に総括質疑といたしたいと思いま

す。また、議案第19号 平成30年度嵐山町国民健康保険特別会計予算議定についての

件から議案第23号 平成30年度嵐山町水道事業会計予算議定についての件までの審査

は、歳入、歳出を一括して行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 ご異議なしと認めます。

よって、議案第18号から議案第23号については、先ほど申し上げたとおり審査する

ことに決しました。

なお、議案第18号 平成30年度嵐山町一般会計予算議定についての件から、議案第



- 17 -

23号 平成30年度嵐山町水道事業会計予算議定についての件の６議案につきまして

は、総括質疑をする委員は、３月13日の午後１時半までに委員長へ届け出てください。

傍聴について申し上げます。当委員会への傍聴の申し出がある場合は、原則許可い

たしたいと思いますので、ご了承願います。

それでは、本日の審査を始めます。

◎議案第１８号の質疑

〇森 一人委員長 議案第18号 平成30年度嵐山町一般会計予算議定についての件を議

題といたします。

既に本会議において、提案説明及び細部説明が終わっておりますので、直ちに質疑

に入ります。

まず、議会事務局に関する部分からの質疑をお願いします。

なお、質疑がある委員は挙手により、委員長指名後、発言してください。回数は、

１問につき３回までとしますので、ご了承願います。質疑に際しては、最初にページ

数をお示しください。質疑は、簡潔にお願いいたします。

それでは、質疑をどうぞ。

〔「なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 質疑がないようですので、議会事務局に関する部分の質疑を終結い

たします。

ここで休憩といたします。

休 憩 午前 ９時３７分

再 開 午前 ９時３８分

〇森 一人委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、税務課に関する部分の質疑を行います。

説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして簡潔かつ明瞭な答弁、

説明をお願いしたいと思います。

それでは、質疑をどうぞ。

大野委員。

〇大野敏行委員 税収についてお尋ねをしたいと思います。16、17ページです。



- 18 -

個人の税収が大分増収になってきているというふうに推察いたしますが、これに関

しましては、所得が単純に上がっているということなのでしょうか。人口は多少減っ

ているとは思うのですけれども、この上がっているこの要因、それをお尋ねしたいと

思います。

それから、固定資産税につきまして、大分前年よりかは減収ということでございま

すが、これにつきましてはその減収の中身、家屋等がどのような状況になっているの

か、それから償却資産がどのような状況なのかということと、滞納繰り越し分がござ

います。大体例年600万台なのですけれども、この滞納繰り越し分に関しましては、

その対応のやっぱり中身、空き家がふえてしまったりなんかして、そこらから入って

こないのか、そういったところ。

それともう一点、町たばこ税も大分減少という想定されております。これ昨年の説

明ですと、平成19年が4,000万本、昨年が2,000万本という説明があったのですけれど

も、今年度は何本ぐらいの見込みの数字なのでしょうか、その３点についてお尋ねし

たいと思います。

〇森 一人委員長 それでは、質疑は計３問になります。答弁をお願いいたします。

馬橋副課長。

〇馬橋 透税務課課税担当副課長 それでは、個人町民税の増加分について、まずご説

明いたします。

個人町民税につきましては、委員さんおっしゃるとおり、均等割額といいまして、

まず人口のほうなのですけれども、そちらのほうは若干減少しておりますが、全体的

に所得が増加しているということで、こちらのほうは平成29年度の調べをもとに推測

しておりますが、給与所得者、営業所得者、農業所得者、その他の所得者ということ

で、計４種類の所得に分けて推計しているわけなのですけれども、そちら４種類とも

わずかに増加しているということで、全体的に増加となっております。

それから、固定資産税の減少の中身ということなのですけれども、固定資産税につ

きましては、今年度平成30年が評価がえの年ですので、基本的には全体的に下がる年

になっておりますが、まず家屋の中身ということなのですけれども、家屋につきまし

ても３年分の減価償却が落ちますので、その分でかなり減少することになっておりま

す。ただ、評価がえで単価のほうはわずかには上がっているのですけれども、３年間

の減価償却のほうが大きいということで大幅に減額になっております。
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たばこ税につきましてお答えいたします。たばこ税につきましては、平成30年度の

見込みといたしましては、1,950万本程度予測しております。

以上です。

〇森 一人委員長 大島副課長。

〇大島真弓税務課収税担当副課長 すみません。固定資産税の滞納繰り越し分の内訳な

のですが、30年度で見込んだ中で、29年度の収入未済額としては大体平年どおりなの

ですが、欠損で見込んだものが例年よりも若干少な目になってはいるので、今までの

滞繰りの分の繰り越しというのが、余り減らずにそのまま繰り越してしまっているの

で、大体平年どおりの中身なのかなと思われるのですが。

以上です。

〇森 一人委員長 山岸課長。

〇山岸堅護税務課長 滞繰りの関係で、ちょっと追加してお答えを申し上げます。

空き家との関係ということでご質問いただきました。恐らく空き家の関係、あるい

はそういったことが原因している可能性もあるかと思うのですが、具体的には中身を

見ているわけではございませんので、はっきりその因果関係があるというようなこと

は申し上げられないところです。

〇森 一人委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 再質問をさせていただきます。

給与所得者も、営業されている方も、農業者も、その他の方もわずかに増収してい

るということでございます。営業をされている中で、特に商店関係の方々の個人商店

と申し上げますか、大型商店と個人商店が、うまくそこらの税収の流れ方が、振り分

けができているのかどうかわかりませんけれども、個人商店の方々の収入も上がって

いるのか、農業者も全体的な農業者が上がっているのか、まずそれ１点お尋ねしたい

と思います。

それから、固定資産税ですが、平澤土地区画整理組合の中が、まだ正式にその組合

が解散して、全面的にあそこは宅地となったわけではないのですが、大分あそこにう

ちが建ってきて、かなりの宅地並みな税収が上がったり、新しい個人の家が建ってい

ますので、その辺のところで大分そこいらの税収は上がっているのかどうか。平澤土

地区画整理の中では、全体の区画整理の中で何割程度が税収としてアップして上がっ

ているのか、もしわかれば教えていただきたいというふうに思います。
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それから、この滞納繰り越し分、わかりました。昨年より300万ほど減っています

ので、かなり滞納者に対する税収アップの動きを職員がされているのかなとも推察さ

れるのですけれども、どのような動きを昨年度はされたのか、その点お尋ねしたいと

思います。

以上です。

〇森 一人委員長 計３問になります。順次答弁求めます。

馬橋副課長。

〇馬橋 透税務課課税担当副課長 それでは、営業所得の個人商店の関係なのですけれ

ども、こちらに関しましては営業所得ということで全体で集計しておりますので、個

人商店が上がっているかどうかというところまでは、この中には含まれておりません。

それから、農業所得につきましても、農業所得、基本的には全て個人の方の集計に

なっておりますので、こちらにつきましては農業所得が全体的にはふえたというとこ

ろもあるのですけれども、農業所得計算するときには、販売価格から経費とかを引い

て所得を出しておりますので、その年によりまして経費がかさんでマイナスになるこ

ともございますし、若干のプラスになることもございますし、その辺は全体を見て増

加しているというところで、その中身までは検証できていないのが実情であります。

固定資産税の平澤区画整理の関係なのですけれども、こちらにつきましては今度の

30年度の課税につきましては、一応10棟ほど新築で見込んでおります。全体では76棟

程度で、そのうち住宅関係が65棟見込んでおりますので、65棟分の10棟程度が平澤の

区画整理内というところで予測しております。

以上です。

〇森 一人委員長 大島副課長、お願いします。

〇大島真弓税務課収税担当副課長 お答えさせていただきます。

滞納者への対応なのですが、固定資産税とは限らずに全部の税の対象になってしま

うのですが、４月から毎月のように催告書というのを出しております。ただ、いきな

り催告書が行ってしまうと驚かれる方もいらっしゃるので、最初１回だけの滞納者に

は、町税等の未納のお知らせというちょっと優しい文書で、未納していますよ、忘れ

ていないですかという感じのお手紙を出して、それでも反応がない方には段々強目と

いうか、最終的には来庁要請で来てくださいで、その後は差し押さえ予告書というの

を出して、それでも反応がない方には差し押さえという形をとらせていただいていま
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す。

あとは、臨宅といってお宅に伺うのを５月と10月に実施しました。今は、不動産を

差し押さえた場合は即公売という方向性になっておりますので、その自宅が実際売れ

るかどうかではないですけれども、下見を兼ねた、その方の家庭状況、生活状況等を

確認するという意味での、それを目的とした臨宅を年２回、今年度は実施いたしまし

た。不動産差し押さえは今年度やっていないのですが、来庁要請等に応じなかった滞

納者に対して、差し押さえを今年度は職員が一生懸命やって、例年以上の差し押さえ

件数を実際実績として残しております。

以上です。

〇森 一人委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 今の答弁の中で、本当に税務課の職員が大変一生懸命やっていただい

ているなということがよくわかります。

税務課の職員体制の中で、全員でそれをやられているのかしら、ある一定の役職の

ところまで絞った形の動きなのでしょうか。それだけ１点、ちょっとお尋ねしたいと

思います。

〇森 一人委員長 山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 今大島副課長からお答え申し上げました滞納者の対応についてで

すが、当然窓口に来ていただいたりした場合は、税務課の全職員がその対応をさせて

いただくということになっておりますけれども、実際に滞納処分等を行う、あるいは

催告書を発送する、そういったことに関しては、収税の担当の職員が３名おりますの

で、その職員が行っているということでございます。

〇森 一人委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 17ページの、今と重なる部分があるのですけれども、個人の町民税、

ちょっと今の説明ですと、均等割はこれ若干減っていますよね。これは、先ほどの説

明ですと人口減が理由ではないかという、そういう理解でよろしいわけなのですか。

確認です。

所得割については、給与や営業、農業といったものが伸びている。伸びる予想なの

でふえるという、そういうことでよろしいのでしょうか。税率が変更になったという

ことではなくて、そういう理由でよろしいわけなのですか。



- 22 -

それから、法人のほうなのですけれども、これ補正で製造業がよかったということ

でした。この伸びも、製造業が引き続きいいだろうという読みでふえているのか、伺

いたいと思うのです。均等割は、ちょっとどういう理由なのか、伺いたいと思うので

す。

それから、固定資産税なのですが、平成30年は評価がえだと。土地が上がるわけで

すよね、上がっております。これ土地が上がっているという理由は、評価がえで少し

上がるという見通しなのですか。今の時期に上がるのかというのが、ちょっとそこの

ところどうなのか、伺いたいと思います。

償却資産が昨年はかなり伸びたのですけれども、今年若干減ります。大体企業の設

備投資も一段落をついたのではないかという、そういう見通しで１年過ぎますので、

減るという、そういう見方をしているのか伺いたいと思います。

それから、86、87ページなのですが、皆さん方の給与が大幅に減るわけです。職員

の数が昨年13人とあったのですが、今年は12人だということで、県税事務所の職員が

嵐山町で仕事をするようになったと。１人減っても、その方が１人ぐらいの分はもう

十分仕事できるよということで減らすようにしたのか、これ減らす理由を伺いたいと

思います。それと、金額が減っている理由です。

復興税、今年は幾らになるのか。昨年は、440万7,000円という見通しだったのです

が、今年は幾らなのか伺いたいと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 順次答弁を求めます。計６問でよろしいですか。

馬橋副課長。

〇馬橋 透税務課課税担当副課長 それでは、個人町民税の均等割が人口減に比例して

いるかというところなのですけれども、こちらにつきましては先ほどお答えもしまし

たが、所得がある方の人口が減っているという考えでいいかと思います。所得割がふ

えている関係は、税率が変更したということではなくて、各個人の１人当たりの所得

額が若干増加しているという傾向があるというものです。

法人町民税につきましては、補正のときに製造業がかなり上昇しているので、その

分増額はしたのですけれども、当初予算計算する場合には、当初予算ベースで比較し

ておりますので、実際にどの企業が業績が上がっているからということで予測してお

りません。実際は当初予算ベースで、昨年の当初予算から比較して計算を出しており
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ます。

それから、土地に関してなのですけれども、土地に関しては実際は評価額で若干下

がっておりまして、例えば評価額が上がった場合でも据え置きという措置をしますの

で、その段階で税額が上がることはございません。こちらで土地が上昇している分に

つきましては、宅地の部分がふえておりまして、雑種地から宅地に変更したことで土

地の評価額が上がっているというところです。基本的には、雑種地から住宅に変わり

ますと雑種地が減少するのですけれども、その雑種地の部分が減少していない理由と

しましては、太陽光などで山林とかの地目が雑種地に変更しているというところがご

ざいます。

それから、償却資産ですけれども、償却資産のほうも当初予算ベースで計算してお

りますし、基本的には経年減点で評価が下がっていきますので、その分で減少してい

るというものです。

法人の均等割の関係なのですけれども、法人の均等割は納めていただける会社が若

干何社かふえているというところで、わずかな上昇となっております。

以上です。

〇森 一人委員長 山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 復興税の関係についてお答えを申し上げます。

平成30年度の個人住民税の均等割額を算出している均等割の人数ですが、8,799人

です。こちらに500円を掛けますと、金額的には439万9,500円となっております。

それから、直接税務課のほうでお答えはできないのですが、給与の関係です。

〔何事か言う人あり〕

〇山岸堅護税務課長 県税のお話もしていただきましたので、一般質問でしたか、本会

議のときに少しお答えをさせていただきましたが、それを川口議員がお聞きいただい

て覚えていただいていて、大変私もうれしいなと思っているのですけれども、あのと

きにお答えしたように、本年度10月から県の職員、県税のほうと協力をいたしまして、

県税職員さんに町の職員という併任辞令を出していただいて、本来は県の職員ですの

で、県の税金しか取り扱いできないわけですけれども、そういった形をさせていただ

いて、先ほどの大野議員からのご質問へのお答え若干かかわってきますけれども、県

税事務所の職員が、町税のことに関して滞納処分等もできるというような形で併任辞

令を出させていただいて、ご協力をお願いして収税の業務に当たっているということ
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でございます。

〇森 一人委員長 植木参事兼総務課長。

〇植木 弘参事兼総務課長 私のほうから、職員等の人件費に係る部分についてお答え

申し上げます。

平成28年度には、当初予算のときには職員13人で計算をしておりました。29年度現

在12人の職員配置になっておりまして、これをもとに現体制で積算をした予算という

ことでございます。

なお、この予算につきましては、あくまでも現体制で積算をしたものでございまし

て、４月以降の人事異動等でまた予算の変動がございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 法人なのですけれども、均等割がふえているというのは、均等割は企

業ができれば、企業をつくれば納めるわけです。ということは、新しい企業ができて

いるという、こういう理解でよろしいのですか、ふえているという理由は。

それと土地の関係なのですが、評価がえで多分これは下がるだろうということで、

ただ、宅地がふえているということで固定資産税もふえるという、こういうわけです

ね、わかりました。これはいいです。

償却資産は、設備投資は大体一段落したのではないかという、こういう見通しなの

ですか。昨年をもとにしたというだけの計算で、それだけで理解ができないのです。

昨年は、かなり大幅に伸びているわけです。その前のをもとにしたらあんなに伸びる

わけないので、もう少し政治的なものというか、経済的なものを入れているのではな

いかなと、入れていなければおかしいなというふうに思うのですけれども、ちょっと

そこを伺いたいと思います。

それから、職員体制なのですが、職員体制というか、この減額の理由は、そうする

と13人分とっておいたのだけれども、実際12人でやったので、その分が昨年比で

1,000万円以上の減額になっていると、こういう理解でよろしいのですか。12人で何

とかやれていますよということでいいのか、ちょっと伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 川口委員、給与の関係については、植木参事が答えるとなると総務

課関係になりまして、先ほど山岸税務課長が答えたのは、県の税担当の方が町の税務

を扱えるということで、その意味を込めて山岸税務課長が答弁してくれたのですが、
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植木参事が答えるとなると総務課の質疑になるので、今税務課ですので、そこはよろ

しいでしょうか。総務課のときに聞いてもらってもいいですけれども。

〇川口浩史委員 いいですけれども、さっき答えてもらったから。

〔「内容的だったら税務課でもいいと思う」と

言う人あり〕

〇森 一人委員長 よろしいですか。

〇川口浩史委員 では、12人で大丈夫なのかどうかだけ。

〇森 一人委員長 12人で大丈夫なのかというところで、計３問になりますが、お答え

ください。

馬橋副課長。

〇馬橋 透税務課課税担当副課長 先ほどの法人の関係で、企業がふえているのかとい

うご質問なのですけれども、中身までは、どの会社がふえているとかというところま

では把握しておりませんが、基本的には新しくできているところもありますし、大き

い会社が少し会社を分けたりとかということもございますし、中には今まで把握して

いなかったところが新たに法人として登録するとかということもありますので、一概

に企業がふえているかというところでは把握しておりません。

以上です。

〇森 一人委員長 山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 固定資産税の償却資産の関係でお答えを申し上げます。

川口議員ご指摘のとおり、平成29年度の当初予算は、その前年度の当初予算と比較

しますと増加にあったと思います。この理由が、その前の年に町内で大きな工場の建

て替え等がございまして、そういった原因によって、新たな償却資産に対する課税と

いうのが出てまいりました。馬橋副課長がお答え申し上げましたとおり、償却資産は

毎年減価していきますので、そういった大きな投資がないと、通常は減価に伴って償

却資産の課税額も減っていくということでございます。29年度においては、そこまで

大きなものがなかったということもございまして、来年度当初予算に関しては償却資

産が減少しているということでございます。

〇森 一人委員長 安藤副町長、お願いいたします。

〇安藤 實副町長 職員の人件費の計上について、ちょっと私のほうから補足のほうを

させていただきたいと思います。
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当初予算は、あくまでも４月１日の人事異動を想定して計上しているわけではなく

て、現体制の中で退職者を減をし、新人については、新採用の職員については一定の

場所に計上して、そして４月１日の人事異動を経て６月の補正で修正といいましょう

か、現体制のほうに補正をかけさせていただいている。これが今までのルールでござ

いまして、全体的な人件費については、ぜひそういうふうにご判断をいただければ大

変ありがたいというふうに思います。

それから、税務課について特に申し上げれば、税務課は非常に徴収を含めて頑張っ

ていただいておりまして、県下でも大変トップクラスの成績をおさめていただいてお

ります。そういう中で、少ない人数ながら頑張っていただいているというふうなこと

もございます。新年度におきましては、監査委員さんからも税の滞納未収について一

元管理するようにというふうな監査意見をいただきました。それを含めて、さらに自

主財源の確保に力を入れていこうということで、税務課のほうに強力な収税対策室を

設置する予定になっております。そうしますと、新体制においては人数が増加をする

というふうなことで今考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

渋谷副委員長。

〇渋谷登美子委員 個人町民税の全体の対象者数をどのくらいに予測して、非課税者は

どのくらいに予測しているのですか。年金の方がどのぐらいふえて、それで非課税の

方もいるし、そうではない方もいらっしゃるし、それの予測を伺いたいと思います。

私の計算したよりも課税者が多いなと思ったので、ちょっと伺いたいと思います。

それと固定資産税のほうなのですが、太陽光発電によって山林が雑種地になってと

いう部分があるという形なのですけれども、それはどの程度把握されていて、償却資

産としては太陽光発電のものはどのくらい見込まれたのか、伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 計２点になります。順次答弁を求めます。

馬橋副課長。

〇馬橋 透税務課課税担当副課長 初めに、個人町民税の非課税者数なのですけれども、

現在の段階ではわからないので、人数的にはちょっとお答えできないのですけれども、

課税者数につきましては、8,799人で計上しております。

それから、固定資産税の太陽光につきましてですけれども、面積的には、ちょっと
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手持ち資料が今ないのですけれども、評価額……すみません、税額的には４万5,000円

程度です。すみません、雑種地がふえた部分です。

〇森 一人委員長 山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 太陽光の関係についてお答えを申し上げます。

固定資産税に係る償却資産の太陽光の部分ですが、１月31日が償却資産の申告期限

になっておりまして、その分は当初予算のほうにはまだ計上できておりません。

それから、参考までに申し上げますけれども、今年度、経済産業省のほうに嵐山町

町内において発電量が10キロワット以上の太陽光発電について認定というのでしょう

か、その認定状況の調査をさせていただきました。平成29年３月までの認定分という

ことで180カ所ございました。この中で、恐らく開設されている部分というのが93カ

所でございます。ただ、これについても太陽光は、直接に土地についているものと、

建物についているものとございますので、全てが償却資産ということで課税されるも

のではありません。

それからもう一点、今申し上げましたとおり、全てが直接土地からついて行われて

いるというものではないので、この全てが土地の課税について雑種地で課税されてい

るというものではございません。あくまで、土地に直接ついているものということに

なろうかと思います。ただ、この内訳については、ちょっとまだ集計ができておりま

せんので、大変申しわけございませんが、お答えができません。

〇森 一人委員長 渋谷副委員長。

〇渋谷登美子委員 納税滞納者というのは、数として把握できていないというふうにな

りますよね。課税者が8,799人いて、納税対象者というのは数として把握できていな

いので、非課税対象者が予測ができないというふうな形で考えてよろしいのですかと

いうことが１点。

それから、ちょっと私のほうの知識がないもので申しわけないのだけれども、山林

が１平米大体どのぐらいの税額になって、雑種地はどのくらい金額が上がってくるの

ですか。ここのところが、償却資産でえっとか思って今聞いていたのですが、ちょっ

と伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 計２問になります。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 非課税者の人数の関係ですけれども、今馬橋副課長からお答え申
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し上げましたとおり、個人の住民税については均等割を8,799人課税をさせていただ

いているという状況はわかりますけれども、それでは非課税者が何人かということに

なりますと、そうすると大もとの労働者というか、所得を得るべきといいますか、そ

ういったもとの人数が何人かというのは、全体がないと差し引きして非課税者という

のは出てこないかと思います。

〔「全体がない」と言う人あり〕

〇山岸堅護税務課長 ええ。それをどう見るかということによって、非課税者というの

は変わってくると思いますし、あともう一点、非課税の人数というのは、税務課は課

税をさせていただいて、それを納めていただくという業務内容でございますので、非

課税者が何人というのは出せないという状況です。

それから、太陽光に関して山林と雑種地の違いということでございますけれども、

これも調整区域と市街化区域と、そういったことで全然違いますし、山林でもそれぞ

れその区域ごとによって値段が違いますし、雑種地も同じことが言えるものですから、

一概にどのくらいということはお答えできません。

〇森 一人委員長 渋谷副委員長。

〇渋谷登美子委員 太陽光発電が設置された雑種地、山林というのは、大体ここら辺か

なというのはわかるのですけれども、それは本当に山林だったのというふうな感じが

あるのですけれども、もともと雑種地だったのではないかというふうな感じはするの

ですけれども、山林を雑種地に変更しないと太陽光発電は設置できないということな

のですか。そうではないですよね、おかしいなと思って聞いてたのです。

〇森 一人委員長 １点になります。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 渋谷委員今ご指摘いただいたとおり、もともと雑種地であっても、

それはいろいろな許可手続があるかと思いますが、そういったものがクリアされれば

太陽光発電は設置できるというような形になると思います。

ちなみに一例を申し上げますと、工業団地の中に、調整地に太陽光等も設置してお

りますので、一概に雑種地、あるいは山林という地目に限られるものではないと思い

ます。

〇森 一人委員長 ほかに。

安藤委員。
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〇安藤欣男委員 ちょっと細かい質問になるのですけれども、17ページ、軽自動車税の

関係なのですが、昨年は大幅な伸びを示していたのですけれども、今年は132万2,000円

増ということです。これを原付からミニカーまでの、それぞれ積算の根拠があるのだ

と思うのですが、それについてどういう根拠なのかお伺いしておきます。

それと、この軽自動車税、昨年が重課税分がかなり伸びた。それは、また変更後は

かなり買いかえたりなんかするので、そういうものもあってこの伸びが抑えられてい

るのか、その辺をお聞きします。

今、見込みの関係です。それから、滞納繰り越し分33万3,000円、これの件数は何

件くらいなのですか。

〇森 一人委員長 順次答弁を求めます。計３問になります。よろしくお願いします。

馬橋副課長。

〇馬橋 透税務課課税担当副課長 軽自動車税の積算についてお答えいたします。

今委員さんおっしゃいましたとおり、軽自動車税につきましては税率改正によりま

して税額が上がっていますので、旧税率で乗っておられた軽四乗用の方が買いかえる

と税率が当然上がるというところもございますし、それから１年間だけ経過で50％、

25％等の軽減がかかっていた方が、もとの税率に戻ったりということもございますの

で、台数的な推移はさほど変わっていないのですけれども、総額で増加しているとい

う状況でございます。

以上です。

〔「根拠を言ってない」と言う人あり〕

〇馬橋 透税務課課税担当副課長 台数の根拠。予算を計上した時点での台数なのです

けれども、昨年の当初予算ベースで軽四乗用の標準税率１万800円お願いしていると

ころなのですけれども、こちらのほうが240台から約600台程度に増加しております。

旧税率につきましては、7,200円お願いしているものなのですけれども、3,089台か

ら2,721台と、こちらのほうは減少しております。300台程度減少しているところなの

ですけれども、上がっているほうが倍以上になっていますので、そちらの辺で税額の

ほうが上昇しているかと思われます。そのほかにつきましては、台数的には大きな変

動はございません。

以上です。

〇森 一人委員長 大島副課長。
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〇大島真弓税務課収税担当副課長 すみません。軽自動車の滞納者の件数なのですけれ

ども、滞納繰り越しのほうとしては件数というか、台数のほうの把握はしておりませ

ん。ただ、今年の３月６日現在の人数の把握でしたらできているのですが、そちらを

読ませていただきます。人数としては160人います。26年だけの軽自動車未納者は

43人、29年度も含めた軽自動車の滞納者数は117人となっております。

以上です。

〇森 一人委員長 ちょっとお待ちください。滞納繰り越しのほうの人数というのはお

答えいただいた……今台数で答えたのですね。

〔「いや、台数が出ないと」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 人数を聞いたの。

〔「聞いているのは台数なのですけれども、件

数を聞いたの」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 件数ということですか。はい、わかりました。

では、安藤委員、お願いします。

〇安藤欣男委員 私が原付からずっと件数、積算の根拠はどうなのですかと聞いている

わけです。それ答弁ないのだけれども、なぜというと、原付が随分減っているのです。

だから、原付の登録が減ってきているという捉え方なのかどうか。そんなこともあっ

て、台数はどうなのですかと聞いたわけ、答えはなかったけれども。

最初の答弁で、重課税については買いかえると上がるというのだけれども、買いか

えると上がらないよね、買いかえれば新しい税率になっているわけだから。古いから

重課税となると。そこのところの捉え方がギャップがあるような気がするのだが、ど

うなの。

〇森 一人委員長 馬橋副課長。

〇馬橋 透税務課課税担当副課長 申しわけありません。原動機付自動車というか、原

付の場合なのですけれども、こちらにつきましては911台から867台で計上しておりま

す。登録台数は減ってきていると思います。

軽自動車の関係なのですけれども、台数を見ますと、重課税につきましてはさほど

変動がない状況でございまして、先ほど説明しました通常の旧税、そこまで古くない

けれども、古い型といいますか、重課税にまで行かないまでの台数が大幅に減少して

いまして、新たに買われている、２～３年前に買われている方が大分ふえているとい
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う状況です。

以上です。

〇森 一人委員長 山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 重課税の関係でお答えをさせていただきます。

安藤委員ご指摘いただきましたとおり、29年度はたしか前年度と比べて大分上昇し

たというご指摘、そのとおりでございまして、その理由というのが、その当時この重

課税の制度というのができまして、車検登録してから13年を経過しますと、それまで

例えば四輪自家用乗用の軽自動車は7,400円が税率でございました。それが13年以上

経過した車というのは、その税率が１万2,900円ということで、重課税されるわけで

ございます。失礼しました。通常の今までの軽自動車の税率は7,200円で、それが１

万2,900円になるという形でございまして、29年度の当初予算ベースの前のときに13年

以上登録している車が何台あるかというのは、今Ｊ―ＬＩＳというところを通して車

検情報が来るような形になっているのですが、この予算を組む段階で、その重課税の

分が何台になるかというのが把握できなかったという状況がありました。29年度にな

りましてその状況が把握できたということで、その重課税分を29年度の今年度の当初

予算では反映ができたわけなのですけれども、そういった形の中で29年度予算につい

ては、前年度に比べて予算計上額がふえているという状況がございます。そのデータ

が、当然今年度についても引き続き来ておりますので、30年度については前年と比べ

ると、それほど大きな増加にはなっていないという状況でございます。

〇森 一人委員長 安藤委員。

〇安藤欣男委員 ２回目で落としてしまったもので、滞納の関係で再度聞きますけれど

も、結局今人数が出ましたが、滞納繰り越し分の税収の見込みというのは、この人数

がその全ての滞納額ではないという捉え方でいいのですか。

〇森 一人委員長 山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 今安藤委員おっしゃったとおり、この33万3,000円というのが全

てではございません。実際に予算を計上するに当たって積算した金額というのは、

185万1,000円でございます。これに対して、これまでの徴収実績等を加味して、33万

3,000円が収入として見れるだろうということで計上をさせていただいたものでござ

います。

〇森 一人委員長 ここで暫時休憩をとりたいと思います。
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再開時間を10時45分から再開といたします。

休 憩 午前１０時３２分

再 開 午前１０時４２分

〇森 一人委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

ほかに質疑のある方いらっしゃいますか。

清水委員。

〇清水正之委員 個人町民税の関係なのですけれども、今の議論の中で収入が上がった

という話があったのですけれども、この収入の捉え方というのはどういうことなので

すか。課税収入が上がった、総収入が上がったと、私総収入が上がったというのは非

常にいいことだなというふうに思うのです。それで、１つは何の収入が上がったのか。

課税収入が上がるということは、控除後に課税するわけですから、控除がきつくな

ったのかなというふうに考えるのですけれども、今年の控除の改定というのがどうだ

ったのか、ちょっとお聞きしたいと思うのです。

そういう面で、これ控除がきつくなったということは、生活そのものがよくなった

というわけではないので、それは余りいいことではないのかなというふうに思うので

す。今年そういう面では税額が伸びているわけですが、一体どういう状況で個々の、

今言った給与所得者なり農業者なり、そういった人たちの総収入が上がったのかどう

か。課税収入が上がったというのは、これは控除がどうなったかによって変わるわけ

ですから、その辺はどうなのですか。

〇森 一人委員長 では、大きく１点になると思います。

馬橋副課長。

〇馬橋 透税務課課税担当副課長 個人町民税の収入の関係ですけれども、こちらは毎

年概要調書というものを県のほうに出しているのですけれども、そちらベースで比較

しておりますが、28年の概要調書から29年の概要調書をつくるに当たりまして、総収

入につきましても若干上がっております。

控除額につきましても若干上がっていますが、差し引きしましても課税標準額が全

体的に若干上がっているという状況でございます。

以上です。

〔「控除」と言う人あり〕
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〇馬橋 透税務課課税担当副課長 控除額につきましても若干上がっております。総所

得金額も上がっていますし、所得控除額も上がっていますが、差し引きしましても課

税標準額も上がっているという状況でございます。

以上です。

〇森 一人委員長 清水委員。

〇清水正之委員 控除も改定があったのです。まず、今控除額も上がっているという話

ですけれども、基礎控除そのものも上がっています。これは、課税される人について

は一番の大きな控除になると思うのですけれども、そういう面で今回の税制改正の中

で、その基礎控除も含めて何点かあるのですけれども、この控除の改正内容について

はわかりますか。

今の話ですと、総収入も上がっている、課税収入も上がっているということで、総

収入が上がっているというのは一体どういう要因が考えられますか、わかりますか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 １点目の税制改正に関するご質問いただきました。

現在地方税法の改正が、今国会のほうに提出されておりまして、恐らく審議中であ

ろうと思います。毎年度３月末に、地方税法の改正というのが国会を通りますので、

実際にはそれからということになろうかと思います。

今清水委員ご質問いただきました個人所得課税の見直しにつきましては、平成33年

度分の個人住民税から適用されるというような内容であろうかと思います。内容とい

たしますと、給与所得控除等が10万円減額になります。それにかわってということに

なるのだと思うのですけれども、基礎控除が、これ所得税ベースですけれども、控除

額が33万円だったものが43万円になるということで、結果的には控除額は、ある一定

の所得金額までの方、収入金額までの方は変わらないというようなことになるかと思

います。その一定の金額というのが、給与収入で申し上げますと850万円を超える場

合の控除額というのが、今まで205万円だったものを195万円ということで、これが給

与所得控除の限度額になるという内容でございます。

先ほど申し上げましたとおり、この改正については33年度以降の個人住民税に関す

るものでございますので、30年度の当初予算には、当然これは反映されておりません。

それから、２点目の総収入が上がった理由ということでございますけれども、これ
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については特に分析等しておりませんので、何がということで原因を特定できること

は、今の段階といいますか、なかなかこれを把握するのは難しいということになろう

かと思います。

〇森 一人委員長 清水委員。

〇清水正之委員 そうすると、今回の予算には控除に関しては影響がされていないとい

うことなのですね。そういう面では、基礎控除も含めて公的年金の控除、それから給

与控除等については、今回の予算には反映されていないということでいいわけですね。

そういう中で、特にでは今年についての個人住民税の所得割については、数字的には

上がってきているというのはわかるのですけれども、それは総収入がふえたという考

え方でいいわけですか。

〇森 一人委員長 山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 清水委員ご質問いただいたとおり、今先ほどご説明させていただ

きました個人住民税に関しての給与所得控除、あるいは基礎控除の見直しというのは、

30年度の当初予算には反映されておりません。総収入については、29年度と30年度を

比較して、当初予算ベースで増額を計上させていただいているのは、総収入がふえた

ということが原因になってこようかと考えております。

〇森 一人委員長 ほかに。

松本委員。

〇松本美子委員 それでは、滞納繰り越し分について、個人にしましても、それから固

定資産、軽自動車とかいろいろあるわけですけれども、そういう中で、今回30年度か

らは専門に収税対策の係といいましょうか、職員さんを配置して、税務課そのものの

人数等もふやしていくのだというようなことですけれども、そういった職員の関係で

は、県のほうの関係の方も収税のほうを手伝っていただけるというようなことになる

ということでの説明があったと思うのですけれども、予算ですから目標にもつながっ

てくるのだと思うのですけれども、まず個人町民税のほうの滞納の関係ですけれども、

こちらにつきましては、もともと大変なので納められない方たちがかなりいるのかな

というふうに解釈はしていますし、その反面、ある面では忘れるというか、放ってお

かれているというか、ちょっとそのように、お金があるのだけれども、なかなか納め

ないとかという方たちもいるかなというふうに思うのですけれども、どういった方た

ちにしっかりと納めていただくために、税金はもちろん平等に払うのが当たり前です
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けれども、専門者まで職員さんを配置してまで、どのような手を考えているのでしょ

うか。

先ほどの説明によりますと、１回、２回、３回、４回ですか、それから臨宅もやっ

たり、未納のうちには通知を出すとか、あるいは来ていただくとか、いろんな方法を

とっているということです。今までも、これはとっていたと思います。ですけれども、

それがあえて30年度きちんと予算計上しているわけですから、このほかに何かこうい

った考え方があって、こちらの税収に入れていくのだというような滞納者についての

取り組みの関係でしょうか、その辺のところを答えていただける範囲内で結構ですけ

れども、答えていただければというふうに思います。

一番やっぱり大切なところです。そうやって力を入れていくということですよね、

やっぱり職員さんふやしたりいろいろやるということは。

では、すいません、お願いします。

〇森 一人委員長 大きく１点になると思います。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 先ほど副町長から、来年度収税体制といいますか、税務課の体制

自体を強化していきたいというご答弁がございました。そういったことを、本来でし

たら松本委員おっしゃるように、当初予算に反映させて計上させていくというのが、

それができるというのが一番いい方法だと思います。しかし、この当初予算を計上す

る段階と、人事を考えていく段階という中で、どうしてもタイムロスというか、タイ

ムラグが出てくるかと思います。若干その時期がずれてまいりますので、体制を強化

したことを直接数字にあらわすということが、ではどのぐらいの数字が変化していく

のかというのが、極端に申し上げれば、推計するのが難しいというようなことになろ

うかと思います。そういったこともありまして、当初予算計上していただいている中

には、そういったものは実は含まれておりません。

ただ、先ほど松本委員おっしゃったとおり、税については公平に負担していただく

というのが大原則の考え方にございますので、そういった考え方をもとに、今後もそ

の業務について取り組んでいきたいというふうに考えております。

〇森 一人委員長 松本委員。

〇松本美子委員 何かもうちょっと具体的な話がいただければいいなと思ったのですけ

れども、ないようですけれども。例えば未納の方についてお手紙を出す。その次の段
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階が、何段階か踏んでいって、一応臨宅や何かで伺いますよね、そのときに未納者の

うちで、自分が未納になってしまっている、来ていただいて納めなくてはならないの

だという認識ですか、そこのところが、こんな例もあるのです。うちは、町の職員さ

んがお金を、税金を取りに来てくれた。年中来てくれるから、持っていかなくても払

っていられるから、ほかのうちよりも助かるのですよねというようなお話も聞かれま

すから。現実ですよ、これは。ですから、そういう人について、何だからきょうは伺

ったのですよということを職員さんもしっかりと認識していただくように。そこのそ

ういった言葉を使っている人が本当に困っているのかといえば、そんなでもないので

す、働いていますから。それでも、そういう方たちがいることも聞いていますから、

現実に。ですから、私この未納の関係は、滞納の関係は、ちょっとしっかりと取り組

んでいるのですけれども、もう一回再度というふうな形で今聞いているのです。

そういうときに、伺ったときには、ただ行って、こういうわけですよという程度な

のですか、あるいは何か書類みたいなものを持っていかれるのですか、どんなふうな

形で伺っているのでしょう。

〇森 一人委員長 山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 今松本委員がご質問いただきました、ちょっと個々の対応のケー

スというのは把握ができておりませんので、その方がどういう関係で、どういうこと

でそういうことをおっしゃったのかというのはお答えできないのですけれども、原則

的なというか、今業務上行っている例を申し上げますと、臨宅徴収については、先ほ

ど大島副課長が申し上げましたとおり、年２回行かせていただいております。

前にもお答えを申し上げたことがあるのですが、今臨宅徴収に行って、実際にお金

をお預かりするというのが一つの目的ではあるのですが、もう一つ、その方の生活状

況というのを把握するというのが大きな目的になっております。これはなぜかといい

ますと、何年か前からコンビニ収納が始まっております。コンビニは、24時間どこで

も納めていただけるという利点がございますので、そういったこともございますし、

あと納税する方の意識といいますか、自分で税を納めていただくというような考え方

をご理解いただくという面からも、実際にお宅に伺って集金のような形をするという

ことは、今はやっておりません。

そういうことで、今後もそういった考え方をもとに、コンビニ収納あるいは、これ

なかなか難しいのですが、口座振替等をしていただくように手続をしていただくとい
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うことで、そういったお願いも引き続きしていきたいというふうに考えております。

〇森 一人委員長 松本委員。

〇松本美子委員 確認になってしまうのですけれども、では30年度からはもちろんです

けれども、今までも、29年度についてもコンビニとか、あるいは振替のこういう方法

があるのですよということは、伺った時点ではご説明をしてきて、その方向でも大丈

夫なのですよというような形を30年度、特に人数的にもふえて、そういうふうな立場

になれる、そういう接触するときも多くなるでしょうから、こういうことは未納者に

ついてはお願いをしてくるということになりますか。それ１点です。

〇森 一人委員長 山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 そういったお願いも引き続きしてまいりますし、あと納付書の封

筒に、口座振替をお願いしますというか、手続をしてくださいというか、そういった

ことも印刷しておりますし、コンビニでも納められますというようなお知らせは、逐

次しているというようなことでございます。

〇森 一人委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇森 一人委員長 質疑がないようですので、税務課に関する部分の質疑を終結いたし

ます。

ここで休憩といたします。入れかえのみです。

休 憩 午前１１時０２分

再 開 午前１１時０４分

〇森 一人委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、総務課及び会計課に関する部分の質疑を行います。

説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして簡潔かつ明瞭な答弁、

説明をお願いしたいと思います。

それでは、質疑をどうぞ。

川口委員。

〇川口浩史委員 初めに、69ページの平和事業なのですが、これ前の説明では、２年に

１度は大がかりというか、ちょっと予算とってやるのだということであるのですけれ

ども、２年目に当たる平成30年、そんなに変わらないのです。ちょっと大きくとれな
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かった理由を伺いたいと思います。ただ、この中に報償費がふえているというか、あ

るのですけれども、何をやるのか伺いたいと思います。

それから、72、73ページ、庁舎の管理事業なのですが、総合的な調査をしてここを

改修するということで、ふえた分は、その分だというふうに見てよろしいのでしょう

か。

それから、排煙窓が定期的に壊れるわけですよね。この総合的な調査という中には、

排煙窓の調査というのは入るのか、ちょっと伺いたいと思います。

それから、84、85の入札契約の関係なのですが、入札契約というか、工事の発注は

嵐山町はどういう発注状況にあるのか。ここで聞くのがいいのかちょっとわからない

のですが、年度後半にかなり集中しているような感じがするのですけれども、やっぱ

りそういう実情というのはあるのか、伺いたいと思います。

それから、93ページの選挙管理委員会の関係なのですけれども、今年は選挙がない

と思われる中で、来年は県議選、県知事選、町議選、参議院選挙もあるのです。18歳、

19歳、18歳はそれなりの投票率になっているのですかね、嵐山町の状況を詳しくわか

っていないのですけれども、わかったらちょっと教えてもらいたいのと、18歳も低け

れば今年の啓蒙啓発、啓蒙になりますか、特に19歳が全国的には低いというふうにな

っているわけです。予算全然ふえていないのですけれども、この啓発活動というのは

何もやらないということなのでしょうか。ちょっと実情と、やるのかやらないのかを

伺いたいと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 計４点になります。順次答弁を求めます。

内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 私のほうからは、まず、平和事業の関係につ

いてお答えさせていただきます。

平和事業は、これまで例年いろんなパネル展示だとか、そういったものを中心に行

ってまいりました。29年度は、図書館の事業と一緒に子供映画会と、それからそのア

ンケートを実施しまして、パネル展示のときにアンケートも展示して、子供たちがど

う感じているか、そういったものも来場者に見ていただくような、そんなやり方を行

いました。

30年度の今回予算組ませていただいた中身につきましては、そういう展示を中心と
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したやり方ではなくて、これ展示は一定期間展示しているのですけれども、講演会、

こういったものをやっていければなということで、必要な予算として若干でございま

すけれども、そういった形の予算組みをして、こういった予算にしたものでございま

す。

それから、73ページの庁舎管理事業の関係でございます。外壁調査の関係と絡めて、

今度は設備等も含めた形で実際に状況を把握した上で、計画的に庁舎の修繕等を行っ

ていくというふうに持っていきたいなと考えているわけなのですけれども、外壁だけ

ではなくて、設備と今申し上げました。当然窓とか、その排煙窓も建物の一部でござ

いますので、そういった部分の細かい調査もできれば一番いいのですけれども、こち

らはもう計画的に対応していくと、修繕していくという形で行っていますので、まず

は大きく費用がかかるものとして、機械設備ですとか電気設備、外壁のほかにはそう

いったものが中心的な調査の対象になると思います。

細かな修繕につきましては、適宜対応していくという形になりますが、根本的に直

さなくてはいけないというものについては、当然大きな計画を立てなくてはいけない

のでこの調査の中には含まれていくと思いますが、基本的には排煙窓については、順

次修繕していくという形をとっておりますので、外見上は確認はすると思いますが、

メーンの調査の中には、含まれないという言葉はおかしいのですけれども、そういう

位置づけになろうかと思います。

それから、93ページの選挙関係です。こちらについても、私のほうからお答えさせ

ていただきます。投票率の数字は今用意しておりますので、しばらくお待ちいただき

たいと思います。

それから、18歳、19歳の啓発活動、これにつきまして具体的な取り組みとしまして

は、新たに選挙権を有することになった方に対して啓発用の冊子を購入して、それを

直接お送りしております。それが直接の啓発活動としての取り組みでございます。

それから、全高等学校ではないのですけれども、大妻嵐山の高等学校がございまし

て、ここ２年模擬選挙というものを高校と一緒に、高校生の方に参加していただいて

体験していただいているということでございます。今年度も、明日行う予定で今準備

をしているところでございまして、今のところ中学生まで下げては活動はしておりま

せんが、町内唯一の高校、私立でございますけれども、高校生に対して選挙に関心を

持ってもらう、選挙とはどういったものかというものを肌で知ってもらうということ
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で、模擬選挙を学校とともに協力して実施しているということで、啓発を行っている

ところでございます。

私のほうからは以上です。

〇森 一人委員長 清水副課長。

〇清水延昭総務課財政契約担当副課長 私のほうからは、85ページの入札契約事業にか

かりますご質問にお答えさせていただきたいと思います。

嵐山町におきましては、年度当初に入札制度の基本的な考え方を、入札制度検討委

員会におきまして決定いたしまして、それに基づきまして、その年度の契約事務につ

きましては執行しているところでございます。

その中で、工事と、その工事に伴います調査、測量、設計業務委託につきましては、

埼玉県の電子入札共同システムのほうで、共同システムによります電子入札という方

式をとってございます。それ以外の委託業務、あるいは物品の納入に関しましては、

紙入札ということで執行しております。

現状といたしましては、平成29年度の工事に係る部分でございますけれども、全部

で26工事を発注いたしました。契約発注時期でございますけれども、４月から８月の

間が６本、後半の９月から２月におきましては20本ということで、前期に発注してい

る割合は23％でございました。このことからしまして、今後はなるべく早期発注に向

けた設計を行っていただきたく、各課には通達をいたす予定でございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 申しわけございません、庁舎管理事業で答弁

漏れがございましたので、答弁させていただきます。

修繕料が、予算が前年度に比べまして増額しております。こちらは、例年軽微な修

繕料として21万6,000円程度計上しているものでございますけれども、それプラス、

現在２階の女子トイレの手洗い、それから３階の男子トイレの手洗い、これが壊れて

おりまして、そちらのほうを早急に対応するため新年度予算で計上させていただきま

した。それプラス、正面入り口の自動ドア、こちらの駆動部が大分経年劣化しており

まして、これも対応しなくてはいけないということで、こちらのほうが総額で100万

ちょっとかかります。トイレの手洗いについては14万程度なのですけれども、自動ド

アについては100万ちょっとかかるというようなことで、その分を修繕料については
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増額という形でお願いしているものでございます。

それから、18歳、19歳の選挙人の投票率でございます。昨年行われました衆議院議

員総選挙のときの18歳の投票率が54.27％、それから19歳の投票率が37.78％でした。

投票率のほうは以上でございます。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 69ページの平和事業なのですが、今年は講演会をやるように、少しや

り方を変えるということで、そうですか、なるほどなと思って聞いていたのですけれ

ども。内容まで明らかにというか、できるのかどうか、ちょっと差し支えなければ伺

いたいと思います。

それから、73ページの庁舎管理の関係なのですが、修繕料がふえているのはちょっ

と聞こうと思っていたのですが、もうお答えいただきましたので。そうすると排煙窓

が、私は修繕では、もうこれ毎年というか、定期的に壊れてしまうわけです。２年に

１度とか３年に１度出ているわけですけれども、もう思い切って今回の調査で、違う

窓にしていくということをやっていったほうがいいと私は思うのです。その考えない

のか伺いたいと思います。

85ページの入札の関係なのですが、入札というか工事発注の関係なのですが、そう

すると早期に発注をするように嵐山町もしていくという考えで、そういうことでよろ

しいわけですか、ちょっとそういう気がなかったら総括でしようかと思ったのですが、

ここで答弁いただければ総括しませんので。

選管の関係なのですが、やはり嵐山でも19歳が低いと。18歳は、大体ほかの世代と

同じくらいの率ですか、若干低いかな。特に19歳への対応というのが大事になります

ので、19歳への特別な対策というものをぜひ考えていただきたいと思うのです。要望

はするなというのですけれども、ちょっとこれは要望で終わりにします。

以上です。

〇森 一人委員長 では、計３点になります。

内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 平和事業の関係につきまして、講演の内容と

いうことでございますが、大変申しわけございません、現在のところ、まだ内容まで

は詰めておりません。

この予算でやっていくということで、今後検討して早期に、１人でも参加者を多く
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していただくということが大事だと思いますので、早いうちの広報だとかご案内がで

きるように計画を早目早目にして、実施していきたいというふうに考えております。

〇森 一人委員長 植木参事兼総務課長。

〇植木 弘参事兼総務課長 私のほうからは、庁舎の管理、排煙窓の件でございますが、

この庁舎ももう20年以上たつわけでございまして、あちこちと傷みも生じてきており

ます。経年劣化ということもあるかと思います。

それから、ご指摘のような排煙窓についても、本当にこれがふさわしいものかどう

かというような議論もあろうかと思うのですが、そういうものも含めまして、今後の

長期的な公共施設の維持管理計画の中で、きちんと検証をしていきたいというふうに

考えておりますし、また大がかりな修繕あるいは改修ということになりますと、相当

な費用もかかろうかと思いますので、そういった費用対効果を含めて、総合的な検討

をさせていただきたいというふうに考えております。

それから、入札の関係ですけれども、工事の早期着工、早期発注につきましては、

先ほど副課長がお答えしたとおり少しでも早期発注ができるように、町全体、全課を

挙げて取り組んでいきたいというふうに考えております。ただ、先ほど26件の発注が

あるという中には、６月、９月、12月と含めて補正で計上した工事等も含まれており

ますけれども、そういったものにつきましては、当然９月以降の補正であれば、その

中で早期発注に心がけていきたいというふうに考えています。

いずれにしましても、全体として早期発注を心がけていくと、少しでも数字を伸ば

していくという努力をしていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 ほかに。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 20ページ、地方消費税の交付金、約3,100万ほど増額になりました。

ここにも書いてあるとおり、それだけ国のほうに消費税を納められたことによっての

増加になってくるのだと思いますけれども、この要因です。相当ふえています、１割

ふえていますので、お尋ねします。

それと、210ページから211ページにかけての給与費の明細書なのですけれども、こ

このところの報酬の欄の人数、その他のところです。今年は272人、約4,268万9,000円

という予定になります。前年が260人、金額は4,700万なのです。これ人数がふえてい
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るのにかかわらず、報酬の減額になっているということです。その辺は、どういうこ

とでこのように至るのか。

それと、このページをさらにはぐってもらいまして、219ページ、７番の賃金のと

ころなのですけれども、これが8,945万4,000円と合計で出ております。これも、前年

比では約１割、10％ぐらい伸びていると思うのです。そういう中で、こういう体制、

211ページに戻ってもらいますと職員の人数が、ここで短時間勤務職員というのが

（15人）となっております。そうすると、前年では123人が正で、短時間が９人だっ

たと、そして今年は15人となりますと、131からですから116人ぐらいが正職員という

ような形の捉え方ができるのではないかと思うのですけれども、その辺についてもち

ょっとお尋ねをしていきたいと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 ３点になります。

内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 まず、210ページのところ、ちょっと今資料

を用意していますので、若干お待ちください。

それから、219ページの賃金の関係でございます。臨時職員の賃金の関係が、平成29年

10月１日の最低賃金の引き上げを反映して、一般職の賃金については、昨年29年の４

月１日も上げているのですけれども、またこれを、ぎりぎりのところでございますの

で、引き上げさせていただこうということで予算を組ませていただいております。

また、その他の臨時の職員さんの賃金につきましては、昨年度引き上げを行ってお

りません。ですから、１つ前のところから同じ率で上げるぐらい、１回飛ばしてしま

っていますので、その分も含めた賃金単価を上げるという形で、４月１日から上げた

いという形で予算を組んでおりますので、そういったことで伸びているというもので

ございます。それが主な要因でございます。

ちょっと210ページ、今数字を持ってまいりますので、いましばらくお待ちくださ

い。

〇森 一人委員長 清水副課長。

〇清水延昭総務課財政契約担当副課長 地方消費税の関係をお答え申し上げます。

30年度の国の地方財政計画に基づきまして積算をしているところでございますけれ

ども、こちら国の地財計画では、約５％の増を見込んでおります。
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しかしながら、嵐山町におきましては前年度の、また前々年度の実績額を加味いた

しまして、今回の消費税額10.4％の増を見込んでいるところでございます。この中に

は、一般財源分と社会保障の財源分がそれぞれございます。10.4％につきましては、

前年の実績を見込んでの数字を計上させていただいているところでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 では、青柳委員。

〇青柳賢治委員 １点のほうはお待ちしますけれども、そうしますと、まず臨時職員の

給料の改定のことがわかりましたのですが、どうなのですか、この211ページの131人

という人数、これが括弧で15になるわけです。そこの捉え方なのですけれども、131人

の中に15人が含まれるわけでしょう、そうすると116ですよね。私申し上げたいのは、

前年が132だったけれども、９で123だということです。そこの辺のところの状況とい

うか、担当課としては、臨時職員の給料が改定で上がってくるということになるのだ

けれども、臨時職員自体の採用というのは、どのように今回の予算の中に含んで考え

ていらっしゃるのか、その点を確認しておきたいのです。

それだけでいいです。

〇森 一人委員長 内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 大変失礼しました。211ページの職員数の括

弧書きの説明からさせていただきたいと思います。

こちらは、今年度15という数字、これは短時間でありましても再任用職員、それか

ら任期つき職員、再任用職員が４名、任期つき職員が11名と、合わせて15名という人

数をこちらのほうに人数として上げております。こちらの職員につきましては、賃金

ではなく給与になります。ですから、一般職のほうの給与費明細の中に、人数として

括弧書きで入っているというものでございまして、131人とは別の人数になります。

〔何事か言う人あり〕

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 ですから、131という人数が正規の職員にな

りますので、これは定数にカウントする人数です。短時間勤務の職員につきましては、

これは定数に入らない職員として考えていただければと思います。よろしくお願いし

ます。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 そうしますと、臨時職員の賃金が相当上がっていないと、これが成り
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立っていかないのではないかと私ちょっと心配したものだから、ここで質問したのだ

けれども、そうすると前年は132人が定数でいて、短時間職員が９人いたと。今年は

131人いて、そのほかに短時間職員が15人いるという理解をしておいてよろしいので

すか。

〇森 一人委員長 内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 定数というのはまた別で、これは予算上に計

上している人数が、前年当初132人、今年が131人ということで、定数といいますか、

定員適正化計画というのを町も持って、一応平成31年度までの計画を今持っておりま

して、そこでいう定数が146という人数、これは一般会計だけではなくて、全会計合

わせてでございます。全会計合わせて、今平成30年度予算で職員として計上している

のが142人でございます。ですから、定員適正化計画に比べまして、４人ほど少ない

状況。これは、ここ何年か数名少ない状況が続いております。ただし、少ないからと

いって一気に補充をするということが、それをしますと今度は、年度によって人数の

偏りとかも出てきます。

そういったことから、ある程度の人数ずつ採用を進めているわけですが、いかんせ

ん技術職の職員、やはり募集をしてもなかなか応募がない状況が続いておりまして、

昨年度も募集をかけておりますが、応募がなかったりということで、29年度、経験者

枠の募集を、複数回募集を行っているわけなのですけれども、なかなか正規職員の応

募がない状況が続いております。工夫をしなくてはいけないかなということもある中

で、事業としてはさまざまな重要課題があるということで、制度もありますので、任

期つき職員を積極的に、その制度を活用して必要な人材を確保しているというもので

ございまして、平成30年度については任期つき職員が６名ほどふえるような形の、こ

ちら予算になっております。

それに伴いまして、臨時職員さんにつきましても任期つき職員を配属することによ

って、臨時職員さんを減らすというようなことも可能な職場もございます。そういっ

たことも含めて、臨時職員さんをなるべく減らしていくような方向にできればいいの

ですが、事務量に対して必要な人数を確保していきたいというのは、どこの課も同じ

考えを持っていますので、可能な、予算の関係もございます。そういったことで、バ

ランスを見ながら採用を進めているというような状況でございます。

〔何事か言う人あり〕
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〇森 一人委員長 内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 大変お待たせしました。

210ページの給与費明細書の報酬の減の大きな要因ですが、まず七郷簡易郵便局の

嘱託員の報酬、これがあそこを閉鎖することによって丸々減ってまいります。約

270万。そのほか図書館管理事業の嘱託員、これは先ほど答弁させていただきました

任期つき職員、こういった形に切りかえていくというようなことに伴いまして、嘱託

員をなくして任期つき職員に切りかえていくということで、丸々こちらも減っていく

ということで、これが大きく減額の要因でございます。

大変申しわけありません。よろしくお願いします。

〇森 一人委員長 ほかに。

長島委員。

〇長島邦夫委員 私から、２つお聞きをいたします。

ページが73ページ、電話交換事業を最初にお聞きします。14万5,000円ふえており

ますが、いつも何か質問に出るような気がしますけれども、現の体制をまずお聞きし

たいのと、ふえているということは人数的にもふえているのか、まずその辺から伺い

たいと思います。

そして、その下の公用車の管理事業でございますけれども、ここも184万2,000円ふ

えています。新しいリースの車が来ると、当然上がるのではないかなというふうに思

いますが、この上がった理由、台数だとか、いろんな要因があるかと思いますが、そ

こからお聞きをいたします。

〇森 一人委員長 計２問になります。

内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 ２点ほど、私のほうからお答えさせていただ

きます。

まず、電話交換事業の関係でございます。現在の体制としましては、場所を総務課

の事務室内に交換室から移しまして、臨時職員さん１名で行っているのが現状でござ

います。

それで、臨時職員さんのいない時間帯は職員が対応する。それから複数回線、代表

回線にかかってまいりますので、その場合には総務課のほかの電話に転送されますの

で職員が出るという形で、ですから一遍に２本、３本かかってきた場合にも、職員が
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対応するという形をとっております。

来年度、30年度につきましては、毎日臨時職員さんにはいていただく形でございま

すけれども、体制としましては場所も変わりません。それから、複数かかってきたと

きは、臨時職員さんは常に一人勤務でございますので、総務課の職員が転送された電

話を対応するというようなことで対応するというふうにしていく予定でございます。

それから、電話交換事業で増額になっているのが、機械器具借上料でございます。

まず、こちらは臨時職員の賃金も増なのですが、機械器具借上料も増になっています。

これは、機器の入れかえをする関係で、それが年度の一番最後になりますので、リー

ス契約を結ぶのが、リースの開始が２月からということで、２カ月分の予算が多少増

額という形でふえております。

それから、次の、公用車の管理事業でございます。年度当初で比較しますと、リー

ス車両が38台から39台と、１台ふえてまいります。そのほか、年度途中でもリース車

両の入れかえが複数台ございますので、そういったことで、車両の入れかえが１台と

いうことではなくて複数台ありますので、その関係で車両価格も含めての上がってく

るというもの。それから、29年度の途中からでございますけれども、新たに導入する

公用車につきましては、ドライブレコーダー、これを装備するような形で仕様に入れ

ております。若干でございますけれども、そういったものも多少は増になってくると

いうふうに考えられます。

以上です。

〇森 一人委員長 長島委員。

〇長島邦夫委員 それでは、交換事業のほうからお聞きをしますけれども、１名の方が

対応しているのだと。でも、近年余り交換台をつなぐような電話体制、よそのところ

に電話しても少ないですよね。嵐山町の場合はお一人置いて、これからも対応してい

くということだというふうに思うのですが、器具代から計算をしていけば、非常にい

わゆる交換台ではなくて、アナウンスが流れてどの課がお話をしたいですかというふ

うなところが、いろんなところに電話してもごく普通にみんななっていますよね。そ

ういう体制であれば、この人件費の部分がほとんど消えてくるのではないかなという。

また、例えば交換台のリース料等では、非常に安価なものになってくるかなというふ

うに思うので、そこら辺のところの将来的なものをちょっとお聞きをしたいというふ

うに思います。
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それと、公用車の場合は、台数が１台ふえると。最初に聞けばよかったのですけれ

ども、どのような車種のものというか、排気量ではどのようなものが多いのか。非常

に軽自動車等がよく見受けられますけれども、確かに公用車でガソリンも少ないし、

税も少ないし、軽自動車いいかなというふうに思うのですが、やっぱり大事な職員さ

んですから、余りそこら辺のところをこだわっていくと、今もドライブレコーダーつ

けるというふうなお話でございます。これ安全性のためだと思うのですよね。

どんなものが多いのか。せめて1,000cc以上の車なんかいいのではないかなという

ふうに私なんかは思いますけれども、考え方をお聞きしたいというふうに思います。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 電話交換の関係で、委員さんおっしゃってい

るのはナビダイヤルという、そういう仕組みのことなのでしょうか、はい。現在のと

ころダイヤルインを導入しても、代表電話にかかってくるのが相当数ありますし、や

はり今のところは、そのナビダイヤルの導入の検討をしていないというのが現状でご

ざいます。そういったことの検討も必要だと思いますので、その辺は今後の課題とさ

せていただきたいというふうに思います。

それから、公用車の関係ですが、基本的に町内で使うことが非常に多い関係から、

軽自動車を中心に町では公用車の導入をしているという状況でございます。特殊な、

例えばまちづくり整備課なんかで冬場の雪の時期に塩化カルシウムをまいたりとか、

いろんな業務があったり道路の補修したりとか、そういう業務。それから環境農政課

等でも現場系のところでは、やはりトラック系の車、それから荷物の積めるようなバ

ンのような普通車、そういったものを中心に配置しているわけなのですけれども、事

務系のところについては、基本的には町内が中心でありますので、あとは近隣が中心

ですので、軽自動車という形の導入を進めております。

そのほか、各課が共通で使える、県に出張であるとか、遠くに出張する際に使える

共通の車両として、今現在はトヨタのプリウスとホンダのインサイトという、この２

台の車が共通で使える車として配置しておりますので、少し遠出をする場合には、そ

ういった車を早目に予約して、各課で使用しているというような形の状況でございま

す。基本的には大きな車でも、バンタイプの車でも1,500～1,600ccだと思います。そ

のくらいの排気量の車が中心、軽自動車につきましては当然660ccの軽自動車という
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ことで導入をしている状況でございます。

以上です。

〇森 一人委員長 長島委員。

〇長島邦夫委員 公用車の管理事業のほうだけお聞きしますけれども、各課で共通して

使っている車もかなり多いのではないかなというふうに思いますが、やはりドライブ

レコーダーも今つけるのだというお話でございます。やっぱり安全性の面からいけば、

私もさっきも大事な職員さんと言いましたけれども、まさに１人欠ければ、その分大

変なお仕事を抱えているわけですから、いろんなものには影響が出るかなというふう

に思います。そういう面からしても、軽自動車というのは安価でいいかもしれません

けれども、そこら辺も考えたほうがいいのではないかなというふうに思います。

それと、ドライブレコーダーの台数なのですけれども、全ての車種につけるという

わけではないかなというふうに思いますが、何台ぐらいを購入予定なのでしょうか。

〇森 一人委員長 １点になります。

植木参事兼総務課長。

〇植木 弘参事兼総務課長 お答え申し上げます。

先ほど課長が申し上げましたように、主に町内で走るには、小回りがきいて、割と

駐車をする場合にも邪魔にならないということで、軽自動車を使わせていただいてお

ります。それで、出張するときには少し大きな車というようなことで対応させていた

だいております。

それから、全ての公用車を今、購入でなくリースという方式で調達させていただい

ておりまして、そのリース契約が変わるごとに、29年度からですけれども、ドライブ

レコーダーを全ての車に設置するようにということで、全車にドライブレコーダーを

設置する予定でございます。

〇森 一人委員長 ほかに。

河井委員。

〇河井勝久委員 １問質問をさせていただきます。

ページは、70、71ページの１目の文書関係で、郵便物の郵送に対する費用の関係で、

昨年度よりも今期８万9,000円ほど引き下がったのですけれども、これにつきまして

は、今年からはがき代が10円上がったわけです。そうしますと、これだけ下げたとい

うのは、むしろ各課ではがきによる通信というのは、それぞれ減らしてきたのでしょ
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うか。あるいは年間で、どのくらい封書等以外にはがきの使用がされているのでしょ

うか。その辺で、下げた原因というのは何なのでしょうか、そのことをお聞きしたい

と思います。

〇森 一人委員長 大きく１点になります。

内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 まず、下げた原因、理由としましては、29年

度は町制施行50周年記念の関係の郵送で、ある程度の支出が予定されていたというも

のもございます。現実的には、郵便料が上がっていたりとか、そういったものがあり

ますので、多少伸びていくのかなということは考えられますが、これも年によって、

いろんな事業でその増減がございます。ある程度の目安としては、各課から今年度こ

ういった大きなものがありますよという郵送の関係の数字を上げていただきますが、

その辺の余裕を持たせた形の予算をお願いしているのが現状でございまして、びしっ

とこれだけで幾らというのは、なかなか出しづらいのかなというような形になります

ので、その辺はご理解いただければと思います。

実際のはがき、手紙の数は、ちょっと数字を今手元に持っておりませんので、集計

したものでまたお話しさせていただきたいと思います。今現在ちょっと持っておりま

せんので、申しわけありません、後ほどお願いしたいと思います。

〇森 一人委員長 河井委員。

〇河井勝久委員 １枚が10円上がるということは、相当な額になってくるのではないか

なというふうに思っているのです。確かに昨年の記念事業で、それなりのはがきは出

されているのかどうかわからないのですけれども、そのことと、通常庁舎内で、封書

は別としてもはがきによる通信はどのくらいされてきているのか、それによって実際

に10円引き上げられたことと含めて、どう変化が出てくるのか。今内田さんの言うの

には、ずれがないのかどうか、その辺をもう一回お聞きしたいと思います。

〇森 一人委員長 すぐ詳しい枚数は出ますか。

内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 申しわけございません。細かい数字でという

ことは、ちょっと今数字が手元にないのですが、この予算の積算の内訳としましては、

郵送料の金額、それから最近レターパック、そういったものも使うのが多いので、そ

の費用、それから巡回の郵便料、それから宅配便等も使いますので、そういった内訳
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で積算をしているわけなのですが、年間の郵便、後納郵便の部分だけでいうと、500万

程度をこの予算では見込んでいると、積算しているというような内容でございます。

〇森 一人委員長 河井委員。

〇河井勝久委員 そうすると、はがき１枚で10円が引き上げられたということに対して

は、この予算で対応できるということでいいわけですか。

〇森 一人委員長 内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 この郵送料、基本的には大きなもの、アンケ

ート等がなければある程度は対応できますが、これも年によって、いろんな事業で変

化してまいりますので、場合によっては補正予算でお願いするようなことも考えられ

ると。まるっきりこれで大丈夫かということはなかなか、申しわけないですけれども。

ひとまず、ある程度の余裕幅を持っての予算計上でございますけれども、状況によっ

てお願いする場合もございますということで、お願いいたします。

〇森 一人委員長 ほかに。

松本委員。

〇松本美子委員 何点かすいません、質問させていただきます。

68、69ページですけれども、予算には今回は廃止ということですから、減額という

ことになりましたけれども、七郷郵便局の関係です。こちらにつきましては、費用対

効果とかいろいろ考えて廃止ということになってくるのでしょうけれども、困る方た

ちもかなり出てきているわけです。そういった関係で、廃止になりますよというよう

な形を、もうちょっと町民にきちんとお知らせしていく必要があるかなと思うのです

けれども、その辺はどんなふうに対応、これ早速していくのでしょうか。もう今月の

半ばごろにはということで、終わりになってきているはずですよね、あちらは。そう

いった形を少し聞かせていただきます。周知方法といいましょうか。

それから、先ほど長島委員さんのほうが電話交換の関係をお尋ねになりましたけれ

ども、ちょっと関連しますけれども、臨時職員さんが１名のみで対応しているのだと

いうことで、臨時職員さんの賃金等が９万8,000円ぐらいですけれども、上がってい

るということは、日数的にふえたのか、あるいは時間帯が変更になったのかというこ

となのですけれども、お尋ねをさせていただきます。

それで、場所的にも総務のほうに入って、今までの交換台、機械のところは空き室

みたいになっていますけれども、総務の中に入っていただいて、総務の職員さんと一
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緒にというような考えのようですけれども、その辺のところで仕事の関係については、

交換台のほうにとられるということは、もともとの総務の仕事についてはいかがなの

でしょうか。

それから、75ページですけれども、毎回いろんなことで業者バスの関係を聞いてい

ますけれども、有料、無料の関係で、公的に使うものはもちろん無料ですけれども、

何団体ぐらいが有料の団体さんが利用しているのか。

それと、運行日数についてはどのくらいあるのかとか、あるいは増額の39万7,000円

ということは、もちろん運行の日数とかいろんなものが加味してあるのか、あるいは

無料の関係の、高速代だか何かわかりませんが、ガソリンだかわかりませんけれども、

そういうもろもろが入っての39万7,000円ほどの増額になっているのかということを

お尋ねします。

それから、もう一点なのですけれども、77ページになるのですけれども、提案型の

団体補助金等が５万円ですけれども、減っているわけです。これは、非常に事業に関

係していて必要だったということのように話を伺っています。そういった中で、どの

ような提案がなされたのかわかりませんけれども、今回５団体を予定はしていますけ

れども、５万円の減額だということですが、この減額についてどのような形で減額に

なったのかお尋ねをします。

以上です。

〇森 一人委員長 大きく４点になると思います。

内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 まず、私のほうから七郷簡易郵便局の廃止の

周知の関係でございます。

廃止が正式に決まって、それを公表する日本郵政から公表されるに合わせて、近隣

の区長さんには簡単な経緯も含めた、廃止のお知らせをさせていただきました。その

ほか、ホームページ、それと広報、あとは簡易局の窓口でのチラシの掲示、それから

お客様に対してのチラシの配布という形で現在も行っておりまして、周知は、以上そ

ういった周知の方法を行っております。

それから、電話交換事業の関係でございます。臨時職員賃金が増ということでござ

いますけれども、現在１名の方に週３日程度で出ていただいております。これを２名

で毎日出ていただくような形になりますので、多少それで増になってくるかなという
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こと。それから、複数かかってきたときに総務課の職員が対応しておりますので、影

響云々の話だと思いますが、基本的には総務課の仕事に、電話出ますから当然手を止

める形になりますが、そのほかに総務課の仕事も電話交換、しょっちゅう電話がかか

ってきているわけではございませんので、お手伝いいただく仕事を、その電話交換の

臨時の方にもやっていただくということもございますので、そういった職員が仕事の

一部を、簡単なことをやっていただくということで、ある程度相殺できるのかなとい

うふうな対応状況でございます。

以上です。

〇森 一人委員長 清水副課長。

〇清水延昭総務課財政契約担当副課長 私のほうからは、行政バスにつきましてお答え

させていただきたいと思います。

30年度の予算の計上は、前年度、29年度、本年度と同様の計上に、バスの燃料費等

の増加あるいは運行日数の増加、あと運転手さんの賃金等のことを含めまして、増額

の計上をさせていただいているところでございます。

ちょっとまだ決算が出ておりませんので、今のところどのような団体が利用して、

集計はまだしていないのですが、任意団体と小中学校等の団体を同様に利用していた

だいて、行政バスの使用要綱に沿いましてご利用をいただいているところでございま

す。

それと、77ページの提案型団体補助金でございますけれども、こちら５万円の減額

でございます。これは、補助金適正化委員会の決定によりまして１割の減ということ

でございますので、30年度につきましては45万円で、１団体９万円の５団体を予定し

ているところでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 会議の途中ですが、ここで休憩といたします。

次の再開時間を午後１時半からとさせていただきます。

休 憩 午後 零時０１分

再 開 午後 １時２５分

〇森 一人委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

先ほど河井委員の質疑において、はがきの１枚10円値上がりするというところで答
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弁をいただけるということなので、植木参事兼総務課長、お願いいたします。

〇植木 弘参事兼総務課長 それでは、私のほうから補足の説明をさせていただきたい

と存じます。

71ページの通信運搬費の８万9,000円の減額ということでございますけれども、こ

れも先ほど副課長から申し上げましたように、まず一つは50周年の事業で、29年度は

少し通常よりも多い金額を計上させていたというのが１つございます。

委員もご指摘のように、郵便料が値上がりするのに大丈夫かというお話でございま

すけれども、その値上がりした分を考慮して、さらに29年度の臨時的に増額した部分

を相殺して、これは各課から、今年はこのくらい通常だとかかるのだけれどもという

ことで提出していただいたものを積み上げていって予算化をしていくわけですが、そ

の中にあっても苦しい財政の中で、当初予算の配当といいますか、査定としては前年

度並みにしてもらいたいということで、予算を計上させていただいているということ

がございます。したがいまして、そうしたいろいろなやりくりの中での数字というこ

とでございますので、はがきが何枚、通常郵便物が何枚というような、そういった細

かい積算はなかなかお示ししづらいということでございます。

さらには、その配当された予算の中で何とかやりくりをするという、そういう工夫

を各課にお願いをするということでございまして、先ほど副課長のほうから答弁させ

ていただいたように、そういった中で不透明な部分といいますか、今後どうしてもや

りくりがつかないということも一応考慮に入れた上での当初予算の計上だということ

をご理解いただければというふうに存じます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 それでは、松本委員、再質疑からお願いいたします。

〇松本美子委員 それでは、質問させていただきますけれども、１回目とちょっとダブ

リングになった質問になることもあると思いますけれども、よろしくお願いします。

まず、郵便局の関係なのですけれども、こちらが廃止になりますとやすらぎ北部交

流センターですか、やすらぎでなくて、すみません。北部交流センターの関係が絡ん

できて、あそこで鍵や何かはほとんど、それから利用するときとか、そういうものが

今までの局の関係であそこでやっていただけていたわけだと思うのですけれども、そ

の辺のところについて、今後はどうしていけば北部交流センターのほうが利用がスム

ーズにいくのか、そういったことをどんなふうに周知しながらいくのかお聞きいたし
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ます。

それからもう一点、73ページになりますけれども、電話交換の関係なのですけれど

も、私の聞き取りの違いかもわからないのですが、臨時職員さんが交換は１日に１人

は対応すると。そういう中で、何名かの臨時職員さんがローテーションを組みながら、

それプラス職員さんの対応で賄っていくのかということ、確認の意味もありますけれ

ども、お尋ねさせていただきます。

それと、行政バスの75ページになりますけれども、年度の途中ですので、細かい数

字的には出ないというようなことでしたけれども、途中経過でも結構ですし、予算が

少し来年度分が計上されているということは、ある程度の予定が組めているから積算

ができているというふうに考えますけれども、わかる範囲内で結構ですが、どんなふ

うに積算をして39万7,000円が増額になってきているのかということをお尋ねします。

それと、提案型の関係で77ページですが、５万円の減額ということですが、これは

適正化委員会の関係があって、団体につきましては１％のカットだということはわか

りましたけれども、５団体を予定しているわけですから、もしこれ以上に提案型の団

体さんが手を挙げて、こういった内容でというふうに来た場合には、どこか基準があ

ってそれを絞っていくというような考え方でよろしいでしょうか、お尋ねします。

以上です。

〇森 一人委員長 順次答弁を求めます。

植木参事兼総務課長。

〇植木 弘参事兼総務課長 それでは、私のほうからは３点ほどお答えをさせていただ

きます。

まず、七郷郵便局の後の廃止後のやすらぎの運営と、それにあわせての運営という

ことでございますけれども、北部交流センターの鍵の貸し借りにつきましては、今後

はやすらぎのほうの窓口で鍵の貸し借りを行うということになります。やすらぎのほ

うは、火曜日が定休日でございますので、火曜日につきましては、前日までに鍵を借

りていただくということで、従来ですと七郷の簡易郵便局がお休みの土曜、日曜につ

いては事前に鍵を借りていただいていたわけですけれども、今後はこの２日の休みが

１日になるということで、それが火曜日になると。それ以外の場合には、やすらぎの

ほうで扱う時間であれば、そこで鍵の貸し借りをしていただくということになります。

それから、電話交換業務でございますけれども、こちらにつきましては、先ほどお



- 56 -

答えしたのが若干わかりづらかったかと思いますが、週５日、月曜から金曜までは常

に１人は出ていただけるように、１人については週３日勤務になろうかと思いますけ

れども、常に１人は配置をしたいということでございます。

さらに、電話交換業務でございますので、何時何分にかかってくるかということが

なかなか予定ができないわけでございまして、かかってくるときには一遍に２本、３

本とかかってくる場合もございますので、そういう場合には総務課の職員も対応いた

します。そのかわり、かかってこない場合には電話交換業務だけでなく、臨時の職員

の方にはほかの業務についてもお手伝いをいただくということで、お勤めをいただく

ということでございます。

それから、最後の提案型の10％削減の予算ということでございますが、こちらにつ

きましては、ほかの補助金等につきましても一律10％のカットをさせていただきまし

た。今回、昨年度も５団体で、これを10万円を限度にということでやっていただきま

したけれども、10万円はあくまでも限度でございまして、予算の範囲の中でやってい

ただくということでございますので、これが５団体を予定しているところが６団体、

７団体となってきた場合には、この45万円の予算をどのように配分をしていくかとい

うことで予算を使わせていただきたいというふうに考えております。団体がふえてき

たから予算もまたふやすということでなく、この予算をどのようにやりくりをして、

配分をしていくかということで考えたいというふうに、対応させていただきたいとい

うふうに考えております。

私からは以上でございます。

〇森 一人委員長 清水副課長。

〇清水延昭総務課財政契約担当副課長 行政バスについてお答え申し上げます。

平成29年度見込みでございますけれども、今現在合計で件数が97件でございます。

運行日数が101日、そのうち優良団体が41件の44日、使用料免除団体が56件で57日の

運行状況となっております。

この点を踏まえまして、28年度と比較いたしますと件数では７件の増、運行日数と

しましては５日の増、また今現在は走行距離につきましては、28年度よりは多くはな

いのですが、これが最終的には28年度より、かなり遠距離の使用団体がふえたという

点もございまして、その辺を含めまして運行距離が延びたことと件数がふえたこと、

それと運転手の賃金と燃料費等を踏まえまして、40万円ほどの増額の補正を組んだと
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ころでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 松本委員。

〇松本美子委員 それでは、質問をさせていただきますけれども、鍵の関係はそういう

わけで、やすらぎのほうで対応をしてくれると。そうしますと、やっている時間内は

結構ですけれども、夜や何かというふうな場合がありまして、夕方から夜にかけてや

すらぎが終わってからは、返すのはどこかにボックスか何かがあって、現在もそうい

うふうになっていますけれども、そこにお返しするようになるということでよろしい

でしょうか。

それから、電話交換はわかりましたので、結構です。

それから、行政バスの関係なのですけれども、こちらにつきましては、それぞれの

団体さん、あるいは有料、無料というふうにここ分かれてきますけれども、そういう

中で、日にち的なものがかち合ってしまって借りられなかったという場合もあるとは

思っています。そういうところで、団体同士がかち合ったのか、あるいは公務的に使

うような形のところがかち合ってしまって、残念ながら申し込みをした団体さんが借

りられなくなったのか、その辺のかち合いの関係はどんなふうになってくるのでしょ

うか。

〇森 一人委員長 ２問でよろしいですか。２つで。

〇松本美子委員 ２つです。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

植木参事兼総務課長。

〇植木 弘参事兼総務課長 お答え申し上げます。

鍵は、夜間等につきましては、もし時間外であれば、従前どおり返却用のポストに

返していただくということを考えております。

それから、バスの利用がかち合った場合どうかということでございますが、原則的

には先着順といいますか、先に申し込んでいただいた方に優先権があるということで

ございます。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

畠山委員。
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〇畠山美幸委員 ３点につきまして質問させていただきます。

46ページ、47ページに物品売払収入があるのですが、今までずっとオークションを

やっていらっしゃったけれども、今回は科目設定だけで、物品が、売る物がないとい

うことで判断されて科目設定だけにされたのか、まずここを確認したいのと、あと次

が66ページ、67ページの５目の庁用品購入等事業で、印刷製本費が今回460万で、昨

年が540万で、これ50周年の兼ね合いがあったのかもしれないのですが、印刷代が減

った。今ネットなんかでも印刷できるような時代になりましたので、そういうものに

出すのか、減った理由をお伺いしたいと思います。

それと、先ほどの72ページ、73ページの修繕料がありましたけれども、今回補正予

算、きょう持ってきていないからわからないのですけれども、庁舎の中のいろんな見

直しをするということがありました。その中で、先ほど電話交換の方が、今まで電話

交換室ってこの先に、２階の奥のほうにございますけれども、そこではなく今回、昨

年からかな、総務課のほうに交換士の方がいらっしゃってご案内をするようになった

というお話でしたけれども、そうしますとあのお部屋というのがあいているわけです。

今回庁舎のいろんな見直しの修繕の中で、あのお部屋をほかのものに変えるとか、何

かそういう設計なんかも庁舎のあれで入っているのかどうなのか、確認をしたいと思

います。

その３点です。

〇森 一人委員長 順次答弁を求めます。

清水副課長。

〇清水延昭総務課財政契約担当副課長 売り払い、オークションについてお答え申し上

げます。

オークションにつきましては、今いろいろなオークションの手段がございますけれ

ども、行政で行うオークションにつきましては誰でも販売できるということではなく

て、いろんなある程度の審査を事前にさせていただくというところで、決まったとこ

ろで行っております。

それで、そちらにお願いするときもある程度の手数料がかかってしまいますので、

オークションに出すものが発生した時点で、その会社と契約をしてオークションに出

すということで行っておりますので、今現在予定はございませんので、科目設定とい

うことにさせていただいております。
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以上でございます。

〇森 一人委員長 内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 私のほうから、２点お答えさせていただきま

す。

まず、庁用備品購入事業の印刷製本費の関係でございます。こちらの予算は、町で

使っております封筒、コピー機のコピーの代金、そちらのほうの予算でございます。

大きく減っている理由でございますけれども、庁舎内のコピー機７台を入れかえに伴

いまして、契約形態が変わりました。それに関連して、下の機械器具借上料も大きく

減っていると思うのですけれども、これまでの契約ですと機械のリース料、そういっ

たものが全部あって、プラス印刷枚数に応じた印刷製本費として支払っているものが

あったということでございます。そして、今回変わったのは、その７台分のリース料

がなくなったということ。それから、１枚当たりの単価、これにつきましてはカラー

コピーが、これまで23円という高い単価だったのですけれども、それがカラーコピー

とか、あとカラープリント、これ複合機でございますので、パソコンから直接プリン

トアウトするカラー印刷、これもできます。そちらの料金が両方とも９円と、はるか

に安くなったということが大きく影響するのが１点。それから、そのほかのモノクロ

のコピー、これも2.2円から3.8円とちょっと幅があるのですけれども、機種によって

単価が違いましたので、その幅のものが全部１円になりました。それから、カラー複

合機については、２色コピーというのができます。これも、モノクロと同じ１円でで

きるようになりました。これによって、大きく単価が下がっておりますので、印刷製

本費も下げて計上させていただいているということでございます。

それから、修繕料の関係でございます。電話交換室の今後の活用も含めて考えてい

るのかということなのですけれども、そういったものも含めて考える必要はあるかな

というふうには考えておりますが、今現在は相談室という形で、もともと地域支援課

と総務課の間にパーティションで区切った相談コーナーみたいな形で、打ち合わせも

できるコーナーがあったものを、全部ソファーをそちらに動かして相談室を１角、そ

れから反対側に入り口がありますので、そこはコピー機の消耗品といいますか、トナ

ー、そういったものが大量にストックしてありますので、そこの保管庫として一部使

っております。通常は相談用の部屋という形で、相談があるときはそこを使うという

形で現在使っておりますが、今後もし改修とかを大規模に行う場合には、そういうこ
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とも考えていく必要があるのかなというふうには考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 今の66、67ページの複合機の件ですが、そうしますとこれ何年ぐらい

のリースってさっき言ったのだっけ。これリースでやる。確かに機械借上料が１万

9,000円に今回なっていて、前回189万だったのだよね。だから、すごいここ下がって

いるなというのちょっとさっき漏れてしまったのだけれども、ましてや値段もうんと

安くなるし、普通２色カラーだとカラー扱いで、本当は１枚20何円としてしまうわけ

だったわけだけれども、白黒並みになるということは、本当にこれはよかったなと思

います。年数はどのくらいのリースで、業者の名前は聞いてはいけないと思うけれど

も、どういうところにお願いするのか、したのか。

あと、修繕の件は、あそこ本当に個室になっているので、やはり相談部屋とかにな

るといいなと思っていたので、そういうソファーを入れてやっているということでし

たので、あのお部屋どうしているのかなと思っていましたけれども、相談室とかそう

いう表札は出ていましたっけ、何の部屋だかわからないので、今後その辺はどうされ

るのか。表札というか、何というのあれ、つけるのかどうなのか、教えていただきた

いと思います。２点。

〇森 一人委員長 内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 契約期間は３年でございます。契約の相手方

は、コニカミノルタでございます。

それと、あとは相談室の関係でございますけれども、表示は特に今のところしてあ

りません。相談の地域支援課のほうの担当の相談業務、相談員を配置しなくなった関

係もありまして、それは関係ないかもしれませんが、相談はいろんなところでできる

ので、簡単な相談はあそこでするのですが、あとは職員の面談も使ったりしているの

もあって、あえて相談室という表示を今のところはしていない状況でございます。

〔「今後も考えていない」と言う人あり〕

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 今のところは予定はございません。

〇森 一人委員長 ほかに。

清水委員。

〇清水正之委員 １点だけ、ちょっと簡単な話なのですが、67ページに臨時職員の賃金
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が設定してあるわけですが、どのくらいの人数を年間頼むのですか。ちょっと職員数、

これ131でいいのですか。先ほどの話で、適正化計画からすると４人少ないというの

でいいのかどうか、確認です。

〇森 一人委員長 内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 臨時職員の年間の雇用の人数ということにつ

きましては、今のところ人事が決まらないと、はっきりしないところもございます。

仮に昨年同様でということになりますと、年間の途中でやめたりとか、いろいろ一

定期間だけというのもございますので、延べで大体142名、これが総数でございます。

そのうち、これは29年度の状況でございますけれども、同様に一般事務については、

21名程度が一般事務に従事している方ということでございます。先ほど午前中の答弁

で申し上げました、任期つき職員ですとか、そういった方々の雇用の関係で多少の減

になるか、なるべく減になるような形になればいいとは思っておるのですが、その辺

人事等の関係で、また業務量に応じて雇用せざるを得ないということは考えられると

思います。

それから、職員数、給与費明細のほうに、211ページの給与費明細、一般職の数が30年

度が131と掲載されております。定員適正化計画の146から４人少ないというのは、こ

れは一般会計だけでなくて、ほかの会計も全部含めての人数、それからそれと比較し

て４人下がるというものでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 清水委員。

〇清水正之委員 延べで142人ということなのですけれども、臨時職員の採用の時期等

もあるのですけれども、半年ごとの契約ですよね。だから、そうするとこの半分ぐら

いが人数というふうに見ていいのですか。

〇森 一人委員長 植木参事兼総務課長。

〇植木 弘参事兼総務課長 142人というのは、これは正規の職員の数でございます。

〔「延べで142人と言ったのです」と言う人あり〕

〇植木 弘参事兼総務課長 臨時職員ですね。これは……

〇森 一人委員長 内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 大変失礼しました。142人と先ほど延べで答

えました。これ、正規職員の数と同じ数を答えてしまいました。臨時職員の年間の延
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べは106人でございます。訂正をお願いいたします。申しわけございません。

〇森 一人委員長 106人。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 はい、大変失礼しました。

〇森 一人委員長 いま一度、清水委員から再質ということで、106人から。

〇清水正之委員 106人であれば、この採用は契約が半年ですから半分に見るというこ

とで、106というのが延べですよね。

〇森 一人委員長 内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 臨時職員の雇用の形態は半年更新ということ

でございますが、例えば海洋センターのプールの監視員などは、本当に夏のプールの

あいている期間のみとか、そういうところに採用される方がいらっしゃったり、あと

は29年度でいきますと、ちょっと入れかわりが多少あったりとか、そういったのも頻

繁に例年よりはあったのかなということもあります。

それから、例えば確定申告の期間のみだとか、いろんな業務の集中する期間に雇用

するような、そういった方もいらっしゃいますので、一概に半分というような数字に

はならないかと思います。

よろしくお願いします。

〇森 一人委員長 清水委員。

〇清水正之委員 そうすると、季節によっていろんな採用になるという部分もあるので

しょうけれども、年間通しての実人数というのはわかりますか。

〇森 一人委員長 答弁求めます。

内田副課長。

〇内田恒雄総務課庶務・人事担当副課長 実人数でいいますと、ちょっとカウントの仕

方によるのですが、１つの業務を複数で１週間のうち交代でやっていると、そういう

のもありますので、すみません、そこまでのカウントを今用意をしてはいませんので、

申しわけありませんが、例えば一般事務については、ほぼ週４日なり５日の勤務の方

が中心になりますから、それは先ほどお話しさせていただいた、現在21名の方が勤務

しているというような状況でございます。

申しわけございません。よろしくお願いします。

〇森 一人委員長 ほかに。

安藤委員。
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〇安藤欣男委員 １点、69ページ中ほど、財政管理事業の中で、財務書類作成支援業務

委託で89万9,000円計上しています。たしか昨年から新会計処理の関係で新しく出て

きたのですが、これ今年度も計上されているのですが、今後、昨年からすると100万

近く減っているのですけれども、昨年と比べてどういうふうな変化が起こってきてい

るのでしょうか、内容についてお聞きします。これバランスシートの関係だと思うの

ですが。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

清水副課長。

〇清水延昭総務課財政契約担当副課長 財務書類作成業務につきましてお答え申し上げ

ます。

今年度より財務書類の作成をいたしているところでございますけれども……

〔「29年度から」と言う人あり〕

〇清水延昭総務課財政契約担当副課長 はい、29年度でございます。間もなく29年度に

作成しました財務書類については、インターネット上で公表の予定でございます。

今後30年度以降も、この財務書類４表ですか、貸借対照表と行政コスト計算書、純

資産変動計算書、資金収支計算書、この４表は毎年作成して公表していくということ

になってございます。

30年度の予算におきまして、100万円ほどの減額につきましては、今年度初めて作

成業務委託をしたところでございますけれども、その際、今現在の会計処理から企業

会計、公会計に変換するためのシステムの導入費を100万円見ておりました。今後は、

そのシステムを利用して継続して作成いたしますので、そのシステム費用の100万円

は今後かかってこないということで、今年度から100円減の予算の計上をさせていた

だいたところでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 安藤委員。

〇安藤欣男委員 そうすると、これ業務委託でないと……

〇森 一人委員長 安藤委員、マイクついていますか。

〇安藤欣男委員 186万9,000円ですが、これからずっとこういう形で業務委託をしてい

くというふうな捉え方になってくるのですか、職員が入れるということはできないの

でしょうか、その辺お聞きしておきます。
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〇森 一人委員長 答弁を求めます。

清水副課長。

〇清水延昭総務課財政契約担当副課長 今後もこの業務委託を通じて、長期契約で毎年

毎年、この費用を使って続けていきたいとは考えているのですけれども、こちら固定

資産台帳の整備とか、あといろいろ、まず特別会計や水道会計の全体の決算書類を作

成して、さらに比企広域とか小川衛生組合とかの一部事務組合の連結決算も行います

ので、なかなか職員で作成するというのが今の段階では難しいかなと考えておりまし

て、それが職員でもできるということになりますれば、職員でも対応していけると考

えております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 質疑がないようですので、総務課及び会計課に関する部分の質疑を

終結いたします。

ここで暫時休憩といたします。

移動、入れかえのみとなります。

休 憩 午後 １時５９分

再 開 午後 ２時００分

〇森 一人委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、地域支援課に関する部分の質疑を行います。

委員の皆様にもお伝えいたします。少し時間が押しておりますので、質疑に対しま

しても明快に、簡潔に質疑をしていただくようにお願い申し上げます。

説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして簡潔かつ明瞭な答弁、

説明をお願いしたいと思います。

それでは、質疑をどうぞ。

大野委員。

〇大野敏行委員 １点だけお尋ねします。

162、163ページにあります防災行政無線施設整備管理事業、これにつきましては議

会基本条例第９条関係の資料でも説明があるのですが、読んでもよく私には理解でき



- 65 -

ないものですから、Ｊアラートに対応するのかなとは思うのですが、これはどんなふ

うに変わるのでしょうか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

贄田副課長。

〇贄田秀男地域支援課人権・安全安心担当副課長 お答えいたします。

総務省が無線設備規則を改正いたしまして、わかりやすく言うとアナログ電波から

デジタル電波に切りかえると。テレビでございましたが、アナログ放送からデジタル、

あのように変えていくということなのですけれども、嵐山町の今の防災行政無線はア

ナログ電波を出しておりまして、これが平成34年12月から、アナログ電波の一部の周

波数が使えなくなってしまうということで、デジタルのほうの電波に機器を更新する

ということで、３年をかけて行うのですけれども、Ｊアラート等の放送がありますの

で、全部一遍に工事してしまうと、それが放送できなくなってしまうということもあ

りまして、部分的に３年をかけて行っていくというふうに。事業費として、緊急防災

・減災事業を利用しまして、その利用が32年までということですので、30年から３年

をかけてやっていきたいということで計上させていただきました。

以上です。

〇森 一人委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 １回だけ再質問ちょっとさせてください。

３年かけてやっていくというようなことで、デジタル化にしていくということなの

ですけれども、３年かけてやっていく意味が、今一気にやってしまうと放送できなく

なってしまうようなことも言われたのですけれども、これに変えることによって、今

まで聞きづらいよと言っていたような放送も、それが改善もされるのでしょうか。ち

ょっとその点だけお尋ねしたいと思います。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

贄田副課長。

〇贄田秀男地域支援課人権・安全安心担当副課長 お答えします。

メリットとしましては、デジタル電波のほうが電波の混信やノイズが低減されると

いうことで、聞き取りやすい音になるということになっております。

３年かけて行うという詳細なのですけれども、１年目がまず同報系、親局、役場に

ある操作卓と、あと電柱についているスピーカーが22局だけあります。あと個別受信
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機といいまして、各家庭に、聞き取りづらい家庭にお配りした受信機、この３つをや

りまして、２年目はあと残りの22局、同報系のスピーカーがついているのをやりまし

て、３年目が移動系、車についている無線機とか、持ち運びできる無線機をやりたい

と考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 35ページの西口開発の関係なのですが、7,760万円来るということな

のですけれども、これは先日説明があった、総額で５億5,600万円のうちの7,760万円

が来るという、そういう理解でよろしいのでしょうか。

それから、70、71、情報発信事務事業の金額が減っているのですけれども、これは

嵐なびができる関係で、少し情報量を抑えてもいいということで減らしたわけなので

しょうか。

それから、76、77の、これも毎回質問しているのですけれども、地方版総合戦略の

検証等の関係なのですが、これＫＰＩという方法というか、重要業績評価指標だとい

うことでこれを検証するのだということなのですが、どう生かされているのかがちょ

っとわかりづらいのです。今回は、何を検証するのか伺いたいと思います。

それから、その下の地域活性化事業なのですけれども、32万円減っているのですけ

れども、これはどういうことなのかを伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 以上でよろしいですか。

〇川口浩史委員 はい。

〇森 一人委員長 以上４点になります。答弁を求めます。

伊藤副課長。

〇伊藤恵一郎地域支援課地方創生推進室長兼政策創生担当副課長 それでは、説明させ

ていただきます。

35ページの都市再生整備事業交付金でございます7,760万。これにつきましては、

先日議員全員協議会で説明させていただきましたとおり、５億5,600万円の一部の初

年度の分の交付金でございます。

続きまして、70ページの情報発信事務事業の歳入の減でございまして、こちらにつ

きましては平成29年度におきましては、デジタルサイネージのコンテンツの制作につ
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きまして、手数料として外注委託をするというふうに考えておりましたけれども、職

員で自前でやっておりますので、その分を減額したものでございます。

76、77ページの地方版総合戦略の検証事業につきましては、総合戦略の検証委員会

がございまして、総合戦略そのものの検証と、交付金いただいています今回、今年も

地方創生推進交付金等をいただいておりますので、それに対するＫＰＩの検証を行う

ものでございます。

続きまして、地域活性化事業の減額分につきましては、これまで旅費分についても

補助しておりましたけれども、この旅費分の実績に見合いまして、その分を減少させ

ていただいて、32万円減というふうに計上させていただいているところでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 70、71の情報発信の関係なのですが、そうすると今度、情報発信拠点

施設として嵐なびができるわけです。それと並行してサイネージ、あれも使っていく

ということで、これで相乗効果を狙うというか、相乗効果を期待するということなの

ですか。このやり方を変えて、少し減らすのかなと思ったのですけれども、わかりま

した。では、それはいいです。

それで、76、77の地方版の関係なのですが、交付金が来るからという説明だったの

ですか、検証が位置づけられているから、だからやるのだというようなことだったの

ですか。実際どういうものを検証、つくってまだ、３年たつのかな、本当にこのくら

いの時間的なもので検証ができるのかということを見てみると、私は、ただ会議に集

まって事業を見て、ではこのところを検証しましょうと、少し指摘しましょうという

程度ぐらいにしか考えられないのです。

この作業の位置づけというのを、ちょっと今の説明ですとよくわからないと、なく

てもいいのではないかというふうに、もう少し５年とか10年とかという、そういう間

隔を見てやるならそれなりに意味があると思うのですけれども、毎年毎年やっていっ

て、しかも３年程度しかたっていないところを見て意味があるのかということを、ち

ょっともう少し明確におっしゃっていただければと思います。

地域活性化はわかりました。

〇森 一人委員長 １点になります。

伊藤副課長。
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〇伊藤恵一郎地域支援課地方創生推進室長兼政策創生担当副課長 地方版総合戦略の検

証事業ですけれども、地方版総合戦略をつくるときに、国から毎年毎年検証するよう

にというふうに求められておりまして、これは補助金を使って策定した経緯もありま

すし、国から求められておりますし、国も検証しておりますので、毎年毎年検証する

ことになっております。

これは、ほかの契約でも毎年検証するものありますし、国も求めておりますので、

毎年やっていくというものでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 それは、私も前の見ているし、最初からの見ているから、それわかっ

ているのです。ただ、問題は意味があるのかということを伺っているのです。

国がやれと言ったからやりましたで、それで９万円を使いましたという、こういう

ことです。これで本当に検証になっているのかということを、こういう検証をやりま

したということが言えるのだったら、私は意味があると思うのです。それを何もおっ

しゃられないのだから、意味がないということを言わざるを得ないです、これでは。

そういうものを予算化していくというのは、この事業そのものが、この地方版そのも

のが、何か意味のないものをつくって、つくらせて、国は。それで、検証もすれば国

民喜ぶだろうということでやっているぐらいにしか考えられないのです。何か言いた

いことがあったら伺いますけれども。

〇森 一人委員長 簡潔に質疑をしていただいて、この事業が必要であるのかないのか

で。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 それでは、私のほうからお答えをさせていただきたいと存じ

ます。

この検証でございますが、国の定めにより毎年検証することと、確かにこのように

位置づけられているとは思いますが、それだけ重要度が高い計画だなというふうに私

どもは思っております。

日本が抱えている人口減少等々の問題、こういったものに、より即効性ある対策を

図っていかなければいけない、これ日本の全ての市町村が取り組んでいるものでござ

います。やはりこの計画の実効性を上げるために、当然職員としてもそういった意識
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を持つ必要がございますし、この計画の進捗状況というものを町民に対してきちんと

お示しをする。それをすることによって、よりこの計画で位置づけられたものが、実

効性を高めていくというふうに考えております。

なお、この会議録あるいは検証結果につきましては、町のホームページ上におきま

して公表させていただいておりますので、多くの方にごらんをいただいているものと

いうふうに考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

渋谷副委員長。

〇渋谷登美子委員 37ページになるのですが、地方分権推進交付金ですけれども、今年

度、平成30年度新たに移譲される業務というのは、何があるのか伺います。

それと、84ページ、85ページになりますけれども、部落解放同盟補助金45万円が40万

円になりましたが、私は基本的になくすべきものだと考えているので、これはＰＤＣ

Ａサイクルから考えても無理があると思いますし、ずっと既得権をそのまま続けてい

るという感覚があるのですが、これの補助金の目的と、事業効果をどう考えていくの

か。今までに随分やっていて、それで文化スポーツ課でも事業として人権問題やって

いますし、総務課でも人権問題やっている。それに新たに、ここにさらに補助金を加

えていくというのはどういうものなのか。昭和39年からでしたっけ、42年からでした

っけ、そのくらいからずっと続いている補助金なのですが、どこら辺でこれを切って

いくつもりがあるのか。ずっとこの既得権化していくこと自体、決算のときに、これ

は減らすかもしれないというふうな形で町長がおっしゃっていたのですけれども、結

果として補助金適正化委員会の文書を、議事録も読ませていただきましたけれども、

５万円の減で部落解放同盟も了解しているということだけで、ほかのことは一切検討

されていない。この問題って大きいなと思っているのですが、その点について伺いま

す。

２点です。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

伊藤副課長。

〇伊藤恵一郎地域支援課地方創生推進室長兼政策創生担当副課長 地方分権推進交付金

の関係ですけれども、平成30年度に嵐山町が移譲する事務はございません。
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ただ、パーセントが変わっておりますのは、１事務がつきまして法定移譲事務にな

った関係で、県からの移譲ではなくて国に法律で定められたために、県の移譲として

なくなった事務が１つございまして、分母も分子も１つずつ減ったので割合が変わっ

たものでございまして、基本的には学童保育クラブ、放課後児童クラブの関係が、今

条例化していると思うのですけれども、これが県の移譲から法定移譲事務になった関

係で、県の移譲から外れたということになりますので、移譲率が変わったというので

ございます。

以上です。

〔何事か言う人あり〕

〇森 一人委員長 次に、答弁を求めます。

贄田副課長。

〇贄田秀男地域支援課人権・安全安心担当副課長 部落解放同盟の埼玉県連合会嵐山支

部への補助金につきましては、平成25年から事業費補助に変更しまして、交付要綱を

もとに補助金を交付させていただいているところでございます。

昨年同和問題解消法が制定されましたが、それに伴いまして、町の財政のこともあ

り補助団体と補助金について協議をさせていただき、また補助金適正化委員会におか

れて検討されたことの結果により、計上させていただきました。

以上です。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 すいません。これは、県の地方分権推進交付金が100万円増になっ

ているのです。そして、それが県ではなくて法定になったから、それが県から100万

円増になったというふうな理由になってくるのですか。私もちょっとそこのところよ

くわからなくて、そういうふうに県の権限から移譲された事務の経費に対して、県か

ら交付されるものが100万ふえているのです。それが、でも実際に移譲されたものが

なくてというのは、どういうことなのか伺います。

それともう一つ、部落解放同盟補助金のことです。私、決算のときにも散々やりま

したけれども、これは事業費補助に変わったのもわかっているし、いろいろなことを

やっているからわかっているのだけれども、補助金適正化委員会の議事録を読むと、

そんなことは話書いていない。そんなことは書いていなくて、補助金団体と了承され

ているから５万円の減で済んでいるというふうな形で、それ以上のことはなくて、補
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助金適正化委員会ではその話はされていません。

そして、なぜこれで、行政というのはＰＤＣＡサイクルが必ず求められている。だ

けれども、ここに関してはＰＤＣＡサイクルがない。そうすると、既得権もそのまま

ずっと続けているというふうなことでしかないのだけれども、この目的と、その事業

効果は何だったのですか。この目的があっても、事業効果というのは十分にいろんな

ところでやられている。そして、この事業効果というのも、とりあえず法も制定され

た、それ以上のことを行政が何をやっていくのかという補助の目的と、それから効果

というのを検証する義務がないと、することが必要なのだけれども、この40万円とい

うのはすごく大きいでしょう。だって、提案型事業の補助金が10％削減で45万円でし

ょう、この１団体に対して、45万が５万円減って何％になるのかわからない、すぐぱ

っと出てこないのだけれども、それってどういう意味なのか、何のためにこんな補助

金をずっとやってきているのか、この予算措置の中で、これは補助金適正化委員会で

も話し合われていないことです。どうしてこういうことがずっと続いていくのか伺い

ます。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

伊藤副課長。

〇伊藤恵一郎地域支援課地方創生推進室長兼政策創生担当副課長 大変申しわけありま

せんでした。

地方分権推進交付金につきましては、平成29年度に開発許可の事務を移動しました。

その分の実績等があったものですから、平成30年度は100万円増額させていただいて、

平成30年度から始まるという意味ではなくて、平成29年度の実績を見て100万円ふや

したというものでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 私からは、部落解放同盟嵐山支部の補助金の関係でお答えを

させていただきたいと思います。

委員さんご案内のとおり、こちらの補助金につきましては個別の交付要綱を設けて

おりまして、事業費補助を行っているものでございます。その趣旨はご存じだと思い

ますが、ちょっと読ませていただきますと、この要綱は同和問題の解決を目指す自主

的運動団体が行う事業の経費に対して予算の範囲内で交付するというものでございま
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す。

これまでこの補助金につきましては、機会あるごとに内容の見直しをさせていただ

きました。平成13年には90万円、平成15年81万円、平成18年に69万円、25年に45万円

と、削減をさせていただいております。今年度の見直しにつきましては、こうした見

直しも含めての、町として全体の１割削減という流れもございましたが、そういった

ことを含めての見直しで、金額のほうを５万円を減額し40万円というような予算をお

願いさせていただくものでございます。

この意味でございますが、先ほど目的を申し上げました。まだまだ同和問題、差別、

こういったものがこの国に残っているということが、法律が制定されたことで明らか

になりました。そういったことに対して、行政としてこうした運動団体とも連携を図

りながらこの問題を解決していく、そのために必要な補助というふうに理解をしてい

るところでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 県の地方分権推進交付金は、そうすると学童保育とは関係ないとい

うことで理解していいのですね。今年度だけ300万という形なのですか。また、移譲

されてくると、今年度なんか別のものをやっていくと、次にまた来るという形で一応

見るほうがいいのですか、これちょっと何かあれっとか思っていたのです。

次、部落解放同盟の補助金です。私は、これに関しては既得権だと思っていますし、

これ要綱は、そうすると男女共同参画なんか、女性問題なんかずっと差別が続いてい

ます。それから、障害者問題もずっと差別が続いている。そして、別にそこに皆さん

団体つくって、運動するからそれの運動団体に補助金をよこしてくださいなんていう

こと言いません。その旅費や何か。旅費とか、上部団体への上納金なんかを出してく

ださいなんて誰も言いません、そんな。みんなネットワーク関係で仕事をしています

から、活動していますから。だけれども、嵐山町だけはなぜ、それの目的どこまで行

ったらそれが終わるか。ずっと既得権でここのところ持ってくるのか。これ私決算の

ときに話をして、そしてこれは減額するかもしれない、可能性はあるという話を町長

がなさったのです。よく覚えています。こんな減額ではないです。こんなばかな減額

ってないです。こんな本当に旅費、どこかの研修に行くときの旅費なんかを、市町村

が普通出さないです。
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そして、上部団体の補助金、そういったものを出していって、これでもって何でこ

の団体だけ特別に特別扱いをしてやっていくかというと、逆に言えばこれはずっと差

別を続けていくことになっていくのに、なぜこのようなことがＰＤＣＡサイクルをや

らなくてはいけない、行政の中でこれが行われているのか。私は、そのことをちょっ

と毎回毎回ですけれども、これは本当にしつこいですけれども、このことを許してお

いてはいけないと思いますので、伺います。

〇森 一人委員長 それでは、答弁を求めます。

伊藤副課長。

〇伊藤恵一郎地域支援課地方創生推進室長兼政策創生担当副課長 地方分権の関係です

けれども、学童保育は、移譲率の変更の話をさせていただきましたので、金額にはち

ょっと関係ないものでございまして、100万円ふえたのは、あくまでも権限移譲が、

平成29年度に受けたものについて、実績を見てふやしたものでございます。

渋谷さん発言のとおり、今後大きな移譲事務があれば、そのような増額になると思

いますけれども、余り権限移譲を受けても、それなりの事務量がないとそれほど変わ

りはないなと思います。開発許可のように大変大きな事務を受けると、大幅な増加が

あるというふうに町としては考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 次に、答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 解放同盟の件については、私のほうから答弁をさせていただきます。

毎年、渋谷委員さんからは質問をいただいております。そして、その都度お答えを

させていただいてきたわけですけれども、今お話のように減額をする、なくすと言っ

たのか、そういうことは言わなかったと思いますが、そういう方向でまいりました。

そして、ご案内のようにこの部落解放同盟、同和問題というのは、もう終わったの

だというような意見の人も多かったわけです。しかし、ご案内のように国会で、ほと

んどの人の議員さんの賛成で、大方の賛成で、同和問題はあるのだという法律が決ま

ったのです。そういう中にあって、地域の自治体としてやるべきことというのが示さ

れました。そういうものを受けて、嵐山町では今まで引き継いできたものを、やって

きたものを引き継いで、そしてさらに効果が上がるように、しかも予算は減額をしな

がら続けていくのだということで、今年度も予算を組ませていただきました。
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昨年度も、部落解放、同和問題に関する大人の教室、それから子供たちの教室、そ

れぞれを開いて勉強を１年間通して、そして発表会もあり、そういう形で来ているわ

けです。そういう中にあって、子供たちは子供たちなりに研究の成果を発表する。大

人の人は大人なりに発表をする。これがまさに成果で、人権に対する問題の意識をし

っかり持った中で対応していく、人と人とのつき合いをしていく、こういうことを町

民挙げて研修をして、成果が出ている。こういうことで、今年度も組ませていただき

ました。ぜひご理解をいただきたいと思います。

〇森 一人委員長 ほかに。

長島委員、質疑をお願いします。

〇長島邦夫委員 時間だからと思ったけれども。

〇森 一人委員長 いえ、お願いします。

〇長島邦夫委員 ３点ほどお聞きしますが、最初に町のホームページの関係で、まず51ペ

ージに、雑入のところに町の広報紙とあわせて、広告料ということで載っています、

バナー広告が。ここで、どのくらい入るのかな、予定しているのかなというふうに見

ていましたら、ホームページ事業、76、77ですが、そうしたらここの運用管理事業の

ところに、諸収入ということで11万入っています。これがバナー広告の収入なのかな

というふうに感じたわけでございますが、そういうふうに受けとったのでよろしいの

か、まず最初にお聞きします。

それと次に、77ページの比企の元気アップ事業についてお伺いをいたします。10万

円支出になっているのですが、最近比企の元気アップ、いろんなところで、ＳＮＳで

見させていただきます。各全体から本部のほうからというか、比企の本部のほうから

いろいろな比企についてのＰＲが流れるのと、たまには嵐山町も流れておりますが、

確かにこの10万円の負担で、嵐山町はどういうふうな利用方法を考えているのか。た

だ、こういうイベントがあります、ああいうイベントがありますというだけではなく

て、まず総合的に利用しないともったいないような気がするのですが、どんなふうに

お考えなのか、お伺いをしたいというふうに思います。

それと３点目に、163ページ、防災訓練の事業がなくなりましたというか、ゼロ予

算になりました。ここのところずっと実施されていて、一通り順番的に終わったのか

なというふうな意識なのかなというふうに思ったのですが、地域によっては住民の意

識力が強いところと、そうでないところというふうに見受けられますが、一通りは皆
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さん知識が、意識が皆同じようになったのかなと。そういうふうなところから、一通

り終わったのですよというふうな考え方なのか、そこら辺をちょっとお聞きしたいと

いうふうに思います。

〇森 一人委員長 会議の途中ですが、ここで休憩をとりたいと思います。

開始の時間を２時45分からお願いいたします。

休 憩 午後 ２時３３分

再 開 午後 ２時４３分

〇森 一人委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

長島委員の質疑の答弁からになります。どうぞ。

伊藤副課長。

〇伊藤恵一郎地域支援課地方創生推進室長兼政策創生担当副課長 51ページの雑入につ

きまして、76、77の11万円がホームページのバナーに当たるのかという件でございま

すけれども、委員ご指摘のとおりバナー広告に対する経費として歳入しているもので

ございます。

続きまして、77の元気アップ事業の10万円の補助金でございまして、元気アップ事

業は、フェイスブックもございますけれども、例えば平成29年度は比企こどもまつり

に出させていただいたり、合同就職面接セミナー、就業セミナーを開催したり、あと

今共通のパンフレットをつくったりしているところでございまして、その中の一つに

フェイスブックがございます。来年度も観光セミナーを開催したり、就職説明会を開

催したり、子供向けのスポーツイベントをやったりと、そういうふうなことを計画し

ておりまして、それに対する負担金として10万円を計上しているものでございまして、

フェイスブックのみというものではございません。

ただ、フェイスブックにつきましては、嵐山町もなかなか出していない状況で、基

本的にはツイッターを優先して出しておりますけれども、今後はフェイスブックを有

効に活用していきたいなというふうに考えているところでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 贄田副課長。

〇贄田秀男地域支援課人権・安全安心担当副課長 防災訓練についてお答えいたしま

す。
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防災訓練につきましては、終わったという考えではなくて、町主催の場合は基本的

に隔年でお願いできればということでと考えております。今年度は50周年記念という

こともありまして、七郷地区を中心に北部交流センターやらせていただきましたが、

参加していただいた町民の方は、大変意識が高いという感じを受けました。来年度は、

各防災会で訓練をしていただいておりますので、町はそれをバックアップしていくよ

うな形でできればと考えております。そして、31年度にまた町主催で訓練ができれば

と思っております。

以上です。

〇森 一人委員長 長島委員。

〇長島邦夫委員 少し再質問させていただきますが、バナー広告について最初に質問し

ますけれども、どこの町村のあれを見て、最近バナー広告非常に少ないのです。嵐山

町もやっぱり少ないなというふうにいつも見ているのですが、よその町村でどういう

ふうにここのところを上げていこうかと。嵐山も10枠ぐらいあったというふうに思い

ますけれども、そのうちの３個ぐらいしか埋まっていなかったように思いますが、こ

れはＰＲしているのでしょうけれども、相手から来るまで待っているという感じです

か、こちらからぜひ載せてくださいということで営業みたいなこともなさるのかどう

か、お聞きをします。

それと元気アップ事業ですけれども、町村によって扱い方がちょっと違うのです。

嵐山においては、ＰＲだとか公告だとかというものを、今載っているのは主に観光的

な面で、それを出していくのだというふうなお考えを今お聞きしましたが、嵐山の中

にも、これは載せていいものかどうかわかりませんけれども、ほかにもイベントは行

われています。そのほかに、たまたま私この間、比企の起業おこしというような、そ

こにポスターが張ってありまして、それを聞きに行ったのです。そうしたら何かとき

がわのＮＰＯみたいな方がやっていて、この比企の方が随分かかわっているみたいな

感じなのですが、私もポスター見なければ行く機会はなかったわけでございますけれ

ども、ああいうものについても嵐山で行う、嵐山が主催のわけではないでしょうけれ

ども、やはりそこに行って聞くことによって、商工会か何かかかわっているみたいな

感じだったですが、ぜひオールラウンドに嵐山町のことをもうちょっと上げていくよ

うな、町に関係したことでなくても、せっかく10万円の負担を払うのであれば、やっ

ていただいたほうがいいような気がいたします。それについてどんなふうにお考えか、
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お伺いします。

それと、防災訓練については、今年度は各地区の防災会にお任せして、来年度につ

いては予定をしていますというふうなことであったというふうに思います。やはりき

のう3.11、７年目がたったということで、全国的にいろいろな催しがされたと。災害

は忘れたころにやってくるということで、この地区は割合と平穏無事なところでござ

いますが、昨年みたいに何回も大雨が降ると嵐山町も例外ではございませんので、ぜ

ひ地区でやるということであれば、それなりの啓発をその場でしていただかないと無

駄かなというふうな、そんな感じがします。

31年度に、今年度はやらないということでございますけれども、ぜひそこのところ

を地区に任せるだけではなくて、私は毎年大なり小なりやったほうがいいような気が

するのですが、お考えをお伺いしたいというふうに思います。

〇森 一人委員長 ３点について。

伊藤副課長。

〇伊藤恵一郎地域支援課地方創生推進室長兼政策創生担当副課長 バナー広告の関係で

すけれども、バナー広告の対象者がやっぱり県外等も含めて大変広うございますので、

ちょっと営業というのはなかなか難しいかなと思います。ただ、ホームページは更新

が命ということもありますので、平成30年度から職員に対するホームページの操作説

明会等を開いて、ホームページの更新に力を入れていく予定でございますので、それ

をもって更新をして、なるべくアクセスいただくようなホームページをつくって、そ

れをもって何個かふえればいいかなというふうに考えているところです。

また、比企元気アップにつきましては、先ほどの起業塾に関しましては川越比企地

域振興センター東松山事務所の事務でございまして、そちらも比企元気アップ会議に

は入っているものでございますので、嵐山町としては出していなくて、事務局が県で

ございましたので、そこが出すかなというふうに考えておりました。

ご指摘のとおり、関係なくても元気アップ、フェイスブックには出せますので、そ

ういうのを捉えて、まずはツイッターから出させていただいて、その次に比企のフェ

イスブックと考えているところでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 では、私からは３点目の防災訓練につきましてお答えをさせ
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ていただきたいと存じます。

１度目の委員さんの質問の中に、地域によって温度差があるというのでしょうか、

取り組みに温度差があるというようなお話をいただきました。全く私もそのように考

えております。仕事柄、地域で防災訓練を行う際にお声がけをいただき、参加をさせ

ていただくこともあります。そういったお声がけをいただくような地域では、本当に

創意工夫をされて、町ではやっていないような訓練を行ったりもします。昨年ある地

区では、我が家はみんな無事ですと黄色い旗というのでしょうか、無事旗というふう

に言っているのですけれども、そういったものを我が家無事ですよというお宅は、玄

関先にその黄色い旗、紙なのですけれども、それを掲示して、外の方に無事をお知ら

せをすると、そんな取り組みを防災訓練に取り入れて行った地域もございました。

町といたしましては、平成30年度、やはり地域の自主性を重視しつつ、そういった

ものをいかに皆さんが考えていただけるかというところを重視しつつ、町としてでき

る支援、現在行っているわけですけれども、そういったものをさらに実施ができたら

というふうに思っております。

以上です。

〇森 一人委員長 長島委員。

〇長島邦夫委員 １点だけ、バナー広告の件なのですけれども、余りこちらから営業し

ているわけではございませんというようなお話だったというふうに思います。

当初から、バナー広告、どこを見ても全然知らないような企業さんで、こういうも

のなのかというふうな感じを思いましたが、花見台あたりの企業さんでもやはり一般

の方に関係する企業さんというのは多いです。それなりの広告を載せれば、それなり

のあれはあるからというふうに思います。そんなに高額なバナー広告費ではありませ

んので、協力していただければそれなりの収入があるかなというふうに思うのですが、

ぜひ試みてみたらいかがでしょうか。いかがですか。

〇森 一人委員長 青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 では、私からお答えさせていただきたいと思います。

たしか長島委員さんだったと思います。以前そのバナー広告で、町内の企業の広告

がないよ、そんなお話をいただいたことがございました。その際に、私どもも町の商

工会のほうに、こういったものをぜひご活用くださいというふうに、実際そういった

お話をさせていただいたことがあったのですけれども、なかなか芳しくなくきょうを
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迎えてしまったわけでございます。

町内には、商工会に加盟している企業も、そうでない企業も、工業団地もございま

す。今後そういったところに対して、町としてできる営業活動というのでしょうか、

そういったものもぜひ取り入れていければというふうに思います。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 先ほど大野委員も質問されていましたけれども、162ページ、163ペー

ジの防災行政無線の整備の工事請負費です。副課長の説明によると、１つの局のとこ

ろの部分を、とりあえず第１年目では取りかえると。それに２億400万ぐらいかかる

のだということなのですけれども、簡単に、新しい方式に対応しなくてはならないと

いうことは理解できるのだけれども、とりあえず今年の予算の２億400万という工事

というのは、どのような具体的な工事内容になるのかということが１つと、それから

町債が２億420万という発行になるわけです。これについても、216ページのところに

も調書が載っていますけれども、左の財源の内訳どうなるのだと書いてあるところに

は、一般財源が全額と書いてあるわけです。これについては、どのような町債が、仕

組みとして今後新しい人たちも負担していかなくてはならない、いつぐらいまでかか

って、いつぐらいまでの予定で行われるものなのか、この２点について確認させてい

ただきたい。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

贄田副課長。

〇贄田秀男地域支援課人権・安全安心担当副課長 お答えいたします。

具体的な工事につきましては、先ほども申しましたが、１年目、その前に子局、電

信柱にスピーカーがついた放送設備が55局あるのですけれども、平成24年に６カ所だ

けデジタル化は済んでおります。それは、補助金の関係で、そのとき公共施設で避難

所になるところということで、６カ所はデジタル化されております。残りが49カ所な

のですけれども、まず１年目に22カ所だけデジタル化します。あと、それと一緒に親

局ですか、操作卓のほうもかえて、あと残り個別受信機が100台近く今配付されてい

るのですけれども、それもかえていくというような工事になります。

２年目は、残りの同報系の子局があと27基ございますので、それをかえていくと。
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３年目が、先ほども申しました車に積んであるものとか、あとトランシーバーのよう

な持ち歩きのできるような移動系のものをかえていくということで、３年間をかけて

やっていきたいと考えております。

財源につきましては、先ほども少し申し上げましたが、緊急防災・減災事業債とい

うことで、充当率が100％、交付税措置が70％を基準財政需要額に算入ということで、

これが32年までということですので、これを利用してさせていただければと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 そうすると、全体にこの３年間で約５億ですよね、この説明書見ても。

そうすると、その５億に対して今、私も工事がちょっとわからなかったのだけれども、

１年目はこの工事をやって、２年目はこの工事ということでなくても、今言った全体

的なことを関連づけて３年間で工事をやっていくというような理解しておいてよろし

いでしょうか。

それで、今充当率が出てきましたけれども、いわゆるそうすると30％部分、ですか

ら５億の１億5,000万ぐらいですか、これは一般財源から負担していかざるを得ない

ということになるのでしょうか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 では、お答えをさせていただきたいと思います。

今委員さんがおっしゃられたとおり、総額約５億に対しまして、ほぼ全額を起債が

認められている制度でございます。なお、この緊急防災・減災事業債については、本

来であればもっと早目に制度的には終わっていたものを、なかなか全国的に整備が進

まないという実態がございまして、国のほうでは延長、延長を重ねてきております。

現行制度でございますと、平成32年度まで延長がなされたと。そういったことを考え

まして、町といたしましては30年度から３年をかけて、この緊急防災・減災事業債が

起債できる期限までに、何とかこの事業を実施したいということで計画をさせていた

だいたものでございます。

先ほど副課長のほうでご答弁申し上げましたが、交付税措置が、元利償還金の70％

が交付税の基準財政需要額に算入がなされるというものでございます。残りの30％に

ついては、町の財源を使い整備をせざるを得ない状況だというふうに考えております。
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以上でございます。

〇森 一人委員長 ほかに。

本委員。

〇 本秀二委員 それでは、２点ほどお伺いいたします。

１点目は、予算書の……それでは、１点にさせていただきます。84ページ、85ペー

ジでお願いできますか。

ここで、総務費、総務管理費で11目の人権対策費で、（４）の各種相談業務がある

のですけれども、約100万円あります。これは、たしか昨年は、規定はそのまま残し

てあって、１年は様子を見て今後相談業務については判断していくという、質問に対

する回答があったと思うのですけれども、これにつきましてどういった方針が出たの

か、お伺いしたいと思います。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

贄田副課長。

〇贄田秀男地域支援課人権・安全安心担当副課長 お答えいたします。

相談業務におきましては、迷惑相談員がいなくなったということで昨年から各課に

振り分けて、地域支援課でやるものはやっているのですけれども、総務課のほうで電

話を受けまして、そのときに担当のほうへつながれると件数はわからないのですけれ

ども、一応うちのほうに来たもので回したものとかというのを把握しておりますのが、

法律相談はやっておりますので、年間で今のところ44件、人権相談はありません。行

政相談が１件、交通に関する相談が４件、騒音に関する相談が５件、あと家庭問題に

関するものが１件、あと近隣の問題が７件と、計64件の相談がございました。

振り分けにつきましては、各課が認識をしてというか、自分たちで対応するという

のが浸透してきたのかなとは思います。それは、昨年の副課長が答えた回答と同じか

とは思うのですけれども、そのような形でこれからもやっていければと思うのですが、

地域支援課のほうで要望とかにつきましては、政策のほうで取りまとめて各課に振り

分けという形もしておりますし、このような形で引き続きお願いできればと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 本委員。

〇 本秀二委員 相談業務というのは、行政で非常に重要な部分だと私は思っているの

ですけれども、いろいろ各課で相談を受けたりしているということは、全体的な把握
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するところはないということでよろしいのでしょうか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

参考までに申し上げますと、迷惑相談の件数でございますが、平成28年度が実は87件

でございました。平成29年度、ここまでの実績で申し上げますと64件ということでご

ざいまして、減少傾向にあろうかというふうに思います。

最初のご質問に関連するのですけれども、この１年間、迷惑相談員を置かずにやっ

てまいりまして、地域支援課をはじめ、各課において大きな混乱はなかったかなとい

うふうに考えております。

全体を把握ということでございますが、これは昨年もご答弁させていただきました

が、今例えば長寿生きがい課の中には、高齢者を専門に扱う地域包括支援センター、

そういった機関がございまして、そういった相談は一手に受けているというような状

況がございます。環境の問題であれば、環境農政課がございます。子供の相談であれ

ば、そういった課もございます。それぞれの各課において、各課の所管する範囲内お

いてご相談を受けていくと。地域支援課のほうでは、そういったところに属さないよ

うなものをお受けさせていただき、必要があれば各課と連携をとり情報共有を図る。

ただ、全てのものについて情報共有を図ると、これはそこまでは行わなくていいかな

というふうに思っております。必要があるものについてのみ共有を図っていく、この

ようなことで実施をしているところでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 本委員。

〇 本秀二委員 たしか相談員がなくなったというのは、各課に直接相談に行く件数が

ふえてきて、地域支援課で受ける件数がだんだん減ってきたということでの理由だっ

たと思うのですけれども、やっぱり各課に行くということは、各課で相談に来られた

ところは、またそれが業務負担になっているわけだと思うのです。ですから、専門性

があって聞くほうが、より相談してくる人の対応にいいという考えもあるかもしれま

せんけれども、一時的にやっぱり１カ所で相談は全部一手に引き受けてお聞きして、

それを各課に回して配付をして、対応して図っていくというような相談のやり方もあ

ると思うのですけれども、そういった考え方に改められる気は、おつもりはないでし
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ょうか、お伺いします。

〇森 一人委員長 青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

相談と一口に申し上げても、本当に多種多様な相談がございます。法律的な問題か

ら、あるいは近隣のトラブル等々、家庭内のこと、いろんなご相談が町には寄せられ

るわけでございます。やはりそういったものに対して、できるだけ的確に、即時に対

応ができる、これが一番望ましいのかなというふうに考えております。そういった意

味からしますと、やはり専門の知識を持ったそれぞれの課において受けていただく、

こういったことが最善であろうというふうに現在は思っております。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

吉場委員。

〇吉場道雄委員 １点聞きたいと思いますが、87ページの嵐山パトロールセンターの土

地借り上げ料の14万9,000円と、161ページの真ん中辺にある土地借り上げ料です。パ

トロールセンターのほうは内容がわかっていますけれども、こっちの161ページの土

地借り上げ料56万6,000円の中身を詳しくお願いします。

〇森 一人委員長 それでは、答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

161ページの土地借り上げ料でございますが、こちらにつきましては、基本的には

消防の詰所の借地料ということでございまして、第１分団第２部、第３部、第２分団

第１部、第２分団第２部、以上４部の借地に係る借り上げ料ということで計上させて

いただいているものでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 吉場委員。

〇吉場道雄委員 この間の議案の中で、土地の取得ということで鎌形の野球場ですか、

またＢ＆Ｇの総合グラウンド、町のほうはある程度こういう方向で行っているなと思

っていますけれども、ここの消防の詰所に関しては、もう何回もこれ言っているけれ

ども、全然進展がないのですけれども、町のほうの考えとしてはどういう考えを持っ

ているのか、お伺いします。
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〇森 一人委員長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

今回の議会の中でも、今委員さんおっしゃられたとおり、借地の公有地化というこ

とでございました。基本的には、そのような流れにあろうかというふうに思いますが、

現段階で申し上げますと、この消防の詰所に関するところについては、すぐすぐの取

得というのは現状では考えておらないということでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 吉場委員。

〇吉場道雄委員 ４カ所というのは、みんな農村部にあると思うのですけれども、ある

程度その所有者も理解してくれると思いますので、１カ所ずつ買ったって、56万

6,000円ですか、これを４年間納めれば買えると思いますので、お考えはないでしょ

うか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

今後こういった非常備消防に関してどういった形でやっていくか、そういった問題

もあろうかというふうに思います。実は、過日消防団のほうから要望書を提出いただ

きました。その内容につきましては、１カ所の詰所について移転をぜひお願いしたい

と、そういったこともございました。

先ほど申し上げましたが、今後の町の中における体制をどういうふうにしていくか、

そういった問題も当然絡んでくると思いますので、そのあたりを見きわめた上で、今

委員さんがおっしゃられるような公有化、こういったことについても考えてまいりた

いというふうに思います。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

松本委員。

〇松本美子委員 それでは、質問させていただきます。

まず、79ページになりますけれども、コミュニティ推進事業の関係ですけれども、

地域コミュニティ事業の補助金等が今回も220万ほど出ていますし、その下の宝くじ
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の関係が２カ所ですか、広野と杉山でそれぞれ250万円ずつ出ていますけれども、こ

ちらに対してはどのような、助成の関係の補助金ということですけれども、内容は何

なのでしょうか。

それから、次の83ページになりますけれども、下段のほうですが、駐輪場の関係な

のですけれども、今年度も土地の借り上げの料金というものが東側ということで、こ

ちらにも土地の借り上げ料ということで出ておりますけれども、こちらに対しまして

はずっと借りているようですから、買い上げたらというふうにも申し上げたいのです

けれども、とりあえず何台ぐらい置けるようになるのか、あるいは放置自転車の関係

も今までも出てきていたと思うのですけれども、今年度もそういったようなものが予

定されているのでしょうか、どんなふうなのでしょう、お聞きします。

それと、95ページになりますけれども、住宅の土地の統計の調査の関係なのですが、

こちらの関係で世代の関係とか、あるいは住居の状況の関係とか、いろんな細かいこ

とを調査するということになっているようですが、もちろん委員さん報酬の関係も増

額になっています。そういった中で、地域別に明らかにしていくというようなことで、

事業内容が備考欄のほうには出ていますけれども、これは細かくということになると、

１人世帯だか高齢者が２人でいるのか、何かそういった細かいところまで今回はきち

んと実態的に調査していくというような考えでよろしいかどうか、お尋ねをします。

以上です。

〇森 一人委員長 以上、３点になります。答弁を求めます。

伊藤副課長。

〇伊藤恵一郎地域支援課地方創生推進室長兼政策創生担当副課長 それでは、私のほう

からコミュニティーと住宅・土地統計調査の関係をさせていただきたいと思います。

地域コミュニティ事業補助金の22万でございますが、これは毎年行っております各

地区のコミュニティ団体における補助でございまして、今年度も22団体の補助を、助

成を行うことを予定しております。

続きまして、広野二区宝くじ助成事業でございますけれども、これにつきましては

広野二区様から、宝くじによっていろいろ購入したいものがあるということでござい

まして、内容的にはテントやコミュニティ活動部品、例えば里山づくりの備品購入と、

あと音響機器等の購入を宝くじを利用して行いたいということで250万でございます。

杉山地区におきましては、カラオケ機器や、それもコミュニティ事業として、パソコ
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ンやプリンター等の購入をしたいということで220万ということで、宝くじのほうに

お願いをしているものでございます。

続きまして、住宅・土地統計調査の関係でございまして、こちらの地域別というの

は町村ごとでございますので、嵐山町の中で詳しくというのではございません。地域

別というのは、埼玉県とか、そういう大きな地域ごとで、嵐山町も入るのですけれど

も、嵐山町自体でございますので、嵐山町の中でどこの地区、どこの地区という分析

はなされないというものでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 贄田副課長。

〇贄田秀男地域支援課人権・安全安心担当副課長 駅の駐輪場につきましてお答えいた

します。

決算審査のときもこの駐輪場の問題につきましては、ご質問をいただきました。当

時１カ所駐輪場を返したために、すごいあふれるようなことになってしまいまして、

その対応ということでしたが、放置自転車につきましては、平成28年は120台撤去を

したのですけれども、今年度、回数的には２回と同じなのですが、撤去台数は41台で

した。放置自転車は、ほとんど見られなくなっているという状態であります。

看板を立てかえたり、または入り口付近に整理整頓お願いしますというような張り

紙を張ったり、また職員が時間があるときは行って整理をしたりとしまして、今はあ

ふれるような状態にはなっておりません。けさも行ってきたのですけれども、まだ奥

のほうは余っているような状態で、時期にもよるのですけれども、一時の混乱はなく

なっております。

以上です。

〇森 一人委員長 松本委員。

〇松本美子委員 それでは、整理した質問させていただきますけれども、何か宝くじの

関係ですけれども、79ページの関係ですけれども、地域コミュニティーの関係……

〇森 一人委員長 松本委員、マイクをお願いいたします。

〇松本美子委員 79ページの関係ですけれども、地域コミュニティーは今年度も22の団

体だということで、新しい団体さんもこれで今年は30年度からまた入ってくるのかな

というふうにも思うのですけれども、それも見込んでの団体数ですか。

それと、広野地区と、それから杉山地区の宝くじの関係ですけれども、金額的にも
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随分250万というと大きいなというふうに思っては見ました。それで、この助成金の

宝くじの関係を、補助金をいただきたいというふうにほかの地区からとか地域からも

申し込みがあったのでしょうか。それを広野と杉山に充当したのは、特別な何かこう

いった、これに該当すべきものがあったのでしょうか。先ほどの答弁だと、テントだ

とかカラオケの機械とかプリンターとかいうようなものだったと、里山づくりの備品

とか、そういうものもあるということのようでしたけれども、これは申し込むときに、

既にそういったような使う内容をきちんと申込用紙か何かに把握ができていて、所管

が申し込みがあったものを選んで該当という形になり、今年度がこの広野と杉山とい

うふうに30年度はなっていくということでよろしいでしょうか。

それから、次のところですけれども、自転車の関係は大分整理がついているので、

今の時点では余りいっぱいになっていないと。それから、放置自転車も大分少なくな

ったということで、よかったなというふうに感じています。駅前ですから、きちんと

整理整頓ができているということは、町のイメージにもやっぱりかかわってきて大変

よかったかなというふうに思っていますし、ただ、現時点では少し乗降客が少ないの

かと。学校の関係が少しお休みに入ってきていますので、その辺のところもあるかな

と思いますけれども、引き続き大変でしょうけれども、時々職員さんには見ていただ

き、管理のほうをしていただければというふうに思っております。

それから、95ページになりますけれども、私これは県でなくて、やっぱり町の予算

に出てきていましたから、町の中をくまなく細かく調査しながら、県のほうなら県の

ほうに上げていくものかなというふうに理解しましたので、お尋ねさせていただきま

したので、わかりましたから結構です。

〇森 一人委員長 よろしいですか。

それでは、答弁を求めます。１点になると思います。

伊藤副課長。

〇伊藤恵一郎地域支援課地方創生推進室長兼政策創生担当副課長 地域コミュニティ事

業、推進事業の関係でございます。

地域コミュニティ事業補助金につきましては、平成28年度は20団体、20地区でござ

いましたので、今現在22地区までふえていますので、それを含めて30年度は予算要望

させていただいている状況でございます。

また、宝くじ関係、宝くじの助成につきましては、平成29年度は、平成28年度に申
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請を要望するのですけれども、そのとき事業は、要望がありませんでしたので、嵐山

町コミュニティ推進協議会のほうで、コミュニティーの盛んな地域について要望をと

りました。その要望の中で、２地区が手を挙げさせていただいたので、その中身を相

談しながら宝くじ、全部が全部該当するものではございませんので、該当するものを

聞きながら埼玉県と協議しながら応募させていただいたのが、こちらの２地区のこの

内容でございます。

以上となります。

〇森 一人委員長 ほかに。

安藤委員。

〇安藤欣男委員 １点お聞きします。69ページ、電子自治体推進事業なのですが、261万

1,000円ふえております。この事業、いわゆるセキュリティーの大事さというか、強

靭化というものの中でクラウド化がされてきているわけですが、このクラウド化の中

での課題が出てきているのかどうか。

それと、機械器具借り上げ料がふえているのです。この点について、こちらのクラ

ウド化の関係で何か問題があって対応することになったのか。単なる庁内の関係なの

か、お聞きをしておきたいと思います。なかなかセキュリティーの大事さというのは

年々厳しくはなってくるわけで、よろしくお願いしたいと思います。

〇森 一人委員長 １点でよろしいですか。

伊藤副課長。

〇伊藤恵一郎地域支援課地方創生推進室長兼政策創生担当副課長 電子自治体の増加分

でございますが、１点は通信運搬料がふえました。こちらにつきましては、現在防災

用のワイファイをつけておりまして、それが６カ所あります。そのワイファイの通信

運搬費がかかりますので、それが増加の一つでございます。

もう一つが、先ほど委員さんご指摘のとおり機械器具借り上げ料でございます。こ

ちらにつきましては、昨年、平成29年度は10カ月分、セキュリティクラウドの費用を

とらせていただきました。それが、来年度は12カ月分になりますので、その部分の増

加と、パソコンにつきましては、再リース等を行って経費を抑えているところがござ

いますが、平成30年度につきましては、その再リースがなくなりましてレンタルとい

うか、正規の値段でレンタル契約を結ぶ必要がございまして、その分がふえたりしま

して280万3,000円と、そういうような形でふえております。ほかの減ったものもござ
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いますけれども、総額で261万1,000円増加しているというものでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 安藤委員。

〇安藤欣男委員 クラウド化の関係で何か問題が起こってきてということではないとい

う答弁はありませんでしたが、どうなのですか。

〇森 一人委員長 伊藤副課長。

〇伊藤恵一郎地域支援課地方創生推進室長兼政策創生担当副課長 先ほど委員さんがお

っしゃる、答弁漏れすみませんでした。クラウド化が問題となったわけではなくて、

機械器具借り上げの開始日の関係でふえたものと、パソコン、本当普通のノートパソ

コンの経費を、再リースがリースになったということでございますので、システム的

に不備があったとか、そういうものではございません。

以上であります。

〇森 一人委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 163ページのさっきの防災無線のことなのですが、メリットというこ

とで……

〇森 一人委員長 畠山さん、マイクを。

〇畠山美幸委員 防災行政無線のデジタル化についてなのですが、費用面のことはわか

りましたし、工事の関係もわかりました。

先ほどメリットということで、聞き取りやすくなるということで、大野さんの質問

がそういうことだったからそれだけだったのですが、総務省の資料だと、ちょっと見

ただけなのでよくわからないので、これだけお金をかけてやるメリットというのかな、

内容がどういうところまでのことをこの防災無線デジタル化で賄っていくのかという

内容。何か応用編とかいろいろあるみたいなのだけれども、さっき移動系のものにも

３年目はどうのこうのという話がありましたが、今後このデジタル化になると、町民

の安全を守るためのどういう防災無線になるかの内容をちょっとお伺いしたいと思い

ます。

〇森 一人委員長 贄田副課長。

〇贄田秀男地域支援課人権・安全安心担当副課長 限られた資料でメリットといいまし

ても、先ほどの聞き取りやすいというのが一番かなと思うのですが、あとは操作を今

防災無線室で、親局で操作をして流すという方法でやっているのですけれども、今度
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パソコンのほうでもその操作ができるというのは聞いております。あとは、ちょっと

今のところ、一番のあれは放送ができなくなってしまうためにやるということが一番

目的ですので。

〔「Ｊアラートだ」と言う人あり〕

〇贄田秀男地域支援課人権・安全安心担当副課長 それが一番のあれになると思うの

で、しなければできなくなるもので、そのために行うというのが一番かと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 申しわけございません、１点補足をさせていただきたいと思

います。

この事業につきまして、先ほど来ご説明をさせていただいているところですが、一

番大事なのは国の無線設備規則、そういったものがございまして、それが改正になり

ました。その改正の内容というのは、ある一定の周波数のところから、余分な電波を

出してはだめですというふうに国が決まりを直したのです。現状のアナログ電波です

と、この余分な電波を出しているのです。これは、専門用語で申し上げますとスプリ

アス規格というのですけれども、スプリアス規格というものがありまして、余分の電

波を出しているのは、それは平成34年10月以降には、その機械はもう使えませんよと

いうふうに決まったのです。

そういったこともございまして、これは自治体としてどうしても、幾らかかっても

やらねばならない事業でございます。それを国が、元利償還金の70％を算入する有利

な起債制度を設けて、市町村にやってくださいと。なかなか進まなかったのですけれ

ども、もう期限がそこに迫ってきました。起債ができる期限も32年までということで

申し上げました。そういったことがありまして、ここで始めないと嵐山町はもっと高

くなる、交付税算入がない起債を起こしてやる以外になくなってしまいます。

余談ですけれども、過日不交付団体の行政の方とお話をしたときに、そこの自治体

はまだやっていないのです。不交付団体といっても1.0幾つのところですので、本当

にぎりぎりのところなのです。不交付ですから、交付税算入はないのです。そこは、

全額自分でやらなければいけない、こんなことをおっしゃっておりました。そのよう

なことですので、ぜひともご理解いただければと思います。

以上です。
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〇森 一人委員長 ほかに。

清水委員。

〇清水正之委員 簡単な話なのですが、77ページに子育て世帯の転入奨励金があるので

すが、今年の積算みたいなものがもしできていれば、難しいとは思うのですが、どの

くらいを見込んでいるのでしょうか。と同時に、この制度でどのくらい人数がふえた

のですか。

２点目、ここで聞いていいかどうかよくわからないのですが、区の運営費があるの

ですけれども、地元要望の積み残しというのが、29年度末でどのくらい残っているの

ですか、30年度は予算にどのくらい反映できたのですか。

それから、自主防災パトロール、89ページなのですけれども、どのくらいの団体が

組織になっているのですか。

最後です。川島の防災倉庫というのは、今は一区にもあるのですが、あの防災倉庫

のこと言っているのですか。川島にはなかったのですか、あんなでっかい区で防災倉

庫がないというのはおかしいなと思ったのですけれども。４点です。

〇森 一人委員長 ４点について答弁を求めます。

伊藤副課長。

〇伊藤恵一郎地域支援課地方創生推進室長兼政策創生担当副課長 それでは、77ページ

の転入奨励事業の関係からご回答させていただきます。

転入奨励事業につきましては、これまで平成26年度から29年度、今現在まで49件の

申請を受けて、全体で152名の転入の実績がございます。

平成30年度におきましては、今現在町の予算も大変厳しいということでございまし

て、補助金適正化委員会等でも、基本的に補助金の増額は認めないということをもち

まして、子育て世帯等転入奨励事業におきましても補助金の見直しをさせていただい

て、内容につきましては、補助金の額につきましては半分の減額というふうにさせて

いただいております。ただ、件数につきましては30件として転入の増加を見込んでい

るところでございます。ですから、基本的に30件でございますので、２人いれば60人

の増加というのを見込んでいるというものでございます。

続きまして、地元要望の関係でございますけれども、地元要望いろいろございまし

て、多くは道路整備事業等の道路側溝のふたのかけかえとかでございます。これにつ

きましては、計画的にやっていくというものでございますので、なかなか厳しい予算
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でもございますので、これにつきましては全部が全部反映できているというものでは

ないかなというふうに考えているところでございます。また、計画的に全体を見なが

らやっていくようになるかなというふうに思っているところでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 贄田副課長。

〇贄田秀男地域支援課人権・安全安心担当副課長 自主防犯パトロール団体についてお

答えいたします。

町全体ですと、30団体のパトロールの団体がございます。人数にしまして914人、

これは平成16年４月から始まったものでございます。

続きまして、川島の防災倉庫についてですが、川島地区は人口2,300人の1,000世帯

を超える地域に、今現在２棟の防災倉庫がございます。ただ、人数が多いと、また世

帯が多いということで、２棟だけでは対応し切れないということで地元から要望がご

ざいました。このコミュニティ助成事業の補助金を使いまして、防災倉庫１棟、あと

中に発動機、ほかヘルメット、ライトと担架、そういったものをそろえることで地域

の防災力の向上を高めるということで、またこれが実践的な訓練を行うときに役立ち

ますし、自助、共助が図られるということで計上させていただきました。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇森 一人委員長 質疑がないようですので、地域支援課に関する部分の質疑を終結い

たします。

ここで休憩といたします。入れかえのみです。

休 憩 午後 ３時３６分

再 開 午後 ３時３８分

〇森 一人委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、町民課に関する部分の質疑を行います。

説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして簡潔かつ明瞭な答弁、

説明をお願いしたいと思います。

それでは、質疑をどうぞ。
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畠山委員。

〇畠山美幸委員 111ページの民生費、社会福祉費、１目健康診査業務委託料646万

4,000円なのですが、昨年が555万で、人数がふえている兼ね合いでふえているのかと

思うのですが、積算根拠というか、内容をお伺いしたいと思います。その１点だけで

す。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

太田副課長。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 それでは、私のほうから答えさせていただき

ます。

まず、積算の内訳なのですけれども、健康費用ということで700人、単価8,960円で

627万2,000円、それから受診券発券手数料2,500枚掛ける単価9.72円で２万4,300円、

それから健診データ管理手数料2,500枚掛ける単価３円の12カ月で９万円、それから

健診受給者データ手数料700人掛ける単価100円で７万7,100円となっております。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

渋谷副委員長。

〇渋谷登美子委員 33ページになりますけれども、マイナンバーの通知カードですけれ

ども、発行予定件数が多分倍になるのかなと思うのですけれども、それどの程度で、

実際にその予定数が発行できるのかどうかということと、それと91ページになります。

91ページで、住基ネットワーク事業なのですが、358万1,000円の負担金の増なので

すけれども、ごめんなさい、185万、これが増になるわけですけれども、358万1,000円

が幾ら増なのかちょっと計算していないのですけれども、それで行う事業というのは

何なのか伺います。

〇森 一人委員長 以上２点になります。答弁を求めます。

高橋副課長。

〇高橋喜代美町民課戸籍・住民担当副課長 それでは、渋谷委員さんの質問にお答えさ

せていただきます。

まず、33ページ、通知カード及び個人番号カード関連に関して事務費に、交付金の

ことでよろしいでしょうか。

〔「そうです」と言う人あり〕
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〇高橋喜代美町民課戸籍・住民担当副課長 こちらの358万1,000円でございますが、平

成30年度のマイナンバーカード、全国で500万枚を発行すると想定して出された国の

総額を、嵐山町人口で案分した額として、こちらの金額が算出されております。ちな

みに、現在嵐山町のマイナンバー発行件数は、２月末で1,882件でございます。

通知カードにつきましては、22人まだ通知カードを受け取っていただいていない方

がいらっしゃいます。

続きまして、91ページ、住基ネットワーク事業の負担金でございます。地方公共団

体情報システム機構負担金に358万1,000円でございますが、こちらは先ほどの歳入の

ほうであります事業費の358万1,000円と関連しておりますが、国のほうから交付金を

もらったものを地方公共団体情報システム機構（Ｊ―ＬＩＳ）に、負担金として払い

込むものでございます。平成29年度予算の178万6,000円と比較しますと、179万5,000円

の増額となっておりますが、昨年29年度は、平成28年度から29年度への繰越明許費の

138万8,000円がございましたので、29年度予算は合わせますと317万4,000円となりま

すので、358万1,000円と比較いたしましても40万7,000円の増額となりますが、こち

らは国が見込んでいる発行枚数に係る金額として算出した額となりますので、町のほ

うで独自に計算したものではございませんので、ご了承いただきたいと思います。

以上でございます。

〇森 一人委員長 ほかに。

清水委員。

〇清水正之委員 31ページの保険基盤安定負担金、これ法定減免だと思うのです。今度

７、５、２になるのだと思いますけれども、これ人数が把握できているのですか、こ

れ１点です。

それから、もう一つは、35ページに年金の事務の交付金があるのですけれども、年

金の受給権が変わったと思うのです。その把握はどういうふうにやられているのです

か。10年で受給権が出てくるということで、その人たちにはどういうふうな把握、そ

れから連絡等が行っているのでしょうか。２点です。

〇森 一人委員長 以上２点になります。答弁を求めます。

太田副課長。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 それでは、２点私のほうからお答えさせてい

ただきます。
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31ページの国庫支出金の基盤安定保険者支援分の人数でございますが、７割が

950人、５割が850人、２割を700人と見込んでおります。

それから、35ページの年金の関係ですが、うちのほうでは給付事務をやっておりま

せんので、特に把握はしておりません。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

清水委員。

〇清水正之委員 年金の関係ですけれども、給付事務はやっていないとは言いながら、

さっき言ったように受給権が10年緩和になったということで、25年から10年に緩和さ

れているわけです。年数が足りなくてもらえていない人が相当いるのかどうかわから

ないのですが、それは例えば社会保険庁なりから連絡が来るのですか。あるいは、社

会保険庁から直接連絡が本人宛てに来るということになっているのでしょうか。

いずれにしても、受給権が新たに出てくる人というのがいるわけですよね、嵐山の

中にも多分いるのだと思うのですけれども、そういう人たちは、以前ですと25年ない

からということで諦めている人もいると思うし、それがずっと続いているとなると無

年金者になってしまうというふうになるのだと思うのですけれども、その辺の対応と

いうのは今されているのですか。

〇森 一人委員長 １点について答弁を求めます。

太田副課長。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 お答えさせていただきます。

短縮の10年の方につきましては、該当者の方の名簿はこちらに届きます。それから、

申請手続の書類等はご本人さんに行きまして、わからないところはうちのほうに確認

してきておりまして、記入の仕方をお教えして、全部書いてあるようでしたら受け取

るような状況で、郵送も可能となっております。10年短縮に関しては、すいません、

嵐山町だと大体100名程度おりまして、今現在でそのくらいの把握しかできておりま

せん。

以上です。

〇森 一人委員長 村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 補足説明をさせていただきます。

10年の短縮の関係ですけれども、こちらにつきましては周知ですが、ホームページ
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に周知してございます。あと、忘れた場合には、年金機構のほうから通知のほうが届

いているかと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 清水委員。

〇清水正之委員 そうすると、名簿は把握をしていると。誰が受給、要するに年金がも

らえるようになるかという名簿は把握していると。それが、嵐山町では100人いると。

その人については、連絡がホームページだけなのですか、個人に対して連絡をすると。

ホームページということになると、もらえる人が前期高齢者みたいな人たちばかりで、

本人に通知が行かないと、なかなかその辺の徹底がされないかなというふうには思う

のですけれども、そういう面では、実は税務課のときに、総所得がふえているのだと、

それはこういう人たちは、もらえる年金は必ずもらうというふうにしていかないと、

合計で総所得というふうに言っているのだと思いますけれども、せっかく法律が変わ

って受給権が出てくるという人ですから、新たに年金がもらえる人ですよね、この

100人というのは。その人が必ず手続をするという方法をどういうふうに考えていま

すか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 お答えをせていただきます。

先ほどの周知の関係、追加なのですけれども、広報のほうにも掲載してございます。

それと、年金機構のほうから年金決定情報ということで、先ほど名簿と、あとこちら

には半月ごとに何名ということで人数のほうが来ております。先ほどの約100名のう

ち、まだ申請されていないという方につきましては、川越の年金事務所のほうに確認

をとりまして、まだお済みでないですかということで連絡のほうは差し上げていきた

いと思っております。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇森 一人委員長 質疑がないようですので、町民課に関する部分の質疑を終結いたし

ます。

ここで休憩といたします。
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再開時間を４時５分までといたします。

休 憩 午後 ３時５３分

再 開 午後 ４時０３分

〇森 一人委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、本日最後の審査は、子育て支援課に関する部分の質疑を行います。

説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして簡潔かつ明瞭な答弁、

説明をお願いしたいと思います。

それでは、質疑をどうぞ。

渋谷副委員長。

〇渋谷登美子委員 まず、保育費全体について、保育費ってページ数で言えないのです

けれども、県支出金と国庫支出金と利用料を合わせると２億4,766万円ぐらいなので

す。町の利用料で、直接払っているのが３億5,267万4,000円と計算しました。という

ことは、嵐山町では4,000万ぐらい余分に負担する予定だというふうに考えていいの

でしょうか、保育料に関しては。

そして次、113ページです。学童保育なのですけれども、放課後児童対策費補助金

が4,752万8,000円で、10月から指定管理者になるということで、指定管理者の事務所

的なところをどこに置く予定でいるのか、伺いたいと思います。

次、121ページになります。健康増進センターの工事費が285万円で、測量設計委託

料が150万円となっていますが、これは子育て支援センターですけれども、実際には

どこでどのような工事が行われていくのか、伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 以上３点の質疑になります。答弁をよろしくお願いいたします。

前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 私のほうから、保育料について全体的なものということな

ので、答弁をさせていただきます。

渋谷委員さんおっしゃるとおり、保育料につきましては国、県から来る補助金が、

国、県で決めている利用者負担金の額との差額で来るのです。嵐山町の場合は、ご存

じのとおり国、県で決めている保育料よりも大分下がっていまして、その差が先ほど

もおっしゃいましたけれども、大体4,000万ぐらい単費で持ち出し分があるというこ

とになります。
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国の基準の利用料金を取っていれば、そういった単費分の負担はないのですけれど

も、嵐山町は保育料下がっていますので、その分が持ち出しがあると。本来は、国の

ほうでちゃんと、実際取っている額で補助金の算出をしていただければいいのですけ

れども、そうではなくて国の基準によって補助金の算出をしていますので、その分が

下がってしまうということで、大体4,000万ぐらいは嵐山町の独自の負担金というこ

とになります。

あと113ページ、学童の指定管理者の事務所ということですけれども、とる指定管

理者の業者なりＮＰＯなり、そういったどこがとるかによって、どこに事務所を持つ

かというところは変わってくると思います。単独に嵐山町だけをとっている業者さん

であれば、当然嵐山町の中に、４学童を１つとして管理と考えていますので、どこか

の学童の中に事務所を置くという考えもありますし、もしくは複数の、埼玉県内でい

ろんなところの町村で持っている業者がとれば、当然その本社がどこかにある、支店

があったりしますので、そういうところで管理をする。各学童には責任者というか、

嵐山町は嵐山町の責任者がいて、あと見ていくというような形になると思うので、事

務所というものは、ちょっと決まってみないと何とも言えないところです。

増進センターの改築につきましては、根岸副課長のほうから答弁させます。

〇森 一人委員長 お願いします。

根岸副課長。

〇根岸隆行子育て支援課母子保健担当副課長 それでは、お答えさせていただきます。

これに関しては、子育て世代包括支援センターの31年度からのスタートにも合わせ

て、老朽化した増進センターの一部を改修という形になるのですが、具体的には、ま

ず１階の入ってすぐ右側になるのですが、歯科指導室の部分です。この部分を改修し

たいと思います。それともう一つ、２階の、歯科指導室の真上の部分になるのですけ

れども、そちらは今現在は使わなくなったトレーニングマシンなんかが一部そこに置

いてあるのですが、その中は半分物置みたいな形に今なってしまっているのですが、

そこもあわせて改修をして、子育て包括支援センターの改修の際には、その部分を個

別の相談室として利用したいと考えております。

今現在事務室のほうですと、いろいろプライベートにかかわることを相談するスペ

ースがないものですから、その部分を改修して、雰囲気的にももうちょっと壁紙とか

色も変えて明るくして、お母さんが安心して相談できるようなスペースに改修したい
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というふうに考えております。

それから、２階の研修室、２階の一番広い部屋なのですが、今現在かなり雨漏り等

も激しくなっておりまして、よく見ていただけるとわかるのですが、壁紙なんかもか

なり雨漏りのしみなんかもひどくなっている状態です。この部屋を壁紙等も張りかえ

まして、あとはエアコンも現在きかない部屋もかなりございます。実際２階のこの研

修室も、夏場はエアコンが全く今きかない状態でありまして、ほぼ真夏は使えないよ

うな状態になっております。その辺もあわせて改修しまして、ここを子育て広場とい

う形で３歳児レピ等をここでできれば、保育士だけではなくて保健師の目もあります

し、保健師も下に常駐しておれば、常に子供たちをまた違った目で見ることができる

という形になると思います。

それから、もう一つ、１階の機能訓練室なのですが、一番天井の高い部屋になるの

ですが、こちらも実際エアコンが余り調子がよくないという形になっております。

それから、子供専用のトイレ等も今の増進センターにはございませんので、その辺

もあわせて新しく設置できればというふうに考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 指定管理者の選定というのは、いつぐらいにどのような形で行う予

定なのか伺います。そうでないと、ちょっとこれイメージが湧かないのです。その条

件的なものをどうしていくのか、伺いたいと思います。

それから、健康増進センターの改修なのですが、私はフィンランドのネウボラとい

うのをイメージしていたのですけれども、それでどのぐらいの人が、保健師さんたち

がそこにかかわるような形になっていくのですか。これ31年度だから、それはその後

になっていくのですか、改修が30年度で31年度に実施だから。でも、子育て広場は30年

度内ぐらいにはやっていく予定なのですか、スケジュール的にはどんな形になってい

るのか。

〇森 一人委員長 以上２問になります。

前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 私のほうから答弁させていただきます。

学童の指定管理者のスケジュールなのですが、４月に公募をさせていただきまして、

４月上旬に公募を出して１カ月間、指定管理者になりますと、やはり施設等の視察等
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もしないと出てこないということなので、大体１カ月ぐらいの期間を公募期間としま

して、５月の連休明けぐらいにプロポーザルで選定委員会をさせていただくと。６月

に、指定管理者の場合は指定業者の議決が必要になりますので、６月の議会に出せれ

ばと思っています。

予算的にも債務負担行為でとってございますので、予算的には今は全額補助金、父

母会運営の補助金として計上してございますので、６月のときにその辺の費用も補正

予算で編成をし直させていただくということになると思います。

７、８、９の３カ月間で、今ある学童保育室の内容を新たに指定業者のほうに引き

継ぐという３カ月間の事務引き継ぎの期間を考えてございます。それで、10月１日か

らは実際には指定業者による管理を行うというようなスケジュールで検討しておりま

す。

増進センターのほうの改修なのですけれども、来年度、30年にこの予算で改修をさ

せていただきまして、実際に子育て世代包括支援センターがオープンするのは、31年

からオープンということです。要は妊娠期から子育て期というところを全部網羅した

というところで、今嵐山町にはそういったところの拠点がないのです。嵐丸ひろばが

ありますけれども、そことはまた違って、実際その増進センターは以前建てたころの

状況と今は大分変わっていますので、子育てのほうをメーンにということで、今レピ、

子育て広場を北部の交流センターと町民ホールと役場の交流センターでやっているの

ですけれども、やっぱり常設のそういったところが欲しいと思っています。３カ所で

やっているので意味はあるのですけれども、大体来る方は車でいらっしゃったりする

ので、できたら今度改修します増進センターを使って、そういった子育て広場、子育

てのほうの支援もその場所でできればと。妊婦からのということもありますので、母

子保健のほうの健康面の相談も受けられるようにということで、そういった意味では

この子育て包括のセンターができることによって、妊娠期から子育て期の一連の支援

がうまく回るのではないかなとは考えています。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

畠山委員。

〇畠山美幸委員 113ページの学童保育室事業なのですけれども、今回962万7,000円ふ

えております。この内容についてお伺いしたいのと、あと乳幼児のほうが今回ふやし



- 101 -

てあって、こども医療のほうが減らしてあるのです、積算が。赤ちゃん、乳幼児だか

ら５歳までだっけ、乳幼児というのは何歳までだったっけ、就学前までが乳幼児。だ

から、そこの部分が人数がふえているのかなと思ったのですが、ちょっとこの積算の

根拠を教えていただきたいのと、あと114ページの児童措置費の子供のための教育・

保育給付事業のところで、30年度から、多分婚姻をしていないお子さんが今までは保

育料とかは認められていないというか、措置が何にもなかったと思うのだけれども、

嵐山町はやっていたと思うのだけれども、これ国か何かで今、国が２分の１、県が４

分の１、町が４分の１とやってお金出しているではないですか、何かそういう方のた

めの部分がお金入ってくるということがあるのですか、婚姻をしていない方の部分を

３点お伺いしたいと思います。

〇森 一人委員長 以上３点になります。順次答弁を求めます。

菅原副課長。

〇菅原広子子育て支援課児童福祉担当副課長 それでは、113ページの学童保育室の

962万7,000円の増額につきましては、志賀のてんとう虫クラブの学童保育室を２クラ

スにすることによりまして、962万7,000円の増額となります。

続きまして、こども医療費なのですけれども、こども医療費の増額につきましては、

子供の数につきましてはふえていないので少ないのですけれども、当初の見積もり、

昨年度の当初予算の数値が予算査定のときにカットされましたので、それにより今年

度は増額となっておりますので、金額的には子供の数が減っていますので、若干なの

ですけれども、金額は少なくなっております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 私のほうからは、最後の未婚の母子の件についてお答えさ

せていただきます。

実は保育料の計算のときに、住民税の所得割の額が問題なのですけれども、未婚の

母子の場合には、多分今税法上だと寡婦の控除がつかないのです。なので、寡婦控除

がないと税額が上がってしまうのですけれども、そういったことで計算が出てきます。

ただ、嵐山町の場合、減免規定がありますので、町長が認める場合にはというものが

あるので、そういう部分でお話を聞いて、もし減免が必要であれば減免申請をしてい

ただいて、減免ということで対応をさせていただいています。ただ、これから先また
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国の制度が変わって、みなし寡婦を適用する話もちょっと出ていますので、そうなる

と正式にちゃんと国のほうの費用としても見ていただけるかなと思っています。

それともう一つ、先ほど菅原副課長のほうからこども医療費の話が出たのですけれ

ども、ちょっと補足で。実は29年度の査定のときに窓口払いが廃止になって、1.25か

1.3ぐらいのところで多分ふえるだろうということで話をして、担当課としては今の

1.25ぐらいのところで出したのですが、そこまではふえないだろうということで1.1ぐ

らいの増加率だったかな、ちょっとその辺も若干ですから、そこまで伸びないだろう

ということで査定をさせてもらったのですけれども、実際今回も何回か補正をさせて

もらいましたけれども、やっぱりもともと見た1.2か1.3ぐらいのところで窓口払いを

廃止してふえたというのが原因で、30年度についてはそのまま今回の見積もりで、実

際実績で今回出ていますので、1.2か1.25ぐらいのところで予算を見させていただい

たので、こういった状況になってございます。

以上です。

〇森 一人委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 １つだけです。

学童保育室の２クラスにするということですので、学童保育室の広さ的なことをお

伺いしたいと思います。大丈夫なのでしょうか、１人当たりの。

〇森 一人委員長 １点になります。

前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 実は今学童保育室、27年に設置の管理基準をつくらせてい

ただいて、40人を１つの支援単位ということで見ています。なので、40人を超えた場

合には、40人未満になるような形でクラス分けをしてみてもいいよということで言わ

れていますので、実際ひまわりクラブではクラス分けをしています。ひまわりクラブ

さんだと、30、20ぐらいで今やっていたと思います。

今度てんとう虫クラブが、今50何人かいるのです。なので、40名超えてしまうので、

２クラスに分けて35と20だったかな、面積的には問題ない広さだと思っていますので、

一応30年度については支援単位を２クラスということで、分けるということで考えて

おります。

以上です。

〇森 一人委員長 畠山委員。
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〇畠山美幸委員 支援体制を２クラスということは、ひまわりさんは第１、第２とあっ

て、第１のほうがＡクラス、Ｂクラスのことを言っているのか、第１と第２をつくる

のか、確認です。

〇森 一人委員長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 ひまわりクラブさん、ひまわりの中でＡクラス、Ｂクラス

ということで２クラスに分けています。同じように、てんとう虫さんのほうも２つに

するのではなくて、てんとう虫クラブの中にＡクラスとＢクラスということで２つの

支援単位をつくる。ですから、当然先生も２つの支援単位になりますから、それぞれ

の人数を配置できるような補助金が、国、県のほうから来るということでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 113ページの、ただいまの放課後、学童保育室の関係なのですが、こ

れが補助金がふえているというのは、そうすると２クラスにする分がふえているとい

うことなのですか。指定管理になって、ふえもしない、減りもしないという、そうい

うことなのでしょうか。

それから、地域子育て支援拠点運動、嵐丸ひろばでも相談をすると、今度新しくつ

くる健康増進センターでも相談事業をやると。いろいろあったほうがいいのでしょう

けれども、相談専門員をそれだけ配置をしていくということでいいのか、伺いたいと

思います。

ちょっと健康増進センター、121ページ、運用事業費はこの中にはないのですけれ

ども、これどこのを使ってやるのか伺いたいと思います。

それから、115ページで、子供のための教育の金額が大幅にふえた分というのは何

なのかをちょっと伺わせてください。

それから、一番下の保育所の関係ですが、待機数は何人になるのかをお聞きしたい

と思います。

次に、117ページですけれども、家庭保育室補助金ですけれども、嵐山町では幾つ

設けてというか、向こうから言わないとだめですけれども、幾つあって、何人くらい

の子供を保育する予定なのかを伺いたいと思います。

それと、125ページの母子衛生総務事業というのができたわけです。この事業の目
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的を伺いたいと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 ７点になります。順次答弁を求めます。

菅原副課長。

〇菅原広子子育て支援課児童福祉担当副課長 それでは、ちょっといっぱいありますの

で、抜けていたらすみません。

113ページの学童保育室の増額なのですけれども、これは志賀の学童が２クラスふ

えた分がふえているということです。

それから、115ページの子ども・子育て、子どものための教育給付事業の増額なの

ですけれども、こちらにつきましては子供の数が前年比から15人増となりました。

それから、待機児童数なのですけれども、待機児童数ですが、待機児童数も今ちょ

っと動きがありまして、きょう現在ですと13人の待機児童がおります。13人中、求職

活動中、仕事をまだお探しになっている方が12人と、フルタイムで就労している方が

１人おります。その１人につきましては、認可外の保育所を今現在利用しているとい

うことでございます。

117ページの家庭保育室なのですけれども、嵐山町内にはございません。町外で家

庭保育室がありますので、そちらを利用している方に対しての補助金となります。

以上でございます。

〇森 一人委員長 根岸副課長。

〇根岸隆行子育て支援課母子保健担当副課長 それでは、お答えさせていただきます。

健康増進センター、新しいセンターの運営事業費というご質問ですので、お答えさ

せていただきます。こちらについては、県の利用者支援事業（母子保健型）という補

助金を活用して、31年度より運営していきたいと思っております。内訳につきまして

は、国が３分の１、県が３分の１、町が３分の１という形になります。以上でござい

ます。

続きまして、母子衛生総務事業の内訳についてご説明させていただきます。こちら

につきましては、子育て支援課のほうで嘱託の保健師に来ていただいているわけなの

ですが、こちらの報償費、それから比企管内で運営をしている小児初期救急事業とい

うのがあるのですが、実際東松山市の医師会病院のほうで小児の夜間救急、子供の夜

間救急窓口を開設しているのですが、その運営事業費の負担金となっております。
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以上でございます。

〇森 一人委員長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 私のほうから幾つか補足をさせていただきます。

まず、嵐丸ひろばの件ですけれども、嵐丸ひろばと、もう一つ増進センターのとこ

ろで、２カ所で相談を受けるのかということでございますが、嵐丸ひろばは地域子育

て支援拠点といいまして、実はこれ中学校区に１カ所設置するということになってい

ます。嵐山町の場合は、本来は菅谷中学校区と玉ノ岡中学校区で２カ所設置をしなく

てはいけない、設置をする計画ではあります。ただ、今のところ嵐丸ひろば、あそこ

は菅谷中学校区ですので、１カ所が菅谷中学校区になると。今回増進センターは、地

域子育て支援拠点と違いますので、あくまでも子育て世代包括支援センターというこ

とでございますので、そういった意味では相談内容も若干異なると思っています。嵐

丸ひろばについては、子育て支援のほうに特化している相談、ただ子育て世代包括支

援センターについては、母子保健のほうからちょっと幅の広い専門的な相談を受ける

ような形になると思っております。

続きまして、家庭保育室の件ですけれども、何度かお話をさせてもらいましたが、

花見台の中に家庭保育室、認可外なのですけれども、アサヒキッズランドさんができ

ましたが、嵐山町のほうで認可外としては確認させてもらいましたけれども、まだ補

助金の申請等は来ておりませんので、今の30年度予算につきましては菅原副課長のほ

うから話がございますように、滑川町にありますけれども、今あるそちらの家庭保育

室のほうに行っているお子さんの積算をさせていただいたところです。

続きまして、母子衛生総務費の件ですけれども、これちょっと補足をさせていただ

きますと、実は去年度までは健康いきいき課のほうで母子保健がありましたので、保

健衛生総務費の中に費用が入ってございました。それを今年度については、母子保健

のほうにつきましては母子衛生総務費を計上させていただきまして、内容的なものを

分けさせていただいているところでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 113ページの学童保育なのですが、そうすると指定管理になってもお

金はふえもしないが減りもしないということなのですか。今回の狙いは、どこの学童

でもみんな均一の料金にしていくと、それが狙いであって、別に町からの出費は減ら
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すのが狙いではなかったということなのですか、ちょっとそこを伺いたいと思います。

それから、115ページの……保育所、13人の待機ですか、何か努力をしたというふ

うにどなたかの一般質問で答えていたような気がしたのですが、その努力がどんな努

力をしていたのかもう一度伺いたいのと、この13人というのはどうしようもないとい

うことなのですか。

それから、121ページの健康増進センターの関係なのですが、ちょっと私の聞き間

違いかな、平成31年から利用者支援の関係で云々というふうに答えていたような気が

するのですけれども、平成31年からここをやるのですか、30年からではなくて。30年

度は、そうすると今ままでどおりだと。なるほど、ちょっとその確認なのです。

そうすると、町長か副町長、課長でもいいのですけれども、健康増進センターとい

う名前は、今後変えていくということでいいのか、ちょっと伺いたいと思います。

125ページの母子衛生総務事業、この事業は課長が今おっしゃったようなところに

ありましたので、ただ、目的は何で今まであったのを別にしたのかということなので

す。今までのがわかりづらかったので、別の項目にしてよりわかりやすくしたという

ことなのか。内容面は、前にも小児初期のこれを聞いていますので、ちょっとそれを

伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 以上４点になります。順次答弁を求めます。

前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 私のほうから答えさせていただきます。

まず、113ページの学童保育についてなのですが、これまだ指定管理者になっての

費用としては見てございません。今の父母会運営の予算的なものでございます。なの

で、指定管理者になったときに、これから来年度、30年度になって、当然その費用面

についても公募をしたときの審査の内容にはなりますけれども、その中で費用的にど

うなるかというのは変わってくると思います。

続きまして、子育て包括支援センターの件ですけれども、これは川口委員さんがお

っしゃったとおり31年からということで、30年については施設の改築等をさせていた

だいて、実際の運営は31年から始めるということでございます。

それで、待機児童の件なのですけれども、実はこれ施設をふやしたのですが、毎年

定員をふやしたり、地域型保育施設をつくったりしてふやしているのですけれども、

今回も平成30年の４月１日から、若草保育園さんのほうで小規模型の事業所を11人で
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オープンさせてもらえるということで11人ふえるのですけれども、実際今回でき上が

りまして保育士さんの募集をしたところ、保育士さんが集まらなかったのです。そう

いう面もありまして、期待したとおりのお子さんを預かれなかった。本園のほうの保

育士さんを何人か小規模のほうに回していただいて、オープンするということでござ

います。ただ、募集については今後もしていくということでございますので、保育士

さんが確保できれば、当然途中からでも入所は可能になるということで、そういった

意味で実際には施設をつくって定員をふやしたのですが、トータル的にはふえなかっ

たという、どこの町村も保育士不足が非常に問題になっていますけれども、嵐山も例

外でなくそこがちょっと難しかったというところでございます。

次に、母子保健衛生の件なのですけれども、こちらにつきましても内容的には確か

に変わってございません。ただ、今後母子保健のほうで子育て世代の包括支援センタ

ーをつくっていくところで、費用面としてはやっぱり保健衛生総務のほうの成人とか、

いろいろな面と分けた経費の管理をしていければ、有効な予算の活用ができるかなと

いうことで、今回上げさせていただいております。

以上です。

〇森 一人委員長 答弁漏れが１つあって、施設の名称。

〇前田宗利子育て支援課長 施設の名称については、当然健康増進センターは健康増進

センターですので、それと並行してといったらあれですけれども、健康増進センター

兼子育て包括支援センターという、子育てのほうに力を入れていくというような形で、

全然なくなってしまうというわけではなくて両方、もうちょっと子育てのほうの機能

を充実していくということで、名称もこれから考えさせていただくということになっ

ています。ただ、機能的には全然なくなってしまうということは考えておりません。

あくまで健康増進センターは、町民のそういった面で子育てだけではなくて、一般の

方の健診とかもしますし、内容的には変わりませんけれども、ただ、ちょっと子育て

のほうに重点を置くということになると思います。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

河井委員。

〇河井勝久委員 １問なのですけれども、聞きたいのですけれども、122、123ページで

す。
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予防費の関係で、４目の母子予防接種事業の関係です。昨年度なかったのですけれ

ども、今年の予算の中で3,400万ほどですけれども、これについて事業概要のところ

に、予防接種法に基づき実施する予防接種及び予防接種法に基づかない法定外の予防

接種のうち、町長が特に必要と認めたものに要する経費という形で、予防接種法に基

づかない法定外の予防接種というのはどんなのがあるのか。それから、特にそのため

に町長が認めるというものの関係について、それがどういうふうな関係であるのかど

うか聞きたいと思います。

〇森 一人委員長 １点について答弁を求めます。

根岸副課長。

〇根岸隆行子育て支援課母子保健担当副課長 それでは、お答えさせていただきます。

まず、母子予防接種事業ということで新設になるのですが、こちらについては先ほ

どの母子保健総務事業と同じく、29年度は健康いきいき課所管のほうに一緒に入って

いた予防接種事業の母子の予防接種の部分だけを分けたという考え方で、子供の予防

接種の分を抜き出したという形で、内容については変わっておりません。

それから、法定外の予防接種に関してなのですが、今現在嵐山町では法律に基づく

定期接種のほかに法定外の任意接種があります。嵐山町で、現在助成をさせていただ

いているのは、ロタウイルスワクチン、それからおたふく風邪、それから中学３年生

に限定させていただいたインフルエンザワクチン、この３つが法定外の予防接種にな

るのですが、このうち先ほどご質問があった町長が必要と認めたものという部分に関

しては、これは定期接種、任意接種等もあるのですが、例えばおたふく風邪でしたら

１歳から４歳未満という定められた期間があるのです。その中で接種していただけれ

ば助成をさせていただきますという期間があるのですが、何らかの事情があって、例

えば子供が病気で入院していたとか、そういった事情があってその期間を逃してしま

った場合に関しては、本来助成対象にはならないのですが、その部分についてもやむ

を得ない事情があったということで助成させていただきますよという形で、町長が特

に必要と認めたものという形になっております。

以上です。

〇森 一人委員長 河井委員。

〇河井勝久委員 そうすると、３つほどあるという中で、特に予防接種を逃してしまっ

たと、幼児、乳児とか、そういうときに。それに対する例えば申し込みをして、新た
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にこの接種を受けたいという場合の医療機関や何かは、全て指定されてしまうのでし

ょうか。

それから、そのときの費用というのは、どのような形で費用負担がされるのでしょ

うか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

根岸副課長。

〇根岸隆行子育て支援課母子保健担当副課長 それでは、お答えをさせていただきます。

医療機関に関しては、基本的には町が契約している比企医師会に加盟している医療

機関になるのですが、例えばお母さんと子供、母子が里帰り等をしていた、あとそち

らで注射を受けたという場合にも、申請していただければ償還払いという形になるの

ですが、一度医療機関の窓口で料金を支払っていただいて、その後申請していただい

た上で、償還払いという形で助成をさせていただいております。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 113ページの一番下段ですけれども、嘱託員報酬が約60万から70万、

もっとか、ふえているのです。これは、そういった相談業務というのがかなり拡大し

てきているような背景の中で増額になってきているのかどうか。それとも、新たに町

のほうでこういう指導をしていこうというような思いもあったりして増額になってい

るのか、その点をちょっと確認させてください。

〇森 一人委員長 以上１点、答弁を求めます。

前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 それでは、113ページの嘱託員報酬についてお答えさせて

いただきます。

こちらの子ども・子育て支援事業ということで、実は今３歳レピというのをやって

いまして、そこの保育士さん２名を配置してやってございました。ただ、今回母子保

健と一緒になりまして、実は母子保健のほうで親子教室というのをやっています。で

すので、そちらにも保育士を派遣していることがございまして、実は同じ課になりま

したので、この３歳レピと親子教室を両方兼ねてやっていくということで、２名だっ

た保育士を３名にさせていただきまして、そういったことでこの嘱託員報酬、その親
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子教室と３歳レピの保育士の人件費ということでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 そうすると、今３歳児のレピと親子教室、これが対象が３歳児は３歳

児でしょう、親子教室というと１歳から３歳ぐらいまで入るのかな。それは、どうし

てもそれをあわせ持ってやっていくということは、なかなか事業を展開する上では難

しいというふうになって、担当課としては、いわゆる両方やっぱり１人でも保育士さ

んをふやしてでも、そこにきめ細かな対応をしてあげられるということが子育て支援

になっていくというふうな判断なのでしょうか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 実は、３歳レピというのは児童福祉のほうの子育て支援と

いう関係で、本当にお母さんとお子さんが家で孤立しないとか、一緒に楽しく遊ぶと

いうような趣旨の事業なのです。ただ、親子教室というのは母子保健のほうの事業で

して、こちらは発育とか発達のほうを重点的に見させていただくというような教室に

なります。ですので、ここは保育士だけではなくて、保健師だとか看護師だとか、そ

ういった方たちの目も入るような、親子教室のほうはそういった目が入ってくるとい

うことでちょっと事業が違うのですが、親子教室もそういったお子さんがふえていま

して、そういった意味では３歳レピと親子教室と、両方を兼ねてということで保育士

を雇いまして、その辺を手厚く見させていただこうということでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

清水委員。

〇清水正之委員 もし計算ができていたら教えてもらいたいのですけれども、乳幼児医

療の件なのです。今年度、乳幼児医療についてはペナルティーをなくすという通知が

来ているかもしれないのですが、そういう方向を出したということで、なくなるペナ

ルティーの金額というのは試算ができています。

〇森 一人委員長 前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 はっきりした額ではないのですけれども、概算ですと大体

110万程度です。そのくらいが、乳幼児のペナルティーがなくなることでふえると言
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ったらあれですけれども、額だと思っております。

以上です。

〇森 一人委員長 よろしいですか。

ほかに。

〔発言する人なし〕

〇森 一人委員長 質疑がないようですので、子育て支援課に関する部分の質疑を終結

いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

◎散会の宣告

〇森 一人委員長 本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午後 ４時５０分）
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予算特別委員会

３月１３日（火）午前９時３０分開議

議題１ 「議案第１８号 平成３０年度嵐山町一般会計予算議定について」の審査につ

いて



- 114 -

〇出席委員（１３名）

１番 本 秀 二 委員 ２番 大 野 敏 行 委員

３番 長 島 邦 夫 委員 ４番 青 柳 賢 治 委員

５番 畠 山 美 幸 委員 ６番 吉 場 道 雄 委員

７番 河 井 勝 久 委員 ８番 川 口 浩 史 委員

９番 清 水 正 之 委員 １０番 松 本 美 子 委員

１１番 安 藤 欣 男 委員 １２番 渋 谷 登美子 委員

１３番 森 一 人 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

佐久間 孝 光 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 村 田 泰 夫

主 任 清 水 雅 也

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

石 井 彰 健康いきいき課長

太 田 直 人 健康いきいき課社会福祉担当副課長

近 藤 久 代 健康いきいき課健康管理担当副課長

山 下 次 男 長寿生きがい課長

岡 野 富 春 長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長

青 木 正 志 長寿生きがい課包括支援担当副課長

杉 田 哲 男 環境農政課長

千 野 政 昭 環境農政課みどり環境担当副課長

新 井 益 男 環境農政課空家対策担当主幹
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◎開議の宣告

〇森 一人委員長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席委員は全員でありま

す。よって、予算特別委員会は成立いたしました。

これより開会いたします。

（午前 ９時２６分）

◎諸般の報告

〇森 一人委員長 それでは、直ちに本日の審査を始めます。

また、諸般の報告ですが、本日の委員会次第はお手元に配付しておきましたので、

ご了承願います。

◎議案第１８号の質疑

〇森 一人委員長 議案第18号 平成30年度嵐山町一般会計予算議定についての件を議

題といたします。

既に子育て支援課に関する部分までの質疑を終了いたしております。本日は、健康

いきいき課に関する部分の質疑から行います。

委員の皆様に申し上げます。昨日にもお願いいたしましたが、簡潔かつ明瞭な質疑

に徹していただき、委員個人の意見、要望等については控えていただくようお願いい

たします。

説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして簡潔かつ明瞭な答弁、

説明をお願いしたいと思います。

それでは、質疑をどうぞ。

大野委員。

〇大野敏行委員 １点だけお尋ねしたいのですが、100ページ、101ページ、難病患者支

援事業が極端に減らされているのですけれども、この少なくなった意味合いというの

はどんなものがあるのか、お尋ねしたいと思います。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをさせていただきます。
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難病患者支援事業、101ページでございますけれども、大変申しわけなく思ってお

りますけれども、難病患者見舞金、こちらのほうが漏れてございまして、大変申しわ

けございません。しかるべきときにこちらのほうを補正させていただきたいと思って

おります。大変申しわけございません。

〇森 一人委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 ということは、この患者がいなくなったということではなくて、いら

っしゃるということですね。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 おっしゃるとおりでございまして、ただ単純に漏れてし

まいました。実際でありますと、約80名程度ですか、患者さんがいますので、そちら

のほうをまた補正のほうで上げさせていただきたいと思っております。大変申しわけ

ございません。

〇森 一人委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 98、99の補装具給付のふえた理由、介護給付、（11）の大幅にふえた

理由、自立支援医療給付費のふえた理由を伺いたいと思います。

それから、次の100、101の一番上の重度心身障害者医療費支給事業、このマイナス

284万6,000円、これは入院給食費が廃止になった、その分だということで理解してい

いのか、伺いたいと思います。

それから、難病患者の見舞金はそうすると昨年68人ということでありましたよね。

では、ちょっと人数がふえているのかな。それは単純な漏れで、なくしたわけではな

いということでいいわけですね。これはいいです。

（17）の障害者相談支援事業、ここが減っているのですけれども、嘱託員報酬はふ

えているわけですよね。どういう内容なのかを伺いたいと思います。

それから、118、119の一番下の健康づくり事業なのですが、ここが500万円から減

っているのです。内容を見ますと、健康プログラム委託料というのが昨年あったわけ

なのですけれども、ここがなくなりました。どういう理由なのかを伺いたいと思いま

す。

それから、120、121、健康増進センターの件なのですが、ここが平成31年から子育
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て支援施設に大きく変更されると。健康増進部分はかなり少ないスペースになるので

すかね。それで担当課としては問題ないのか、率直な意見を伺いたいと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 以上、大まかに５点になります。答弁を求めます。

太田副課長。

〇太田直人健康いきいき課社会福祉担当副課長 それでは、私のほうから補装具関係、

重度医療関係の答弁をさせていただきます。

98、99の件でございますが、補装具に関しましては障害者及び障害児の補装具を見

込んでございます。特に障害者の方に関しては、おおむね一度交付をしますと耐用年

数５年、６年、品目によって違いますが、耐用年数の範囲で修理あるいは再交付とい

う形になりますが、障害児の方につきましては、成長の度合いでその範囲未満で２年

程度でつくりかえをしなければいけないことがございますので、その辺を現状で30年

度で出てくる可能性のある方をピックアップしまして、計上させていただいてござい

ます。

それから、介護給付のほうでございますが、こちらにつきましても毎年増加傾向に

ございまして、特に昨年度途中からグループホームの利用者さんが４名ほどふえまし

た。それから、就労継続支援Ｂ型作業所ということで、町内でいきますと、志賀小学

校の下にあるフレンズさんですとか、七郷地区にあるふるさとさんですとか、その他

町外の作業所のほうも利用している方がいるのですが、そういった方々が大分多くな

ってございます。そういった部分を見込みまして、計上させていただいております。

それから、自立支援医療の関係でございますが、こちらにつきましては人工透析の

関係で、更生医療という制度がございますが、これが自立支援医療という枠の中に入

ってございます。町内に有料介護老人ホーム、あるいはサービスつき高齢者向け住宅

といった施設がございますが、これは介護保険法上で住所地特例の施設になってござ

います。他市町村の生活保護を受給されている方が住所を持って今申し上げた２つの

施設に入所しますと、生活保護では更生医療は制度上見ませんので、住所を設定した

市町村でその費用を賄うということになってございます。ですので、お一人そういっ

た方が住所を持って、住所地特例施設なので、今言ったサ高住、介護つき有料老人ホ

ームに限らずなのですけれども、そういったところに住所を持っていきますと、住所

地の市町村で費用を負担するということで、お一人当たり年間で何百万というような



- 120 -

金額が発生してきてしまいますので、昨年の途中でそういった方が２名ほど転入して

まいりまして、その方の分も引き続き嵐山町のほうで予算を見る必要がございますの

で、計上させていただいてございます。

続きまして、100ページ、101ページでございます。重度心身障害者医療費支給事業

につきましては、川口委員ご指摘のとおり、食事療養費の部分を30年度より支給しな

い形になりましたので、その分が減額になっているものでございます。

続きまして、同じく100ページ、101ページの障害者相談支援事業でございますが、

こちらにつきましては、嘱託員の報酬は昨年201万6,000円でとってございましたが、

その分が、今年の勤務状況を含めまして精査しまして、昨年に比べて減額をさせてい

ただいているものでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 近藤副課長。

〇近藤久代健康いきいき課健康管理担当副課長 それでは、お答えさせていただきます。

まず、119ページの健康づくり事業の健康プログラム委託料の減の理由なのですけ

れども、これは健康寿命をのばそうプロジェクトを３カ年で実施しておりまして、平

成29年度で終了となりました。それによりまして、歩数データ等を送付している専用

サイトの契約が終了になるのと、それからデータ分析の委託料等も終了になるために

減になっております。

それから、121ページの健康増進センターの改修に伴って健康増進の部分が少なく

なることで問題がないかということなのですけれども、健康増進の部分では健康相談

であったりとか健康教室を健康増進センターで実施しております。この実施している

ものにつきましては、回数等は変わらず行うのですけれども、センターの改修は主に

事務室のほうの改修になるということですので、特に支障はありません。

以上です。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 98、99の介護給付、訓練の関係なのですが、嵐山町の障害者、町民の

中に障害者の方が多くなってきたということも意味するのでしょうかね。外からいろ

いろ就労施設があるから入ってきているということがあるのか、わかりましたら伺い

たいと思います、ふえているという説明でしたので。

それから、自立支援の関係では人工透析云々ということで、施設の名前がよく聞こ
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えなかったのですけれども、嵐山病院がやっているわけですよね。今どういうふうに

嵐山病院に行っているのか、わかりましたら伺いたいと思います。

101ページの障害者相談事業ですが、ちょっと逆に言ってしまったのですね。昨年

200万円からで、今回120万円と。ふえていると私が言ったような記憶があるのですけ

れども、減ったのですよね。これ勤務状況だということでご説明があったのですけれ

ども、どんな勤務状況で進んでいたのか。だから減らしたのだということでありまし

たので、勤務状況を簡単にご説明いただきたいと思います。

それから、118、119の健康づくりの関係なのですが、ここで３年間やってきたもの

というのは何かこれから町民の健康づくりに生かしていけるのか、そこをちょっと伺

いたいと思います。

〇森 一人委員長 ４点になります。答弁をお願いいたします。

太田副課長。

〇太田直人健康いきいき課社会福祉担当副課長 それでは、お答えいたします。

介護給付費の関係、増加しているということでございますが、障害者の方の関係で

すが、平成29年度中、例えば何年も引きこもっていた方が家族の相談によって何かサ

ービスがないかというような相談だったりとか、そういったことが大変多うございま

して、幼少期から障害を持っていた方とは限らないものですから、成人になって精神

的な疾患を患って引きこもってしまっているといったケースもございます。そういっ

た中で、就労の経験がある方につきましては、最終的に一般就労ができるような訓練

をＢ型の作業所等で実施していき、ステップアップをして、Ａ型作業所ですとか、そ

ういった事業所に移行していくことも念頭にサービスの提供を実施しているところで

ございます。

また、発達障害と言われる方につきましても、この辺だと川越の駅前に発達障害の

支援センター、ジョブセンターというのがありますが、そういったところに通所して

いただいて、発達の障害があってもご理解いただける一般企業に就職をしていただく

ような訓練を実施していただくと。そういった部分が多く見受けられましたので、引

き続き30年度につきましてもそういった形の支援を視野に入れまして、計上させてい

ただきました。

それから、自立支援医療の人工透析の関係でございますが、一番近い医療機関でご

ざいますと、川口委員おっしゃるとおり、嵐山病院さんでございます。実態として把
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握をしてございませんが、嵐山病院さんの透析患者さんの場合は病院のほうの送迎車

が巡回していることがございますので、そちらで乗っていただくこともありますし、

あるいは施設のほうで送迎をしていることもあるかと思います。

それから、障害者相談支援事業の嘱託医の関係でございますが、今勤務のほうは毎

週木、金、保健師資格を持っている者が勤務をしていただいております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

近藤副課長。

〇近藤久代健康いきいき課健康管理担当副課長 健康づくり事業についてお答えさせて

いただきます。

健康寿命をのばそうプロジェクトは、平成27年度から３年間実施しまして、合計

302名の方に参加していただきました。この方たちが各１年間ずつ取り組みまして、

健康づくりへの取り組みというのを生活習慣の中に取り入れられたのではないかと思

っております。また、今後これで終わりというわけではなく、継続できるように年間

５回ほど教室を予定しております。また、さらに新しい方たちに取り組んでいただく

ために、新しい事業でコバトン健康マイレージというのを始めましたので、そちらの

ほうでさらに健康づくりに取り組める方をふやしていきたいなと考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 人工透析なのですが、今度嵐山病院が移転しますよね。その送迎車は

引き続き動いてくれるというか、やってくれるわけなのでしょうかね。そうすれば大

丈夫なのですけれども、わかっていたらお答えいただきたいと思います。

それから、118、119の健康プログラムの関係なのですが、そうするとこれは参加を

した本人たちが健康になるためのもので、広く町民に生かしていくというものではな

いということなのでしょうか。何か生かしていけるものがあったらいいなと思ったの

ですけれども。

以上です。

〇森 一人委員長 答弁になります。２点になります。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えさせていただきます。
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99ページの人工透析の関係でございますけれども、嵐山病院、秋から住所が変わる

わけでございますけれども、送迎車のほうは引き続きこちらのほうの嵐山町において

も今までと同じような形で協力していただけるという話をいただいておりますので、

問題はないかなというふうには思っております。

以上です。

〇森 一人委員長 近藤副課長。

〇近藤久代健康いきいき課健康管理担当副課長 健康づくりについてお答えいたしま

す。３年間プロジェクト事業をやったことで、やはり町民の皆さんの健康に対する意

識の高さというのがうかがえましたので、今後新たな事業でその意識の高さを実行に

結びつけるような形で取り組んでいきたいと考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

長島委員。

〇長島邦夫委員 では、お聞きをします。

120、121の上部に載っております健康マイレージの負担金のことなのですが、今お

話が出た健康づくりにもちょっと関連してくるというふうなお話でございますけれど

も、この45万1,000円というのは負担金でありまして、非常に嵐山からも多くの方が

それに参加しているという話なのですが、参加者割でこの負担金が決まるのか、そん

なところをお聞きをしたいと思います。

それと、今言った関連性で、健康づくりのほうですけれども、そういうふうには思

っていなかったものですから、29年度終わって健康マイレージにどのようにかかわっ

てくるのか、その点をお聞きしたいというふうに思います。

〇森 一人委員長 ２点になります。

近藤副課長、お願いいたします。

〇近藤久代健康いきいき課健康管理担当副課長 お答えさせていただきます。

まず、負担金の割合ですが、均等割が２割、人口割が３割、利用者割が５割になっ

ております。あと、マイレージでのかかわりということなのですが、健康寿命をのば

そうプロジェクトに参加していた方に引き続き健康マイレージの事業のほうに移行し

ていただきます。現在もう平成30年の１月から移行を少しずつ始めておりまして、新

規の募集も含めて405名の方に参加していただいております。このような形で移行し
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ていただく中で、また教室等を開きながらさらに継続していけるような意識づけをし

ていきたいと考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 ただいまの健康マイレージの関係でございますけれど

も、嵐山町では１月から募集を始めたところでございまして、県の健康長寿課のほう

に言わせると、17年度中に３万1,000人の参加者を見込むという形で発表されており

まして、楽しみながら運動習慣を身につけるきっかけにしてほしいということで県の

ほうではおっしゃっておりますので、嵐山町でも人数を多くふやせるように広報等を

通じて参加者を募っていければというふうに思っています。

以上です。

〇森 一人委員長 長島委員。

〇長島邦夫委員 県は、事業ですから、もちろん啓発的にいろいろやっていくというふ

うなことでございますけれども、埼玉県の中の町村でもほとんど参加なさって、嵐山

町でも何カ所にも、このタブレットというか、入力する機械が置いてあるということ

でございますけれども、嵐山町の中で今広報等を使って、さらにその利用者は嵐山町

でも協力をしていくということでよろしいのですね。

それと、今その健康づくりの終わった方が継続的に、町のお勧めもあったのでしょ

うけれども、そちらに入っていると。その終わった人がいらっしゃるわけですよね。

そうすると、一通りのことはわかったから、もうあとは自分でやろうというふうなこ

との考えも多いのかなと思ったのですけれども、継続的に歩いている方は非常に多い

です。ですから、そういう方が県の事業であっても嵐山町で協力するというふうなと

ころのあれを町としてさらに強めていくのかどうかお聞きをしたい。任意にお任せし

ておきますよという考えでなくて、こちらからも今まで非常に多くの方が健康づくり

に参加なさったのでしょうから、参加していない方もいらっしゃるので、啓発してい

くのかどうか、その点だけお聞きをします。

〇森 一人委員長 ２点になります。

近藤副課長。

〇近藤久代健康いきいき課健康管理担当副課長 マイレージ事業は県の事業ですけれど

も、全県挙げて行っている事業ですので、町としては、町民の健康づくりのためには
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これを大いに協力させていただいて、積極的に利用を進めていきたいと考えておりま

す。

以上です。

〇森 一人委員長 答弁漏れございますか。

長島委員。

〇長島邦夫委員 含めて答えてくれたような要素もありますので、結構です。

〇森 一人委員長 よろしいですか。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 地域福祉計画と障害者福祉計画、30年度から33年度の新たな計画に

なると思うのですけれども、今度の課題というか、今までと違うような課題というか、

新たにつけられたものとか、そういったものはどのようなものがあるのか伺います。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

太田副課長。

〇太田直人健康いきいき課社会福祉担当副課長 障害者計画の関係でございますが、平

成30年度に向けて国のほうで出している基本指針としましては、これまでの障害者福

祉計画、障害福祉計画に加えて、障害児福祉計画ということで計画を策定しなさいと

いうことになってございます。これに基づきまして、嵐山町におきましても、障害者

計画、障害福祉計画並びに障害児福祉計画ということで、現在29年度中に策定できる

ように動いてございます。

また、地域福祉計画につきましては、国が言います我が事・丸ごと、通称我が丸と

言いまして、自分のこと以外に人のことも自分のことですよというようなことを視野

に入れて計画を策定しなさいということでございますが、嵐山町の地域福祉計画、既

に国がそのことを指針として出す前に、平成24年の段階で総合共生社会等の文言につ

いては既に国に先立ちまして計画の中に盛り込んでございますので、嵐山町としては

引き続き、その国の指針もございますが、24年に第１期で策定した地域福祉計画を膨

らませた形で現在策定をしているところでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 障害者計画については、障害児の部分が加わったということで、そ

れで今年度その予算にあられているという形のものはどのようなものか、それから地
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域福祉計画については、特に膨らますとか、人数的な拡大とか、そういったものはい

かがなものなのでしょうか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

太田副課長。

〇太田直人健康いきいき課社会福祉担当副課長 障害児福祉計画の関連でいきますと、

予算書のページでいきますと112ページでございます。（７）、障害児通所支援事業、

これは今年度初めてではなく、既に実施しているものでございますが、障害を持った

お子さんの特別支援学校が終わった後の時間帯を放課後デイサービス等の事業所で過

ごしていただく、あるいは発達におくれのあるお子さんに関しまして、就学前、学校

に上がる前、発達障害の支援センターというのですか、そういった事業所がございま

すので、そういったところに通所していただきまして、言葉のおくれだったりとか、

そういったものの療育を実施して小学校に入学していただく、そういったサービスを

提供していくものでございます。

地域福祉計画につきましては、障害、あるいは高齢者、児童、そういった単体計画

がそれぞれございますが、そちらの総括的な計画という位置づけになりますので、具

体的な数量というのはほぼ出ていないのですが、それぞれの計画にのっとったものに

つきまして関連性を地域包括ケアシステムの構築等々、昨今の国の政策では出ていま

すので、そういったものも含めまして計画のほうには記載をさせていただくというよ

うな形になってございます。

それから、地域福祉計画は、嵐山町としては第２期なのですが、社会福祉協議会の

ほうで地域福祉活動計画といったことも策定をする必要性がございまして、自治体社

協によっては単独でそういった地域福祉活動計画を策定してございますが、嵐山町で

は、この第２期の地域福祉計画と社協が計画する第１期の地域福祉活動計画、これを

兼ね合わせた形で今回の計画の中に盛り込ませていただいております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 障害児通所支援事業なのですけれども、放課後の学童保育の部分は

ある程度理解したのですけれども、発達障害の通所支援というのは先ほどお話があっ

た川越のところになるのですか。ほかにこの近辺だとどういったところに行くのか。

菅谷小学校があるようなところに行くのか。菅谷小学校にある通所、あれは発達障害
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になるのかな。この前つくられた支援クラスがありますよね。そういったところなの

ですかね。ちょっと伺います。

〇森 一人委員長 １点になります。

太田副課長。

〇太田直人健康いきいき課社会福祉担当副課長 児童発達支援につきましては、現在嵐

山町の方では寄居町にございますのぞみの園という場所を利用させていただいている

方が多いです。あと、近隣でございますと、小川町、事業所名でいきますと、ちょこ

れ～とという事業所が児童発達支援のサービスを提供してございます。また、東松山

市のわくわくという事業所でも児童発達支援を実施してございます。児童発達支援の

内容そのものは変わらないのですが、利用者の受け入れの問題ということがあります

ので、こちらのほうであきの状況とか踏まえまして、事業所と調整をして利用してい

ただいているということになると思います。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

安藤委員。

〇安藤欣男委員 医療費が大変ふえてきていて、そういう中で障害者の関係もふえてお

ります。今川口委員からもありましたが、99ページの介護給付費、訓練等給付事業、

それが大幅な伸びになっているのです。6,243万2,000円ふえています。見ますと、ほ

ぼふえているのは扶助費なのです。介護給付と、それから訓練等給付事業、これで一

緒になっているのだけれども、中身はどういう分け方になっているのですか。金額は

分けられるのですか。聞きたいのは、訓練等給付事業なのですが、次のページの生活

サポート事業費補助金、これグループホーム等々があるのだと思うのですが、これは

そんなにふえていないのですね。ですから、このグループホームは嵐山町に何カ所ぐ

らいあって、ここで関係する方が何人ふえているのか、またそれが前年と比べてどう

なのか、そこのところをまずお聞きしておきます。

〇森 一人委員長 ２点になります。

太田副課長。

〇太田直人健康いきいき課社会福祉担当副課長 それでは、お答えいたします。

町内にございますグループホームは７つございます。それから、介護給付費の関係

でございますが、30年度の見込みでは18人の利用を見込んでございます。
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それから、介護給付、訓練費でございます。種類としましては、介護給付と呼ばれ

るものにつきましては、身体介護、いわゆる障害を持っている方のヘルパー事業、そ

れからショートステイ、あとは行動援護です。行動援護というのは、その方の仕事で

はなくて余暇活動的なものを支援するものでございます。それから、施設の入所、こ

ちらが18名ほど利用されています。そういったものが介護給付費という形になってご

ざいます。それから、訓練等の給付につきましては、先ほど来出ています就労継続支

援のＢ型作業所が主に多くございます。それから、自立訓練という形で生活訓練をす

る、これはそういった施設に入所しながら訓練をすることを言いますが、そういった

ものがございます。

それと、各介護給付、訓練に関しては、計画相談事業所という事業所、介護保険で

いうケアマネの事業所ですね、そういった事業所さんで障害をお持ちの方のサービス

につきまして、それぞれどんなサービスを提供して、週何日、月に何日というものを

計画を立てまして、障害を持っている方に利用していただく、そういった計画の作成

の費用等も含まれてございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 安藤委員。

〇安藤欣男委員 わかりました。ただ、訓練等給付事業がＢ型、あるいは自立支援等々

あるわけですけれども、実際には、障害者が働きに行っている場所というか、そうい

うことになるのだと思うのです。その働きに行っているところがこの訓練等の事業の

給付を受ける、そういう捉え方でいいのだと思うのです。ただ、その作業所の中身と

いうものは、町は現場に足を踏み入れているのかどうか聞きたいのですが、私も裏に

グループホームがありますから、そこから通っている方もいるのですが、働ける場所

があるから、ありがたいといえばありがたいのですけれども、その作業所の内容が果

たしてどうなのか。大体がグループホームの関係でＮＰＯを取ったりしたりはしてお

りますが、ここのところは、もうここまで扶助費が上がってくると、このシステムが

どうなっているのか、やっぱり踏み込む必要があるのかなと思うのですが、そういう

ことがありますので、ちょっとお聞きしたいのですけれども、どういうところで作業

所の中身を把握しているのかどうか。

〇森 一人委員長 大きく１点になります。

太田副課長。
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〇太田直人健康いきいき課社会福祉担当副課長 お答えいたします。

嵐山町では、社会福祉担当の職員が利用者さんを含めて担当者会議というものを必

要に応じて実施しております。担当者会議には、利用者さん本人、それからサービス

を提供する事業所の担当者、あと先ほど申し上げた計画相談の計画相談員さんを含め

て、役場で担当者会議をする場合もございますし、そういった作業所のほうで実施を

する場合もございます。そういった点からも、利用者さんのどういった作業をしてい

るかという実態は把握をしてございます。

障害の種類というか、知的な障害なのか精神の障害なのか、そういった障害の状態

によっても訓練の内容というのが難しいこともございますので、その辺は計画相談事

業所の計画相談員さんと本人も含めて町で、同じＢ型作業所といっても、安藤委員さ

んご指摘のとおり、作業の内容が違います。内職的な仕事をする場所もあります。例

えばお菓子の化粧箱づくりも、完成品は仕切りが一体になっていますけれども、その

仕切りだけをつくっている人もいらっしゃいますし、そういった工程を通っている方

たちがそれぞれ分担して一つの箱をつくる。あるいはこの辺ですと、松山の工業団地

の中にありますリサイクル系の仕事をしているところで、パソコン等の電子機器の分

解、そういった作業をしております。国のほうでは、Ｂ型作業所の障害を持っている

方に支払う工賃なんかはそれぞれの事業所で決めてくださいということがありますの

で、作業の内容によって、単価が非常に高いものもあれば、本当に内職ぐらいの金額

になっているところもございますので、障害お持ちの方の特性というか、その方の力

の差がどうしても出てしまいますので、そういったことも踏まえまして、町では状況

を把握しているところでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 安藤委員。

〇安藤欣男委員 私が心配したのは、グループホームの人数がそんなにふえていないの

です。実態的には、グループホームからそうやって作業所に来ている人がいて、作業

所が迎えに来ていただいている、そういう形ですよね。グループホームのふえない理

由というのはどうなのでしょうか。あと心配しているのは、この訓練の作業所が別枠

でなければいいのだけれども、そうしたところが出てくるのではないかと思うのです

が、そこのところのチェック、これは町がやるのか、県が何かそういうシステムがあ

るのですか。その辺をちょっと聞きたいです。現場は押さえていると言うのだけれど
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も、現場は行っていないのだよね。ほとんど役場の中で協議するのですか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

太田副課長。

〇太田直人健康いきいき課社会福祉担当副課長 利用所の実態でございますが、先ほど

安藤委員さんおっしゃるとおり、グループホームの利用の方もいらっしゃいますが、

その多くは在宅で過ごしている方が通っている場合が多うございます。8050という問

題がありますが、両親が80代、子供が50代、そういった方で障害を持っている方等で

一定の所得もないと。両親の収入で生活しているといった方がいらっしゃるわけです

けれども、そういった方に関しまして、一般就労はなかなか難しいですけれども、福

祉的な就労という意味合いでこういった施設で作業していただくと。また、支援の一

環としては、そういった方で障害年金の受給が可能かどうかというところも担当者会

議等では確認をしております。担当者会議の開催場所は、いろいろございますが、先

ほどもお話しいたしましたとおり、作業所の中でそういった担当者会議を実施してい

ることもございます。劣悪な環境を危惧するということでございますが、おっしゃる

とおり、我々も行ってもらったはいいが、そういった劣悪な状況というと、障害を持

っている方にとっては大変苦労がありますので、そういったところに関しては、計画

相談の相談員等も含めて、利用の見直しというところで違う作業所に。劣悪というこ

とではないのですけれども、その方の能力、能力と言ったらちょっと語弊があります

けれども、力に応じた作業所に移行していただくということは常に考えてございます。

以上です。

〇森 一人委員長 石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 Ｂ型作業所の関係なのですけれども、あくまでも雇用契

約、それはＢ型というのは結んでない契約でございますので、人それぞれ作業工程が

違いまして、時間がフルに働ける方もいらっしゃれば、休み休みという方もいらっし

ゃるかと思います。収入のほうも、それによって収入が少ない方もいらっしゃいます

けれども、こちらとしてもできる限りその作業所に行って本人とのお話等もさせても

らったりということで今後もさせていただければというふうに思っております。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

青柳委員。
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〇青柳賢治委員 今いろいろと扶助費の話が出ていますけれども、96ページと97ページ

なのですけれども、民生児童委員の運営事業、厳しい財源の中で減額になっておりま

す。この減額のもとになる考え方といいますか、その辺をお尋ねしたいのと、119ペ

ージの保健推進員の運営事業です。こちらも前年比で１割ほど減額になりました。今

国民健康保険の制度なども考えますと、この辺は今後充実をしていかなくてはならな

いのではないかなというふうにも私は考えたりするものですから、この辺も減額にな

っておりますが、果たしてこれでその事業内容というものが推進していけるのかどう

かということについてお尋ねしたいと思います。２点です。

〇森 一人委員長 ２点になります。答弁を求めます。

太田副課長。

〇太田直人健康いきいき課社会福祉担当副課長 それでは、お答えいたします。

民生委員補助金につきましては、町の補助金適正化委員会において各団体の減額に

ついて出されたもので計上したものでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 近藤副課長。

〇近藤久代健康いきいき課健康管理担当副課長 保健推進員の運営事業に関してなので

すが、こちらは報償費が減額になっておりますが、保健推進員の人数に合わせて減額

したものなので、保健推進員が減ったとかということではなく、予算を精査して金額

を出したということになっております。

以上です。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 そうすると、民生委員さんのほうも適正化委員会の検討でなったとい

うことですけれども、これだけ減額になると、補助金が351万円になるわけですよね。

それで、今民生委員さんがいらっしゃる活動、そういったことに支障が出てくるとい

うことはないのだというふうな捉え方でいいのかどうか、その辺を確認させてもらい

たい。それと、保健推進員については、実際にこの今減額になった中での人員が減っ

ているわけではないのだということですけれども、今年この委員報酬というのはどの

ような形の報酬のことについてお支払いする予定になっているのかお尋ねします。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

太田副課長。
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〇太田直人健康いきいき課社会福祉担当副課長 民生委員補助金に関し、減額になりま

したが、活動そのものに影響は出ないものと考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 近藤副課長。

〇近藤久代健康いきいき課健康管理担当副課長 保健推進員さんの委員報奨ですが、年

に２回会議を行いまして、健康づくり事業であったりとか地域の健康課題についての

検討等を行っております。また、保健推進員さんの活動としまして、がん検診とか特

定健診の受診勧奨を受け持ち各世帯、全世帯訪問していただいて、啓発物資の配布を

行ったりしていただいております。また、健康まつりとかでの健診とか健康づくりの

啓発活動も参加をしていただいているような状況です。

以上です。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 そうすると、この保健推進員さんはある程度単位的に、各地区にも大

体平均割、均等的にそういった方がいらっしゃるというように理解しておいてよろし

いですか。

〇森 一人委員長 １点になります。

近藤副課長。

〇近藤久代健康いきいき課健康管理担当副課長 保健推進員さんは、おおむね100世帯

で１人の割合で配置をさせていただいております。各地区ですので、地区によっては

人口規模が少なかったりするところもありますので、若干前後はしますが、おおむね

100世帯ということになっております。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

清水委員。

〇清水正之委員 生活保護の世帯数、人数等を教えてください。それから、障害者重度

医療についての減額分が食事分なのだって話なのですけれども、人数はどのくらいい

るのですか。２点です。

〇森 一人委員長 ２点になります。

太田副課長。

〇太田直人健康いきいき課社会福祉担当副課長 生活保護の世帯数でございます。直近
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１月に西部福祉事務所からいただいた情報でいきますと171世帯になります。人数は

228人でございます。

以上です。

〔何事か言う人あり〕

〇太田直人健康いきいき課社会福祉担当副課長 失礼しました。171世帯で228名でござ

います。

〇森 一人委員長 石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えいたします。

重度心身障害者医療費の関係でございますけれども、まず手帳の所持者の関係でご

ざいますけれども、身体障害者、知的障害者、精神障害者、手帳の所持者は29年の３

月末で846人いらっしゃいます。このうち重度心身障害者に該当される方は、身体障

害者手帳で１級、２級、３級、こちらが371人、知的障害者の療育手帳がマルＡ、Ａ、

Ｂで112人、精神障害者手帳の１級ということで８人いらっしゃいまして、計491人と

いう形なのですけれども、この中で重複等ございまして、登録されている方は431人

いらっしゃいます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 清水委員。

〇清水正之委員 入院を現在されている人はどのくらいいるのですか。

〇森 一人委員長 １点になります。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えさせていただきます。

現在15名いらっしゃいます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 質疑がないようですので、健康いきいき課に関する部分の質疑を終

結いたします。

ここで休憩といたします。再開時間を10時30分といたします。

休 憩 午前１０時２３分
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再 開 午前１０時２９分

〇森 一人委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、長寿生きがい課に関する部分の質疑を行います。

説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして、簡潔かつ明瞭な答

弁、説明をお願いしたいと思います。

重ねて、発言する際には、なるべくマイクの近くで大きな声で発言していただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。

それでは、質疑をどうぞ。

大野委員。

〇大野敏行委員 104ページ、105ページ、高齢者外出支援事業についてお尋ねします。

昨年より121万4,000円の減額の予算になっております。これは、年の初めに申請し

た場合には１冊は48枚つづりであるのかなと思うのですが、何人ぐらいの人を予想さ

れた数字なのでしょうか。

〇森 一人委員長 １点になります。答弁を求めます。

岡野副課長。

〇岡野富春長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 お答えをさせていただきます。

平成30年度当初予算の高齢者外出支援タクシーの見込み人数ですけれども、689人

を見込んでおります。

以上です。

〇森 一人委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 689人、通常１冊ですと、48枚つづりですと、１枚が500円の補助とし

て２万4,000円ですから、それで割ると約305人分ということなのですけれども、この

689人というのは、前年はまだ決済していませんので、前々年の実績に基づいた数字

ということなのでしょうか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

このタクシー助成事業の関係なのですけれども、こちらにつきましては、29年度か

ら制度を見直しまして、今委員さんがおっしゃられたような枚数的にも48枚、４月に

申し込んでいただくと48枚というようなことで、順次月ごとに枚数が減っていくよう
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な形でございまして、その人数的な見込みということなのですけれども、今年度の状

況、28年度から29年度にかわるときには、この金額の助成の料金体系といいましょう

か、そういうのが変わりましたので、なかなかその辺を見積もるのが難しかったとい

うようなこともございますが、29年度ある程度１年近く実施をしてきまして、大体の

この金額が予想がつきましたので、来年度につきましてはこのぐらいの額で、低くな

っているというのは、今の利用状況を見ますと、この助成の範囲が500円までの助成

の範囲で使っている方が多いというようなことでございまして、このような見積もり

をさせていただいたというところでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 迎車の利用時には、初乗り料金を超えている場合1,000円から3,000円

までは半額を利用しますよと。1,500円ですね。もし3,000円行った場合は1,500円と

いうことは、３枚までは使っていいですよということではないのですか。１枚が500円

という単純な計算ではないです。もう一つ、例えば750円の場合に２枚までもし使え

たとして、おつりをくれない運転手がいるのだと。２枚使えたとして、500円の券と

あと250円現金出せばいいのだけれども、２枚を使えて、おつりをよこさない運転手

がいるのだという話も聞くのですけれども、このようなところの指導はどうされてい

るのでしょうか。

〇森 一人委員長 山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

まず、今の制度になりまして、迎車の利用の場合でございますが、730円、初乗り

料金を超えていた場合には、大野委員さんおっしゃられましたとおり、最高で1,500円

までの助成をするということになっていますが、券につきましては１枚での利用で、

今までは迎車の場合は２枚出していたのですけれども、今度の制度の場合は、１枚だ

け使えば、その1,500円までは見られますよというようなことなのです。ですから、

今までですと、迎車で例えば２枚使ってしまいますと、その使える回数というのがど

んどん減ってきたわけですけれども、今度は１枚でその迎車分まで見ますので、48回

使えるというようなことで、その辺はよくなっているのかなというふうに思っており

ます。それから、もし750円でおつりをよこさないというようなことですが、これは

前の制度のときのお話かなと思うのです。今はもう１枚で例えば750円でしたら、も
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うその分1,000円以下なので、助成としますと500円の助成というような形になってい

ますから、おつりとかということは今は出てこないのかなというふうに考えてござい

ます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 102、103ページのやすらぎの工事請負費、空調だということですけれ

ども、どんな状況で工事をするようになったのか、今の状況を伺いたいと思います。

それから、104、105の先ほどの外出の件なのですが、新年度もタクシー券でやると

いうことですよね。小川町がデマンド事業を始めることにしましたよね、この４月か

ら始めるのかな。500円で乗り放題と言うと言い方悪いのですけれども、500円で乗れ

るというふうに聞いているのですけれども、嵐山町は、新年度はこれでやっても、今

後その次の年ぐらいまでにデマンドを本格的に始めるという、そういう計画はないの

か、伺いたいと思います。

それから、106、107、上から２番目の高齢者スポーツ促進事業なのですが、これ廃

止になっているのですけれども、どうして廃止にしたのかを伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 以上３点になります。順次答弁を求めます。

岡野副課長。

〇岡野富春長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 お答えをさせていただきます。

私のほうからはやすらぎに関する工事請負費の件につきましてお答えをさせていた

だきます。やすらぎについては、あそこができて15年以上たっているのですかね。そ

ういったこともございまして、エアコンのほうが昨年調子が悪い。夏の時期ですけれ

ども、調子の悪い時期が２回とか３回ぐらいございまして、最近ここのところ本当に

暑いので、これではよろしくないなということで、今年度エアコンの入れかえの工事

の予算を上げさせていただきました。内容については、今までのエアコンについては

室外機が１つというか、大きなタイプのものでして、今度予定をさせていただいてい

るのは、室内機はそれぞれの部屋に必要なだけつけて、室外機についてもそれぞれの

部屋ごとにつけるということで、効率もいいですし、予算的にも安くできるのではな

いかということで今回予算のほうを計上させていただいたところでございます。

それとあと、３番目のスポーツ促進事業の平成30年度の廃止した理由でございます
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けれども、こちらについては、内容がゲートボール場の塩化カルシウムを必要なクラ

ブに支給するという内容でございましたが、老人クラブの活動については、グラウン

ドゴルフをやられているクラブの方が少なくなっている。今は、グラウンドゴルフで

すとか輪投げですとか、そういったものが盛んになっているということで、今までこ

こ２年ぐらい申し込みというか、そういったものがなかったので、今回廃止をさせて

いただいております。

以上です。

〇森 一人委員長 山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 それでは、自分のほうからはデマンド交通の関係で、小

川町の関係と今後の関係ですけれども、小川町の最新の状況というものを私どもも確

認をしていないので、わからないのですけれども、前に小川町でデマンドの立証実験

というのでしょうか、そのようなものをやるというときの資料がございますが、それ

ですとタクシーを利用したような形になってございまして、料金のほうも３段階ぐら

いの形になってございまして、そのときのあれですと、メーター料金が2,000円未満

ですと500円、それから2,000円以上3,000円未満ですと1,000円、それから3,000円以

上が1,500円というような形の料金の設定になっているようでございます。小川町は

小川町でそういったような形で、今現在新たに始めるのかどうかというのは、ちょっ

とその辺はわからないのですけれども、嵐山町としましては、今の事業、23年度から

試行的に開始をしてきまして、今日まで実証しているのですが、当面は30年度につき

ましては今の現状のまま、それ以降につきましてはまたその辺の状況を見ながら、ま

たどういったような方向性にしていくかということを検討していくということになろ

うかと思いますので、ご了解いただきたいというふうに思います。

以上でございます。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 やすらぎなのですが、572万4,000円ということですよね。これが全部

エアコンになるということなのですか。そうすると、幾つつけるのか伺いたいと思い

ます。ちょっと金額が大きいなと思っています、エアコンだけでありますと。

それから、デマンドの関係なのですが、小川町の費用負担というのを私もわかって

いないのですけれども、500円で乗れると。その段階、私そこまでちょっとわからな

かったのですが、実際そうなっているのかどうか。当初500円ではなくて、もっと高
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く設定したというふうに聞いているのですけれども、町民からそれでは乗らないよと

いうことで500円に下げたということを聞いているのですけれども、そういうふうに

デマンドを小川町は走らせるようにしたと。嵐山町のこのやり方がいいのか、費用負

担との関係は当然見なくてはならないのですけれども、小川町のやり方というのをや

っぱり研究する必要があるのではないかなと思うのです。その程度のことはしていく

べきだと思うのですけれども、お考えを伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 ２点になります。順次答弁を求めます。

岡野副課長。

〇岡野富春長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 私のほうからは、やすらぎのエア

コンの数ですか、お答えをさせていただきます。

こちらはエアコンの工事一式ということで572万4,000円になっておりまして、室内

機が全部で10台、室外機が５台、それとこの工事の中には、今ついているものの室外

機が邪魔になるというか、必要なくなりますので、それの撤去も含めた工事の内容と

なっております。

以上です。

〇森 一人委員長 山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 では、デマンドの関係でございますけれども、小川町の

ほうの研究をするべきだということですが、私のほうでも、小川町だけではなく、滑

川町でも昨年だったか、その前だったか、新たにデマンドをやっていますので、そう

いったところもいろいろ研究しながら嵐山町の方向性というのを出していきたいとい

うふうに考えてございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 やすらぎなのですが、そうですか。家庭用の基準ではないのでしょう

けれども、何かちょっと高く感じてしまうのですけれども、家庭用よりは大きいのを

設置するのですか。ただ、10台ですから、家庭用くらいでも間に合うのではないかな

と広さからいって思うのですけれども、どうなのでしょうか。ちょっと数にしては金

額が大きいなというふうに感じました。エアコンだけではなくて、ほかにもあるのか

なと思っていたのですが、何もないみたいですので、それだけでは金額が大きいなと

いうふうな感じがしたのですけれども、いかがですかね。
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〇森 一人委員長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

エアコン代だけだと高いような気がするというようなご質問ですけれども、これに

つきましては、見積もりをいただきまして、今のというのは、全体を１台といいます

か、今の室外機に対して全体をやっていますので、どこかが調子悪くなると全部をか

えなくてはならないような形になっていますので、先ほど答弁させていただきました

ように、今度はエアコンの台数は10台で、室外機は５台ということで、その系統ごと

といいましょうか、そういったことで、もし故障した場合でもそこだけをかえればい

いような形でさせていただいております。ただ、これがいろいろ馬力とかもその大き

さによっていろいろあるのですけれども、違うものですから、この辺については、う

ちのほうも高い安いとちょっとわからないものですから、見積もりをいただいた、と

りあえずは予算を計上させていただいたということでございまして、また新たにこれ

を入札等にかけるような設計をする段階においてはもう少し検討してやらせていただ

ければというふうに思っております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 ほかに。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 104、105に高齢者就業促進事業があるのですけれども、1,171万

1,000円ですね。それで補助ですけれども、それは嵐山町のシルバー人材センターに

係る団塊の世代が上がってきて、そして課題というのはどんなものが見込まれて、そ

して嵐山町からも事業をすごく委託していると思うのですが、そういったものはある

程度長寿生きがい課のほうで把握されているのでしょうか。

〇森 一人委員長 １点になります。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

シルバーへの補助金の関係でございます。課題等は何かというようなご質問かと思

いますけれども、今は会員数とかは、例えば会員数でいきますと、これは２月28日時

点の比較ですけれども、28年度が280人、29年度が264人ということで、若干の減少に

はなってございます。それからまた、その就業している実人員につきましては、28年
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度が243人、29年度が234人ということで、就業率にしますと、86.8％から29年度は

91.4％というような形になってございます。この会員の年齢も結構上がってきている

というような状況でございまして、そういったようなこともあるのかと思いますが、

ただ今のところ嵐山町のシルバーについては、健全といいましょうか、ある程度でき

ているのかなというようなところでございます。それと今、サポート事業といいまし

て、派遣事業というのでしょうか、派遣でやりなさいよというのが国のほうの方向性

になってございまして、嵐山町でもそのようなことで努力をしていただいているので

すけれども、今まで委託事業でやっていたものを派遣にするとなりますと、手数料と

いうのでしょうか、それが今までなかったのですけれども、派遣にしますと20％とい

うのがつきますので、今までと同じような仕事をしていても、派遣事業でやるとその

費用が高くなってしまいますので、なかなか企業とかも受け入れてもらえないという

ような状況で、だんだんやっていただいて、町のほうでもそういったことを取り入れ

てといいましょうか、やっていくということで、やすらぎの委託のほうの関係も30年

度の予算につきましては派遣事業ということでやらせていただいております。ですか

ら、そういったことで国からの補助金も派遣事業をやればこれだけですよとなってい

るのです。ですから、なるべくその派遣事業をふやすために我々といいましょうか、

町でもそういったところを取り入れてやっているというような状況となってございま

す。派遣にしますと、働く人の社会保険とかの適用とかになってくるというようなこ

ともございますので、そちらのほうに切りかえをさせていただいているというような

状況でございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 ということは、シルバー人材センターは派遣元になるということな

のですか。派遣法にかかわる事業者になるというふうに、シルバー人材センターはそ

ういう形に変更されているということなのですか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 この派遣事業につきましては、県のほうに公益財団法人

いきいき埼玉連合というような大もとといいましょうか、埼玉県の中でございます。

その中にこの市町村単位のシルバーというのが属しているような形になってございま
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すが、契約はそのもとと契約をいたしまして、そちらのほうから嵐山のシルバーのほ

うへ派遣してくださいみたいなものが来まして、こちらのほうに派遣をされるという

ふうな流れになってくるというようなことです。ですから、契約はそちらのいきいき

埼玉さんと契約というような形になるというふうに、今はうちのほうでも来年度初め

てやるので、ちょっとあれなのですけれども、この今やっているところのお話を聞き

ますと、そのような形になるというふうな状況でございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 そうすると、埼玉県の大もとは派遣法に属する事業者になるという

ふうに考えて、そして社会保険もそちらから来るという形になるのですか。嵐山町の

シルバーが派遣業だから、その派遣先の企業はそれも含めて派遣元のシルバーの大も

との埼玉県の就労何とかに来て、それが嵐山町のシルバーに入ってきて、そのシルバ

ーがその人たちにそれぞれ給与を支払うという形になっているということですか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 私のほうもまだこれからということで、勉強していなく

て申しわけないのですが、そういった派遣法の関係につきましてはそういったことで

今実際にされていますので、もうそういう形になっているのだというふうに考えてい

るわけでございます。嵐山町でも、ほかでもうやっているところもございますので、

そのような形です。詳しいことにつきましては、申しわけございません。

〇森 一人委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 ちょっと補足させていただきますけれども、今おっしゃるように県に

組織ができました。それで、県のそこのところとＡ社とつながりができて、そことの

かかわりになるのです。それで、人は嵐山のシルバー人材センターの人が行きます。

そうすると、そこを経由してまた嵐山に戻ってくる。それで、社会保険、これが一番

だと思うのです。今何としてもけがが多いのです。そういうものが今シルバーで入っ

ているシルバー保険みたいな形のもので対応しているのですけれども、そちらに行く

と公的な保険に全部こういうふうになる。そういう形のものだから、そちらのほうに

ぜひ契約をそういう形にしてくださいと。しかし、今言ったお金がかかるのは、契約

の会社のほうからもそちらのほうに取られますから、その分だけ高くなってしまうの
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です。そのようなことで、いや今までと同じでいいよというのは、会社のほうではそ

ういうふうに言うわけなのですけれども、そうではなくて、こっちの形でやると、け

がになっても決まりの公的な保険の対象になるということなのです。ですので、でき

るだけそちらにしたいわけなのですけれども、支払いが多くなってしまうので、渋っ

ていると、こういう状況です。しかし、そこのところをできるだけお願いをしていっ

て、そちらのほうに変えていく努力を今シルバーでは行っております。そういう方向

にこれからはみんな行くと思うのですけれども、最終的にはそのシルバーの会員の皆

さんが安心して楽しく仕事ができるような体制をしっかりつくっていくというのが目

的ですので、そういうような状況に移っていく。その経過、途中のところでちょっと

混乱をしている部分があるかと思います。

〇森 一人委員長 ほかに。

松本委員。

〇松本美子委員 それでは、質問させていただきますけれども、まず103ページになる

と思うのですけれども、先ほどのやすらぎの関係ですが、工事の関係は川口委員のほ

うが伺ったようですが、その上の段の委託の関係ですけれども、やすらぎ等施設管理

の委託料ということで大幅に上がっていますが、こちらにつきましてはどのような形

で管理委託が変わっていくのか、お尋ねをさせていただきます。

それと、107ページの上段になりますけれども、高齢者の自主返納の関係なのです

けれども、こちらも大変減額になっていますが、使い手が少なくなったので減額して

きたのかなというふうには感じておりますけれども、この内容につきましてお尋ねを

させていただきます。

それと、同じページの下段になりますけれども、介護保険の利用の助成の事業の関

係ですけれども、扶助費等が83万2,000円ほどふえていまして、こちらには段階に応

じての利用料の１割の全額を助成するのだということですけれども、人数的にはどん

なふうに変わっているのか、お尋ねをさせていただきます。

以上です。

〇森 一人委員長 ３点になります。順次答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 それでは、私のほうからは103ページのやすらぎの委託

料の関係で、増額の理由でございます。こちらにつきましては、昨年まではやすらぎ



- 143 -

だけの委託といいましょうか、それだけを計上しておったのですが、来年度交流セン

ターのほうの簡易局が廃止になるというようなこともございまして、簡易局でやって

いた郵便業務以外の町の業務とかというのもお願いしてやっていた部分がございまし

て、その辺のところをやすらぎのほうで今度はやるというようなことにもなったとい

うのがございます。それで、その交流センターのほうの清掃業務というようなことを

週３日、４日こちらのやすらぎ等の委託の中に含めまして計上してございますので、

その分がふえてきているというような状況でございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 岡野副課長。

〇岡野富春長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 お答えをいたします。

私のほうからは初めに高齢者運転免許証自主返納支援事業の予算の減額した理由に

ついてお答えをさせていただきます。こちらにつきましては、今年度29年の２月から

この制度を始めまして、その当時の見込みが、実績がなかったもので、わからなかっ

たということもございまして、ある程度余裕を持たせて29年度については予算を計上

させていただいておりました。30年度につきましては、実績がある程度出てきており

ますので、実績に基づきまして、見込み人数は20人ということで予算のほうを計上さ

せていただいたところでございます。

続きまして、介護保険利用料助成事業、こちらの予算、前年度と比べて予算額がふ

えておりますけれども、この理由ですけれども、こちらについては、毎年というか、

年々この利用料の助成の支給の額がふえてきているところでございまして、平成30年

度の予算の見積もりについては、第２段階に該当する方が182人、第３段階に該当す

る方が102人ということで、いずれの段階につきましても見込みの人数をふやしたと

ころでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 松本委員。

〇松本美子委員 103ページのやすらぎの関係なのですけれども、清掃の関係が北部交

流センターも週３回ほど実施をするというようなことだったのでしょうか。そうする

と随分大変なのかなというふうにちょっと思ったのですけれども、もちろん人数的な

ものもふやさなくてはならないでしょうし、それで町の業務というと多くは多分鍵な

のかなというふうな感覚も持つのですが、そのほかにありますでしょうか。週３回は
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交流センターのほうもやすらぎで勤務している方が掃除もするのだということの確認

なのですが、間違っていたら教えてください。

それから、自主返納の関係なのですけれども、20人ぐらいは今年度は前年度の実績

に伴って見積もってあるということですけれども、75歳以上になった方への指導とい

うか、啓蒙というか、そういうようなことは町では考えていなくて、広報や何かのと

きに載せる程度ぐらいで、事故等がかなりありますから、特に伺っているのですけれ

ども、その辺の取り組みはどんなふうになさっているのか、お尋ねをいたします。

それから、介護保険料の助成金の関係ですけれども、人数等も教えていただきまし

た。それの見込みだということで、増額分についてはということですから、わかりま

したので、結構です。

以上です。

〇森 一人委員長 ２点になります。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 それでは、やすらぎの委託料の関係でお答えをさせてい

ただきます。

先ほど申し上げましたが、交流センターの掃除の関係が週３日、４日程度ふえてく

るということでございます。今やすらぎのほうでは、シルバー人材センターにお願い

していて、２人の体制という形なのですけれども、それとは別に清掃の方は清掃とい

うことで専門の方にまた入っていただきまして、そういった掃除等を行っていただく

というものでございます。それから、この金額が上がっているのは、先ほども申し上

げましたが、これは派遣事業ということで見積もりをしてございますので、昨年度よ

り、先ほど言った手数料部分といいましょうか、そういった部分も増額になっている

ということでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 岡野副課長。

〇岡野富春長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、私のほうからは自主返

納の支援タクシー事業の啓蒙というか、そういった内容についてお答えをさせていた

だきます。委員さんのおっしゃるとおり、広報紙のほうでは載せて周知を図っている

ところでございます。あとは、ホームページに制度の内容について掲載をさせている

ぐらいで、特にそのほかのところはやっていない状況でございます。
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以上です。

〇森 一人委員長 松本委員。

〇松本美子委員 やすらぎの関係ですけれども、やすらぎ施設のほうは委託ではなく、

あそこは、委託は委託なのでしょうけれども、シルバーさんが来て、１日いて、それ

から掃除もしてお帰りになっているようですから、現状のままでよいということでし

ょうか。２人体制も今までどおりですよね。それで、交流センターのほうが今度は週

２～３回ですか。掃除の方が入るのだということですけれども、これは今までどおり

30年度の予算ですけれども、会社につきましては、今の考えでは、新しい会社が来る

のか、あるいは現状の方が来るのかというところをお尋ねします。

それから、自主返納の関係なのですけれども、広報あるいはホームページというよ

うなことで知らせてはおりますよね。ですけれども、これを現実的に見なければ、知

らない方たちもまだまだふえてきていると思います。そういった中で、できれば年に

１回ぐらいは直接連絡をとらせていただいて、こういう制度もあるのですよ、内容的

にはこういったようなタクシーの関係の券もありますよということをお知らせをして

いく考えはありませんか。それも啓蒙に入ってくると思うのですけれども、いかがで

しょうか。

〇森 一人委員長 ２点になります。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

やすらぎの関係でございますが、清掃の部分がふえてくるというお話をさせていた

だきましたが、これにつきましては特に新しい会社とかということではなく、今やっ

ていただいて、今自体も交流センターのほうの掃除というのをシルバーさんのほうが

お願いをしているということでございます。今回30年度のうちのほうの予算の見積も

りの中でも一緒くたの一本の契約ということで、それを含めた契約ということで考え

てございますので、同じところといいましょうか、そういうところでやりたいという

ふうに考えてございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 岡野副課長。

〇岡野富春長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 お答えをいたします。

先ほど広報とホームページということでお話をさせていただきましたけれども、民
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生委員さんですとか、あとケアマネさんとかが集まったときにも周知のほうはさせて

いただいております。また、窓口に来たときにもこういった制度がありますよという

ことでお話をさせていただくこともございますし、あと警察のほうで免許返納の手続

にご本人さんが行かれたときに、警察のほうからも、こういった制度があるというこ

とで、そういったところでもお話をしてもらっているといったような状況です。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 １点だけお尋ねします。

24ページ、25ページのまず使用料です。活き活きふれあいプラザ利用料が153万

9,000円ということで、かなりふえています。先ほどの健康課のほうのいきいき教室

なども含めて効果は出ているのだと思いますけれども、どうなのでしょうか。利用料

として、この金額が見積もられていますけれども、利用されている人たち、その人た

ちというのは、ほぼ嵐山の人たちが主なのか、その辺まである程度データとして分析

ができていますか。まず、その辺から１つお尋ねします。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

岡野副課長。

〇岡野富春長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、やすらぎの利用者の町

内、町外の内訳の人数につきましてお答えをさせていただきます。

今年度、平成29年４月から平成30年２月末までの人数でございます。町内が１万24人

です。町外の人数が954人、延べ人数になります。

以上です。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 私も健康教室でお世話になったときにインストラクターにいろいろ言

われたことがあったのです。それは今あそこが料金が非常に安いと。スポーツ教室な

んか行くと、あんな金額ではないわけです。機械もいろんなものが備わって、町もそ

れで３年間やってこられたわけです。そういった機械だとか設備が充実したことによ

りまして、その954人というのがどこから来ているかというのもあれですけれども、

非常に近隣の人たちもふえているというようなことも聞くわけです。そういう中で、

今ここにあるその１年券というのが大体32件ぐらいと出ていますけれども、料金的な
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ものを含めて、今回も空調設備のほうがかかるわけですよね。料金の見直しのような

ことというのは、あれだけの設備を入れた中で今後考えていくようなお考えというの

はないのかどうかお尋ねします。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

料金の見直しの考えというようなご質問でございますが、施設につきましてはそう

いった健康長寿の事業のようなことも実施しているということで、今年度も結構利用

者の方がふえてございます。また、町外の方もふえているというような状況でござい

ます。ただ、余りこの利用料といいましょうか、それを上げてしまうと、いろいろな

面でまた高齢者、高齢者だけではなくて、若い方も使っているわけですけれども、そ

ういった負担、いろいろな面で負担もふえてきてございます。ですから、今のところ

そういった使えないとかという状況が多くて、うまく調整をしてくださいというよう

なことでお願いもしてございますので、その辺のところもまだ余りないようでござい

ますので、当面はこの金額でやらせていただければと。また、今おっしゃられたよう

に、確かにそういった維持管理費等もかかってくるわけでございますので、今後その

辺についても考えながら事業を実施していきたいというふうに考えてございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 わかりました。あそこに行っている方たちの話を聞くと、筋力が大変

大事なのだとか、週に２回やればいいのだとか、皆さんすごくそういうことで、高齢

の70歳だとか75歳の方も来ているわけです。そして、それは考えれば今後のいろいろ

な介護保険を含めたり国民健康保険を含めて返ってくることなので、町の人たちをあ

る程度優先した形の利用形態というものをもう少し考えてあげなくてはいけないので

はないかなと。町民を優先した感は、今は健康教室で無料で何カ月できる人もいます

けれども、実際その回数行けないと思います、なかなか忙しい方は。だけれども、来

ている方の話を聞くと、非常にこれで自分の体の健康にも、そこに行くことによって

もそうだしということを聞くので、できる限り町民を主体にした施設として料金を少

し上げてもらってもいいです。そういうことも考えていってもらいたいと。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。
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山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

確かに今年度といいましょうか、それは町外の方が多かったのです。それで、松山

にある施設が何か一時期使えないような時期があったようなことで、この近隣という

ことで、嵐山にこういうのがあるよということで来ていた方も結構いらっしゃって、

それがそういったことが終わってまた使えるようになったら、その辺の動向というの

はわからないのですけれども、委員さんがおっしゃるように、嵐山町民を優先という

のが一番だというふうに思いますので、その辺のことも今後考えさせていただきたい

というふうに思います。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

安藤委員。

〇安藤欣男委員 今の関連にもなるのですが、103ページ。やすらぎが利用者がふえて

きたということで、私もあそこへ行って助かっています。腰が痛いのが治りましたと

か、いろいろなことが聞かれます。いい施設だというので、器具がいいということで

す。ただ、今回この工事費が上がっているので、シャワーの関係が幾らか出てくるの

かなと思ったのですが、シャワーが２カ所あるわけですけれども、前にも言ったこと

があると思うのですが、シャワー施設ならつけられるスペースがあるというふうに私

は判断をしたのですが、そういうことはできないという捉え方なのか。利用者からそ

ういう声が、今はもう諦めてしまったのだかわかりませんが、声がなくなっているの

か、予算の関係でできないのか、その辺をお聞きしていきたいと思います。これはエ

アコンだけだというから聞くのですけれども、以上です。

〇森 一人委員長 １点です。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

やすらぎのシャワーの関係でございますが、確かに浴槽を廃止してシャワーに変え

たとき、その前にはシャワーの数ももっとあったのかなというふうに思っていますけ

れども、浴槽があってシャワーがあったというようなことでございまして、今はシャ

ワーが男女両方で２基、２基だけしかないわけでございまして、変えた当時というの

は、そのようなもっとふやせないのかというようなご意見もございました。ただ、そ
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のような中でこちらのほうも、例えば終了間際といいましょうか、そういったときは

一斉に使うというような形も出てくるというような形で、できるだけシャワーの利用

者が多いと見込まれるようなときは、インストラクターさんにもお願いしまして、そ

のようなお話も、最後のほう混みますから、シャワーを使う方は早目にといいましょ

うか、そういったことでもお話をさせていただいたりして、なるべくそういったこと

がないようにやってきまして、今そういった声というのは特に聞こえていないといい

ましょうか、来ていないのかなというふうに思っております。それで、当初つけたと

きの理由が、前にもちょっとお答えをさせていただいたかなと思うのですが、全然何

もなくしてしまうというような、そういった話といいましょうか、そういうのも出た

のですけれども、やはり運動器具等を使っていますと汗をかく方もいらっしゃいます

ので、必要最低限の数だけを設置しましょうというような形で今のような状態で設置

をさせていただいたというようなことが経緯でございまして、当面は今のままでいか

せていただければなというふうに考えてございます。

以上です。

〇森 一人委員長 安藤委員。

〇安藤欣男委員 声がないということですが、ただ恐らく汗をかくわけですから、もう

なれた人は諦めて、言ってもしようがないやということで言わない、あるいは汗のま

まうちへ帰ってシャワーを浴びるということだと思うのです。だから、スペースがあ

るとすれば設置をしたほうがよいサービスになるのかなとは思うのですけれども、ス

ペースがあると私は思うのだけれども、担当課はないという捉え方をしているのかど

うか、それをお尋ねします。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

シャワーを設置するスペースというようなお話ですけれども、今の状況ですとふや

せるようなスペースはあろうかと思いますが、先ほども申し上げましたとおり、そう

いったような状況の中でやっておりますので、その辺につきましてはご理解いただけ

ればというふうに考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。
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清水委員。

〇清水正之委員 107ページの介護保険のサービス利用料減免、これ町の制度ですよね。

町に減免制度があるのですけれども、減免割合を階層別にまずお聞きしたいと思うの

ですが。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

岡野副課長。

〇岡野富春長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、段階ごとの割合につき

ましてお答えをさせていただきます。

第１段階が100％でございます。第１段階が２つございまして、対象となる方が老

齢福祉年金の受給者で市町村民税非課税の方ということで、この方が、すみません、

100％になります。保険料の段階でお話をさせていただいているのですけれども、も

う一つ第１段階というのがございまして、これは市町村民税非課税世帯で所得及び年

金収入額が80万円以下の方ということで、助成率は30％になっております。保険料の

段階で言う第２、第３段階です。こちらが町民税が非課税世帯の方ということで、助

成率が10％という制度になっております。

以上です。

〇森 一人委員長 清水委員。

〇清水正之委員 この制度をつくったとき、もう随分前なのです。今話のあった……記

憶です。記憶で、本人非課税の場合は10％減免、そこまで引き上げたというふうに思

うのです。そういう点では、その階層区分が変わったために町の軽減割合が変わって

きたということはありますか。具体的に言うと、今度の７期の改正の表で第５段階ま

で該当になるというふうにはなっていませんか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

岡野副課長。

〇岡野富春長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 お答えをさせていただきます。

この利用料の助成の対象の方ですけれども、保険料段階で申し上げますと、１段階、

２段階、３段階まででございます。

以上です。

〇森 一人委員長 清水委員。

〇清水正之委員 その当時の区分表を持っているわけではないのですけれども、今度の
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第７期の介護保険の改定の区分表で見た場合に、町が10％までの軽減割合をしている

階層というのは、町の軽減の対象になる人というのは何階層までになっていますか。

〇森 一人委員長 岡野副課長。

〇岡野富春長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 お答えをさせていただきます。

繰り返しになってしまって申しわけないのですけれども、保険料の段階で、第１段

階、第２段階、第３段階まででございます。

以上です。

〇森 一人委員長 山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 ちょっと補足させていただきたいと思います。

第５期の計画以前のことというのは、ちょっと私もわからないのですけれども、第

６期の計画のときにこの段階も見直しをいたしまして、特例というものが今まではあ

ったのですけれども、第６期から国の基準に基づいた保険料段階になってございまし

て、そのときにはこの今言った第３段階まで助成をしているということでございまし

て、第６期と第７期はこの変更がございませんので、今後もといいましょうか、第３

段階までの方について助成をするというような内容となってございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 ほかにございますか。

〔「なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 質疑はないようですので、長寿生きがい課に関する部分の質疑を終

結いたします。

ここで休憩といたします。再開時間を35分といたします。

休 憩 午前１１時２６分

再 開 午前１１時３５分

〇森 一人委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、環境農政課及び上下水道課に関する部分の質疑を行います。

説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして、簡潔かつ明瞭な答

弁、説明をお願いいたします。また、答弁、説明をする際になるべくマイクに近づい

て発言をしていただければと思います。

それでは、質疑をどうぞ。
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本委員。

〇 本秀二委員 それでは、137ページの千年の苑事業の15、工事請負費2,638万6,000円

でありますけれども、これについて説明をお願いしたいと思います。

〇森 一人委員長 １点になります。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 137ページの工事費の内容でございます。こちらにつきまし

ては、この千年の苑の段差畦畔の上に圃場を見渡せるような物見台を予定をしてござ

います。大きさ的には、大体高さ２メートル程度、幅２メートル程度の物見台という

ことで、歩道橋みたいな形の物見台をということで予定をしてございます。

以上です。

〇森 一人委員長 本委員。

〇 本秀二委員 それではあと材質と、全長についてどのぐらいの長さのものになるの

か教えていただけますか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 材質でございますけれども、木材を予定してございます。そ

れから、長さ的には、階段等々を含めまして、おおむね具体的にこれから実施設計に

入るわけでございますけれども、10メートル程度の物見台をということで予定をして

ございます。

以上です。

〇森 一人委員長 本委員。

〇 本秀二委員 これは非常にこの苑を見るのに重要な施設だと思っているのですけれ

ども、この10メートルで高さが２メートルというと何か物足りない気がするのですけ

れども、ここがさらに変更してこの先延ばしていくのだとか、そういった計画がある

のか、お伺いしたいと思います。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 すみません。補足をさせていただきます。大きなものといた

しまして、物見台ということで今答弁をさせていただいた状況でございます。散策道

等、中に予定をしておるわけでございますけれども、ちょっと答弁漏れで大変失礼さ
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せていただきました。それ以外に工事費のほうの内容といたしましては、遊歩道の中

に段差畦畔がございます。それらの階段工事であったり、また圃場の中に柵渠、水路

がございますので、その水路を遊歩道の中で横断していただくための橋梁といいます

か、横断をする橋的なもの、また臨時駐車場の工事費、また平成30年度に植えつけを

させていただきます圃場の周りに侵入防止柵ということで、ロープ柵、そういったも

のの予定を工事の内容といたしましてはさせていただいている状況でございます。

以上です。

〇森 一人委員長 先ほど３回目の 本委員の質疑で、もう少し物見台について考慮で

きないかということで、そこで答弁をもらえますか。

〇杉田哲男環境農政課長 大変失礼しました。物見台のほうの今後の発展性ということ

でございますけれども、こちらにつきましては、両側から階段で上って見ていただい

て、またおりていただく階段というふうなことでございますので、今後の展開により

ましては、また違う場所にもそういったものをというふうなところも検討の中には入

ってくるのかなと思いますけれども、それらにつきましては、今後のこの物見台の皆

様からの評判等を見まして、調査研究をさせていただければというふうに考えてござ

います。大変申しわけございませんでした。

〇森 一人委員長 ほかに。

長島委員。

〇長島邦夫委員 お聞きをします。

最初に、129ページ、ポイ捨て条例が施行されるわけでございますけれども、これ

についての対策というのは、この予算を見る限りでは、区域内の対策というか、いろ

いろなものをするのだというふうなことに見えるのですが、区域外のものについても

多少なりとも入っているのか、お聞きをいたします。

次に、137の６次産業化の推進について伺います。備品購入として356万円ほど載っ

ております。説明を聞いた限りでは、製麺機も購入をするのだということで、生麺の

状態で出るというようなことでございます。販売先はもちろん味菜工房が主だという

ふうに思いますけれども、他の事業者、欲しいと言った場合の個人の直販なんかも生

麺の状態であるのか、お聞きをしたいというふうに思います。

それと、委員報酬と書かれておりますが、委員会は今年度もやっておりますが、来

年度も予算がついております。どんな段階にこの委員会についてはなっているのか、
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どういうものが成果として出てきているのか、また来年度どんなものを期待している

のか、お聞きをしたいというふうに思います。

３点目としまして、千年の苑の話が今出ましたが、ちょっとお聞きをしたいと思い

ます。本年度の予算が約6,300万円で、報酬、策定業務の委託料、土地の購入費、ラ

ベンダーの植栽等が予定をされております。今年度の予算でほぼ大部分の施設ができ

上がるのだというふうに思います。そういうふうに見ているのですが、それで事業費

については、交付金については来年度までということでございまして、設備的なもの

については今年度設備したものを来年度でいかに生かしていくかというふうな使い方

になってくるのだろうなというふうに予想をしているのですけれども、関連する団体

等々のことについても、今年度事業がどのように来年度に生かされていくのか、取り

組み方をお聞きをしたいというふうに思います。

以上、３点ですけれども、お願いします。

〇森 一人委員長 以上３点になります。順次答弁を求めます。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 ポイ捨て対策につきましては、担当副課長のほうからご答弁

をさせていただければと存じます。

私のほうからは１点目の６次産業化の備品購入費についてでございます。こちらに

つきましては、委員ご指摘のとおり、製麺機を１台購入する予定でございます。こち

らにつきましての運用につきましては、味菜工房を予定をさせていただいている状況

です。今年度５ヘクタールの農林61の小麦の作付をさせていただいてございます。そ

ういったものを今後面積をふやしていく状況とこれから町内の利用者をふやしていた

だくもの、そういったものを視野に入れてございます。そういった中で、やはりお店

であっても、今農産物直売所の中で生麺を販売しているわけでございますけれども、

それらは一般消費者向けに販売をしているものでございます。また、そういった中で

委員のご質問等がございましたけれども、この協議会の中でもお諮りをさせていただ

きまして、29年度につきましても商工会等で、この61を利用する方々、商業の方々に

お声がけさせていただきました。そういった中で、やはり今度は麺、生麺としてやは

り需要を伸ばしていくことも一つだろうということで、今年度製麺機のほうの購入を

させていただくということで予定をさせていただいてございます。

委員報酬でございます。こちらにつきましては、このめんこ61事業をいかに生産者
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と商業者等々から成る委員でございます。今年度につきましては、今３月開催を予定

してございますけれども、そういった中でお諮りをさせていただきまして、アイデア

等も出していただく、また商業者へのそういった形での啓発もさせていただきながら、

利用者、使用される方々をまた多くふやしていければ、またＰＲの方法であったりと

か、そういったものもこの協議会の中でご相談させていただきながら進めていければ

なというふうに考えてございます。

続きまして、千年の苑でございます。こちらにつきましては、31年度までこの推進

交付金のほうを活用させていただきまして、事業を完結できればなというふうに考え

ているわけでございます。そういった中で、31年度につきましても植栽等々の事業も

予定をしてございます。植栽の時期は、おおむね10月がラベンダーの植栽の時期でご

ざいます。そういった中で、31年度の後半部分の中でやはり多少の先ほどお話をさせ

ていただきましたロープ柵であったり、そういったハードも若干残ってくるのかなと

いうふうには考えてございます。また、そういった中で今後31年度オープン、その後

の運営等々につきましても、こういった協議会等で今年度30年度からも当然お話をす

るわけでございますけれども、今後の状況も見据えながらこちらのほうの事業のほう

を進捗をさせていければなというふうに考えてございます。

以上です。

〇森 一人委員長 千野副課長。

〇千野政昭環境農政課みどり環境担当副課長 それでは、私のほうからはポイ捨ての事

業に関して説明させていただきます。

30年度の予算につきましては、主に禁煙等強化区域の中における禁煙等の禁止区域

の周知看板、これがコンクリート土台つきのものを１カ所、それから駅のフェンスに

看板をつけるのが１カ所、その関係の予算と、あとは道路の路面に禁止区域だよとい

う路面印刷を20カ所、そういった関係の予算が組まれています。そのほかに消耗品と

して、消耗品といいますか、路上喫煙防止のキャンペーンを考えていまして、キャン

ペーン用のベストとか、そういったものの予算取りになっております。禁煙の区域外

の関係に関しましては、とりあえず条例のほうが10月から施行ということになってお

りますので、４月に入りましたら全町を挙げて周知を行いたいと思っていますので、

町の広報、それからホームページ、それから地元での説明会等において周知を順次図

っていきたいと考えております。
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以上です。

〇森 一人委員長 長島委員。

〇長島邦夫委員 それでは、今のポイ捨ての関係からお聞きをしますけれども、当然そ

の区域内というのは重点的にやるのだというふうに思います。いろいろな方法を考え

ているというふうに今お話を聞きましたが、それ以外についても全町的に啓発をなさ

っていくというふうなことでございますから、例えば町でよくつくっている啓発のフ

ラッグだとか、そういうものは多目につくるのだというふうに思います。だから、区

域外にもそのようなものをして、嵐山町は今度こういう条例ができて、ポイ捨てにつ

いてはしないように協力していただきたいというふうに持っていくのだというふうに

思うのですが、区域内だけでやっていると、この区域内だけやっていればいいのかと

いうふうな勘違いをされても困るので、中心地はどこでも同じなのでしょうから、そ

ういうふうなフラッグ等も設置をしていくのかどうか、その点をお聞きしたかったの

です。

次に、６次産業の製麺機の関係でございますけれども、わかりました。一般の方に

も買えるようになるのだと。多分このつくるノウハウというのは、味菜工房さんが今

つくっているノウハウで製麺はするのだというふうに思いますが、その確認と、あと

この委員会ではめんこ61しか今年はやっていないのですか。６次産業ですと、ほかの

ことも随分いろいろ出るのではないかなというふうに思うのですけれども、次の段階

のこと、今年からもうやっているわけですから、そういうふうなことも持っていくの

ではないかなというふうに思ったものですから、次はどんな段階に入っているのです

かということでお聞きをしました。その点の確認をお願いいたします。

もう一点は、千年の苑でございますけれども、来年は来年のあれもあるのかなとい

うふうに思うのです。ですけれども、大方のものは、もう植栽もほとんど終わってい

て、残っているのはわかっていますが、予算がなくなってしまうということは、やは

りいろんな協力団体がそこに加わってこないと、それが維持していけなくなるかなと

いうふうに思うので、それを心配してお聞きしているところなので、総括質疑のほう

でもしたいというふうに思うのですが、今のお答えだけいただければというふうに思

います。

〇森 一人委員長 ３点になります。順次答弁を求めます。

杉田環境農政課長。
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〇杉田哲男環境農政課長 それでは、ポイ捨ての関係でございます。こちらにつきまし

ては、今予算の中で消耗品といたしましてのぼり旗等も予定をさせていただいてござ

います。これにつきましては、やはり人目につくところという中では重点区域のほう

の設置をする形になるのかなというふうに考えてございます。ただ、このポイ捨ての

条例につきましては、これは町内全域で実施をしていただきまして、モラルの向上を

図るというものが大前提でございます。そういった中で、広報の中に折り込みであっ

たり、そういった形で周知をさせていただきまして、まだ罰則につきましては猶予期

間がございますけれども、そういった中で駅におりる方、駅を利用される方、また周

辺の住民の方につきましては、ここのところが重点区域として指定をされてございま

すという中でののぼり旗を設置ができればなというふうに考えてございます。

続きまして、めんこ61でございます。こちらにつきましては、地方創生の補助金を

活用してのめんこ61事業ということで、特化した形でさせていただいてございます。

そういった中で、この協議会の中でいかにこれをブランド化していくのか、また販売

を伸ばしていくのか、また農家の方々に作付を多くしていただくと。この製麺機につ

きましても、やはり今は手打ちというふうな形でやっている状況でございます。ある

一定の部分を機械化することによりまして、生産コストを下げて、販売価格を下げて

多くの方が利用できればなという形での製麺機でございますので、そういった形で活

用ができればなと。協議会のほうにつきましては、また今後につきましては６次産業

化についてどういうふうな形でできるのか。これについては、補助金についてはめん

こ61ということで利用してございますので、今後は協議会の中で諮っていただきなが

ら動向を見据えたいというふうに考えてございます。

また、千年の苑事業でございます。こちらにつきましては、このハードが終わった

以降につきましては運営ということが当然出てまいります。そういった中で、これに

つきましては地方創生と地域の活性化というところが一つの柱でございます。そうい

った中で関係する団体の方々にもご協力をいただきながら、そこで商業者等々の方に

つきましては多くの来ていただいた方に販売をしていただく、そういったものの中で

推進を図りながら活性化が図れればなというふうに考えてございます。当然この千年

の苑の事業推進協議会の方々につきましても、今後もそういった形でご協力をしてい

ただくというふうな組織になるかと思います。

以上です。
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〇森 一人委員長 長島委員。

〇長島邦夫委員 では、１点だけお聞きしますが、めんこ61事業、その委員会の関係な

のですけれども、なかなかめんこ61ってすばらしい事業だなというふうに思うのです

が、その後続いてくるものだとか、特産品の開発って１年半ぐらいやっていましたけ

れども、おいしい嵐丸焼きができたのはわかっています。確かにおいしいです。です

けれども、その後なかったし、今度のこの特産品の関係でもそろそろ出てこないと、

委員会で正直言って長くやっている意味がないかなと。そのめんこ61の関係をきわめ

るのだということになればまた別ですけれども、新しいものも考えていくという必要

があるというふうに思いますが、そこの点だけお聞きをします。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 めんこ61、特産品のほうの関係でございます。特産品につき

ましては、過去に地酒のおおむらさきであったり、今委員ご指摘の嵐丸焼きであった

りということで、個々に個人個人で６次産業化として取り組んでいただくものにつき

ましては、町で助成をさせていただきながら応援をしていきたいというふうな考えで

もございます。こちらにつきましては、めんこ61、この農林61号を使ったうどんであ

ったり、そういったものは一つのブランド化をして、生産と消費を高めていくという

ところが一つの柱でございますので、またその辺の状況を見据えながら、またしかる

べき時期には、そういった特産品等々は、声が上がってくれば、そういった形で開発

ができればなというふうに考えてございます。こちらの協議会につきましては、農林

61号を使った商品開発というものが一つの柱でございますので、そういったものが平

成31年度で事業が終わるわけでございますので、その中で一定の成果を上げたいとい

うふうに考えてございます。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 会議の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。再開時間を午後

１時30分からといたします。

休 憩 午前１１時５６分
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再 開 午後 １時２３分

〇森 一人委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

午前中から環境農政課及び上下水道課に関する部分の質疑を行っています。

それでは、質疑のある方はどうぞ。

川口委員。

〇川口浩史委員 126、127ですが、（４）のストップ温暖化推進委員会運営事業、これ29年

度は何かやったのですか、結果的には。30年度はどういうものをやるのか伺いたいと

思います。

（11）の外来生物、アライグマのことがここに書いてありますけれども、これが減

額されているということは、アライグマは減ってきているということで減額したのか

伺いたいと思います。

（12）、空き家の関係が大きく減額されていますが、管理ができるのか伺いたいと

思います。

次のページの128、129、（15）の災害廃棄物の処理計画支援事業、これはどういう

ものをつくっていくのか、内容を伺いたいと思います。

（17）、第二種特定鳥獣の関係ですが、どのように防止、軽減を図るのかを伺いま

す。

その下の地球温暖化防止事業、これが廃止になっているのですが、太陽光、高効率

の給湯器など、これもう要望はなくなったので廃止をしたのか伺いたいと思います。

それから、公害対策で水質等の調査事業が13万1,000円伸びているのですが、内容

が少し変わったのでしょうか。

それから、一番下のごみ減量化推進事業、生ごみ処理機設置補助金、この中にはコ

ンポストも入っているのか、伺いたいと思います。

それから、136、137、６次産業の関係なのですが、いろいろ聞いていただいて、製

麺機を購入するということでありましたので、そうすると今後は、今テントでやって

いますけれども、いよいよ本格的なお店の形にしていくのか、テントからちゃんとし

た施設に、それから土、日だけではなくて普通のウイークデーもやっていくのかを伺

いたいと思います。

その下の千年の苑の関係ですが、この遊歩道というのは車椅子も入れるのですか。

先ほどのあれだと、階段がつくから、入れないのかなと思うのですけれども、その関
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係と、平成楼が潰れたわけですけれども、その影響というのは町はどういうふうに見

ているのかを伺いたいと思います。

それから、農業関係でちょっとわからないのですけれども、ため池農法を嵐山町は

推進というか、広めていこうとしているわけですよね。その予算というのは、どこか

に入っているのでしょうか。

それと、156、157、都市下水路の関係なのですが、大腸菌がたくさん出ていたわけ

ですよね。前は100万個ぐらいだと。今どのくらいまで減っているのか伺いたいと思

います。

以上です。

〇森 一人委員長 大体大きく分けまして13個となっておりますが、ご説明をよろしく

お願いいたします。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 それでは、ストップ温暖化の事業関係、外来種のアライグマ

関係につきましては千野副課長より、空き家の管理の予算、これにつきましては新井

主幹よりお答えをさせていただきます。

〇森 一人委員長 千野副課長。

〇千野政昭環境農政課みどり環境担当副課長 それでは、お答えさせていただきます。

まず、ストップ温暖化の関係ですけれども、今年度何もしないということと同じだ

ったのですけれども、時期が遅くなってしまって申しわけなかったのですけれども、

今月の19日にストップ温暖化推進委員会の開催を予定しています。その上で平成28年

度の計画に対する進捗状況等の報告をさせていただきたいというふうに考えておりま

す。それで、町の条例の中で２年に１度町長に報告しという形になっていますので、

そういったことも行った上で公表させていただいて、議会のほうにその推進について

の意見を求めると、そういった流れにさせていただきたいと考えております。

続きまして、外来生物の関係なのですけれども、特にアライグマの頭数が減ったと

いうことではなくて、嘱託員の報酬の関係で、嘱託員の報酬の割り当てと言ってはな

んですけれども、農業振興担当のほうとの持ち分の変更といった形で載せております

ので、アライグマの頭数は昨年度203頭だったわけですけれども、今年度２月末現在

で173頭と。まだ３月の数が入っていませんので、数は減ってはいないと、そういっ

た状況になろうかと思います。
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以上です。

〇森 一人委員長 新井主幹。

〇新井益男環境農政課空家対策担当主幹 それでは、私のほうからは空き家の利活用モ

デル事業補助金50万円、平成29年度当初予算で100万円だったものを半額になってい

るところで空き家の管理が行えるのかというところかと思います。

〔何事か言う人あり〕

〇森 一人委員長 モデル事業ではなくて、管理のほうで川口委員は質問を。

〇新井益男環境農政課空家対策担当主幹 わかりました。空き家管理事業、消耗品と、

それから通信運搬費というところでございますけれども、これにつきましては、空き

家の緊急対応が必要な場合について、消耗品の対応、それから空き家の通知だとか空

き家バンクに対しての通知、これを通信運搬費ということで見ておりますけれども、

現在の状況から、この当初予算で対応できるかなということで考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 私のほうから15番の災害廃棄物処理計画策定支援事業につき

ましてお答えさせていただきます。

こちらにつきましては、平成30年度新規事業で予定をしてございます。埼玉中部資

源循環組合への移行に伴い、災害廃棄物処理計画を構成する市町村が平成29年度につ

きましては吉見町が先行して策定をしてございます。残りの構成市町村が平成30年度

に計画策定を予定しているものでございます。内容といたしますと、災害の内容であ

ったり廃棄物の処理計画等々を策定させていただくものでございます。

続きまして、17番、第二種特定鳥獣個体分析調査事業でございます。こちらにつき

ましては、町内のイノシシ、ニホンジカ等の有害鳥獣で捕獲をするものの個体管理を

させていただくものでございます。内容といたしましては、個体分析の調査でござい

ますけれども、捕獲の日であったり場所、方法であったり体長等、そういったものを

調べ、報告をさせていただくものでございます。

続きまして、ごみの防止のほうの事業でございます。失礼しました。ポイ捨てのほ

うでございます。こちらにつきましては……

〔「聞いていない」と言う人あり〕

〇杉田哲男環境農政課長 失礼しました。
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〇森 一人委員長 地球温暖化の事業が廃止になったということです。

〇杉田哲男環境農政課長 失礼しました。地球温暖化防止のほうの廃止でございます。

こちらにつきましては、補助の内容といたしますと、太陽光発電であったりガスの効

率化等々の導入に伴いまして一定の割合の補助をさせていただく内容でございます。

こちらにつきましては、太陽光パネルの設置の費用であったり、またガスの効率の機

械につきましては、ある一定の仕様が普及をしてきたということで、ある一定の成果

があったということをもちまして、平成30年度につきましては廃止ということを予定

させていただいてございます。

続きまして、ごみの減量化の推進事業の内容でございます。こちらにつきましては

コンポストが含まれているのかと。

〇森 一人委員長 順番はあれですけれども、水質等調査のほうで。

〇杉田哲男環境農政課長 失礼しました。水質等の関係でございます。こちらにつきま

しては、内容といたしまして変更はございません。花見台調整池の３カ所の調査と、

あとは杉山地内の水質の調査、また騒音、悪臭等の調査を各１回ずつ用意してござい

ます。内容的には変更はございません。

続きまして、ごみのほうのコンポストにつきましては、こちらは電磁式と、委員ご

指摘のとおりコンポスト、こちらを予定をさせていただいてございます。

続きまして、136、137ページでございます。６次産業化でございます。こちらにつ

きましては、先ほど他の委員のほうからご質問ございましたけれども、今年度予定を

しているものにつきましては、うどんの製麺機でございます。店舗のほうの予定はあ

るのかというふうな内容でございますけれども、こちらにつきましては、６次産業化

の中でぜひともそういったもので手を挙げて実施をしてみたいというふうな方がいら

っしゃいましたら、それにつきましては応援をさせていただきたいというふうに考え

てございます。

続きまして、千年の苑事業でございます。こちらにつきましては、散策道につきま

しては圃場の中でございますので、農地ということもございますので、その時期にチ

ップをすきまして、泥の上に散策道という形で予定をしてございます。ルートにつき

ましても、段差畦畔等ございますので、車椅子で移動ができるのかというものにつき

ましては、園内の中の散策道につきましては厳しいのかなというふうに考えてござい

ます。平成楼のほうの影響でございますけれども、こちらにつきましては、町といた
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しましても、こちらに訪町していただきました方の宿泊施設であったり、連携ができ

る店舗が失われたことにつきましては、影響が全くないということはないかと思いま

すけれども、また他の連携できる企業等も模索ができればなというふうに考えてござ

います。

続きまして、ため池の関係でございます。こちらにつきましては、138、139ページ

の農林水産業費、農業費の農地費、土地改良事業の中の負担金補助及び交付金、そち

らの中で比企丘陵農業遺産推進協議会負担金５万円ということで、こちらのほうで、

これは関係する市町村等で構成する協議会でございますけれども、負担金を用意させ

ていただいてございます。

私のほうからは以上でございます。

〇森 一人委員長 次に、上下水道課より菅原上下水道課長。

〇菅原浩行上下水道課長 それでは、都市下水路の水質調査の関係についてお答えをさ

せていただきます。

こちらにつきましては、平成26年度に水質が悪化したということで、恐らく市野川

の矢崎橋の下流で数値が上がったということで、その原因のために川島川、都市下水

路から市野川へ流入しているところの部分で調査が始まったというふうに考えており

ます。現時点、平成29年度の調査の結果を見ますと、平成26年以前、平成25年度の数

値のほうに矢崎橋のほうもほぼ戻っていますし、川島川の流入地点につきましても平

成26年度の数値よりも下がった状況になっております。28年度の決算のときにもお話

をさせていただいたと思うのですけれども、以前の水質の状況には戻っていると。た

だ、決して低い状況ではないということでございまして、引き続き公共下水道への接

続等の取り組みを進めていきたいということでお答えをしてあるかと思いますが、そ

のような状況だというふうに認識をしております。

以上です。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 外来生物の関係なのですが、嘱託員の報酬が下がっているわけですよ

ね。昨年の説明では、週２回だということで、その辺は同じだということですか、今

回も。単純に嘱託員の報酬が下がったということで、その嘱託員のもらうお金という

のは、こちらが下がって、何か持ち分の変更云々というご説明があったわけですけれ

ども、そのお金は変わらないということなのですかね。下がりっ放しではないという
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ことなのですか。ちょっと確認です。

それから、次のページの128、129の（15）、この計画書はいつまでにつくるように

するわけでしょうか。

それから（17）なのですが、イノシシなどの個体管理をしていくということで今説

明があったわけですけれども、殺傷するわけではないと。減らすわけではないと、こ

の項目は。あくまでも管理をするということなのですか、ここは。私の理解が間違っ

ているのかどうか。それと、管理はどういうふうに管理といいますか、数を数えるわ

けですよね。どういうふうに数えられるのか伺いたいと思います。

地球温暖化の関係なのですが、一定程度広まったということで答弁があったわけで

すけれども、要望はないということでいいのですか。要望があるのに今回切ったとい

うことになると、ストップ温暖化のこちらの運営事業で温暖化を少しでもおくらせて

いこうということに反するのではないかなと思うのです、つけていきたいという家庭

があれば。ちょっとそこを伺いたいと思います。

水質調査なのですが、そうすると変更がないということは、この13万1,000円はな

ぜふえたのか伺いたいと思います。

それから、生ごみ処理機のコンポストなのですが、これはどうしてまた予定をした

のか。決算のときにちょっと申しましたけれども、農家のほうではイノシシがコンポ

ストに入れたものを食べていると。その場面を見たということを私はある人から聞い

ているのですけれども、近所の人もそうでした。そうすると、イノシシに餌をやって

いるようなものではないかと思うのです。それなのにこのコンポストを予定している

というのは、いかがなものかなと思うのですけれども、どういう理由なのかを伺いた

いと思います。

それと、大腸菌、156、157なのですが、数ではわからないですか。最新の計測数で

いいですから、一番新しいのでいいですから、どのくらい下がったのかを数で聞きた

いと思います。

〇森 一人委員長 杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 それでは、（11）の外来生物、（15）の災害廃棄物の計画につ

きましては、千野副課長のほうから答弁させていただきます。残りについては、私の

ほうからさせていただきます。

〇千野政昭環境農政課みどり環境担当副課長 お答えさせていただきます。
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まず、外来生物の嘱託員の報酬の関係で、先ほどちょっと説明が足りなくて申しわ

けなかったのですけれども、１日８時間勤務していきまして、昨年度はそのうちの５

時間をこちらのみどり環境担当のほうで持っていたわけなのですけれども、それを８

分の４、４時間分だけみどり環境のほうで持てばいいと、そういう形になりましたの

で、減額といっても、この単価については特に下がってはおりません。持ち分の時間

数が下がったということで減額になっております。それから、災害廃棄物の計画の関

係に関しましては、平成31年１月までに策定すると、そういう形になっておりますの

で、よろしくお願いします。

以上です。

〇杉田哲男環境農政課長 それでは、私のほうからまず１点目、17番の第二種特定鳥獣

個体分析調査事業でございます。こちらにつきましては、先ほど答弁させていただき

ましたけれども、イノシシ、ニホンジカの有害鳥獣で捕獲したものを殺処分いたしま

す。その個体につきまして、捕獲日であったり捕獲された場所、またその捕獲した方

法、また雄か雌なのか、体長、体重、推定ですけれども、年齢であったり、また雌で

あれば、おなかに子供がいたのかいないのか、そういったものの調査を報告させてい

ただくものでございます。ですから、有害鳥獣で殺処分をした個体に関しまして、そ

の状況を月もまとめて報告をするというふうなものでございます。

続きまして、地球温暖化のほうでございます。先ほどもちょっとお話をさせていた

だきましたけれども、要望につきましては平成29年度につきましてもございました。

そういった中で、先ほども答弁をさせていただきましたけれども、ガスの給湯器等々

につきましては、メーカーのものが町で定めている効率的なものの仕様にほとんどが

変わってきたといったことで、一般的にされるものがもうそういった機種になってい

るというふうなもとにさせていただいたものでございます。また、太陽光につきまし

ては、設置当初から太陽光パネル等の設置費用のほうが下がってきたといったことも

ございまして、ある一定の成果があったのではないかということで、今回の補助の見

直しのほうをさせていただいたものでございます。

また、水質につきましては、これは増額になってございます。箇所等につきまして

は、変更はございませんけれども、委託費の上昇ということで金額が増額になってい

るものでございます。

続きまして、生ごみのほうのコンポストの関係でございます。補助金のほうといた
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しますと９万9,000円ということで、町のほうで推奨していますものが電磁式とコン

ポスト、委員ご指摘のとおり２種類ございます。そういった中で、電磁式のものを３

基ほどで、こちらは上限３万円ということで補助をさせていただいているところでご

ざいます。コンポストのほうにつきましては、補助上限3,000円ということで、こち

らは３基見させていただいてございます。農村部でのイノシシ等の餌場になってしま

うのではないかというふうなものでございます。そちらのほうにつきましては、これ

は使用者のほうの管理をきちんとしていただきまして、そのようなことがないように

利用形態も指導していくというふうなことになるかと思います。

私のほうからは以上です。

〇森 一人委員長 菅原上下水道課長。

〇菅原浩行上下水道課長 それでは、大腸菌群数の数値につきましてお答えをさせてい

ただきます。

平成27年度の調査結果と平成29年度の調査結果の比較ということでお話をさせてい

ただきたいと思います。年４回計測をしております。まず、平成27年度、１回目でご

ざいます。平成27年度が、大腸菌群数の単位なのですけれども、ＭＰＮ、100ミリリ

ットル当たりということで、単位は省略して数値のみお話をさせていただきます。平

成27年度、第１回が220万、29年度、第１回が17万、203万の減ということでございま

す。27年度、第２回が330万、29年度、第２回が54万、こちらが267万の減です。27年

度、第３回が330万、29年度、第３回が33万、297万減でございます。27年度、第４回

が330万、29年度、第４回が11万、319万の減という状況でございます。

以上です。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 （17）の件は、イノシシ、ニホンジカ、殺処分をしたものということ

で、この捕まえたものは、この外来生物の中で捕まったものがここで殺処分されて、

雄か雌かとか、そういうものというか、そういうことで管理をしていくと。捕まえる

ためのお金ではなくて、殺処分するためのお金、その後の管理のお金だと、そういう

理解でよろしいのでしょうか。

それから、地球温暖化の関係なのですが、町がしていって、これ平成30年ぐらいか

ら急に変わったわけではないでしょう。29年度のいつまでやっていたのですかね。も

う前から町が指定するような機種にはなってきているのだと思うのです。そうですよ
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ね。それであれば、要望があるうちは、このストップ温暖化、嵐山町は力を入れてい

くのだということで、１基でも要望があれば、そこに補助金を支給すると、そういう

姿勢が大事だと思うのですけれども、ちょっと伺いたいと思います。

コンポストなのですが、自己責任だということですよね。買うのはそっちで、あと

はイノシシが来て管理しろと。どういうふうにこれ管理したらいいのですか。ふたを

あけてしまうというのです。ふたはしっかり閉めるというのです。それをあけてしま

うというのです。それで中のものを食べているのだと。それを小屋つけるって、そう

そうの小屋で大丈夫かなと思うけれども、そういうことを意味しているのですか。ど

ういうふうに管理すればいいのか、私は逆に聞きたいです。教えてください。

それから、大腸菌の関係なのですが、平成29年の第４回が一番新しい数字になるわ

けですか、11万に減ったということで。ただ、11万でもあれなのでしょう。基準とい

うのですか、基準値は超えているのでしょう。新年度はどうするのですかということ

を聞きたいのです。11万まで下がったのはわかりましたけれども、新年度どうするの

かを伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 以上４点になります。順次答弁を求めます。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 それでは、（17）の第二種特定鳥獣の関係でございます。こ

ちらにつきましては、有害鳥獣捕獲で殺処分されたものに対して、先ほど分析調査項

目をお話をさせていただきましたが、それをやること、報告につきまして、１頭当た

り6,800円の委託料のほうが支給されるというふうな……

〔何事か言う人あり〕

〇杉田哲男環境農政課長 失礼しました。１頭当たり6,800円をその委託先のほうにお

支払いをさせていただくというようなものでございます。

続きまして、地球温暖化の関係でございます。29年度ベースでございます。先ほど

もお話をさせていただきましたけれども、そういった関係で実績のほうといたします

と、まだ概算数でございますけれども、太陽光のパネル設置につきましては16件、ヒ

ート蓄熱槽につきましては５件、高効率のガスの給湯器、こちらにつきましては39件

というふうな状況でございます。そういった中で、こちらのほうのガスの給湯器等に

つきましてはウエートが大きい部分と、ほとんどメーカーのほうで販売されているも

のがそういった基準に合致している主要なものだということにつきまして、ある一定
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の成果の中で廃止をさせていただいているというふうな状況でございます。

コンポストのほうの管理でございます。予算につきましては3,000円の３基という

ことでございます。基本的には電磁式等々を推奨するわけでございますけれども、管

理のほうにつきましても、餌場にならないような形で使用者のほうにも注意喚起をさ

せていただきまして、いきなりやめるというふうなものも、地理的なこともあると思

いますので、加味しながら注意喚起をさせていただきたいというふうに考えてござい

ます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 続きまして、菅原上下水道課長。

〇菅原浩行上下水道課長 委員ご指摘のとおり、まだ環境基準には達していない状況で

ございます。先ほどもお話をさせていただきましたとおり、上流部分の公共下水道へ

の接続というのが大きな課題になってくるのかなということでございます。新年度も

引き続きまして、公共下水道へのつなぎ込みの推進を進めていきたいというふうに考

えております。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

吉場委員。

〇吉場道雄委員 ２点ほどお聞きします。

まず、１点目なのですけれども、126、127ですか、補正予算でも聞いたのですけれ

ども、空き家の利活用モデル事業ですか、私は大事な事業だなと思いまして、再度聞

かせてもらいます。平成28年ですか、新規事業として1,000万円で予算をつけたけれ

ども、合意に至らなかったということで事業ができなかった。それを踏まえて、29年

度は50万円減らして、50万円の予算で事業をやったけれども、合意に至らなかったと

いうことなので、この２年間できなかったということで、モデル事業でできなかった

ということで、非常に重要ではないかなと思います。２年この事業ができなかった、

それを踏まえて今年はどう取り組んでいくかお聞きします。

２つ目なのですけれども、137ページ、一番上のほうに水道加入金ということで38万

1,000円ですか。これは、昨年千年の苑の事業でやはり水道加入金ということで16万

5,000円ですが、今年の水道加入金の38万円の内容をちょっとお聞きします。

以上２点です。よろしくお願いします。
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〇森 一人委員長 ２点になります。順次答弁を求めます。

〇吉場道雄委員 ちょっといいですか。先ほどこれ入っていなかったのですけれども、

1,000万円ではなく100万円の間違いです。すみません。質問します。

〇森 一人委員長 それでは、新井主幹。

〇新井益男環境農政課空家対策担当主幹 お答えいたします。

平成29年度当初予算で100万円、30年度の当初予算で50万円ということで、29年度

予算についても減額をしてあります。この空き家利活用モデル事業の狙っているとこ

ろは、地域でふえている空き家につきまして、近隣住民との交流を図るとか高齢者の

居場所づくりとかということを考えた空き家を使った活用事業をやろうと考えている

わけですけれども、空き家の所有者にコンタクトをとって、貸してもらえないかとい

うようなことをやっているのですけれども、なかなか貸してもらえないというのが現

実でございます。その貸していただける方をまたぜひ探して事業を進めたいなという

考えで進めていきたいと思っています。空き家につきましては、年々ふえる傾向があ

りますので、できれば地域住民の皆様の交流の場を含めた高齢者の居場所づくりを１

つモデルとしてやってみたいという考えのもとに進めているところでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 私のほうから137ページの水道加入金につきましてお答えさ

せていただきます。

こちらにつきましては、千年の苑事業のイベント会場への仮設の水道を引く分の水

道加入金、こちらを予定させていただいてございます。

以上です。

〇森 一人委員長 吉場委員。

〇吉場道雄委員 空き家の問題なのですけれども、今新井さんが言ったように、嵐山町

では毎年ふえておりますけれども、嵐山町は農村部もあるし、町場もありますけれど

も、だから町場に限らないで、農村部においては体験型、遊休農地が今いっぱいここ

にありますので、それを利用して、東京のほうから誰でも来られるようにして、体験

型の農業ができるような空き家づくりだとか、また新井さんが言ったように、町場に

おいては高齢者が多くなったので、居場所づくり、１カ所に限らず２～３カ所を年間

契約すれば、１つを進めていくよりか２つ、３つを進めていったほうが効率がいいと
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思いますけれども、どういうお考えでしょうか、お聞きします。

あと一つは、先ほど千年の苑のイベント会場と言いましたけれども、水道の１カ所

だったら何ミリぐらいのを使うのか、前のが何ミリぐらいか、その比較も教えてもら

えたらと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 新井主幹。

〇新井益男環境農政課空家対策担当主幹 お答えいたします。

空き家の利活用でございますが、嵐山町は空き家バンクのほうも始めて、空き家バ

ンクの登録も募集をかけている状況なのですけれども、なかなか登録物件がふえない

というのが一つの課題でございます。その登録物件がふえない原因は、いろいろある

のかと思いますけれども、現実の問題として、空き家を活用させてもらいたいという

ことで、所有者の方に、例えば昨年10月には志賀２区を中心として、空き家であろう

というお宅に郵便を発送し、返信用の封筒まで入れたのですけれども、50数軒通知を

出しまして、５件ほど私のうちは一時利用を含めて使っていると。空き家ではないよ

という電話連絡をいただきました。それ以外の方は、ナシのつぶてというか、全然連

絡をいただけません。バンクを運営するに当たっては、どうしても空き家の募集をし

たいということで、年が明けて今年の２月には、今度は菅谷、志賀、川島、むさし台

を中心に30軒弱のお宅に空き家だろうと思われるところに郵便を送って、また空き家

バンクを活用しませんかという投げかけをしたのですけれども、そこでもやはり２軒

私のうちは空き家ではない、一時利用しているという連絡をいただきました。それ以

外に関しては、何の返事もいただけないと。なかなかその空き家を利活用しませんか

ということも難しいのが現状でございまして、市街化調整区域も含めて、昨年には町

の活性化事業で遠山のほうに赴いて、１軒空き家活用とかということも現地視察など

をしたのですけれども、調整区域には調整区域の課題がまた見えているというのが現

実でございます。

以上です。

〇森 一人委員長 杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 水道のほうの関係でございます。こちらにつきましては20ミ

リを予定させていただいてございます。主には、イベント用のトイレへの供給であっ

たり、また模擬店等を利用していただく予定で考えてございます。
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以上です。

〇森 一人委員長 吉場委員。

〇吉場道雄委員 私がどうしてこういうことを言うかというと、やはり空き家の問題は

重要な課題だなと思っているのです。私のほうで福島から来てホウレンソウをつくっ

ております。その人たちが初め４世帯来たわけなのですけれども、嵐山町で空き家を

探していたけれども、なかったということで、その後も４世帯来て、ないので、栃木

のほうへ行ったわけなのですけれども、そういうことがあってこの事業を始めたわけ

です、モデル事業は。だけれども、それが一個もできないということは、もっと違う

ようなやり方を考えてもいいのではないかなと思っております。２年間いろいろ研究

しまして、また３年目に立って新たにこうしたほうがいいのではないかと自分たちで

考えたようなことがあったら教えてもらいたいと思います。

今度は、水道加入金ですか、今度は20ミリというけれども、前のはその半分ぐらい

になっていますから、13ミリと考えていいでしょうか。先ほども前のはどのくらいだ

ったかと聞いたのですけれども、なかったので。

以上です。

〇森 一人委員長 新井主幹。

〇新井益男環境農政課空家対策担当主幹 お答えいたします。

おっしゃるとおり、空き家の問題、これから地域にある資源をいかに活用していく

かというのは重要な問題なのですけれども、バンク以外のモデル事業としますと、使

っていない空き家を無料で提供していただいて、それを一部改修なりをして使えれば

いいかなというふうに思っているわけですけれども、その無料提供していただける方

がなかなか難しいというのが現実で、行き詰まっているところでございます。一部補

助しながら空き家の改修事業をやっている市町村も見られますが、全国的にはそれも

全てではございません。今後どうしていったらよいかというのは、情報収集しながら

研究していきたいというふうに思っています。

以上です。

〇森 一人委員長 杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 基本的に昨年度の29年度につきましては、一般の施設に同居

するということで、13ミリ程度かと思います。

以上です。
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〇森 一人委員長 ほかに。

畠山委員。

〇畠山美幸委員 そうしましたら、今の127ページの空き家の関係なのですけれども、

13番のところの空き家利活用なのですが、今新井さんのお話ですと、無料でというお

話でしたよね。この空き家活用モデル事業というのは、50万円で借りた人が改修がで

きる補助をしていただけるということだというのはわかっているのですが。今お話を

聞いたら、貸し主としては無料で貸さなくてはいけないということでよろしいのでし

ょうか。例えば貸す側としてみれば、確かに空き家ですけれども、固定資産税とか、

そういうのを払っていらっしゃるわけですよね。だから、そういうのがあるのに何も

それに見合うものがない中で、貸し主、貸そうと思う方が果たしているのかなと今お

話を聞いていて思ったのですが、この空き家利活用というのはそもそもがそういう内

容でなくてはいけないのかどうなのか、ちょっと確認を。どういう目的、ただそこに

空き家があると、どんどん、どんどん衰退、家が壊れていってしまうから、それを防

ぐために住んでいてもらえば、老朽化が進まなくて済む。やっぱり家というのは人が

住まないと老朽化が進むわけですから、朽ちないためにも住んでいてもらうというメ

リットはわかるのだけれども、無料でというと、なかなかこれって厳しいなと思った

ので、ちょっと内容を詳しく教えていただきたいです。

それと、131ページの（４）のごみ資源収集運搬事業なのですが、こちらが昨年と

比べて360万円ほどふえているわけですが、使用の手数料は、これは粗大ごみなんか

は31ページに書いてありますけれども、この600万円は、アルミ缶とか紙を売って収

入が入るというのは、余りこの辺は変化がないのですが、委託料がふえているわけで

すよね。これというのは、ごみ運搬業者さんの燃料代が上がったとか、そういう費用

面のことで値上がりがしてしまったのだという内容でよろしいのか、確認をさせてい

ただきたいと思います。

それと、157ページの一番下の（３）の自然緑地管理活用事業、昨年はこちら100万

円、今年は100万円減なのですが、昨年と比較しますと、消耗品費が50万円ほど減っ

ているのと、あと工事費、請負がやっぱり45万円ぐらい、去年に比べて。それがない

のです、今回。29年は50周年という記念があったので、町で管理しているところをき

れいにして、お客様に来ていただくためのチラシか何かまいたがための消耗品費と、

工事請負というのは、これは木を伐採したとか、そういうことだったのか、何かどこ
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かきれいにしたのか、これ決算みたいになってしまうのですけれども、今年この２つ

が抜けている内容についてお伺いしたいと思います。

以上３点。

〇森 一人委員長 以上３点になります。順次答弁を求めます。

新井主幹。

〇新井益男環境農政課空家対策担当主幹 それでは、空き家モデル事業のほうにつきま

してご説明申し上げます。

確かに委員おっしゃるとおり、なかなか貸し出しが難しいというのが現実でござい

まして、それも空き家だからただでどうかなというのは、町としての考え方ではいる

のですけれども、その場合にも維持管理の費用はかからないように貸していただけれ

ばなるというのと、あと固定資産税の減免等は考えていきたいというところではいる

のですけれども、そもそも貸そうという方が空き家バンクの登録も含めて少ないとい

うのが現状でございまして、そこのところが、相続人の方が何人もいらっしゃって合

意が難しいとか、あるいは親の持っている財産を子供たちがどうにかするというのも

あるし、あるいはそこに住んでいる方がまだ亡くなっているわけではなくて施設に入

っている、貸し出すのにはちょっと抵抗があるとか、あるいは自分たちが小さいとき

から親と一緒に育った家で、親は亡くなったけれども、思い出のあるところを誰かに

提供するというのもちょっと心の問題とかというところになるかなと。なかなか貸し

てもらうそのものでも、空き家バンクに登録するということも壁にぶち当たっている

かなというふうに考えています。答えになっていませんけれども、以上です。

〇森 一人委員長 千野副課長。

〇千野政昭環境農政課みどり環境担当副課長 それでは、私のほうからごみ資源収集運

搬事業についてお答えさせていただきます。

委託料が上がっているという話なのですけれども、人件費が上がっているわけでは

ないのですけれども、パッカー車、塵芥車の軽油の単価ですとか、あとはそのパッカ

ー車を使用する時間、それから時間当たりの単価、そういったものが上がっていまし

て、１台当たり昨年の積算ですと４万2,672円という額だったのですけれども、30年

度の積算では４万5,492円に上昇していると。それで208台使うとか、そういった形で

の増額になっています。

それから、自然緑地管理活用事業に関しましては、減額なのですけれども、消耗品
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については、ヤマツツジ、これは今年度に50周年事業として実施しましたので、30年

度はないということで減っています。それから、工事費につきましても同じなのです

けれども、小千代山の入り口の橋の修繕工事を実施しましたので、その関係もなくな

ったということで減額になっております。

以上です。

〇森 一人委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 そうしましたら、空き家のほうになりますけれども、最初の100万円、

28年度に100万円という予算を初年度つけたときから固定資産税は免除しますよとい

うようなうたい文句で、皆様空き家だと思われるところには通知は出していらっしゃ

って、今年度もそういう言葉を文章にちゃんと入れた状態で出しているのか。新井主

幹の今のお話は重々わかります。家族が兄弟みんなが持っていると。まだ分与がされ

ていないとか、あと入所しているからまだ入れないのだよとか、そういうことはわか

るのだけれども、そうはいっても貸せるのが１つや２つぐらいこの町内にあったって

おかしくないのではないかなと思うのだけれども、皆さんそんな厳しい方ばかりなの

か。さっき菅谷のほうにあるから送ったら、２軒がそういうものではないという返事

が来たという、あとはナシのつぶてだということも伺いましたけれども、全然対象に

なるところはこの固定資産税を免除ですよといううたい文句を入れても本当にないの

か、もう一回そこを確認したいと思います。

それと、ごみの資源回収のほうは、時間単位の値段はおっしゃったのだけれども、

あと燃料費と時間もふえているとさっき答弁があったけれども、時間はどのくらいふ

えたのか教えていただきたいと思います。

以上２点。

〇森 一人委員長 順次答弁を求めます。

新井主幹。

〇新井益男環境農政課空家対策担当主幹 それでは、空き家の問題についてお答えいた

します。

志賀２区を中心に１つモデル活用事業をやりたいなという考えを持ちまして、志賀

２区で空き家をお持ちの方で町外の方にお話をかけたというようなケースもございま

すが、そういう条件ではお断りをされたというのが現実でございます。

以上です。
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〇森 一人委員長 千野副課長。

〇千野政昭環境農政課みどり環境担当副課長 それでは、先ほどの時間の関係ですけれ

ども、パッカー車を使用する時間、30分延びただけなのですけれども、それでそれだ

けの増額になってしまっています。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 127ページですけれども、一部事務組合、斎場霊柩車事業費負担事

業なのですけれども、この中では事業費というのがあると思うのですけれども、事業

費と運営費があるわけなのですけれども、事業費というのは、総額では34年度までで

23億円というふうに聞いていますが、そういったことは具体的にどのくらい建築費に

どんな感じでかかわっていって、嵐山町はどういうふうに負担していくのかというこ

とがわかるような資料が全然ないのですよね。それを出していただきたいのですけれ

ども、それについては、とりあえず今回では嵐山町負担分の計画というのは嵐山町分

だけ、それから全体計画だけというのは、どういうふうな形で今後出されてくるのか

伺いたいと思います。

次に、128、129の災害廃棄物処理計画策定支援事業、511万円ですけれども、これ

は吉見町が最初につくったという形で、もう吉見町のはできているのかな、どうなの

かなと思いながら見ていないのですけれども、国の策定指針を読むと、非常に難しい

計画だというのがよくわかるのです。それで、中部資源循環組合に関係なく嵐山町で

策定していくということはとても大切な事業だなと思うのですけれども、そこでは都

道府県を越えた連携とか、それから民間との連携というのはかなり必要になってくる

わけですよね。中部資源循環組合ではなくて、嵐山町自体でやっていくということの

必要性があるのですけれども、この策定計画の支援事業者というのはどういうものに

出していくのか、吉見町だけ先に先行していますけれども、ほかの２市と５町１村で

すか、あとのものは同時に同じようにしていくわけだから、それは同じような事業者

を選定していくのか、嵐山町が独自に選定するのか、ここのところは非常に重要なポ

イントだと思うので、そのことを伺います。

それと、同じくですけれども、ポイ捨てゼロ、路上喫煙防止対策なのですが、議会

基本条例の資料では工事請負費が５年間毎年18万6,000円出てくるのです。工事請負
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費というのは、最初の年だけでよかったのかなと思うのですけれども、毎年工事請負

を行う事業というのは、どういうものを５年間毎年毎年工事請負するのですか。そこ

のところを伺いたいと思います。

それから、131ページの一部事務組合負担金なのですけれども、埼玉中部資源循環

組合の負担金です。私はずっと予算書とか事業計画の内容を見ていて、特にこの埼玉

中部資源循環組合というのは全部委託事業なのです。委託事業でやっていて、あれは

日本環境センターですか、それが最初にやっているのですけれども、８人の職員がい

るわけなのですけれども、一体８人の職員は何の仕事をしているのだと思うのです。

それで、それの検証というのはどうなのですかね。委託事業の内容とか職務をどの程

度本当にやっているのか。私は何をやっているのだろうとずっと思っているのですけ

れども、その金額を精査して、中部資源循環組合がこれがいいですよと言ったものを

そのまま出しているわけなのですけれども、そういったことってあるのかなと。事業

一つ一つを市町村が評価していくというか、必要なのか、これどこにあるのかと。不

動産鑑定はしょうがないとして、一体この職員たちは何の仕事をしているのですか、

伺いたいと思います。埼玉中部資源循環組合、あんまりです、これは。

その次ですけれども、同じ137ページなのですけれども、千年の苑推進計画が470万

6,000円なのですけれども、事業計画の委託先というのはもうあらかじめ決まってい

るということなのですかね。これをどのようにして選定していくのか伺いたいと思い

ます。

以上です。

〇森 一人委員長 以上５点になります。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 127ページの（８）、一部事務組合の斎場霊柩車事業費負担金

でございます。こちらにつきましては、比企広域負担金といたしまして667万6,000円

を予定させていただいてございます。こちらにつきましては、平成30年度に斎場整備

費ということで、これは一部事務組合のほうの予算でございますけれども、工事費２

億7,970万円、工事費といたしまして予定をさせていただいてございます。こちらに

つきましては、内容的にはこの広域議会の中である程度お示しをされている内容かと

思います。斎場の整備費、これ直近の工事費の概算でございますけれども、2018年か

ら2021年まで25億6,900万円の事業費ということになっているかと思います。
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その中で、負担金の割合でございます。こちらにつきましては、平成30年度の内容

でございますけれども、斎場霊柩車の特別会計、こちらにつきましての管理費につい

ての負担金はございません。整備費の負担金のほうにつきましては、7,200万円が負

担金ということで各構成市町村に割り振られているかと思います。それらにつきまし

て、均等割20％、人口割80％、そういった形で嵐山町の負担分につきましては667万

6,000円というふうな形で負担金のほうがお示しをされている状況でございます。全

体事業費で2019年度以降のものにつきましては、具体的にまだ町村の中で示されては

ございません。それにつきましては、この事業費のほうの負担金のほうの割合、また

地方債、基金等で事業を行っていくわけでございますけれども、そういったものの中

で地方債等をどういった形で利用するのかというものがまだお示しがされていないと

いうことの中で、その後の負担金の割合のものにつきましては、全体事業費の地方債

等、多分組合議会の中では、2018年から2020年までにつきましては負担金の額という

ものがお示しがされているかと思うのですけれども、充当率の中で多少金額が変わっ

ておりますので、全体事業費についての25億6,900万円につきましてはお示しがされ

ているかと思いますけれども、具体的な数字で示されているものについては、まだ

2018年しか市町村には来ていないというところが現状かと思います。

続きまして、128、129の災害廃棄物の処理計画でございます。こちらにつきまして

は、先ほども答弁をさせていただきましたけれども、災害廃棄物の基本計画を定めさ

せていただくものでございます。こちらにつきましての業務の委託のほうの内容につ

きましては、基本事項といたしまして、計画の位置づけであったり組織体制、業務分

担、情報収集等々があるかと思います。また、災害廃棄物の対策につきましては、量

の推計であったり処理能力、処理フロー等々、あとは収集運搬等の検討、そういった

ものが業務内容の中で計画のほうを策定させていただくというふうな内容になるかと

思います。業者のほうにつきましては、基本的にはこれは市町村が発注する計画でご

ざいますので、嵐山町のほうで発注方法については決めていくというふうなことにな

るかと思います。

続きまして、ポイ捨てのほうの工事費でございます。こちらも先ほどご答弁をさせ

ていただきましたけれども、この特定の区域につきましてのサイン等の工事費という

ことで見込ませていただいてございます。こういったものにつきましては、どこまで

をどういうふうに実施をするのか、30年度につきましては路面等への印刷ということ
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で、ポイ捨て禁止のシール的なものになるかと思います。そういったものを歩道上の

ところに設置を20カ所予定をさせていただいてございますけれども、そういったもの

をどこまでやっていくのかというふうなところになるかと思います。

続きまして、（３）の一部事務組合の埼玉中部の関係でございます。こちらにつき

ましては、負担金ということで、施設費のほうの業務委託等になるかと思います。仕

事のほうの関係でございますけれども、一般的にはこの中部資源循環組合の運営に係

る諸事業等、職員の方もやっていただいているところになるかと思いますので、職員

でできないものにつきましてはそういった形で専門機関に委託を行うというふうな内

容になるかと思います。

続きまして、千年の苑推進計画でございます。こちらにつきましては、今年度計画

策定でということで業者のほうを選定させていただきまして、発注をさせていただき

ました。それらをより細かい部分でのまた今後の計画をさせていただくものでござい

ます。そういった形で、一般的には今年度計画策定しているものを推進していくとい

うことでございますので、他町の例を見ますと、随意契約等々も視野に入れてという

ふうな形になるかと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 会議の途中ですが、暫時休憩いたします。再開時間を２時40分とい

たします。

休 憩 午後 ２時２９分

再 開 午後 ２時４１分

〇森 一人委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

渋谷委員から再質問になります。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 副町長のほうに伺うのですけれども、概略でもいいので、地方債と

か、それから今基金からどのくらい繰り入れて、何年くらいの地方債の返済になって

くるのかというのは概略でもつかんでおかないといけないと思うのですが、そこはど

ういうふうな形になっているのか伺いたいと思います。

それから、その次は災害廃棄物処理計画なのですが、発注に関しては嵐山町独自で

やるということですけれども、何も中部資源循環組合に合わせなくても、嵐山町で本
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来ならばやるべき計画であったのではないかと思うのですけれども、特に都道府県を

超えた策定とか、民間との連携とか、運搬とか、そういったものですよね。それにつ

いて、私はちょっとこれを見ていると、ほかの２市５町１村もやっぱりつくるわけで

すよね、吉見町以外。それが同じようなものをつくっていってはまずいので、そこの

点の独自性というのかな、嵐山町のしっかりした立ち位置を持って事業を選定する場

合、どのような形でこれから事業者を選定していくのか伺いたいと思います。

次ですけれども、ポイ捨て条例に関しては、まだ全然30年度以降は決まっていない

というふうな形でいいのですね。確認です。

埼玉中部資源循環組合のことなのですが、決算書はともかくとして、どのような事

業を実際にやっていて、言われるとおりのこと、ちょっと議事録なんかも読ませてい

ただいているのですけれども、進捗状況ばかり皆さん気になさっているけれども、本

当にこれが必要なの、これは職員でできることではないのかというふうなチェックが

全然されていないように思うのです。そこは、一旦管理者が決まって、管理者という

か、吉見町がやると決まったら、ほかの市町村はそれに対して全くこの評価というの

はしないのでしょうか。その点を伺いたいのです。特に今どの自治体も職員を派遣す

るのはとても厳しい状況だと思うのです。職員を派遣しているのにもかかわらず、事

業は全部委託に出すわけですから、そこの問題はちょっとチェックするべきだと思う

のですが、その点について伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 以上４点になります。順次答弁を求めます。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 それでは、私のほうから災害廃棄物の関係とポイ捨ての関係

につきましてお答えをさせていただければと存じます。

災害廃棄物の処理計画につきましては、先ほど渋谷委員のお話しのような形で、内

容的には町の防災計画等々から災害廃棄物の収集運搬であったり処理の計画等を策定

するものでございます。これにつきましては、最終的な災害廃棄物の処分のものにつ

きましては埼玉中部資源循環組合が処理をするというふうなところから、こちらのほ

うの計画につきましてはこの構成市町村が一律で平成30年度に策定をするというふう

な形になっております。業者等々につきましては、これは町が発注するものでござい

ますので、町の指名登録業者でこういった業務のできるところを選ばせていただきま

して、入札等々もこれは契約の方法も含めまして研究をさせていただきたいというふ
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うに考えてございます。

それから、ポイ捨てのほうの関係でございます。こちらにつきましては、利用者等

々ある一定のこの重点区域につきましては規制を加えるというふうな形になろうかと

思います。そういった中で、漏れのないような形で工事費、路面のサイン等につきま

しては順次見直しをさせていただきながら、路面のほうにサインを行うということで

の工事費ということで予定をしてございます。

私のほうからは以上でございます。

〇森 一人委員長 安藤副町長。

〇安藤 實副町長 私のほうからは、最初に比企広域が運営する火葬場についてです。

これまでいろいろ調査研究がなされ、一定の方向が出て、今課長が申し上げましたよ

うに、いよいよ建設が３年かけて始まると、こういう状況でございます。今委員さん

からは、例えば地方債をどのくらい発行するのか、返済はどうなのか、積み立てはた

しかしていたはずだけれども、繰り入れはどうなったのか、こういうことでございま

す。担当課は環境農政でございますけれども、その事業の打ち合わせ等に参加してい

るのは地域支援課でございまして、地域支援課の質疑のときに、その点については大

変申しわけございませんけれども、確認をその財源内訳、計画についてはお願いをし

たいというふうに思います。あらかじめご質問いただいておりますので、答弁ができ

るように準備を進めてまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。

それから、吉見の資源循環組合の件でございますけれども、チェックがされている

のかということでございますけれども、やはり一部事務組合、地方公共団体でござい

まして、担当課長の幹事会、それから我々副市町村長会議、管理者会議、そして広域

の議会と、それぞれの過程で検討がなされ、チェックもされているというふうに仕組

み上はなっているわけです。委員さんは、適正に運営されているか、あるいはチェッ

クがしっかり働いているか、そういうところを気になさっているのかと思いますけれ

ども、事業としては、この焼却施設の隣に熱回収施設、周辺施設というのをつくる予

定になっているのです。このことについてまだ一定の方向性が決定をしていないとい

う段階です。それぞれ調査研究をされています。どういう運営方法にするのか、どん

な施設にするのか、この辺についてはしっかり我々のところでも議論しております。

公表になっている部分と公表になっていない部分があるかもしれませんけれども、ご

心配いただいているようなことについてはそれぞれの段階でしっかり議論をして前に



- 181 -

進んでいるということでございまして、都市計画の決定ですとか、そういった法手続

にちょっと時間がかかっておりまして、当初予定していたよりも、その部分について

おくれているというふうに思っております。新年度については、大きな仕事とすると

用地の取得事業、これが大きな仕事でございまして、それらが予算化をされていると

いうことでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 地域支援課のところで質問してくださいと言われたのですが、火葬

場のいろいろな利用状況、これは環境農政課の担当になっているので、私は環境農政

課で質問をするものというふうにてっきり思っていたのですけれども、そうするとこ

のお金の出し入れに関しては環境農政課がやって、そして実際にかかわっているのは

地域支援課になってくると質疑のしようがないのですが、こういった場合、両方書い

てもらうしかないのですかね。これどうしたものだろうと思って今聞いているのです

けれどもということを１つ伺います。これに関しては、どっちにしても情報公開請求

しないと無理だろうと思いますので、いいのですけれども、そのつもりでいます。

その次ですけれども、一部事務組合負担金のことで、埼玉中部資源循環組合のこと

ですけれども、現実には何が問題かというところで事業は進んでないですよね。事業

を進めているというふうな形でずっと私も議事録を読んでいて、幹事会、そういった

議事録を読んでいて、これは全く進んでないわというふうに思うのです。これは全く

進んでいないのに、事務局長が進んでいるようにいろいろ発言していますけれども、

実際には進んでいないですよね。それに皆さん惑わされていて、だからここで職員は

何の仕事をしているのかということがわからないのです、見ていて動いていないです

から。全然動いていないですよね。それをどこがチェックしていくかということの問

題なのですけれども、例えば私は小川地区衛生組合だったら、副町長が発言されて、

これは委託事業にしないというふうに自分たちでやっていくというふうな形の発言を

なさっていたりしていて、なるほどというふうに副管理者として適切な発言をされて

そういうふうな形になっていくと思っているのですけれども、ここのことに関しては

どこもチェックする機関がないのです。そういうふうな形でいながら予算を出してい

くわけですよね。職員を派遣していくわけですよ、各市町村が。そこは非常に各自治

体にとって問題だし、これから１トン１億円の処理費になるというふうに今変わって
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きていますよね。そういったことも含めてチェックする機関がないのです。そこをど

こでチェックしていただくのか、この予算は本当に適当なのかどうか、予算は余った

ものは返還するのではなくて基金に積み立てていますよね。それでやっているから、

2,666万円ですか、それで今年度は済んで、300万円ぐらい実際には少なかっただけな

のですけれども、そういうふうな形でやっていって、これはいつまでこういうふうな

形を続けていくのか、どこでチェックをしていくのか、広域組合になってくると、大

きな施設建設に関しては全くチェックの機能が働かない。それで、せめて管理者や副

管理者がそこのところでチェックする力がなければ無理ではないでしょうか。そこの

ところをちょっと伺います。

〔何事か言う人あり〕

〇渋谷登美子委員 比企広域ではなくて、埼玉中部資源循環組合の予算についてどうい

うふうにしてチェックしていくかということを伺います。

〇森 一人委員長 よろしいですか。答えられる範囲で答弁をお願いいたします。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 中部資源循環組合のご質問についてお答えをさせていただきます。

事業がおくれている、事務局長がというふうなご質問の中にありましたけれども、

今地権者の同意をいただいて用地買収に入るという非常に大事な局面にございます。

そういった面でも担当者、担当事務局長は非常に丁寧に説明をし、粘り強く事業を進

めているわけでございまして、見方によっては少し今お話しのような面も感じられる

かもしれませんけれども、この事業の完遂に向けて努力をさせているというふうに我

々は感じています。それから、チェックをする機関がないのではないかということで

ございますけれども、地方公共団体、地方自治法に基づいた組織でございまして、そ

れぞれ法律に基づくチェック機関、例えば監査機構もございますし、先ほど申し上げ

たような組織もございますし、そこで法律的にはチェックが働いているというふうな

ことでございまして、ぜひその点についてご理解を賜りたいというふうに思います。

以上です。

〇森 一人委員長 再々質問の第１問目になりますが、お金の出し入れが環境農政で、

担当は地域支援課ということで、難しい面があるけれども、どのように質問を通して

いったらいいかということでございます。

〇安藤 實副町長 失礼しました。予算書に担当課として環境農政課と記載がございま
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すから、委員さんおっしゃるとおりですけれども、実際の中身を承知しているのは比

企広域市町村圏組合の事務局等、自分の事務分掌上、そこにかかわっている組織とし

て嵐山町では地域支援課があるということでございまして、予算の内容については、

担当課は当然承知をしておりますけれども、全体のこと、財政計画についてのこと、

比企広域市町村圏組合の運営に関すること等は地域支援課が承知しておりますので、

大変お手数でございますけれども、地域支援課はこれからでございますので、そこで

……

〔「終わっています」と言う人あり〕

〇安藤 實副町長 そうだったですね。失礼しました。では、総括のところで、委員さ

ん、お願いできないでしょうか。よろしくお願いします。

〇森 一人委員長 ほかに。

松本委員。

〇松本美子委員 それでは、何点か質問をさせていただきます。

まず、126、127にかけてになると思うのですけれども、外来生物の関係ですが、何

人かの方が質問したようですけれども、違う観点から、申しわけないですが、質問さ

せていただきます。こちらにつきましては、事業の概要というところには、アライグ

マ等ということは、その等というのはハクビシンも入るという意味でよろしいでしょ

うか。それが１点です。そうしまして、嘱託員への報酬の関係ですけれども、減額分

については、違う方が聞いたので、わかりましたけれども、こちらの方は何人ぐらい

いらっしゃって、もちろん資格がないととれないのでしょうけれども、資格者なので

しょうかということです。

それから、次のページになりますけれども、ポイ捨ての関係で、これもいろんな角

度から質問等がありましたけれども、前回文教の常任委員会のほうで特定事件という

ことで上げさせていただき、いよいよ始まるのかなというふうに思っています。そう

いった中で、禁煙等の周知看板作成業務委託というところの中にはいろんなものが入

っていて、答弁等をしていただいてありますけれども、喫煙場所というか、そういう

ものを、駅に近いところというのですか、駅前というのですか、そういうところには

ぜひ必要ではないかということで、そこでたばこを吸う方については吸っていただく

ようにということの認識で、文教のときには町のほうに条例でということで上げてい

ったような気持ちがしますけれども、その辺のことにつきまして、１点だけですけれ
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ども、お尋ねをさせていただきます。

それと、138、139ですけれども、農業用施設の整備事業で、今年でこれは、ため池

の関係になると思いますけれども、終わるのかなと思っています。そういった中で、

前年度が２カ所やったということですよね。それから、お聞きしたいのは、測量設計

委託というところなのですが、どのような設計の内容で今度の川越沼、岩沼のほうを

実施するのかお尋ねします。

それと、141ですけれども、140と141ですね。農業振興費のほうの関係なのですけ

れども、減額分も182万6,000円ほどありますが、こちらにつきましては委託料の関係

で、1,620万円の委託料が入っています。そういった中で、どちらにこれは委託をし

て、寄居町のほうの県のほうの関係もかかわってくるのかなというふうに思いますけ

れども、こちらの伐採や何かは、これは農振の関係などいろいろあるので、きれいに

して、何カ所もきれいにしてあるところがありますけれども、これは基準というか、

何かこういったものがあるのか、なくて、どなたかが町内を見て、ここはどうしても

必要でしょうというようなこと、それともちろん地主さんがおりますから、地主の関

係、周囲の関係とかいろいろあると思うのですけれども、そういった形でどこを選定

していって、何カ所ぐらいを今年度はやっていく予定なのかお尋ねします。

以上です。

〇森 一人委員長 大きく分けて４点になります。順次答弁を求めます。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 まず、126、127の外来生物でございます。こちらにつきまし

ては、アライグマのほうを捕獲ということで予定をしてございます。そちらを実施す

る方ということでございますけれども、こちらにつきましては町の嘱託職員というこ

とで、１名が巡回をして回収等に当たるというふうなところでございます。

続きまして、16のポイ捨ての関係でございます。こちらにつきましては、他の委員

さんにもお答えをさせていただきましたけれども、周知看板、自立型であったり、フ

ェンスのほうに設置する看板ということでの業務委託料、また路上への表示というこ

とで工事費を予定させていただいてございます。喫煙場所の設置につきましては、特

に予算的には今のところ考えてはございません。

続きまして、138、139のため池につきましては担当よりお答えをさせていただきま

す。続きまして、140ページの里山の伐採委託料でございます。平成30年度につきま
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して、事業の面積といたしましては約５ヘクタールを今予算要求ということで県のほ

うに申請のほうを予定をしてございます。基本的には、伐採箇所といたしましては、

一般的には公共性の高いところであったりイノシシ等のねぐらということで、一般質

問等々でも答弁をさせていただいてございます。平成30年度の予定につきましては、

大平山の山頂であったり、千手堂、鎌形、花見台、越畑のエリアを５ヘクタールほど

予定をさせていただいてございます。

では、ため池のほうにつきましては担当のほうからお答えさせていただきます。

〇森 一人委員長 飯塚主席主査。

〇飯塚 毅環境農政課農業振興担当主席主査 それでは、ため池のほうにつきましてご

回答させていただきます。

ため池の調査としまして、平成25年のときに一斉点検ということで点検をさせてい

ただきました結果に基づきまして、順次詳細な調査のほうを進めさせていただいてお

ります。そうしまして、その中で警戒すべきため池ということで、豪雨と地震という

ことで、国の調査の基準に伴いまして、算出した根拠に伴いまして、出たため池につ

いて再度調査を行っております。今年度が相模沼、石倉沼の谷沼、それと三ツ沼の下

沼ということで、平成29年、今年度にかけて調査をかけております。そうしまして、

来年度補助事業で対象となるため池の最後のため池としまして川後岩沼のほうを調査

させていただきます。調査の内容につきましては、平面測量と土質調査と解析調査と

いうことで調査のほうを実施しています。よろしくお願いします。

〇森 一人委員長 松本委員。

〇松本美子委員 それでは、再質問させていただきますけれども、ポイ捨ての関係なの

ですけれども、周知していくところは、掲示板が１カ所だけだとか、あるいは路面だ

とかということで、さっきの方が聞いたときに回答があって、またもう一度回答して

いただきましたけれども、それはわかりましたけれども、これを表示していくことに

よって、喫煙の場所が１カ所もなくて、そうしましたら、そのエリアのところまで来

ても、捨てるところもなかったり何かして、そこにおりた方や何かがぱっと捨ててい

くところがなかったりしたら非常に困るのかなと思うのです。電車や何かでぱっとお

りてきて、そういうときには、喫煙のところの看板ももちろん必要ですけれども、そ

このところでは捨てていけますよとか、何かそういったことでやっていかないと、ほ

かのところばかりが進んでいって、これだけが置いてきぼりになってしまったら、ど



- 186 -

んなふうな考えを持っていますかね。そこのところがちょっと理解できないのですけ

れども、お願いします。

それから、沼の関係につきましては、30年度で測量設計、設計の内容は今お聞きし

たようなことだということですから、わかりました。それに、すみませんけれども、

127に戻りますけれども、外来生物の関係になってしまうのですけれども、これはあ

くまでもアライグマだけのことで、ハクビシンに関しては、一緒にこれを対応してい

って、箱とかわなとかを仕掛けながらやっていき、嘱託員さんがそれを何日かで見回

って歩きながら捕獲していろんな生態を調べていくのかなというふうに思ったのです

けれども、あくまでもアライグマのみということで、確認みたいになってしまってす

みませんが、よろしいということでしょうか。それと、最後の141ページの林業振興

の関係なのですけれども、30年度は、場所的にも何カ所か言っていただきましたけれ

ども、こういったところにつきましては、大平山なんかはもちろんですから、別とし

ましても、違うところにつきましては、要望とか、あるいはどのような方法でこうい

う場所を選定し、決定をしていくのでしょうか。

以上です。

〇森 一人委員長 ３点になります。順次答弁を求めます。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 まず、１点目のポイ捨てでございます。こちらにつきまして

は、先進地等をまた調査させていただきながら、どういった形が一番いいのか、当然

電車等でおりてこられた方等につきましてはやはり一服したいというふうな方もいら

っしゃるかと思います。専門機関、ＪＴ等、事例もございますので、予算等は計上し

てございませんけれども、必要に応じてその辺は調査をさせていただければなという

ふうに考えてございます。

続きまして、外来生物でございます。大変失礼いたしました。こちらの外来生物の

ほうの嘱託員につきましては、先ほど他の委員さんのほうからもお話をしていただき

ました。予算配分といたしまして、外来生物につきましてはアライグマというふうな

形で、ハクビシン等につきましては、これは農業支援事業の中で嘱託職員ということ

で報酬のほうを見させていただいてございます。そういった割合で、ハクビシン等に

つきましても同様な形で駆除は実施をしているということでございます。

３点目の里山の関係でございます。こちらのほうにつきましては、こちらからも先
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ほどお話がございましたけれども、公共性の高いところ、また当然地域等からも、町

道への里山等の倒木ではないですけれども、覆いかぶさっているようなエリア等々も

ございます。そういった公共性の高いところにつきましては、区長さん等からのお話

の中でも調査をさせていただきまして、実施をした経緯もございます。基本的には、

公共性の高いところということが一つの事業採択の要件でもございますので、そこは

現地を見させていただきまして、ご判断をさせていただければなというふうに考えて

ございます。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

安藤委員。

〇安藤欣男委員 今３点しようと思ったのですが、いいです、２点で。

131、これはごみの関係です。収集運搬事業、先ほど畠山委員からも質問がござい

ましたが、増額になっております。パッカー車の関係だということなのですが、ごみ

集積所が各地にあるわけだけれども、集積所がきちんとしたところがあるところはま

だいいのですが、ないところもあったり、いろいろするのですが、箇所はふえている

のですか。ふえていないのか。それで、集積所としてのきちんとしたものがあるとこ

ろ、ないところ、それはちゃんと把握しているのでしょうか。

それを何で聞きたいかというと、市街化区域の中でなかなか設置する場所がないと

ころ、これについては苦労しているのです。その地域で、分別の入れ物、そういうの

が当番で持っていったりしています。だから、この仕事が大変ネックになってきてい

るというふうに聞いているのですが、この問題についてはどういうふうな捉え方を今

後していくのか。ごみ集積所については、かつては補助金があったのですが、今は何

もありません。そんなことで、私どもも大分傷んできたので、手を入れたり、去年も

塗装をしたり、そこは地元の使っている者がやろうやと言って、金を出し合って塗装

したりしています。隣の区なんかもそういうふうにやっているようですが、こんなこ

とでそれぞれ地域で守っているのですが、今いろいろ申し上げたのですが、この集積

所の数がふえているのかということと、建物がないところ、これが何カ所あって、そ

れがどういうふうなやり方をしていったらいいのか研究をしているのかどうか、その

辺も含めてお願いしたいと思います。

それから、次は139、川口さんからもちょっとあったため池の関係なのですが、比
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企丘陵農業遺産推進協議会負担金、これは昨年から出てきていまして、５万円です。

私も先般要請があって、立正大学のほうにフォーラムに行ってきましたが、今年日本

世界農業遺産の登録に向けて申請をしますと言っていますが、広範囲でこの協議会が

できているようです。今後、隣町が事務局でやっているわけですが、嵐山町がこの事

業を推進するためにどういうふうなことをやっていかなければならないのか。負担が

うんとかかってくるのか。ため池ですから、今大分守っていくのに苦労しています。

それは、この調査をしたりなんかしているわけですが、それ以外の苦労はやっている

わけでして、その部分をこの協議会に入って推進をしていく、なおかつそれが遺産と

して認められて登録になった場合にどういうふうなメリットが出てくるのか、その辺

がわかりましたら、わかる範囲で結構ですけれども、お願いしたいなというふうに思

います。

〇森 一人委員長 大きく２点になります。順次答弁を求めます。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 まず、１点目の131ページのごみ資源収集運搬事業でござい

ます。主に集積所等の関係かと思います。基本的には、ごみの収集運搬につきまして

は町の責務として実施をさせていただいている状況でございます。集積所等につきま

しては、地域の美化推進員さん等を中心に区長さん等と地域でお話し合いをいただき

まして、集積所の位置等につきましては、設置の状況等をこちらに届け出をしていた

だいてございます。基本的には、燃えるごみにつきましては指定の袋、また瓶、缶等

につきましてはかごに入れていただきまして、指定の日に出していただくと。そのか

ごにつきましては、町が用意をさせていただきまして、古くなったもの等につきまし

ては入れかえで配布をさせていただいている状況かと思います。集積所の形態につき

ましては、そこの地域によって条件がさまざまでございますので、ある一定の地域に

つきましては施設的なものをつくって、そちらの中でやっていただいているところ、

また市街地等につきましては、用地の問題もございますので、道路の路肩の中で交通

に支障のないような範囲の中で、飛散防止のネット等をつけていただいての状況とい

うふうにやっていただいているかと思います。その辺の管理状況につきましては、地

域にお願いをさせていただいてございますので、詳細については把握してございませ

んけれども、集積所につきましては、各場所につきましては町のほうに設置等々の届

け出をお願いしてございます。また、市街地につきましては、ある一定の戸数以上の
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集合住宅等々につきましては、その施設を管理するところで建築の際にご協議をいた

だきまして、パッカー車が止められるような形態のところに設置をしていただくとい

うふうなことで開発時点で指導させていただいているのが状況かと思います。

続きまして、139ページのため池の補助金のほうでございます。こちらにつきまし

ては、平成30年度に日本農業遺産等々で認定に向けて、今協議会の中で構成市町村と

ともども事業の推進に当たっている状況でございます。先ほど委員さんのお話の中に

も、フォーラム等も開催をしながら、また必要に応じて構成市町村、こちらにつきま

しては東松山市、寄居町、滑川町、吉見町、小川町、熊谷市、深谷市等が構成市町村

でございます。また、関係する農業団体にも賛助会員としてお願いしている状況でご

ざいますけれども、そういった中で推進をしたメリットでございます。こちらにつき

ましては、富岡等々の世界遺産等も近隣であるわけでございますけれども、そういっ

た形でのネームバリュー等、やはり地域を知っていただくこと、またそれをもととい

たしまして、ため池農法であれば、水田が中心になるかと思います。そういったもの

のブランド化等、今後考えていく中にはそういったメリットも出てくるのかなという

ふうなところが担当といたしまして考えているところでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 安藤委員。

〇安藤欣男委員 ごみの関係ですが、確かに最近まとまって新しく住宅ができている。

これは今課長から答弁あったように、その開発の段階で集積所が設けられていますよ

ね。だから、それは結局業者が回る範囲が広くなったりするのでしょうけれども、そ

れはそれで必要なことだからということで、この開発の段階でそういうふうにした、

これは賢明だと思います。ただ、そういうところではない今路肩等に置いているとい

う、ここの部分、これが何カ所あるのか把握していないというのだけれども、そこの

ところに収集日にその分別の入れ物を当番で持っていくらしいのです。その当番が持

っていくといったって、高齢化してきていまして、なかなかこの当番が来ても持って

いけないと。その役ができないと。ここで今ネックになっているということを聞きま

す。うちはそのエリア、隣組から抜けざるを得ないとか、そうした問題まで起こって

きているのです。町とすれば、各家庭から出るごみはできるだけ収集をしたいという

ものがあるわけですけれども、そういう現状の困っているところというのはちゃんと

把握して、どうやったらいいのかと。設置するというか、集積場所があれば、そこに
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個人が持っていけば、ごみ入れがあれば、そこに分別で入れればいい話なのだけれど

も、それができないところが一番困っているのだと思うのです。そこのところは、把

握をしていなかったら把握をして、これは一番家庭で高齢化した中で困っている問題

だというふうに私は思ったのです。農村部のほうは、つくる場所があるから、まだい

いのです。そこのところをやっぱりやるべきだというふうに私は思うのです。

あと、この農業遺産の関係ですけれども、時間が経過してすみません。どういうふ

うに進めたらいいのかということがまだきちんとエリアが広い中で協議がされ切れて

いないのかなというふうに、現実的にはそういうふうに感じました。大事なことでは

あるのですけれども、町として何をやるかというのを詰めていく必要があるかと思う

のですが、それは答弁に出てこないと思うので、今後ひとつ研究してもらいたいと思

います。

以上です。

〇森 一人委員長 １点です。答弁を求めます。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 ごみ収集の関係でございます。こちらにつきましては、その

個人の家庭状況等にもよるかと思います。そういった中で、まず集積所の管理運営に

つきましては地域にお願いをしている部分がございますので、ここのところにつきま

しては地域力でお話し合い等々をしていただきまして、その中でご検討ができればな

というふうに考えてございます。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 １つだけ。136と137ページのさっきから出ているラベンダー園の千年

の苑事業なのですけれども、今回はこれを農業支援事業から切り離してこういう形で

独立されました。ちょっと確認しておきたいのは、この国庫支出金が3,069万9,000円

あります。恐らくこの中で、この支出のほうに充当できる使えるというものと、こう

いうことには使ってはいかぬというのが分かれているのではないかと思いますけれど

も、来年も財源計画の中では同じような金額ありますので、その辺だけちょっと確認

をさせていただきたいと思います。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。
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杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 こちらにつきましては、国庫支出金、町債ということで、財

源のほうは特定財源ということで上げさせていただいてございます。基本的には、こ

の国庫支出金の中で土地購入費、物件補償費等につきましては除かれているというふ

うな状況でございます。

以上です。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 物件購入費と土地購入費には充てられないと。それ以外のこの千年の

苑事業の補助金である運営管理に係る2,580万円相当、それに充てることはいいのだ

よというふうな捉え方でよろしいですか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 一般的には推進員の報酬からございます。そういった中で、

こちらの役務費等につきまして、この手数料35万1,000円というものがあるかと思い

ます。こちらにつきましては、今千年の苑の名称の商標登録等を考えてございます。

そういった中で、こちらにつきましてはまた担当部局との調整というのはあるかと思

いますけれども、それ以外のものにつきましては基本的には推進交付金のほうの財源

のほうに充てられるというふうに考えてございます。

以上です。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 この後また来年のこの事業の補助金として約2,900万円ぐらいが見積

もられております。これは当然30年のプレオープンを経て、先ほども説明があったよ

うに、いろいろな追加のものがあるのだと。面積がある程度拡大していくことによっ

てその補助金が増額しなくてはならないというような理解でよろしいのかどうか、確

認させてください。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 基本的には、31年度の事業をもちまして、この推進交付金を

使ったハード的な整備は終了というふうに考えてございます。工事費等につきまして

は、まだ31年度については概算で、約10ヘクタールの中にラベンダーを植え切ると。
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その中の散策道、ロープ柵等を必要に応じて予算要求をしていくということで、ハー

ド面につきましては31年度で一定の終了をさせていただけるというふうに考えてござ

います。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 質疑はないようですので、環境農政課及び上下水道課に関する部分

の質疑を終結いたします。

ここで休憩といたします。入れかえのみです。

休 憩 午後 ３時２６分

再 開 午後 ３時２８分

〇森 一人委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、企業支援課に関する部分の質疑を行います。

各委員に申し上げます。慎重審議はもちろんのことでございますが、時間的なもの

も押してまいります。スムーズな委員会進行にもご協力ください。

説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして、簡潔かつ明瞭な答

弁、説明をお願いしたいと思います。

それでは、質疑をどうぞ。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 １点だけお願いします。142ページと143ページです。きのうこういっ

たものが示されました。142ページと143ページの地域活力創出拠点管理事業です。こ

ちらの条例でも管理条例みたいなのができまして、この予算を見ますと……

〔「関係あるの」と言う人あり〕

〇青柳賢治委員 企業支援課だから関係あるだろう。私が聞きたいのは、この場所の管

理的なもの、この程度の金額でおさめていけるのかどうかというのをまずお聞きして

おきたいのです。

〇森 一人委員長 中村副課長。

〇中村 寧企業支援課商工・観光担当副課長 それでは、お答えさせていただきます。

143ページに計上されております地域活力創出拠点の管理事業でございますが、消
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耗品、光熱水費、修繕料、火災保険料、清掃委託料等がございます。この清掃委託料

以外は、施設全ての予算を計上してございます。しかしながら、清掃委託料につきま

しては、施設の２階の奥にございます障害者用トイレと男女のトイレ、こちらの清掃

を計上いたしておりまして、１階部分でございますが、今のところ観光協会様に事務

室のほうを使っていただくような協議をしておりますが、１階のトイレは主に事務室

用のトイレでございまして、観光協会様にそちらの清掃管理のほうはしていただくよ

う、計上しておりません。なお、１階のトイレですが、緊急的に事務員以外の利用者

の方でも使っていただけるように配慮のほうはしております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 そうすると、今までの関連の補正予算でいろんな設備が全部そこでで

きてしまって、新たに追加していくものがないからこの予算でいいのだよという説明

でいいのかどうか。引っ越し費用だとか、そういうのは全部入っていないよね。そう

いうのは今全部計上されていると説明されたでしょう。その辺を含めて、ちょっとこ

の金額ではどうなのかなというのが私はあるものだから、聞いているわけであって、

さらにはいわゆる観光協会入るということは、それでもいいのだけれども、ただあそ

こを今度例えばイベント広場だとかスペースのあるところの物産販売の場所なんかを

そうすると、結局観光協会のほうにある程度それを委託していくというような形の新

年度からの予算というような捉え方でいいのですか。

〇森 一人委員長 中村副課長。

〇中村 寧企業支援課商工・観光担当副課長 お答えいたします。

観光協会の引っ越しの費用につきましては、観光協会のほうで負担していただくと

いう協議が進められております。なお、イベントの広場の物産等も含めての維持管理

につきましても今後観光協会との協議を詰めてまいるところでございます。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 そうすると、全てが窓口になってくるところがある程度観光協会が観

光案内から、それから下の物産販売なんかも含めて担当してやっていくというような

形になるのかなと思うのですが、新しいものができて、そのオープンが４月の何日に

なると聞いていますけれども、やはりスタートが肝心になってくるということなので

す。今まであった施設とは違うのだぞという意識が大事だし、しっかりと町におりて
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きた人たちにもアピールができるような場所にしなくてはならないし、そういう意味

では、ただ就労の相談に行く人たちの60万くらいの募集しかなくて、あそこの場所を

果たして生かしていけるのかなというふうに心配するものですから、こういう発言を

させてもらっているのですけれども、その辺についても十分この予算で対応していけ

るのだというふうに担当課としては考えているのですか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

中村副課長。

〇中村 寧企業支援課商工・観光担当副課長 お答えいたします。

何分期待されている施設ながら、さまざまな機能を兼ね備えた施設になっておりま

す。ここで発信して、観光協会さんのいろいろな協力も得ながら、不足のものについ

ては今後皆様にまたご理解をいただき、よりよい管理ができるように協議をしていき

たいと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

長島委員。

〇長島邦夫委員 少しかかわるかもしれませんけれども、違うところから質問させてい

ただきますけれども、最初に143ページの嵐山まつりの運営事業費、昨年は50周年が

あったから、当然アップして、それなりの事業をなさったというふうに思っています

が、もともとそう多くない事業費なのです。もちろんそこに参加する方というのは、

住民の人に自分たちのやっているものの広報ですとか、またともに一緒にお祭りです

から、楽しむというふうなところを考えて参加するのではないかなというふうに思い

ます。ですけれども、そういう部分で下げていくというところになると、事業が半減

されても仕方ないのだというふうな感じに受け取れるのですが、下げた考え方をお伺

いいたします。

それとまた、次にまた下げられた話になってしまうのですけれども、地域商業等活

力創出支援事業、中心市街地の活性化について、町ではしばらくここに援助をしてい

ただいて、もう十何年たつでしょうかね、ずっと同じ予算をつけていただいて、商工

会のほうでもいろんなものを考えて、一番最初はさくらまつりだったというふうに思

います。いつもここでこんなふうな話をしているような気がするのですけれども、そ

れから空き店舗の対策、または朝市、夕市、フリーマーケットについては今は中止し
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ておりますが、そのような事業をしておりました。ところが、町のほうから商工会の

ほうには予算減額をすると。そのような通知が行ったということで、商工会とすると

困惑しているところもあるというふうなことでございます。実際どのようなものを町

としては下げても仕方ないのだと。それよりどこかに、今駅前の話が出ましたが、そ

ちらのほうに力を入れていくのだと。いろいろ交錯しているかなというふうに思うの

ですけれども、下げた理由をお聞きしたいというふうに思います。

〇森 一人委員長 ２点になります。答弁を求めます。

中村副課長。

〇中村 寧企業支援課商工・観光担当副課長 お答えいたします。

まず、１点目でございます。嵐山まつり実行委員会の補助金の減額でございます。

昨年町制50周年に伴いまして、記念イベントとして若干補助金のほうを上げていただ

きまして、成功に終わったところでございます。しかしながら、今年は通常の、今回

は第37回になりますが、祭りになりまして、通常ですと210数万円という補助金です

が、今回200万円を切っているということで、大変実行委員会としても厳しいのです

が、構成としては７部会ございます。プラス本部でございまして、そちらの補助金の

ほう、これから第37回の実行委員会が開かれると思うのですけれども、そちらでこの

減額のほうを各部会で分け合いながら、その減った分、創意工夫で37回を迎えるよう

な協議を会議でしていきたいと考えております。

続きまして、商業等地域活力創出推進委員会の補助金でございます。こちらの補助

金につきましては、以前活性化会議という補助金の流れで29年度よりこの活力創出推

進委員会という会議になりました。こちらの推進費なのでございますが、今年度に例

えますと、町のこの補助金が200万円入っております。そのほか、観光協会様、商工

会、各部会の商業部会等による補助により約300万円ほどの予算規模で運営してまい

りました。主に支出のどういうものに使われているかということにつきましては、ま

ず大きいものは朝市です。これは毎月第３日曜日に開催してまいりました。続きまし

て、さくらまつりのほうにも活性化の事業として充ててまいりました。続きまして、

駅前の県道の停車場通りにありますボックスショップ停車場の運営費に充てておりま

す。このような事業に充てておりましたが、特に朝市とレンタルボックスの運営につ

きましては大変長い月日がたっております。長く続けましたところ、もう一つ、ここ

で一工夫していただきまして、補助金のほうは、この事業等に限らず、さくらまつり
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もそうでございますが、補助金が半分ということは大変厳しいとは思いますが、長く

継続してきた事業だからこそ、いま一つ、委員さんもかなりたくさんかかわっている

方が多うございますので、ここで財政のことを言ってしまうと、どこもそうなのです

けれども、そうした中少ない予算で最大の効果ということで、皆さんでぜひ知恵を出

していただいて、この金額の半減した中で活性化に取り組んでいただきたいというも

のでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 長島委員。

〇長島邦夫委員 それでは、質問させていただきますけれども、この嵐山まつりについ

ては、どなたもほとんど無報酬で頑張るのだというふうなやり方で、自分のお金を出

してまで、お昼なんかには、ないときにはみんなで出し合ってお昼を食べたり、少な

いときは、その予算がなければ自分で出して食べなくてはならないですから、そのよ

うな状況の中でやってきているのです。そういうところで年に１度楽しむというとき

のところが総括的に全体的にこの予算でやってくださいよと。こういうので、その中

で何か知恵を出してくださいよというのだと、これは逆だと私は思います。私も何回

かそこの副というのをやりましたから、わかりますけれども、そのやっているときは

余りそんなこと感じなかったですけれども、いざ周りから見て、下げてというのを見

ると、ちょっと寂しい感じがします。知恵を出してほしいというのであったら、もう

ちょっと上げていただかなくては。そこで考えてくださいよと。それでないのだった

らしようがないというふうな気持ちには私なんかもなりますけれども、最初からこの

指示された単価の中で商工会で幾ら、時代まつりで幾ら、どこでも厳しいあれでやっ

ているわけですから、そこを下げられたら意欲的なものはなくなってしまいます。正

直な話がこれは本当にきついと思います。ですから、再考できるのだったら、これか

ら委員会があるということであれば、委員会で少しでも検討していただいて、少しず

つでも皆さんが楽しむ、町民が本当に年に１回のお祭りを楽しむ方向に考えていただ

くようにやっていきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。

それと、ボックスショップの話が出ましたけれども、確かにもう10年もたってくる

と、最初はチャレンジショップですから、チャレンジショップからチャレンジでやっ

ていってもらうのに、いつまでもそこでしがみついているようなあれだと非常にうま

くないのだと思ったこともございます。ただ、一遍に半減となると、商工会のほうで
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も驚いているのではないかなというふうに思います。実際的に朝市も話を聞くと、も

うとんとんで、ただ広報紙を出すだとか何かをするというのはちょっと厳しいなと、

そんなことも言っていました。ですけれども、フリーマーケットなんかもなくなって

しまったのです。予算的にないから、できなかったのです、早い話が。それは、人気

がないとかなんとかということもありましたけれども、知恵を出し合っていくといい

ますか、知恵はさんざん出して、嵐山町に向いていることをやってきたわけです。そ

このところを考えると、やはり商工会の役員さんも大変だなと。知恵を出して、自分

のお仕事の中で時間を割いてやっているわけですから。朝市なんかでも業者さんがた

くさんいたのがどんどん半減されたり、新しい人を探したりなんかして一生懸命頑張

っていますけれども、場所であっても雨打ちではできないし、いつもテントを張りな

がらやっているわけです。ですから、そういうところを少し考えていただかないと、

さっきの話と同じですけれども、知恵を出すにも限界があるということ、それは思っ

ていただかないと。その点から考えて、あくまでも知恵を出してと言いますから、ど

ういう知恵を出したらいいのか、その点をお願いします。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

中村副課長。

〇中村 寧企業支援課商工・観光担当副課長 お答えをいたします。

長島委員おっしゃることは、全くそのとおりだと思います。ただ、今までこのよう

な減額の提示、嵐山まつりもそうですが、特に商工会については半減ということで、

このような厳しい提案をして検討したことはございません。まず、現実的なこの数字

の中でいろんな議論が出ると思いますが、まずこれで検討していくということが一番

の課題かと思います。それに伴いまして、私もこの委員会に参加している身分でござ

いますので、親身になって各委員さんと話し合いを持って、どうにか解決したいと思

います。ちょっと答弁になるかどうかわからないのですが、以上です。

〇森 一人委員長 岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 補足的にお話しさせていただきたいと思います。

〔「総括質疑のときに」と言う人あり〕

〇岩澤 勝町長 また言ってもらって結構です。商工会の全体のあれを考えていただき

たいのです。ここのところのこの予算だけこう見ると、そこのところは確かに減って

いるのです。しかし、この商工会に補助金というので480万円とか出ているわけです。
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それから、利子補給等が出ている。こういうものというのは、特に商工会の補助金と

いうのは、商工会はどこでも会費でやるわけなのです。そして、県からの応援の助成

金でやる。しかし、嵐山町の場合にはその会費を応援していこうということで、ここ

のところは商工会の事業の指定事業というものの中の割合の中にこれを組み込んでと

いいますか、そういう形でこれをずっと応援してきているわけです、町からは。です

から、事業の金額だけではなくて、商工会全体に対する応援のお金というのもここに

入っているし、利子補給というのも、利子が高くてどうしようもないようなときがあ

ったわけですけれども、そのときに始まった利子補給なのです。しかし、今は利子と

いうのはあるのかないのかというような状況ですから、本来的にそれを考えていけば

これもなくていいと思うのです。だけれども、そうではないよと。お金を楽に借りら

れる企業とそうでないところというのはあるのだよと。商工会というのはそういう会

なのだと。なので、ここのところに利子補給というのは残して、それで小規模企業も

しっかり資金需要があるときには使えるような形をとっていこうということで、こう

いうのを残してきているわけなのです。ですので、担当のほうも苦しい答弁をさせて

いただいたですけれども、同じ祭りでも、先月会議がありました嵐山夏まつり、こち

らのほうは一切この町のほうから応援のあれが行っていないわけですけれども、あれ

だけの活気あるお祭りをつくり出していただいていますので、ぜひ今担当のほうから

答弁がありましたように知恵と気力を出していただいて頑張ってもらいたいなと、そ

んな感じがいたします。

〇森 一人委員長 長島委員。

〇長島邦夫委員 嵐山まつりのほうだけ。最後の２点目であった商工会の関係について

は、また後であしたやらしていただきますが、嵐山まつりのほうについても今比較的

に、夏まつりの話が出ましたけれども、夏まつりについては私かかわったことがござ

いませんが、やっぱりどこも資金的に厳しくて、結局自分たちのボランティアで、自

分も提供するけれども、自分で楽しむと、そしてあとは足らないところは寄附を頼む

のだと。さくらまつりの花火だってそういうことですけれども、そういう中で今でも

この事業というのはできて、成長してきたのだというふうに思います。ですから、そ

ういうふうな観点からとれば、自分たちでもし楽しむのであれば自分たちで頑張るの

だよというふうな考え方だったらいいのですけれども、予算がここまでだよと言われ

たのが、その中で分配はするのですけれども、やはり厳しいなと。そうではなくて、
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ある程度のものを出していただいて、もっと下がるかもしれません、上がるかもわか

らないけれども。こういう新規事業もやりたいのだというふうなところで、農業部会

だってそう。文化部会だって商工会の商業部会だって同じです。でも、そういうふう

にしていかないと上に上がってこないというふうに思いますけれども、この点だけお

聞きをしたいと思います。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

中村副課長。

〇中村 寧企業支援課商工・観光担当副課長 では、お答えいたします。

７部会ございますと、それぞれ今年の事業というのもまだ把握してございません。

できるだけ早く第１回目の会議を持ちまして、今年計画しているものが各部会何なの

かというのを把握いたしまして、各部会の予算、通り一遍に去年どおりというのはよ

くないと思いますので、今年の事業に沿って各部会の調整をさせていただきたいと思

います。そして、長島委員の質問を参考にしまして、よりよい予算の使い方、また各

部会の要望をかなえられるように、次の祭りが開かれるよう努力したいと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 ページは同じです。上から２番目の花見台の管理センターの関係です

が、ここの工事請負が空調だということですよね。今の状態がどんな状態で、それで

工事をするのか、どんな工事をするのか伺いたいと思います。

それから、（５）の企業誘致条例の関係なのですが、初めに環境調査業務委託料で

オオタカの調査をするという説明でしたよね。オオタカの巣があったり、いたという

ことを確認したら、ここにはつくらないということになるのでしょうか、ちょっと伺

いたいと思います。

それから、その下の企業奨励金なのですが、昨年も2,000万円以上出て、今回も

2,300万円ですので、どこの会社なのか、どういうことでこの企業奨励金が出せたの

か。この2,000万円というのが、昨年は２社だったかな。１社でしたっけ。ちょっと

今確認していないのですけれども、どういう基準でこの2,000万円からの奨励金を出

すようになったのか伺いたいと思います。それと、出してしまったのだけれども、後

でブラック企業だったということがわかった場合はどうするのか、伺いたいと思いま
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す。

それから、（６）の嵐なびの一番下の清掃委託料なのですが、駅の階段とかの部分

は障害者施設の方が掃除をしていただいているのですよね。同じような方向がいいの

かなと思うのですけれども、ちょっと考え方を伺いたいと思います。

次の144、145、地域活力創出拠点整備事業、土地の借上料ということで昨年私のほ

うに書いてあるのですけれども、これは廃止してよいのか。

それと、消費者行政推進事業です。平成楼が潰れたわけですよね。従業員から、ち

ょっと困ったなとか、相談事が寄せられているのか、伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 大きく７点になります。答弁を求めます。

中村副課長。

〇中村 寧企業支援課商工・観光担当副課長 それでは、私の担当は花見台の管理セン

ター、それから拠点施設の嵐なびの部分の清掃委託料について、そしてあと消費者行

政の関係についてお答えいたします。

まず、管理センターの工事請負費でございますが、花見台管理センターが竣工いた

しましたのが平成９年３月でございます。今まで空調設備のほうが一回も修繕してご

ざいませんでした。そのため、２年くらい前から空調設備のふぐあいの苦情が寄せら

れるようになりました。特に昨年夏には、かなり暑いということで、調子がいいとき

と悪いときがございまして、利用者の方に非常に迷惑をかけてしまったという現状で

す。こちらのほうの冷房機と室外機ですか、特に多目的ホール、ちょっと間取りのほ

うが皆さんわかりづらいかと思うのですが、管理センターの中に入りますと、広い多

目的ホールというのがございます。一番奥手に大きい研修センターがございまして、

そちらの部分の室外機と空調の入れかえということで、このような569万2,000円とい

う工事の請負額となっております。

続きまして、地域活力創出拠点の清掃委託料157万7,000円でございます。東西連絡

通路につきましては、ほかの観光施設もそうなのですけれども、障害者の方々に協力

を願っております。こちらの新しくできた嵐なびのトイレにつきましては、今のとこ

ろ毎日の清掃ということで考えております。と申しますのは、嵐山駅の中ほどのホー

ムに東武の清潔なトイレがございます。そちらのほうが清掃のほうを毎日清掃という

ことでやっておられますので、こちらの嵐なびのトイレのほうもかなりの利用者があ

るかと思います。そういった清掃業務の内容を踏まえまして、委託の業者については
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慎重に審議していきたいと思います。

続きまして、44ページ、昨年は土地の借上料が計上してございました。こちらの土

地の借上料につきましては、拠点施設、今建っております建築中の嵐なびの土地の借

上料だったかと思います。こちらにつきましては、東武との協議の中で無償というこ

とで、契約が３月中に調うことになっております。

続きまして、消費者の関係ですが、皆さんご承知のとおり、２月20日近辺で突然平

成楼がおやめになりました。利用者の方からは、観光関係のお問い合わせで、急に閉

鎖してどうなっているのだというようなお電話はいただいておりますが、従業員の方

からのご相談というのは、私どもの窓口のほうには届いていないというのが現状でご

ざいます。

商工観光担当からは以上です。

〇森 一人委員長 小輪瀬室長。

〇小輪瀬一哉企業支援課企業誘致推進室長 それでは、企業誘致につきまして私のほう

から説明させていただきたいと思います。

まず、環境調査の関係なのですが、こちらにつきましては所管が県の環境部みどり

自然課のほうでオオタカの保護に対する指針を持っておりまして、そちらの中で開発

行為に対してのオオタカの保護対策という内容がうたわれております。そちらの内容

においては、仮に開発事業区域の半径400メーター以内に営巣が確認された場合につ

いては、事業の回避、それができない場合には、２営巣期の営巣の調査及びその結果

に基づいて専門課の意見を聞きながら、保護施策を実施をしながら事業を行うという

方針がうたわれております。事業ができないということでは決してないという状況に

なっております。

次に、企業奨励金の関係なのですが、この場で具体的な企業名を申し上げるという

ことはちょっと控えさせていただきたいのですけれども、まず第１社目が町内の大手

食品関係の製造業の会社でございます。こちらの工場が２件該当しております。次に

同じく町内の化学の業をなしているメーカーさんということで、これが１社。以上３

社が前年からの継続の案件でございます。今回新しく機械製造メーカーが新たに優遇

措置の適用を受けるということで追加になっております。以上、合計３社でこの企業

奨励金のほうの内訳ということで計上させていただいております。

ブラック企業の関係なのですけれども、企業誘致条例の奨励金につきましては、条
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例のほうで優遇措置の適用を受けられる企業の指定要件というものがうたわれており

まして、こちらの条件に該当すれば優遇措置の対象になると。ブラック企業といって

も、一概にその定義というのがなかなか難しいという考えもございますので、条例上

でうたわれております指定要件に該当しなくなったときには措置が外れるという考え

方を持っております。

以上です。よろしくお願いします。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 花見台なのですが、そうすると２部屋に室外機、室内機、２台ずつ、

もう少しつくのかな、部屋が大きいから。そういうことであるのですかね。ちょっと

確認です。

それから、企業誘致の関係なのですが、いた場合は２年間かけて営巣などのことを

やって保護していきたいということで、もしいて、２年かけてもつくるとなったら、

あれだけの森林が減るわけですよね。自然環境が豊かな嵐山町として、減りっ放しで

いいのかということを考えると、同じような広さでつくっていくことが大事ではない

かなと私は思うのですけれども、これは後で聞くようにしましょうか。それはいいで

す。総括でやるようにします。

企業奨励金なのですが、３社で2,300万円という、この基準がないのです。雇用促

進奨励金、これには上限が300万円でしたか、あるのですけれども、企業奨励金のほ

うにはありませんよね。基準がなくての支給なのかなと思うと、ちょっと納得いかな

いのですけれども、そうですよね。まず、そこを確認したいと思うのです。

ブラック企業は、私も条例を取り寄せて指定要件を見ているのですけれども、とり

たてて悪いということで言えば、町税が滞納になっていると。そこは指定しないよと

いうことですよね。公害を発生させるおそれがないこととか、これも言えば言えるの

かもしれないけれども、この程度ですからね。従業員に対して働かせ放題していたと

いうことがわかってしまった場合、企業奨励金を支払うというのはいかがなものかと

いうふうに思うのですけれども、今後の問題ですので、今後のというか、新年度以降

の問題ですので、伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 ３点になります。答弁を求めます。

中村副課長。

〇中村 寧企業支援課商工・観光担当副課長 それでは、管理センターの空調の入れか
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え工事についてお答えさせていただきます。多目的ホール、研修ホールともに２台、

おのおの２台ずつの設備が更新となります。

以上でございます。

〇森 一人委員長 次にお願いいたします。

小輪瀬室長、お願いいたします。

〇小輪瀬一哉企業支援課企業誘致推進室長 それでは、企業誘致の関係なのですけれど

も、企業奨励金の基準については、納めていただいた固定資産税額、それが奨励金に

該当するということになるのですが、上限についてはうたっておりません。そもそも

目的が企業を呼び込むための一つの方法というか、インセンティブとなる施策ですの

で、そういう考えに基づいて上限というのは設けていないということでよろしいかと

思います。ブラック企業についても、今の条例ですと、確かに公害、あと税の滞納に

ついては指定要件を満たさないという形になるのですが、労働問題等については、今

現状としてうたっていないわけでございますが、社会状況等を捉えて、必要があれば

検討していきたいというふうに考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

松本委員。

〇松本美子委員 それでは、質問させていただきますけれども、先ほど川口委員さんの

ほうから出ていましたけれども、花見台の管理センターの関係ですが、指定管理とい

うことで毎年350万円ほど出ているわけですが、今度は空調の関係が出てきて、569万

円ですか、そういうふうになってきますと、かなり今回の場合にはお金がかかるなと

いうふうに思っていますけれども、空調の関係については、答弁もあったのですが、

かなり老朽化になって、あそこを利用させていただいたこともありますけれども、暑

くて暑くていろんなことができないかなというように感じでいましたので、今回２台

ずつということだったので、よかったなというふうに思っています。それでお聞きし

たいのは、指定管理の関係で、どんなふうな方がどのようにあそこは利用しているの

か、お尋ねさせていただければというふうに思っています。

それから、消費者の関係で、次のページの145になりますけれども、こちらでは今

度東松山の消費生活センターのほうに負担をしていって、嵐山町の場合にはどのよう

な対応をして連絡協議会の関係に入って、どのくらいの市町村が入って行っているの
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か、それが１点、それと内容的には嵐山町からどんなものが来たかということが把握

ができているのか、そこだけ教えてください。

以上です。

〇森 一人委員長 大きく２点になります。答弁を求めます。

中村副課長。

〇中村 寧企業支援課商工・観光担当副課長 それでは、お答えいたします。

花見台工業団地管理センターの利用者、どのような方が使われているかということ

でございますが、まず中心的には花見台工業団地の会社の方が会議等で使われており

ます。その他、当然嵐山町の各種団体がございます。趣味の会ですとか、そういった

方たちの利用がございます。さらに、スポーツ団体の打ち合わせ、スポーツ少年団で

すが、そのような方たちも打ち合わせの場として利用されております。

続きまして、消費者行政の関係でございます。今年度29年度より東松山のほうに相

談窓口を委託しておりまして、毎月こちらのほうにどういった方がどのようなご相談

ということで情報提供がございます。今時点の29年度の把握は細かくしておらないの

ですが、昨年ですと30件ほどの相談がございました。今年についても約30件に迫るよ

うな相談が来ております。最近は、裁判所からの通告のような手紙を持った方が今年

に入ってから慌ててこういうのが来たのですけれどもということで、うちのほうの窓

口に来る状況もございます。また、福祉のほうからも、ひとり暮らしのご家庭、高齢

者の方にこういう通知が届いているということで、こちらの窓口のほうにも寄せられ

ております。そういったことも落ちついて対処すべく、アドバイスをこちらの窓口も

しますが、正式には東松山の相談窓口のほうにも情報提供しまして、そういった被害

のないように連携して努めております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 松本委員。

〇松本美子委員 そうしますと、花見台の関係ですけれども、利用の関係ですが、ほと

んど工業会が利用していることはわかりますけれども、その他の関係ですが、各団体

というようなものとか、あるいはスポーツ団体というふうにありましたけれども、こ

れは一般的な方たちがお使いになるのはどのくらい日数的に使っているのか、把握の

ほうは、指定管理ですから、わからなければ結構ですけれども、わかりましたらお願

いします。
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それと、消費者の関係なのですけれども、どうしても嵐山町ですと、こういうふう

な形で29年度からは変更になりましたよということが一般的に町民にしっかりとわか

っていれば、窓口はこちらではないのだということがわかって、直接東松山へ連絡が

入るのでしょうけれども、嵐山にもきちんと担当課のほうに今までどおり、例を挙げ

ていただいていますけれども、入ってきているということですが、今２件ですか、そ

ういうふうな形で話してもらいましたけれども、どのぐらいのあれがまだ町のほうへ

は入ってきますか、そういうご相談というか、そういう方たちが。そこをお願いしま

す。

〇森 一人委員長 ２点になります。答弁を求めます。

中村副課長。

〇中村 寧企業支援課商工・観光担当副課長 まず、１点目の花見台工業団地の利用状

況につきましてお答えします。年間、ちょっと今年の数字は手元にないのですが、28年

度の利用回数といたしましては、172回の利用がございます。延べ人数といたしまし

ては、約7,500人の利用があったという報告がございます。利用状況については、以

上でございます。

続きまして、消費者の関係でございます。直接嵐山町の窓口にまず相談に来られる

という正式なカウントはしておりませんが、どうしても専門的ではないのですが、相

談業務としてはお受けできませんので、適切なアドバイスとして対応させていただき

ます。月に３件ぐらいございます。電話も含めてでございます。

〇森 一人委員長 山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 管理センターの利用状況の関係で若干補足をさせていただき

ます。委員さんおっしゃいますように、町内各種団体にご利用いただいているわけで

ございますけれども、内容的には、ダンスのグループであったり、それと団体の会合

であったり、定期的に業務に使われる部分に関しては、ダンス等の団体の利用が比較

的多うございます。数にしますと、40ほどの団体さんが利用されているという状況で

ございます。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 質疑はないようですので、企業支援課に関する部分の質疑を終結い
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たします。

ここで休憩といたします。開始を16時半からといたします。

休 憩 午後 ４時１９分

再 開 午後 ４時２８分

〇森 一人委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、まちづくり整備課に関する部分の質疑を行います。

説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして、簡潔かつ明瞭な答

弁、説明をお願いしたいと思います。

それでは、質疑をどうぞ。

畠山委員。

〇畠山美幸委員 １点お伺いいたします。

場所は、150ページの交通安全施設整備費のところ、まず光熱水費は、平成28年は

1,300万円余り、そして29年は872万円、今回は800万円ということで下がってきてい

るのですけれども、これはＬＥＤによる効果だということは承知しております。それ

で、機械借上料は、これはリースだから600万円なのですけれども、30年度は何年目

になるのでしょうか。それと、工事請負費は平成29年度266万1,000円の防犯モデル地

区における道路照明だったわけですけれども、今年度引き続きではなくて、要望にお

ける道路照明灯設置と書いてあるのですが、これは防犯モデル地区のところの照明が

新たに要望によってなのか、この辺がちょっとどういうことなのかお知らせいただき

たいと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 大きく道路照明灯に関する質疑になります。答弁よろしくお願いい

たします。

久保副課長。

〇久保雄一まちづくり整備課管理建設担当副課長 答弁させていただきます。

光熱水費のＬＥＤのほうなのですが、平成27年度に調査を行いまして、その後その

年にＬＥＤに工事のほうを行いました。それから10年という形で今リースが進んでい

るところでございます。それなので、28、29、今２年と１カ月か２カ月か、そのくら

いたっているところになります。あと、工事請負費のほうなのですが、防犯モデル地
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区事業については終了いたしまして、ほかに嵐山町の全地区から区長の要望として上

がってきた道路照明灯の工事請負費になっております。

以上です。

〇森 一人委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 そうしますと、今回地区要望でつけていただけるということなのです

が、例えば照明灯が壊れていたらＬＥＤにするのか、それとも蛍光灯の交換になる場

合もあるのか、どうなのかお伺いをしたいと思います。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

久保副課長。

〇久保雄一まちづくり整備課管理建設担当副課長 お答えさせていただきます。

修繕につきましては、100ワット以下については今全てＬＥＤに嵐山町は交換して

ありますので、その場合についてはリース業者のほうで依頼のほうをお願いしていま

す。修繕費のほうについては、ＬＥＤなので、修繕料も減らしていただいていたとお

り、今のところ蛍光灯よりは修繕という頻度は大分下がってきています。設置のほう

については、今現在は40Ｖか10Ｖ、ＬＥＤで今全て設置のほうは行っています。

以上です。

〇森 一人委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 そうしますと、この交通安全施設整備の１、２、３のところに関しま

しては、全てリースの関係のところとは……リースというのは何だっけ。何台かつけ

ましたよね。6,000基だか7,000基だか覚えていないのですけれども、何千基だったっ

け。1,000幾つだったっけ。ちょっとわからないのですけれども、忘れてしまったの

ですけれども、リースで最初つけた基数がありましたよね。それで、今回のこの工事

請負費はリースで借りていたものがたまたま……ＬＥＤは切れることはないと。10年

間は大丈夫だと思うのだけれども、何らかの方法で壊れてしまったとか、電源が切れ

て落ちてしまったとか、そういうときに交換もリース屋さんがやってくれている部分

とあくまでも町が交換しなくてはいけない部分があるのか。言っている意味わかりま

すかね。教えていただきたいと思います。

〇森 一人委員長 久保副課長。

〇久保雄一まちづくり整備課管理建設担当副課長 お答えさせていただきます。

27年度にＬＥＤに交換した件数なのですけれども、1,698基交換させていただきま
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した。そこでふぐあい等があった場合には、そのリース屋さんのほうで一応修繕のほ

うは行ってもらっています。要望があったところについては、全て町のほうでＬＥＤ

に設置のほうを行っています。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

本委員。

〇 本秀二委員 それでは、156ページ、157ページの都市公園の管理事業なのですけれ

ども、これが前年よりも276万円ばかり減額になっているのですけれども、これはど

ういったところが減額になったのか、お尋ねしたいと思います。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

町田副参事、お願いいたします。

〇町田和夫まちづくり整備課副参事 都市公園管理事業の減額についてお答えいたしま

す。276万6,000円減額ということなのですが、こちらなのですが、まず消耗品のほう

が１万円ほどふえております。それと、公園台帳作成業務委託というもの、こちらが

108万円ほど少なくなっております。それと、前回工事請負費がございまして、それ

が162万円ほど少なくなっています。あと、備品購入費がございまして、移動式の草

刈りを購入したのですが、そちらを今回購入しないということで、50万8,000円少な

くなっております。あとふえているのが、樹木管理委託料につきましては、おりがみ

公園と明星前公園が増加しておりますので、そちらが43万2,000円ほどふえておりま

す。それで合計いたしますと、276万6,000円のマイナスということになります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇森 一人委員長 本委員。

〇 本秀二委員 細かくありがとうございます。本年１月30日から３月16日までに都市

公園の看板の設置をしていただきまして、鶴巻のほかに４カ所設置していただきまし

た。早速見に行かせていただきまして、大変ありがたいなと思いました。鶴巻のほか

に４カ所はどことどこなのか、教えていただけますでしょうか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

藤永まちづくり整備課長。

〇藤永政昭まちづくり整備課長 お答えさせていただきます。

まず、広野２区の公園です。それから、志賀２区の第一公園、鶴巻運動公園、それ
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と吹上公園とむさし台の中にあります東側公園の５カ所でございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 本委員。

〇 本秀二委員 ありがとうございます。そうしますと、都市公園、その他の公園も含

めまして、設置する予定の箇所がどのくらいあるのか、そしてそういった計画はどの

ようになっているのか、教えていただければと思います。

〇森 一人委員長 藤永まちづくり整備課長。

〇藤永政昭まちづくり整備課長 お答えさせていただきます。

今現在、心得看板というのは今まで設置をさせていただいて、幾つかの公園が残っ

てはおるのですが、そこに関しましては、この使用上というのですかね、そういう意

味では心得看板を設置するほどではないのかなということで、まず先に緑地帯という

位置づけのものがあるのですが、そういうところを今後は必要な緑地については考え

ていきたいなというふうに考えておるところです。

以上でございます。

〇森 一人委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 148、149、道路修繕事業が大幅に減額になっているのですけれども、

こんなに減らしてしまって、道路破損が起きた場合どうするのだとちょっと心配する

のですけれども、減らした理由、破損した場合の対応はできるのか、伺いたいと思い

ます。

それから、150、151の橋梁改修事業で、工事請負費が金平橋をやるのだということ

で説明があったわけですけれども、200万円でどんな工事をするのか、ちょっと伺い

たいと思います。

それから、152、153、都市計画総務事業、今年度漏れてしまったのですかね。補正

でつけたのですかね、６万7,000円。この都市計画整備委託料、どんな計画を持って

いるのか、それでどういう委託をするのか伺いたいと思います。

次の154、155、耐震化事業は何を減らしたのか伺いたいと思います、60万円減額に

なっていますので。

（７）の西口の関係なのですが、地権者の了解は、購入費と載っていますけれども、

大体了解は得ているのか伺いたいと思います。
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それから、アンケートをとったわけですよね。アンケートの集計はもう出ているの

ですかね。出ていたら、その結果を伺いたいと思います。

一番下の平沢土地区画整理事業ですけれども、平成30年度で償還が終わるという説

明でした。償還が終わるということは、この１億円の補助金も今後はなくなるという

理解でよろしいですか。それと、事業はもう終わったという理解でよろしいのでしょ

うか。

158、159の武蔵嵐山管理活用事業、町名発祥の地であるここを工事するということ

なのですが、どんな工事をするのか伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 大きく８点になると思いますが、順次答弁をお願いいたします。

久保副課長。

〇久保雄一まちづくり整備課管理建設担当副課長 148、149ページの道路修繕工事の関

係ですが、昨年までは舗装修繕工事が国費として予算にのせていただいたのですが、

制度の変更により、今年度から舗装修繕工事がここに載っていない分が減額になって

いるのだと思われます。それで、舗装修繕工事については今後個別計画を立てて補助

金対応等を検討していきたいと今考えております。

次に、151ページの橋梁の改修工事の金平橋の関係なのですが、平成28年度に橋梁

の点検を行いまして、３判定が出ました。その結果、３判定の理由が第三者被害とい

う形で、高圧ボルトを金平橋は使っているわけなのですが、鉄道のほうに落ちる可能

性があるという内容になっていまして、そこのボルトの上にキャップをする工事にな

ります。それで200万円予算をつけさせていただいています。

あと、158、159ページの武蔵嵐山管理活用事業の工事請負費なのですが、町のほう

で川のまるごと再生事業に伴いまして、遊歩道等を整備させていただきました。その

修繕工事のほうに充てさせていただければと思っております。

以上です。

〇森 一人委員長 町田副参事。

〇町田和夫まちづくり整備課副参事 それでは、私のほうで152ページ、153ページの都

市計画等整備委託料について説明したいと思います。こちらなのですが、花見台工業

団地拡張事業のスピード化をもって推進するため、新たな課題や資料作成などのため

の委託料です。

続きまして、154ページ、155ページの耐震化促進事業の減額について説明いたしま
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す。耐震化促進事業の今回の減額なのですが、こちらは補助金の関係の安心安全耐震

化促進リフォーム補助金というのがございまして、こちらにある耐震診断補助金、そ

れと耐震改修補助金、あと先ほどのリフォームの補助金というのがあるのですが、そ

ちらのほうを今年60万円というのを減額しております。こちらは27年から実績がない

ということもございまして、その分今回減額とさせていただいております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇森 一人委員長 金子副課長。

〇金子政己まちづくり整備課区画整理担当副課長 それでは、私のほうからは155ペー

ジの平沢土地区画整理事業につきましてお答えさせていただきます。

現在事業計画書のほうを昨年３月に県のほうの認可をいただいたところでございま

す。施工期間につきまして、平成30年度であったものを５カ年間延長させていただき

まして、平成35年度までという内容とさせていただいてございます。その中で、今年

度につきましては画地の出来高の確認測量といたしまして、都市計画道路平沢川島線

の北側部分を実施させていただいてございます。平成30年度につきましては、都市計

画道路の南側を実施する予定でございます。また、先ほど川口委員のほうからお話が

ありましたとおり、組合の借入金の元金償還、こちらを予定してございまして、町か

らの無利子の貸付金並びに有利子の借入金、こちらを合わせまして約6,000万円ほど

予定してございますが、こちらの償還をもちまして元金償還につきましては完済とい

うことになります。

また、今後の補助金の予定ということでございますけれども、先ほど申し上げまし

たとおり、平成35年度まで事業のほうを延期させていただいてございますので、組合

の保留地のほうも、一般保留地につきましては未造成の部分で１区画、それと特別保

留地で４区画ほどしかございませんので、今後も引き続き予定してございます事業が

31年度につきましては換地計画書を作成したいと。また、32年度におきまして換地処

分の通知書の作成並びに区画整理の登記の嘱託書の作成、また公共施設の引継書の作

成等を実施する予定でございます。そうしまして、平成33年度からの３年間につきま

しては清算金の徴収交付の期間ということで設定をしてございます。ですので、今後

とも町の補助金をいただきながら実施をしていかなくてはならないというふうな状況

でございます。

以上でございます。
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〇森 一人委員長 藤永まちづくり整備課長。

〇藤永政昭まちづくり整備課長 それでは、私のほうからは154、155ページにあります

西口関係の整備関係についてお答えさせていただきます。

まず、西口の土地購入費があるということで、地権者は了解を得ているのかという

ご質問だったかと思います。今現在は、今年５月にこの活性化の10年計画をスタート

させますよという説明会のほうをさせていただいて、まだ個々に、用地の交渉という

のですか、そういうのが本格的ではないといいますか、ただその駅前広場のほうに関

しましては、お願いというのは個別に話はしてきております。その中で、ちょっと個

人情報的な話になってしまいますので、そういった部分はここでは控えさせていただ

きますが、各地権者の方はちょっと事情がありまして、その辺が解決すれば用地買収

は可能かなと。事業自体に反対だということではございませんので、ちょっと事情が

あって、その事情がクリアできれば用地買収は可能かなというような状況だというふ

うに私のほうでは認識しております。

続きまして、アンケート、その辺の集計ができているかということでございます。

今回駅西口整備計画の作成業務委託ということで業務委託のほうを発注してきており

まして、その中でまず昨年12月10日の日曜日と12月12日の火曜日、この２日間、駅の

連絡通路で実際に駅を利用する方にはがきを配布しまして、アンケートの協力を求め

ております。これは各500枚ずつ配って、合計1,000枚配布し終わったという状況の中

でアンケートのほうをお願いしました。回収率といいますか、回収状況なのですが、

12月10日の日曜日にやったものにつきましては500枚中214枚、12月12日の火曜日は

500枚中187枚、全体では401通ということで、率にしますと40.1％という状況でござ

います。その中で、一応アンケートのほうの集計もある程度は進んでいるのですが、

その検証といいますか、その辺を今いろいろ業者のほうでもやっていただいていると

いう状況でございます。

続きまして、もう一つアンケートのほうをお願いをしておりまして、住民のアンケ

ートという形で菅谷地区限定でポスティングということで、郵送ではなくてポスティ

ングという方式で地区内の全戸に配布をしまして、アンケートのほうをお願いしまし

た。これは封書でそこそこの枚数になっているアンケートでございまして、また返信

をしていただく、そういった形でアンケートの協力をお願いいたしました。これが全

配布数としましては、1,518戸に配布をしております。回収数は490でございます。率
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にしますと32.3％でございます。このアンケートのほうを実施する前に業者とも打ち

合わせをしている中で、これはちょっとちなみにという形の話になりますが、今まで

のこういったアンケート調査を実施した場合に回収率というのは、３割いけばいいほ

うですよというのが今までのいろんなところでやった中でのデータだそうです。です

から、３割を超えればそれなりのアンケートとしては活用できる内容になるのではな

いかというのは事前の打ち合わせではおっしゃっておりまして、結果的にはそれをそ

れなりに超えている回収率になりましたので、このアンケートの内容についてはいろ

いろ精査しながら今後また進めていければいいのかなというふうに思っております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 148、149の道路修繕なのですが、今後個別計画を立ててやるのだとい

う答弁でしたよね。道路に穴があいてしまって事故が起きるかもしれないけれども、

個別計画を立ててからそこは改修しますということなのですか。ちょっとそれだとま

ずいのではないかなと思うのですけれども、600万円しか金額がないと、そういうふ

うにもなってしまいますよね。これはちょっとまずいなと思うのですけれども、そう

いうふうになるのかどうかだけ伺いたいと思うのです。そうであれば、これは総括に

入れたいと思います。

それから、次の150、151の橋梁の関係で高圧ボルトにキャップをはめるのだと。そ

れが200万円してしまうのですか。何かえっというふうな思いで聞いていたのですけ

れども、そんなに高くなってしまうのですかね。ちょっとしてしまいそうですよとい

う説明があればありがたいです。

次の都市計画総務事業は、この都市計画整備委託料、花見台の促進をするためだと

いうことで、花見台自身は企業支援課がやって、こっちはまちづくりということで、

これ前々からまちづくりのほうでやっているからいいのですけれども、ちょっとわか

りづらい予算になっているかなと思うのです。これは促進するためのだという説明だ

ったのですけれども、内容的におっしゃれる範囲でいいので、内容を伺いたいと思い

ます。

次の西口の関係は、そうするとアンケートは駅で配ったのと菅谷の住民に配ったの

と、これいつごろ出るのか伺いたいと思います。

それから、平沢の土地区画整理なのですが、そうすると事業はまだ終わってはいな



- 214 -

いのだと。北側もあるし、南側もあるという理解でよろしいわけですか。ただ、償還

分が終わったというのは、この補助金、１億円までは31年以降はかからないのではな

いかという理解でよろしいのでしょうか。

159ページの武蔵嵐山の渓谷の関係なのですが、今遊歩道が壊れているのですか。

壊れているので、工事をするということなのですか。どういう状態なので工事をする

のか、よく理解ができなかったので、もう一度お願いしたいと思います。

〇森 一人委員長 計６点になります。

藤永まちづくり整備課長。

〇藤永政昭まちづくり整備課長 では、最初から私のほうでお答えさせていただきます。

まず、149ページの維持費、その関係なのですが、まず全体的には減額が大きいと

いうお話でございまして、これは今年度６月だったと思うのですが、国の補助の関係

で、この維持費、舗装修繕を国庫補助でいろいろ整備をしようとしたのですが、実際

には国の補助がつかなかったということで、大きな減額をさせていただいていたと思

います。その辺の関係で、全体的には１億4,800万円なりの減額というふうには昨年

度と比較するとあります。道路修繕事業の中で今現在603万5,000円ということで予定

をさせていただいているのですが、この辺は例年どおり、そうは変わらない金額で、

補修というのはやっていっておりますので、あくまでも先ほど副課長のほうが言いま

した舗装のそういった整備計画をつくりながらというのは、国の補助金をもらうため

にそういったものが必要になってくるので、そういった整備計画をつくったら国の補

助の申請をして、部分的な修繕というのではなく、路線ごとというのですかね、そう

いうところをある程度悪いところから舗装の修繕をしていきたいと、そういうような

状況というか、内容でございます。

続きまして、151ページの橋梁の関係です。金平橋というのは、志賀小学校の脇を

通って平沢２区の団地を通る、鉄道の上を通っている橋になります。これは、単純に

ボルトをつけるという、そういう作業だけではなくて、足場とか、ああいう鉄道のそ

ばですので、そういった作業をするためのそういったものがある程度かかるという見

込みでございます。単純にボルトだけではなく、足場、東武東上線が通っていますの

で、鉄道が通っていない時間帯の作業ですとか、そういった形になりますので、実際

200万円かかるかどうかというのもあれですけれども、単純にボルトを締めるだけで

はなくて、足場で結構お金がかかるかなという予想をしております。
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続きまして、153ページの委託料、花見台の関係なのですが、これはまちづくり整

備課のほうとしましては、都市計画法に基づく手続というのを今年度からこちらでや

っております。都市計画法に基づく手続をするに当たりましては、実際には企業支援

課のほうでその花見台の拡張の業務というのは進めておるのですけれども、最終的に

その後ある程度まとまった段階でまた各関係機関との協議というのもします。その中

で、例えば資料とかつけている書類関係、そういったものが協議の結果ちょっと直し

なさい、変更しなさいとか、そういった指示が出る可能性がありますので、そういっ

たときにこの業務委託料というので対応しようかなということですので、場合によっ

ては、何もなければこの業務委託料は使わずに終わる可能性もあると。ただ、そうい

った指示があって資料等を訂正しなければいけないといった場合にちょっとお金がか

かってしまうので、この金額を計上させていただいているという状況でございます。

続きまして、西口のアンケートの関係です。このアンケート結果は出ているのか出

ていないのか、そういうことでよろしいのかなと思いますけれども、アンケート自体

の結果は、ある程度業者の集計は終わっています。結果の集計は終わっているのです

けれども、その集計をして、まとまったアンケート結果、まだまとまってはいないの

ですけれども、ある程度もう回収は終わりましたので、各設問に対してのどういう回

答だったかというものはまとまってはいるのですが、まだ提示できるような内容にそ

ろえられていないという状況です。ですので、それだけだったらある程度そんなかか

らずにアンケートの結果というのは集計できるかなというふうに思っています。

続きまして、遊歩道の関係なのですが、159ページの遊歩道の関係の50万円の工事

請負費の関係です。これは、武蔵嵐山の管理活用事業ということで、工事請負費50万

円というのは修繕とか、例えば道路、遊歩道、そういったものが今現在ちょっと雨の

影響といいますか、そういった水浸しがちょっとできたりしているところがあります

ので、そういったところの修繕は今考えております。それだけではなく、これから30年

度にまた何か修繕しなければいけないということもあり得ますので、一応50万円とい

う予算の中で今対応するという形の状況になっております。

私のほうからは以上です。

〇森 一人委員長 次に、金子副課長。

〇金子政己まちづくり整備課区画整理担当副課長 それでは、私のほうから155ページ

の平沢の土地区画整理事業についてお答えさせていただきます。
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元金償還については、先ほども申し上げましたけれども、平成30年度をもちまして

完済という形になります。その後31年度以降も、先ほども申し上げましたけれども、

換地諸費的な部分で事業費のほうがかかってまいります。年度ごとに町のほうの補助

金を宛てがわないと消化できませんので、引き続き補助金をいただきながら執行して

まいりたいということでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 西口の関係なのですが、このアンケートは、そうすると今見せてくれ

と言えば、それでは見せられますよということにはできるわけなのですか。それがま

だですよとなった場合、いつごろなのかをちょっと確認したいですけれども。

〇森 一人委員長 １点でよろしいですか。

藤永まちづくり整備課長。

〇藤永政昭まちづくり整備課長 今、下協議といいますか、通常の打ち合わせの中では

速報的な形で、アンケートは今こんな感じですというのはうちのほうにいただいてい

るのです。それが最終的に正式なもの、その結果というのをまとめるのに多分もう少

し時間かかるのかなと思いますので、ちょっとその後確認していませんけれども、今

月中ぐらいにはある程度まとめていただけるのかなというふうには思っています。そ

れがアンケートの結果だけですから、例えばその回答にあったものに、１番に例えば

何％回答があったとか、単純にまだそれだけなものですから、ただそこもアンケート

のほうの検証といいますか、そういったものも必要だと考えておりますので、そうい

った意味で正式な結果として出せるのが場合によっては４月、５月とかになる可能性

もないことはないのかなというふうに思っております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 ほかに。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 151ページなのですけれども、幹線道路の整備事業として町道１―３

号線と町道１―23号線が載っておりますが、この測量設計委託、工事請負、物件補償

費の内容をお尋ねしたいと思います。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

久保副課長。
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〇久保雄一まちづくり整備課管理建設担当副課長 お答えさせていただきます。

まず、測量設計業務委託なのですが、町道１―23号線、都市計画道路の予備設計に

なります。続きまして、工事請負費ですが、町道１―３号線、越畑地内なのですが、

継続事業で今工事をやっているところの続きの事業になってきます。物件補償費につ

きましては、同じく町道１―３号線の工事に伴う電柱の移設費の物件補償費になって

おります。

以上です。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 そうすると、1,000万円の測量設計委託料は、都市計画道路分の予備

設計というか、それに当たるのだよということでよろしいでしょうか。

〇森 一人委員長 久保副課長。

〇久保雄一まちづくり整備課管理建設担当副課長 町道１―23号線の都市計画道路の予

備設計になります。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 質疑がないようですので、まちづくり整備課に関する部分の質疑を

終結いたします。

ここで休憩といたします。移動だけです。入れかえです。

休 憩 午後 ５時０６分

再 開 午後 ５時０８分

〇森 一人委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、教育委員会教育総務課に関する部分の質疑を行います。

説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして、簡潔かつ明瞭な答

弁、説明をお願いしたいと思います。

それでは、質疑をどうぞ。

畠山委員。

〇畠山美幸委員 ２点につきましてお伺いしたいと思います。

ページ数では、173ページの菅谷小学校からずっと小学校が菅谷、七郷、志賀と続
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いていくわけなのですが、あと中学校も２校続くわけですが、その中で消耗品費がま

ず減額になっていることと、印刷製本費が減額になっているのです、全部の学校が。

総務課に今回印刷製本費を聞きましたら、プリンターがすごく性能がいいものになっ

て単価が低くなったというお話があったので、学校でもそういうものにかえたのかな

というのがまず１つと、あと消耗品費はお子さんが減ってきている。でも、志賀小は

ふえているのかなと思うのですが、その減額の理由をお伺いしたいと思います。

それと、どこの科目に入るのかわからないのですけれども、187ページの菅谷中学

校、玉ノ岡中学校の教育振興費というところに該当するのかちょっとわからないので

すが、中学生のがん教育をやっていただいていると思うのですが、平成28年度にやっ

たのは存じ上げているのですが、ここの予算書ではどういうところの科目に入るのか

わからないので、今年度はどのような内容を予定していらっしゃるのかお伺いしたい

と思います。

〇森 一人委員長 以上２点になります。順次答弁を求めます。

金子副課長。

〇金子美都教育委員会教育総務課学校教育担当副課長 それでは、お答えをさせていた

だきます。

各小学校、中学校の学校管理費の減でございます。消耗品に関しては、その年々で

使います指導書、あるいは教師のほうが使う教科書、そういった冊数の減もございま

す。そして、学校で消耗品としては紙類、文具類が大半を占めておりますが、こうい

ったものを各学校では必要ということで予算の計上をしてきておりますが、町の予算

も全体としての調整もございますので、今回各学校の管理費一律の減ということで減

額となっております。

また、印刷製本費ですが、学校のプリンターに関しては入れかえをしてはございま

せん。ただし、消耗品で必要とされます紙類が減ることにより、通常のコピーあるい

は印刷のほうが少なくなるのではないかということを加えて減額をしているものと、

やはり先ほど消耗品で申し上げましたように、一律の予算の減額ということでござい

ます。

２点目でございますが、中学生のがん教育、平成28年度に関しても実施しておりま

す。29年度に関しては、今年度は実施はしてございません。

以上でございます。
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〇森 一人委員長 今年度はやるのかということですね。30年度、この予算において。

溝上指導主事。

〇溝上智恵子教育委員会教育総務課学校教育担当指導主事 ただいまの中学校のがん教

育についてお答えいたします。

平成30年度につきましては、予算の措置はしておりません。ただし、がん教育をし

ないというものではなく、各校の養護教諭、または講師謝礼というのでしょうか、そ

ういったものがかからない形での講師の招聘を考えております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 消耗品費と印刷製本費のほうはわかったのですが、予算を余り減額し

て学校のほうに支障がないのか。紙とかは、前年度に残っているものとか、そういう

形で、あと教科書も前年度の引き続き使えるものであれば使えるということもあるの

ですが、余りきゅうきゅうにしてしまっても、子供たちの勉強のほうに余り影響があ

っては困るのだけれども、その辺を再度確認をしたいと思います。

それと、がん教育ですが、予算のかからないような形でというお話でしたが、熊谷

のほうのＮＰＯの団体がありまして、ピンクリボンの会の方々、見に行ったときにす

ごくわかりやすくて、パワーポイントで、体育館に子供たちを集めてお話をしてくだ

さって、また実体験もお話ししてくださって、あそこもお金がほとんどかからないと

思うので、ぜひ利用する価値はあるのかなと思うのですが、学年は何年生を対象に今

年度考えているのかお伺いしたいと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 ２点になります。

金子副課長。

〇金子美都教育委員会教育総務課学校教育担当副課長 消耗品に関してお答えをさせて

いただきます。

消耗品、確かに各学校で予算の計上をさせていただいておりますが、いただく予算

で創意工夫をして効果的に運営をしていくということを教職員全体で取り組んでおる

ところでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 それと、がん教育について、溝上指導主事。
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〇溝上智恵子教育委員会教育総務課学校教育担当指導主事 がん教育でございますが、

小学校において実施する場合には小学校６年生の保健体育、中学校において指導する

場合には中学２年生または３年生の保健体育ということになっていると思います。そ

の中で、今お話ししたような形で実施をしていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 何度も熊谷のお話をして申しわけないのですが、がん教育のことなの

ですが、がん教育は１年生だけを集めて１年生を対象にやっていたので、１年生とい

う考えがないのかなと思いますけれども。

〇森 一人委員長 低学年について教育する考えはないかという答弁になります。よろ

しくお願いします。

溝上指導主事。

〇溝上智恵子教育委員会教育総務課学校教育担当指導主事 お答えいたします。

教育課程のプログラムの中では、位置づけられている学年というのが先ほど申し上

げた学年になっております。一昨年度１年生で実施したということにつきましては、

先行実施といいますか、そういった試行ということでの実施でございました。もう一

つつけ加えさせていただきますと、そのときに講師をお願いしておりました嵐山病院

の院長先生が今年度異動されたということもございまして、なかなか難しかったとい

う点もつけ加えさせていただきます。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 168ページ、169ページなのですけれども、小中学校の適正規模検討委

員会運営事業、今年が２年目になります。それで、ほぼ同じ予算で計上されています

けれども、今年も恐らく３回ぐらいかな、開かれたのか。同じようなペース予定をし

ているのかどうかということが１つです。

それと、次の19なのですけれども、これが恐らく今までの補正にもなかったのでは

ないかと思うのですが、新規に設けられたのかなというような気がしないでもないの

ですが、去年はなかったわけです。どのような背景でこの予算が組まれたのかという

ことです。
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それと、次の20番の共同学校事務事業ということなのですけれども、これは新規で

学校事務の共同化運営に要する経費ということで計上されました。これについては、

そうすると嵐山町中の小中学校、公立の幼稚園なども含めた学校事務の共同化という

ような形で、かなり先生の手が楽になっていくのでしょうかね。その点についてお尋

ねいたします。

〇森 一人委員長 ３点になります。答弁を求めます。

金子副課長。

〇金子美都教育委員会教育総務課学校教育担当副課長 お答えをさせていただきます。

まず、168ページの小中学校適正規模等検討委員会運営事業でございます。委員お

っしゃいますとおり、２年目の事業となっております。平成29年度に関しては、約月

１回のペース、29年度中６回開催をしてきてございます。30年度に関してもその月数

の確認をしながら開催予定でございます。

（19）のいじめ問題対策事業でございますが、こちらに関しては29年度の６月の補

正予算で計上をさせていただいております。既に29年度このいじめ問題対策連絡協議

会を２回開催いたしまして、30年度に関してもこの委員会を開催する予定でございま

す。

170ページ、20番の共同学校事務事業でございます。こちらに関しては、平成30年

４月１日より各小中学校の学校事務職員の共同化運営に要する経費でございます。幼

稚園に関しては、今回この共同化には入ってございません。共同学校事務室を設置い

たしまして、それぞれ事務の効率化、それから正確性、そして事務職員の研修も加え

運営していく予定でございます。また、この事務が効率的になることにより、教員の

働き方改革で教員の携わる事務に関しても、事務職員が携わることができるものもあ

る関係上、そういったものに影響してくるものと考えております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 そうしますと、適正規模の検討委員会のペースについては大体29年度

並みのペースで進んでいくということで、担当している課としては大体そのぐらいの

回数が行われれば、進みぐあいというか、そういうことについてもいいだろうなとい

うような思いがあるのか。それはどうなのでしょうかということが１つです。

それと、いじめ問題対策協議会の事業は、補正があったとすると、ちょっと私は見
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落としてしまったのですけれども、今年その29年度と同じ予算、補正で計上した金額

と同じ金額になっているのか、増額になったりしているようなことはないかというこ

と、それを確認させてもらいたいと思います。

20番の学校事業については、そうするとかなり小中学校の先生の手間というか、相

当簡略化できるというふうに、働き方改革を含めて捉えておいてよろしいのでしょう

か。それを確認させてください。

〇森 一人委員長 ３点になります。答弁を求めます。

村上教育総務課長。

〇村上伸二教育委員会教育総務課長 まず、１点目の適正規模の関係でございますが、

副課長が答弁いたしましたように、ほぼ月１ペースで、嵐山町の現状と将来の子供の

数の推移、また実際の今の学校現場の状況等も各委員の皆さんに見ていただきました。

通学区も含めて、非常に長い通学区を通っている小学生、中学生、また施設に関しま

しても、嵐山町の小中学校、玉ノ岡以外は全てもう40年を経過しているような建物で

ございます。そうした中で、いろいろな課題、また近隣では大妻嵐山中学校・高等学

校、また新しくできた滑川町の月の輪小学校でありますとか滑川中学校等の視察等も

行っております。そうした中で、今年度のまとめをこの３月、この後また一度行いま

すけれども、一度振り返りながら各委員の皆様のご意見をまとめまして、最終的な答

申案ができる以前に中間的な報告という形でぜひ文教等、議会の皆様にもこういった

経緯で進んでいるということはご報告のほうをしたいと考えております。そうした中

で、一定の方向性を持ちながら、より具体的な検討を30年度の委員会の中で実施して

いければというふうに考えております。

〇森 一人委員長 金子副課長。

〇金子美都教育委員会教育総務課学校教育担当副課長 いじめ問題対策事業に関してお

答えさせていただきます。こちらに関しては、６月の補正額と同額でございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 永島教育長。

〇永島宣幸教育長 共同学校事務室についてお話を申し上げます。

昨年度の一般質問の中でも、各学校の学用品のお金ですとか学校行事のお金とかに

差があったということがございましたので、今度は玉ノ岡中学校に毎週１日全員集ま

ります。給食費とか学用品ですとか学年費とかをある程度、公会計まではいかないの
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ですけれども、会計を同時にできる形にしておきまして、先生方がお金に触れること

をできるだけ避けていきたいということでございますので、その点から先生方の負担

は減るかなというふうに考えておりますし、教材等の副教材についても各学校で同じ

ような形で運用してもらえるようにできるかなというふうに考えていますので、保護

者負担も軽減されるかなというふうに考えているところでございます。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 わかりました。そうすると、その適正化規模の検討委員会のまとめが

入って、今年30年ぐらいにはある程度こちらに報告できるというような状況になるの

かどうか、その辺はどうなのでしょうかね。

〇森 一人委員長 村上教育総務課長。

〇村上伸二教育委員会教育総務課長 お答えさせていただきます。

先ほども申しましたが、最終決定になる前に現在の進みぐあいをぜひ議会のほうに

もご報告させていただいて、今こういう形で進んでいると。最終的なまとめに向かっ

てこの後30年度内に教育委員会のほうに答申という形で持っていくことで、ぜひ考え

方等もお伝えしたいと考えております。

〇森 一人委員長 ほかに。

大野委員。

〇大野敏行委員 １点だけお尋ねします。来年度から道徳教育が始まります。どのよう

な要綱のもとに道徳教育を始められるのかお尋ねしたいと思います。168ページに教

職員研修費補助事業とありますけれども、こんなところがその予算に入っているのか

どうかも含めて、それは違うよということであれば、違うということで結構です。

〇森 一人委員長 １点になります。答弁を求めます。

溝上指導主事。

〇溝上智恵子教育委員会教育総務課学校教育担当指導主事 道徳教育につきましてです

が、予算ということでは特に計上することはさせていただいておりません。ただ、道

徳教育が道徳科ということで教科になりますので、評価等々を含めて準備を進めてい

るところでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 金子副課長。

〇金子美都教育委員会教育総務課学校教育担当副課長 道徳に関して加えさせていただ
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きます。教職員の研修に関しての予算計上はございませんが、道徳の指導書というこ

とで、各学校管理費の消耗品に計上してございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 ちなみに週１時間あるとか、月単位で何時間あるとか、その辺はどの

ような時間単位の中の教育方針になるのでしょうか。

〇森 一人委員長 溝上指導主事。

〇溝上智恵子教育委員会教育総務課学校教育担当指導主事 道徳科の時間数でございま

すが、年間35時間ということで、週当たり１時間程度ということになります。小中学

校ともにです。

以上です。

〇森 一人委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 もう一回最後にちょっとお聞きしたいのですけれども、日本全国で小

学校、中学校同じ道徳教科指導書みたいなのがあってやるのでしょうけれども、それ

ぞれの地域でその地域のしきたりとか文化とかいろいろ違うものがあるのですけれど

も、そんなものも町では取り入れていく方針はあるのでしょうか。

〇森 一人委員長 溝上指導主事。

〇溝上智恵子教育委員会教育総務課学校教育担当指導主事 お答えいたします。

道徳のこれまでで言う副読本が教科書という形で付与されることとなりますが、そ

の教科書とともに、これまで使っておりましたさまざまな教材、そういったものをそ

の地域あるいは子供の実態に応じまして取り入れまして、その学校、子供たちに適し

た教材を使いまして指導をしていく予定でございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 168、169の学校ＩＴ教育の関係なのですが、177万円ほどふえている

のですけれども、ちょっと内容を伺いたいと思います。

それから、学習支援教室、（17）、これは大きく補正でも減らしていますけれども、

こんなには必要ないということで、参加人数等も鑑みてこれだけの引き下げにしたの

か、伺いたいと思います。参加人数はどのくらい見込んでいるのか、伺えればと思い
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ます。

（18）なのですが、今の質問を聞いていて、まとめというのですかね、結論ですか

ね、これは新年度で出るのですかね。それを伺いたいと思います。

それから、次の同じ171の共同学校事務事業の関係なのですが、学校の先生が軽減

されるということは大変結構なことだなというふうに思うのです。事務事業に当たる

方の人数というのは何人なのですかね。お金に触れないということは、菅小に場所を

置くわけですよね。各学校に出向いて、その事務に当たる方が児童生徒からお金をも

らったりしていくと。そういう形になっていくということなのでしょうかね。ちょっ

と伺いたいと思います。

それから、178、179の志賀小学校の施設点検業務委託料があるのですが、どんな点

検なのか伺いたいと思います。

それから、188、189の一番上の中学校体験チャレンジの関係なのですが、どのくら

いの企業に新年度は働いてもらうようにするのか、それから消耗品というのが毎年あ

るのですけれども、消耗品がなぜかかるのかなと思うのですけれども、ちょっと教え

ていただければと思います。

それから、190、191、幼稚園の教育振興事業が大きく減っているのですけれども、

大丈夫なのか、減った中身を伺いたいと思います。

それと、204、205、学校給食の関係なのですが、コンテナの扉が壊れたので、改修

するという説明でした。給食調理場の関係は、とりあえずこれが直れば、ほかの傷み

は今のところはないということでよろしいのでしょうか。

もう一つ、第三の居場所をこれからつくっていくわけですよね。貧困家庭について

どういうふうにその児童をつかんでいくのか、所得調査というか、そういうもするの

か、ちょっとつかみ方を伺いたいと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 大きく９点になります。順次答弁を求めます。

金子副課長。

〇金子美都教育委員会教育総務課学校教育担当副課長 私から順次お答えをさせていた

だきます。

まず、１点目の学校教育ＩＴ推進事業、168ページでございます。こちらに関する

金額、前年比でふえている分でございますが、こちらの原因といたしましては、使用
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料及び賃借料のうち各小学校のパソコン教室のライセンスの使用料を計上させていた

だいておるところでございます。こちらがプラス156万7,000円を計上させていただい

ておるところでございます。

続きまして、学習支援教室運営事業でございます。こちらの減額に関しましては、

平成29年度の実績をもとに算出したものでございます。また、運営に関しては、小学

校３年生、４年生、中学校３年生を対象とする、そして年間25回を予定していること

に関しては29年度と同様でございます。内容に関しては、同様でございます。参加人

数の見込みでございますが、平成29年度は各40名をおおよその目安とさせていただい

ております。30年度に関しては、29年度でこの参加に関する希望の声、来年度も希望

したいというようなお声をいただいておりますので、できる限り人数はご希望された

方に関しては承りたいと考えております。

18の適正規模等検討委員会の運営でございますが、こちらに関しては、先ほど課長

が申し上げましたとおり、早い段階で委員の皆様方の意見をご提示をさせていただい

て、ただいつまでに答申ということは委員会を最初に開催したときも定めておりませ

んでしたので、いつまでに答申というようなお答えは控えさせていただきたいと思っ

ております。

170ページの共同学校事務事業でございますが、こちらに関しては玉ノ岡中学校を

拠点校ということで考えております。各学校には、それぞれ１名事務職員がおります

が、合計で６名の事務職員で構成される事務室でございます。

179ページにございます小学校施設点検業務委託料の540万円の計上、こちらに関し

ては、長寿命化計画策定のための建築基準法第12条点検及び非構造部材の調査という

ことでございまして、今後施設の個別施設計画を定めるに当たりまして、建築物の適

切な維持管理と安全を確保するために、その損傷や腐食等の劣化状況について、これ

は１級建築士等の資格のある方による調査点検を行うものでございます。こちらに関

しましては、小学校施設改修事業に計上させていただいておりますが、嵐山町には小

学校が３校、中学校が２校ございますので、この５校を合わせてこちらに一括で計上

させていただいているものでございます。

続きまして、187ページの中学生の体験チャレンジでございますが、現在も役場、

図書館、消防の分署、それから各学校、保育園、福祉関係でございますと、社会福祉

協議会、嵐山病院、障害者施設のウィズ、そしてそのほかにヌエック、嵐山カントリ
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ークラブ、民間の会社さんで、ベイシア嵐山店、それからガソリンスタンド、ヤオコ

ーバイパス店、そしてコンビニ等の数多くのチャレンジ、社会体験をさせていただい

ているところでございます。

〇森 一人委員長 消耗品はどなたのほうが。

村上教育総務課長。

〇村上伸二教育委員会教育総務課長 今消耗品の関係があったのですけれども、これに

つきましては体験が終わった後まとめて子供たちが発表をするわけなのです。そのと

きに大きな模造紙を買ったりですとか、行ったときの写真を張ったりですとか、そう

いった形でたしか嵐山の役場にも体験された後、玄関のホールのところに子供たちが

つくったものが飾ってございました。そういうものに使う消耗品でございます。

それと、先ほど副課長のほうで川口委員のご質問に対してお答えさせていただいた

のですけれども、ＩＴの関係で金額がふえている理由なのですが、こちらに関しては

各小中学校のこれまでのＩＴに関する部分の機械借上料、これを一括にこのＩＴ推進

事業にすることにいたしました。その関係で各小中学校の機械借上料は各学校大幅に

減となっているところでございます。その分をこのＩＴ推進事業という事業に一本化

した関係上、先ほど副課長お話ししましたように、機械借上料等が増という形になっ

ております。また、共同事務の中で現金の扱いを事務の人たちが学校で子供たちから

集めるのかというお話でしたが、むしろそうではなくて、例えば学年費等を今中学校

なんかは振り込み等にしていて、現金をとにかく学校の先生が扱わないようにするこ

とが一番間違いがない形ではないかなと。そういうのが安全に間違いなく背景にあり

ますけれども、そういったものが集められるような形にするには、事務の方々にも研

究していただいて、学年費等も学校によってばらばらの金額のままで、学年によって

もばらばらでございました。そういうのも計上して、より透明になって負担を減らす

ような形で事務ができるというふうにしたいと考えているところでございます。

〇森 一人委員長 続いて、幼稚園の減額についてですね。

〇村上伸二教育委員会教育総務課長 幼稚園のほうで振興事業のほうが大幅減になって

いると。これは、まず１点目が、子どものための教育・保育地域型保育給付費負担金、

こちらのほうが子育て支援課の予算のほうに移行されております。その関係で、平成

29年度当初はそちらの保育の負担金を127万2,000円計上しておりましたけれども、ほ

ぼ同額のものが子育て支援のほうに一本化されております。
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それと、幼稚園就園奨励費補助金629万円、前年度に対して80万6,000円減の予算と

なっております。こちらに関しては、私立幼稚園に行っているお子さんが減っている

ということではないのですけれども、全ての私立に行っている家庭が対象となるわけ

ではなくて、一定の所得があるご家庭の場合はむしろ対象にならないこともございま

す。また、人数だけではなく、それぞれのご家庭の所得によってこの就園費補助金も

変わってまいります。第１子か、第２子か、第３子か、これらによっても大きく金額

が変わっておりますが、おおよその見込みで、平成29年度には若干減の629万円とい

う予算で予算計上させていただいているものでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 簾藤給食センター所長。

〇簾藤賢治教育委員会教育総務課学校給食センター所長 204、205ページ、学校給食運

営事業の需用費、修繕費の内容についてご説明をさせていただきます。

委員さんお話しのとおり、30年度でコンテナの使用の全ては大２、中、小２という

のですかね、コンテナを改修することによりまして、28、29の９月補正でそれぞれ２

個ずつ実施させてもらったわけでございますけれども、コンテナにつきましてはこれ

で一応終わるということでございますけれども、そのほかの修繕につきましては、ご

案内のとおり、補正等も組ませていただいたりしていますけれども、この施設が稼働

したのは平成21年１月からなのです。そういったこともありますし、洗浄に洗剤とか

薬品とか、そういうものも使ってございます。ただいまの洗浄機等は、インバーター

とか結構大量に使ってあるのです。そういったものの修繕というのは随時行っている

ところでございますけれども、わかりませんけれども、経過年数等もありますので、

大きく故障する可能性もあるのかなという認識ではおります。

以上でございます。

〇森 一人委員長 村上教育総務課長。

〇村上伸二教育委員会教育総務課長 第三の居場所に関する所得調査を行うのかという

ようなご質問だったと思いますが、第三の居場所の運営に関しては、基本的には子育

て支援課のほうの担当でございますので、教育委員会で具体的な関与という形は、行

わないと言ったら変なのですけれども、所得調査等を行うことは考えておりません。

ただ、日常的に各小中学校でも要保護児童生徒はございます。単純に金銭の貧困だけ

でなく、それぞれの家庭なり児童生徒個々の問題で課題があるものに関しては、指導
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主事等も含めて、またさまざまな指導員等からも情報を得た中で子育て支援課と連携

をとっております。ですので、単純に貧困だけでなく、一人で放課後ぶらぶらしてい

るような子がいてはいけない、まして小さい低学年の子など、そういった情報等は子

育て支援課のほうと絶えず情報を共有しておりますので、その中でどういう支援が必

要なのかということは、主導は子育て支援課のほうで第三の居場所のほうは運営いた

しますけれども、連携は図っていきたいと考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 168、169の適正規模については、そうすると新年度でまとめをすると

いうこともあるということなのですかね。あるかもしれないし、ないかもしれないと

いうことなのですかね。ちょっと確認です。

共同事業はわかりました。ＩＴ推進事業なのですが、機械器具の借上料で一括でと

いうことなのですけれども、昨年1,341万円の予算なのですよね。今年が1,400万円で

すから、もともと一括にはなっているということなのですか、この金額では。ちょっ

と確認します。

188、189のチャレンジ事業なのですけれども、いろんなところに行って学ぶという

のは大事なことだなというふうに思います。これは、報償費が出ているのですけれど

も、生徒が行ったところ、その企業に若干お渡しする金額だという理解でよろしいの

でしょうか。

それと、第三の居場所なのですが、説明が子育て支援課からありましたから、担当

課は向こうだというのはもちろんわかっているのですけれども、ただ学校を担当して

いる皆さんとのつながりは非常に深いと思いますので、児童を見るのは学校の先生で

すので、その先生がきちんと見ていないと、見落としが起きてはいけないので、あえ

てこっちで質問させていただいたのですけれども、これは結構です。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

村上教育総務課長。

〇村上伸二教育委員会教育総務課長 お答えさせていただきます。

まず、学校教育ＩＴ推進事業で使用料が昨年度当初より156万7,000円、機械器具借

上料で昨年度より107万2,000円の増となっております。小中学校のパソコン教室のパ

ソコンに関しましては、年度途中で再リースという形になりますので、金額が大幅に
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減っております。ですので、各小中学校の管理費の中の機械器具借上料等は、例えば

177ページ、七郷小学校、14番の使用料及び賃借料の中の機械器具借上料96万2,000円

となっておりますが、昨年度よりも125万4,000円の減となっております。また、179ペ

ージの志賀小学校の14の使用料及び賃借料の中の機械器具借上料、これも110万

4,000円で、昨年度当初よりも134万2,000円の減となっております。こういったもの

が、丸々この減になった金額が先ほどのＩＴ推進事業のほうに行くのではなく、満期

を迎えた上での再リースということで、非常に低い割合の金額での再リースの金額が

先ほどのＩＴ推進事業のほうに集約されているということでございます。

続きまして、適正規模の委員会、川口委員のおっしゃるとおりでございます。先ほ

ど副課長もお答えさせていただきましたけれども、委員会については、期限を限って

答えを出すということはしないというのが１回目の会議での会長または各委員の皆様

のまとまったご意見でございました。それに基づいてそれぞれの委員の皆様のご意見

をいただいております。それを今後集約等しながら、先ほど川口委員おっしゃったよ

うに、年度内に一定の答えが出ることも考えられますし、さらに検討を加えて来年度

まで延びる可能性もあるかと思います。

続きまして、中学生の体験チャレンジですけれども、川口委員がおっしゃったよう

に、それぞれの場所に子供たちが行ってお世話になっているわけなのですけれども、

当然役場等には何も持ってきませんが、民間の会社ですとか福祉施設等については、

お礼かたがた1,000円程度の石けんセットのようなものをお持ちして、よろしくお願

いしますということで行っております。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 55ページになりますけれども、幼稚園の預かり保育料が27万

5,000円、これはどのような算出の基礎があるか伺います。

それと、169ページの英会話指導事業ですけれども、小学校３、４年生の授業はど

の程度行われるのか伺いたいと思います。

先ほどの学校教育ＩＴ推進事業ですけれども、再リースということでうんと安くな

ったということですけれども、タブレット活用で１台当たりの生徒数とか児童数はど

のくらいになっていくのか、２人に１台ぐらいになっていくのか、４人に１台ぐらい
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になのか、まだ１人に１台というわけにはいかないのだと思うのですけれども、それ

を伺いたいと思います。

同じく下なのですけれども、169ページですけれども、発達障害早期支援事業です

けれども、これについて現在の発達障害の状況を伺いたいと思います。

それと、189ページになります。幼稚園管理教育なのですけれども、さくら教室の

経費というのはこの中でどのくらい見込まれているのか伺いたいと思います。

それから、204ページ、205ページですけれども、学校給食運営管理事業ですが、先

般の文教厚生委員会の報告の中で越生町が学校給食甲子園で優勝したらしいのです。

嵐山町では、学校給食甲子園に参加するというものがあってもいいかなと思うのです

けれども、その点について伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 全部で６点になります。順次答弁を求めます。

奥田嵐山幼稚園長。

〇奥田定男教育委員会教育総務課嵐山幼稚園長 最初に、預かり保育の積算基礎につい

てお答えします。年間2,700人程度の利用があって、１回100円で利用していますので、

そのような見込みで積算させていただきました。

さくら教室の費用について予算措置されているかということでございますが、さく

ら教室として特に予算措置はされておりません。参加者には今年度から１人1,000円

の参加料をいただいております。この内訳は、スポーツ振興センターの対象ではりま

せんので、保険料、それから教材に使うもの、消耗品、それからお土産のごく簡単な

お菓子、そのようなものを1,000円の中で負担しておりまして、ちょっと足りないの

で、若干消耗品の中から支出させていただいております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 溝上指導主事。

〇溝上智恵子教育委員会教育総務課学校教育担当指導主事 私からは英会話関係につい

てご説明申し上げます。

まず、平成30年度につきましては、小学校３年生、４年生において年間15時間の外

国語活動の時間を計画しております。なお、５、６年生につきましては年間50時間の

外国語活動を計画しております。その後、31年、32年の完全実施に向けまして、３、

４年生については年間35時間、５、６年生につきましては年間70時間を確保する予定

でございます。
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以上でございます。

〇森 一人委員長 佐々木指導主事。

〇佐々木寿志教育委員会教育総務課学校教育担当指導主事 タブレットの１人当たりの

台数ということなのですけれども、タブレットと限ると、中学校にそれぞれ40台ずつ

導入をしておりますので、１人当たりとなると、国の出している目標からは遠くなっ

ております。ただ、小学校の既存のコンピューター室にあるパソコンですとか、そう

いったものを合わせますと、今は約７人に１台の計算になります。

以上です。

〇森 一人委員長 溝上指導主事。

〇溝上智恵子教育委員会教育総務課学校教育担当指導主事 発達障害の児童生徒の状況

についてご説明申し上げます。

まず、特別支援学級の状況でございますが、各小学校において、また各中学校にお

いても特別支援学級が設置されております。菅谷小学校においては３学級、志賀小学

校においては２学級、七郷小学校については１学級、菅谷中学校については２学級、

玉ノ岡中学校についても２学級ということでございます。

なお、通級指導教室というものもございまして、これにつきましては菅谷小学校、

それから菅谷中学校に設置をされておりまして、なおかつ菅谷小学校の通級指導教室

の担当につきましては毎週１回志賀小学校を兼務しているという状況でございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 簾藤給食センター所長。

〇簾藤賢治教育委員会教育総務課学校給食センター所長 お答えさせていただきたいと

思います。

ご案内のとおり、越生町につきましては、梅の特産品を使ったものが結構多くメニ

ューにあったかなと思うのですけれども、私どもの栄養教諭も、ふるさと月間とか、

そういうものに合わせまして工夫をして郷土料理をつくってございます。ただ、１人

でございますので、どこまでできるかはわかりません。甲子園に参加してはどうかと

いうことでございますけれども、栄養教諭とも相談しながら、いきなりそこまで行け

るかどうかも含めまして検討させていただきたいと思います。

以上でございます。

〇森 一人委員長 渋谷委員。
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〇渋谷登美子委員 預かり保育2,700人ということは、子供さん全員が預かり保育を利

用されるのか、利用率としてはどのような、出したことがないのですけれども、感じ

になってくるのですかね。毎日やって、１日にどのくらいのお子さんが利用されると

いう感じでつくられているのか、伺いたいと思います。

さくら教室の費用は１人1,000円ということで、これは公費というか、全然入って

いないということですよね。今回はさくら教室はどのくらい入られるというふうな見

込みで考えていらっしゃるのか伺いたいと思います。

英会話指導事業ですけれども、この次、30年度はこの時間だから、31年度からもう

少し予算がふえてくるというふうに見込んでいいのですね。

それと、ＩＴ教育推進事業なのですが、私はせめて２人に１台ぐらいはないと難し

いのかなと思うので、今回再リースという形で安く借り上げられるようになったら、

再リースではないから、次のは難しいのですかね。少し台数をふやしていくというふ

うな方向は考えていいのかなと思うのですけれども、その点について伺いたいと思い

ます。

発達障害の早期支援事業ですけれども、発達障害で特別支援学級に席を持っていら

っしゃるお子さんと、それから普通学級に席を持っていらっしゃるお子さんといらっ

しゃると思うのですけれども、それの割合というのかな、普通学級の中でのそういう

ふうに発達障害ではないかというふうに思われていらっしゃる方の支援と特別支援学

級の支援とはまた違ってくると思うのですが、そこの点がどのようになっているのか

伺いたいと思います。

それと、学校給食管理運営事業なのですが、せっかくなので、文教厚生委員会が視

察したのであるから、嵐山町でもチャレンジしてみるべきではないかと思って見たの

ですけれども、６人分を、給食調理員の方と栄養指導士さんがいて、そこに行ってメ

ニューをつくって出すという感じなのです。だから、やってみてやれないことはない

ので、応募してみて、だめだったらそれでいいので、毎回毎回チャレンジして、別に

優勝することもないので、やっていくというふうな試みがあったら給食の献立も豊か

になってくると思うのですが、どうでしょうか。検討という形なのですけれども、ぜ

ひやってみていただければと思うのですが。

〇森 一人委員長 計６点になります。順次答弁を求めます。

奥田嵐山幼稚園長。
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〇奥田定男教育委員会教育総務課嵐山幼稚園長 まず、預かり保育についてお答えしま

す。預かり保育は平均しますと大体１日10人から20人の間ぐらいの人数が多いです。

利用率といいますか、一度も利用したことがないという園児は全体で10人未満で、ほ

とんどの園児が利用しているというふうにご理解いただいていいかと思います。

次に、さくら教室ですが、さくら教室については、予算については先ほどお答えし

ましたように、特に来年度も予算化はしていません。人数としましては、本年度29名

で35名の入園でしたので、来年度も一応30名程度を見込んでおります。

以上です。

〇森 一人委員長 村上教育総務課長。

〇村上伸二教育委員会教育総務課長 私のほうからはＩＴ推進事業の関係で、渋谷委員

からタブレットの台数をというお話だったのですが、今回先ほど言いました再リース

というのは小学校のデスクトップのパソコンの再リースでございます。タブレットＰ

Ｃ、現在先ほど佐々木指導主事のほうからお答えさせていただきました中学校２校で

各40台導入しておりますけれども、こちらの予算が単年度で967万円、ほぼ1,000万円

という金額になりますので、できれば３クラスに１クラス分ぐらいは最終的には持っ

ていきたいと考えているのですが、国のほうでは最終的には１人１台と言っています

が、そこには当然いろんな費用がかかってきます。それも踏まえまして、現在嵐山町

教育情報化推進計画というのを今つくっているところでございます。嵐山町としてで

きること、進むべきＩＣＴ教育とはどういうものかというものを現在策定していると

ころでございますので、その計画に沿って計画的に、新しい新学習指導要領の中でも

位置づけられる、そういったＩＣＴ教育というものをよりよく進めていくようにして

いきたいというふうに考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 金子副課長。

〇金子美都教育委員会教育総務課学校教育担当副課長 英会話指導事業でございます

が、お答えをさせていただきます。

小学校に関しては、平成32年度より学習指導要領の改正で授業時数の拡大が確実に

参ります。それに伴い、現在は移行期間内でございますので、その時数で対応させて

いただいておりますが、平成31年度以降に関しては新学習指導要領の時数として予算

を計上させていただく予定でございます。
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以上でございます。

〇森 一人委員長 溝上指導主事。

〇溝上智恵子教育委員会教育総務課学校教育担当指導主事 発達障害の傾向を持つ児童

生徒の割合ということでございますが、こちらにつきましては発達障害ということで

客観的な検査等に基づいて診断を受けている児童生徒という、子供の数というのは明

らかになっているのですが、検査は受けておりませんが、傾向を持つ子供というとこ

ろまで含めますと、およそ10％くらいの割合はおるのではないかというふうに考えま

す。特別支援学級、それから通級指導教室等で在籍をして支援をしている子供さんた

ちのほかにも、各それぞれの通常学級でそういった傾向を持っており、配慮を要する

お子さんというのは複数見られますので、そういったお子様たちにつきましては、学

習生活支援員ですとか、あるいは少人数指導等々で個別の支援ができるような工夫を

しております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 永島教育長。

〇永島宣幸教育長 発達障害なのですけれども、私が県庁にいたときの調査なのですけ

れども、全国平均が６％だったのです。ただ、埼玉県は10％だったのです。埼玉県の

ほうは全国に比べて通常学級にいる発達障害の子供が多いという結果が出ています。

今溝上のほうから答えた１割程度というのが埼玉県の平均でして、全国平均はもうち

ょっと下だと思います。ですので、発達障害とわからない子供もたくさんいます。そ

の子たちにとっては、嵐山町は支援員さんを措置していただいていますので、個に応

じた指導はできているのではないかなと思いますし、あと通級指導の加配を県からい

ただいているということと、それから特別支援のほうには特別支援学級の支援員さん

をいただいていますので、ある程度はカバーできているかなというふうには考えてい

ます。

それから、外国語活動なのですけれども、小学校につきましては、来年度は文部科

学省のほうから15時間プラスということがありましたので、３年生、４年生にとりま

しては今の時間割の中の総合的な学習の時間35のうちから15をとります。ですので、

先生方の負担は授業の時数としてはふえません。ただし、再来年度は完全に１こまふ

やします。ですから、小学校の６年生が一番厳しいと思うのですけれども、小学校の

６年生は今現在クラブ活動を入れると29こまなのです。それに外国語活動が１こま入
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りますから、30こま、つまり５日間ですから、六、五、三十という形にならざるを得

ないので、その辺をどういうふうに工夫していくかということになると思います。中

学校については、新しい教育課程になっても今と大きく変わるところはありません。

今度の新しい教育課程で変わるのは高等学校と小学校、あとは幼児教育の部分だけだ

というふうに思いますので、外国語活動が進んでいった来年度のまたこの会議では予

算増ということでお願いすることになると思います。よろしくお願いします。

〇森 一人委員長 簾藤給食センター所長。

〇簾藤賢治教育委員会教育総務課学校給食センター所長 お答えさせていただきます。

ご案内のとおり、給食の業務は昨年、29年度から東京天竜さんということで、３年

契約ということで今実施を行っております。ですから、先ほど申しましたように、委

託先との相談、それから栄養教諭との相談ということもございますので、今現在参加

していきますということはちょっと控えさせていただきたいと思いますけれども、そ

ういったご提案をいただいて、積極的に取り組んでいってほしいという要望というか

お話はさせていただきたいと思います。

以上でございます。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 さくら教室なのですけれども、３歳児保育のことをいろいろお話し

していましたら、さくら教室はふやしていくという、そこで対応していくというお話

でした。幼稚園ではさくら教室の特に経費も取っていないようですけれども、さくら

教室は月に何回ぐらい。今、月１回ですよね。それをどの程度ふやしていく予定でい

るのか伺いたいと思います。

それと、英会話指導事業ですけれども、そうすると、平成32年度からは県の予算で

教員が配置されて、嵐山町の予算は必要なくなってくるというふうな……

〔何事か言う人あり〕

〇渋谷登美子委員 違うの。教科になってくるのに、それはないのですか。ごめんなさ

い。ここで聞いたらいけないのですけれども、それを伺いたいと思います。

学校給食運営管理事業は、ぜひお願いしたいと思います。

〇森 一人委員長 要望はだめです。

〇渋谷登美子委員 では、再度質問します。質問という形でいきますけれども、その話

し合いというのは、栄養士と、それから委託先との話し合いというのは必ずどこかで
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やると思うのですけれども、そういった場所というのはどこにあるのか伺いたいと思

うのです。質問しなくてはいけないというのだったら、そういうふうな形で質問しま

す。

〇森 一人委員長 計３点になると思います。答弁をお願いいたします。

奥田嵐山幼稚園長。

〇奥田定男教育委員会教育総務課嵐山幼稚園長 さくら教室ですけれども、平成29年度

も月２回の開催でございます。来年度も同じように月２回の開催ということで予定し

ております。人数については、その対象年齢児は申し込みがあったら全員受けるとい

う形になっております。したがいまして、３歳対象児については特に枠は設けていま

せん。それはもうずっとそうなのですが、子供の数全体が減っていますので、おおよ

そ30人ぐらいかなというふうに見込んでいるということでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 溝上指導主事。

〇溝上智恵子教育委員会教育総務課学校教育担当指導主事 英会話についてご説明申し

上げます。ＡＬＴは、授業のアシスタントということでございます。ネイティブの外

国の方が派遣をされまして、英語の授業を担当するのは教員でございます。そこにプ

ラスワンということで、ネイティブの外国の方を入れていただくということでござい

ます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 簾藤給食センター所長。

〇簾藤賢治教育委員会教育総務課学校給食センター所長 お答えさせていただきます。

先ほどもお答えさせていただいたとおり、委託先と栄養教諭ということで、委員さ

んからこういったチャレンジをしてはというご提案をいただいたと。ぜひ検討してほ

しいということを伝えて、機会を持つということになるかと思います。今ご質問いた

だいた、どこの場所にあるのかというのがちょっとわからないのですけれども、私ど

ものほうで音頭をとって、そういったご提案をいただいたと、検討していただきたい

というような内容になるかと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

松本委員。
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〇松本美子委員 それでは、質問させていただきます。

188、189ですけれども、一番上段ですが、中学生の体験のチャレンジ事業というこ

となのですけれども、こちらにつきましては随分いろんな場所で体験的に仕事を体験

してくるのだなというふうには先ほどの川口委員さんのほうへの答弁でわかりました

けれども、そういった中で中学１、２年生が対象ですよということなのですが、これ

は希望をとるのでしょうか、体験しに行きますよというのを。それから、その行く場

所の選定も自分の希望で行けるのかどうか。その２点です。

それから、その同じページの嵐山幼稚園の管理事業なのですけれども、臨時職員さ

んの関係で少し金額的にも前年度より上がっているなと思っています。今嵐山幼稚園

さんの先生の体制はどんなふうになっているのか、お休みしている人もいるでしょう

し、正規の方もいると思いますけれども、その辺をお答えいただければと思っていま

すから、よろしくお願いいたします。

以上です。

〇森 一人委員長 計３点になると思います。順次答弁を求めます。

佐々木指導主事。

〇佐々木寿志教育委員会教育総務課学校教育担当指導主事 初めの２点についてお答え

させていただきます。社会体験チャレンジの場所なのですけれども、基本的には子供

たちのほうからこういったところでチャレンジしてみたいというような希望を募りま

す。ただ、その希望が全てかなうだけの受け入れの人数というのが難しい場合もござ

いますので、複数の希望を子供たちからとって、あとは教員のほうで調整をして、な

るべくチャレンジしたいなという事業所でできるように配慮をして調整するというと

ころです。これで２つまとめててよろしいですかね。

〇森 一人委員長 そうですね。

〇佐々木寿志教育委員会教育総務課学校教育担当指導主事 以上です。

〇森 一人委員長 奥田嵐山幼稚園長。

〇奥田定男教育委員会教育総務課嵐山幼稚園長 幼稚園の職員体制についてお答えしま

す。現在嵐山幼稚園では正規の職員が４名在職しております。１人は担任を外れて、

今29年度からですけれども、主任の専任化を行いまして、学校で言う教頭的な立場で

１人は働いていただいています。残りの３人が担任しておりまして、したがいまして

１人担任が足りませんので、臨時職員が１人担任をしております。そのほかに、副担
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任が年長、年少に各１人ずつ、さらに預かり保育の担当が１人おります。そのほかに

事務職員が１人、それから用務員が１人となっております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 松本委員。

〇松本美子委員 申しわけないのですけれども、私の聞いたのは、チャレンジの関係な

のですけれども、中学１、２年生を対象にということになっていますよね。その中で

子供からは全員参加ということでとりあえずやるのですかと聞いたのですけれども、

それでなければ、手を挙げた方だけがこちらに希望していくのでしょうかということ

を少し聞かせてください。それから、幼稚園のほうの関係につきましては、なかなか

厳しい状態でやっているなというのがよくわかりましたので、これ以上は結構です。

〇森 一人委員長 佐々木指導主事。

〇佐々木寿志教育委員会教育総務課学校教育担当指導主事 大変失礼いたしました。全

員参加です。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

清水委員。

〇清水正之委員 簡単に答えてください。

167ページの奨学金の関係なのですが、特別奨学金を無料にというか、しましたよ

ね。今年度というか、昨年度応募というか、申し込みがあったのかどうか、それから

通常の奨学金についても同じです。

それから、もう一つ、今の奥田先生のお話で、臨時職員を去年も使っていたのです

よね。そういう面では、通常的に職員が足らないというふうに考えていいのですか。

毎年幼稚園については、臨時職員をお願いしないと、なかなか幼稚園として回ってい

かないという状況なのでしょうか。

〇森 一人委員長 以上２点になります。答弁を求めます。

奥田嵐山幼稚園長。

〇奥田定男教育委員会教育総務課嵐山幼稚園長 幼稚園については、従来からずっと正

規の４名の者が担任をするという体制でずっと行っておりました。しかしながら、産

休、育休で同時に２名が休みに入るという事態になりまして、正規の職員でなく２名

をやむを得ず臨時で対応したところでございます。しかしながら、この２名の臨時の
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職員が大変力のある職員で、この休んでいる間、非常によくやっていただきまして、

保護者や同僚からも特段、その苦情とか、そういうのもありませんでしたので、それ

で平成29年度は、４人の正規の職員全員がそろったところでしたけれども、１名を教

頭で全体を見れる立場にして、幼稚園の運営としては非常に助かっております。臨時

職員が担任、１名残っておりますが、特段支障はございません。

〇森 一人委員長 続いて、答弁を求めます。

金子副課長。

〇金子美都教育委員会教育総務課学校教育担当副課長 奨学金について、29年度でござ

いますが、３名の方が貸し付けのお申し込みをされて、３名に貸し付けをしてござい

ます。そのうちお一人に関しては、特別奨学金に関してのご希望はございませんでし

た。

以上でございます。

〇森 一人委員長 清水委員。

〇清水正之委員 幼稚園ですけれども、臨時職員の枠があるから特段に影響ないという

ふうに感じていいのですか。そういう面では、臨時職員を正職員にするという考え方

もあるのではないかなというふうに思うのですが、どうですか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

奥田嵐山幼稚園長。

〇奥田定男教育委員会教育総務課嵐山幼稚園長 私としては、やはり担任は責任を持ち

ますので、正規の職員が担任できれば一番ベストであるというふうに思っています。

その臨時職員、つまりその人にもよりまして、たまたま今恵まれておりまして、ほと

んど遜色ない力量をお持ちの方がやっていただいているので、そういう面では特段支

障ないのですが、これがずっと続くかということになりますと、それはちょっと難し

い面もあるので、当然正規の職員が担任をしていただければ、それにこしたことはな

いというふうに思っております。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

安藤委員。

〇安藤欣男委員 時間が押しているので、１点だけ。

207ページの給食センター調理業務委託の関係ですが、昨年から委託先が変わった
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わけですけれども、今回約100万円委託料が下がっているのです。この人員の関係と

か、そういうものは前の業者との変化というのは起こっているのですか。それから、

この近くで仕事に携わっている人が何人ぐらいいるのでしょうか。わかりましたら。

〇森 一人委員長 大きく１点になります。

簾藤給食センター所長。

〇簾藤賢治教育委員会教育総務課学校給食センター所長 お答えさせていただきたいと

思います。

厳密には、前の業者との人員の比較というのはちょっと資料的に持っていないので

すけれども、今現在の委託先は、正規の職員が５名、臨時職員が10名という枠の中で

やっておりますけれども、今のところ人手不足ということもございまして、正規の職

員が１名まだ募集中ということになります。また、臨時職員の方でございますけれど

も、今登録上は14人ぐらいいたと思います。組み合わせで、８時半からとか９時から

２時とか、そういった希望の方もいらっしゃるので、人数だけの問題ではなくて、若

干多目になってはおりますけれども、今現在調理業務について支障は特にございませ

ん。また、臨時職員の方の居所でございますけれども、嵐山、小川、嵐山が一番多い

と思うのですけれども、いずれにしても近隣の方ということでご理解をいただきたい

と思います。

以上でございます。

〇森 一人委員長 安藤委員。

〇安藤欣男委員 近隣から臨時で入っている方がいらっしゃるということなので、結局

突発的なことで交通、通勤が難しいとか、そういうことだって起こり得るわけで、そ

んなことが心配でお聞きしてきました。給食は待ったなしでございまして、今渋谷さ

んからはチャレンジしたらどうですかというふうなことですが、嵐山の場合は無理か

なというふうに私は思っております。

〇森 一人委員長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 質疑がないようですので、教育委員会教育総務課に関する部分の質

疑を終結いたします。

ここで休憩といたします。入れかえのみです。

休 憩 午後 ６時２８分
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再 開 午後 ６時３０分

〇森 一人委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、本日最後の審査は教育委員会文化スポーツ課に関する部分の質疑を行いま

す。

説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして、簡潔かつ明瞭な答

弁、説明をお願いしたいと思います。

それでは、質疑をどうぞ。

川口委員。

〇川口浩史委員 80、81ページの交流センター管理事業なのですが、町民ホールなんか

もそうなのですけれども、あるお年寄りの方がこういう施設を利用しているときに、

マイクを使って当然やるのですけれども、聞こえにくいと言う方がいるのです。その

方はそうなのです。ヘッドホンのようなものをつけていただけないかと。内容がよく

わからないと。そういう要望があったのですけれども、この中に入っているのかどう

か。多分ないと思うのですけれども、一応伺っておきます。

それから、194、195、放課後子ども教室事業なのですが、若干お金がふえているの

ですけれども、回数、内容を少し工夫しているのでしょうか。問題なのは、七小、志

賀小からの参加がどうなのかと。この新年度ではそんなに大差ないというか、七小、

志賀小からも参加できるようになっているのか、伺いたいと思います。

それから、196、197、図書館管理事業なのですが、指定管理には平成30年度は進ま

ないという理解でよろしいのか、伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 大きく３点になります。順次答弁を求めます。

田畑文化スポーツ課長。

〇田畑 修教育委員会文化スポーツ課長 よろしくお願いします。川口委員の最初のご

質問、交流センターの聞こえにくい場合のヘッドホン、つけてほしいという要望があ

ったということについて、この予算の中には入っているかというご質問だったと思い

ますが、こちらの交流センターのほうの事業費の中、管理事業費のほうにはその部分

は含まれておりません。今後の検討というか、現状のほうは交流センターのほうでそ

ういう要望のほうを聞いているかまだ確認していないものですから、その辺は今後の

検討課題にしたいと思います。
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続きまして、放課後子ども教室なのですけれども、昨年よりも回数等どうなのか、

七小、志賀小の参加の関係につきましてお答えさせていただきます。放課後子ども教

室につきましては、今年度予算のほうが上がったのは、少し多く見させていただいて

いますのが、まず29年度のときの実績なのですけれども、大分好評というか、29年度

の事業が29回開催されまして、その中で今回小学校３校に参加のほうを呼びかけたと

ころ、41人の募集がございました。28年度のときは30名だったのですけれども、今回

29年度の見込みというか、今の段階では41名でございます。先ほどの志賀小と七小の

関係ですけれども、志賀小のほうが、28年が３名だったのですが、29年では12名いら

っしゃいました。七郷小学校のほうは、28年が３名でしたが、29年、今年度につきま

しては１名と下がってしまいました。すみません。

あと、全体的に人数等がふえた要因、あとこちらのほうの事業の中で学童保育さん

との合同事業を29年度は行わせていただきまして、各学童保育さんのほうとコラボの

事業を行っております。その影響もございまして、今年度も実施していきたいと思っ

ております。回数と内容は以上でございます。特段、七小と志賀小のほうにつきまし

ては、各学校への案内、参加募集はしておりますが、放課後子ども教室として来てい

ただいた方につきましては、志賀はアップしましたけれども、七小のほうはちょっと

落ちてしまったというのが現状です。

〇森 一人委員長 図書館ですね。指定管理について。

永島教育長。

〇永島宣幸教育長 平成30年度ですけれども、図書館の指定管理者制度の導入というの

は考えておりません。

〇森 一人委員長 ほかに。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 80、81にずっと交流センターに係る事業があるのですけれども、交

流センターでの公民館事業といいますか、社会教育に係る事業が少なくなってきてい

るのではないかなと思うのですけれども、その点についてはどのような考え方がある

のか。交流センターの改修費の支出が1,999万8,000円ですか、それがずっと続いてい

る以上は、そういうふうな形のものはなかなか公民館事業的な部分に予算が回りにく

いのかなと感じているのですけれども、どうなのでしょうか。そこら辺の報償費なん

かも少なくなっているのかな。生涯学習に係る事業というのは、ふれあい交流センタ
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ーにある程度一本化していくというか、例えばなごみ事業だったり、いろいろしてあ

ったりしたわけなのですけれども、社会福祉協議会の事業なんかでもあったわけなの

ですけれども、それを一本化していくというふうな形に前あったと思うのですが、そ

れの一本化というのは結局できなかったのかなというふうに今予算書を見ていて、チ

ェックしていると、そう思っているのですけれども、その点について伺います。それ

と、そのためにふれあい交流センターは貸し館的な発想が非常に強くなっていって、

自主講座的な形の事業が多くて、公民館的な部分が弱くなっているかなというふうに

今感じていたのですけれども、その点について伺います。それと、放課後子ども教室

についてはわかったのですけれども、子ども大学ですか、平成30年度はどんなことを

予定しているのか。29年度は、大妻嵐山で理科実験を行っているとか、結構子ども大

学というのは、子供に関してはなかなかないものなので、おもしろい事業かなと思っ

ているのですけれども、伺います。

〇森 一人委員長 大きく３点になります。順次答弁をお願いいたします。

田畑文化スポーツ課長。

〇田畑 修教育委員会文化スポーツ課長 公民館のほうの事業で、交流センターの社会

教育の部分が少なくなってきているのではないかということだと思うのですけれど

も、公民館の活動事業としては、毎回年間を通して講座を前期、後期に分けてやって

おります。その辺が講師の先生方と内容を決める段階におきまして、４月になったか

ら、ではこれからというのではなくて、もう４月の段階で今年度の交流センターで行

う文化的な講座等につきましては既に大まか決めてしまっているところがございます

ので、生涯学習、こちらのほうでやっている事業と一本化というのが、そこにかかわ

るスタンスがちょっとまだ図られていなかったのかなという気はいたします。ですか

ら、こちらのほうで生涯学習として、本課のほうとして、こういう事業、こういう講

座とか社会教育にかかわることをやったらどうなのといったときには、大分もう決ま

ってしまったのですよねというようなところもございまして、交流センターでやる講

座につきましては、その色合いが薄くなっているのかなと思われます。

２つ目のふれあいの貸し館的なところが多くなってきたのではないかということな

のですけれども、確かに交流センターにつきましては、その講座がメーンになってい

る部分が多いかと思います。実際に収入のほうとかを見ましても、交流センターのほ

うの利用のほうは、ふれあい交流センターにつきましてはちょっと減りましたけれど
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も、今年また利用者数については伸びてきています。北部交流センターも一時改修の

ために閉鎖した時期がありましたから、それに比べたら、その前年度に比べて伸びて

おります。南部の交流センターにつきましても、年々利用客は伸びていると。貸し館

としての業務になってしまいますが、そちらのほうは順調に来ております。この中に

生涯学習としてどのようなアプローチをして、どのようなプログラムをしていくかと

いうのは、今後の課題というか、そういうふうになってしまうのではないかなと思い

ます。

子ども大学のほうなのですけれども、子ども大学につきましては、一応29年度につ

きましては、先ほど渋谷委員さんのほうからもお話があったように大変いいことだと

いうことで、29年度につきましては、３回でしたが、定員20名で行いました募集、応

募があったのが26名でしたので、６名定員がオーバーだったのですが、小学校４年生

から６年生を対象としておりましたが、全員の26名で、枠を超えた応募で受講してい

ただきました。30年度につきましては、同規模の予算をとっておりまして、内容につ

きましては今検討中でございます。いろいろと案が出ておりますし、29年度に参加し

た生徒さんのほうからもアンケートをいただきまして、こんなことがやれたらいいの

だとか、やりたいなというもの、そういうものを参考にして30年度も進めていければ

と思っております。

以上です。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 生涯学習というか、社会教育ですよね。生涯学習というか、社会教

育というか、本当はやらなくてはいけない。公民館教育の中でそれをやっていかなく

てはいけないのですが、それを今運営するとか、そういうふうな部門がないのかなと

思うのですけれども、ボランティアコーディネーターさんというのは、ボランティア

のことをやっているので、ボランティアと兼ねてはいけないと思うのです。嵐山町で

は、ふれあい交流センターを３つ一緒に運営していることによって、そこの部分が消

えてしまったのかなと思うのですけれども、それについては何か部門的なものがあり

ます。社会教育委員は、今そういうことはしていないような感じが見えるのですけれ

ども、どうなのでしょうか。

〇森 一人委員長 １点になります。

田畑文化スポーツ課長。
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〇田畑 修教育委員会文化スポーツ課長 社会教育委員さんのほうも新しくかわりまし

て、社会教育とは何ぞやという、そこから勉強していくような感覚になっておりまし

て、学校でやるのは学校教育ですけれども、簡単に言ってしまえば、それ以外のもの

が全て生涯学習の中の社会教育だろうということで、今社会教育委員さんのほうで柱

にしてやっておりますのが、前に答申を出させていただきました歴史文化等の活動な

のですけれども、それを中心にいかに社会教育を町民の方々に知らせていくというか、

広めていくための手段というのを今模索している状態でございます。委員さんがおっ

しゃるとおり、文化スポーツ課の中に部門としては社会教育の担当というのが１名で

やっておるわけですが、そういった観点からいきますと、文化スポーツでやっている

事業全てが社会教育ということも言えるかなとは思うのですが、改めてそう言われて

しまいますと、交流センター系ですか、３課については、講座として開いているのは

本当に交流センターの講座程度でして、あとは貸し館が中心というのが現状でありま

す。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 嵐山町って、すごく歴史とか社会的なもの、文化的なものはあった

はずなのです。それがどこかに消えていくというのはよくないので、そこの部分をつ

くっていったほうがいいかなと思うのですが、それは社会教育委員の中でやっていく

のか。公民館はないですね。運営委員会がないので、そういったところはふれあい交

流センター運営委員会がやっていくのか、そこの点は最初からつくり直すような感じ

でしょうかね。ちょっと伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

永島教育長。

〇永島宣幸教育長 渋谷委員さんがおっしゃられることは、恐らく交流センター主催の

いろいろな歴史的な講座だとか、嵐山町を知る講座だとかというものが必要なのかな

というふうに思っているのです、私も。町自体をもっと知っていただくための文化的

なもの、交流センターも今やっていることはやっているのですけれども、もう少し町

民の皆さんにそのアピールをしながら進めていくことが必要かなというふうに思って

いますので、今後また文化スポーツ課、交流センター等と検討しながら、平成30年度

できる範囲で検討させていただければというふうには考えています。

〇森 一人委員長 ほかに。
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長島委員。

〇長島邦夫委員 １点だけお聞きします。

ページは、202、203、204、205、総合運動公園の駐車場の整備をなさると。舗装工

事というふうに聞いたような気がしますが、砂利とアスファルトのところがあります

けれども、どんな工事をなさるのかお聞きをします。

〇森 一人委員長 萩原副課長。

〇萩原政則教育委員会文化スポーツ課生涯学習担当副課長 お答えいたします。

先日土地の購入について、総合運動公園の議決をいただきました。その中に、鎌形

243番地及び244番地、合わせて2,319平米あったと思います。両方とも畑でございま

す。場所はプールの南側に位置するところで、砂利の駐車場とグラウンドとの間、も

う町が購入したわけですけれども、一般の方が耕作していた畑を今回まだ買えていな

い土地にあわせて、この２区でも購入させていただきました。こちらの土地について

30年度、駐車場整備をするわけですが、舗装ではなく、砂利の駐車場の整備、あと外

周にネットフェンスを設置するという工事でございます。概算ですけれども、約100台

程度駐車場がふえるというふうに考えております。また、グラウンドを使う人につい

ては、ぐるっと海洋センターの前を回っていくのではなくて、こちらに止めるとすぐ

グラウンドに入れるということで、利用者の利便性が向上するかなというふうに思っ

ております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 長島委員。

〇長島邦夫委員 今既存のアスファルトになっているところも随分気にかかっていたの

ですけれども、非常に木の根が走ってというか、浮き上がってしまって、暗いときに

駐車するときなんかゴーンとしたりなんかして非常に危ないなと。今回このあれを見

たから、砂利のほうも含めて、砂利の駐車場のほう、そちらのほうのあれを舗装する

のかなというふうに思ったのですが、そうではないということなので、今そちらはそ

ちらで予算的なこともあるでしょうから、それはそれで砂利のままでいいかなという

ふうに思うのですが、アスファルトのほうだけ補修をしていかないと危ないかなとい

うふうに思うのですけれども、どんなものでしょうか。

〇森 一人委員長 萩原副課長。

〇萩原政則教育委員会文化スポーツ課生涯学習担当副課長 今あります海洋センターの
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周りの舗装されている駐車場ですが、委員さんご指摘のとおり、大雨が降ると水たま

りができたり、あと根によってでこぼこになったりしている状況でございます。また、

水道の本管がこの駐車場の中にありまして、もう30年以上たっていますので、本管の

折れ点が何度もというか、漏水したこともありまして、これもあわせて、駐車場の舗

装のし直し、不陸の部分を平らにしながら、あとその古い水道管の本管の布設替えも

あわせて町の中での優先順位、予算をつけて、しかるべき時期に工事をしていきたい

というふうに考えております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 ほかに。

畠山委員。

〇畠山美幸委員 まず、57ページのところで、新規で雑入が全国史跡整備市町村協議会

補助金だとか、その次のやつですとか、あと利用者依頼による県外資料借り受け送料

3,000円とか、これはどういう入金になるのか、あと先ほどの子ども大学参加料とい

うのが29年度新規で入ってきて、今年度も大学があるから、あるのですけれども、こ

の参加料はお一人幾ら取るのか確認させていただきたいと思います。

それと、193ページの成人式実行委員会、実行委員会制になって８年目か９年目ぐ

らいになるのかなとは思うのですが、今回報償費が若干上乗せになっていて、印刷製

本費は逆に下がっているのですけれども、50周年記念だったから、今回多く見積もっ

たのかなというのもあるのですが、今回は下がっていて、あと参加者以外に父兄の方

が多くいらっしゃっているのです。それで、今回父兄の方からご要望もいろいろあり

まして、30年度は、例えばロビーにテレビがあるわけですので、ああいうテレビにモ

ニターで映してあげるとか、そういうような予算組みになっているのかどうなのか、

お伺いしておきたいと思います。

それと、197ページの図書館のほうなのですが、エレベーターの保守管理が今まで

216万円入っていたのですが、今回49万3,000円ということで４分の１の金額になって

いるのだけれども、何でエレベーターの保守点検がこんなに下がったのかなというの

と、あと劣化診断が29年度にはあったのですけれども、何らかの診断結果が出て、今

年は何か対策をするのか、その辺もあわせてお伺いしたいと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 それでは、順次答弁を求めます。
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萩原副課長。

〇萩原政則教育委員会文化スポーツ課生涯学習担当副課長 まず、57ページ、全国史跡

整備市町村協議会補助金５万4,000円と関東地区協議会補助金４万3,000円についてで

すが、平成31年１月、来年の１月15日から１月25日にかけまして、奈良文化財研究所

において史跡等保存活用課程ということで、文化財担当者の研修会がございます。こ

ちらの研修の内容ですが、史跡の整備計画、基本構想、基本計画の立案等を行う研修

で、今後杉山城を整備していくのには、国の補助金をもらうために基本構想、基本計

画を立てなければなりません。そのための勉強会、当課の職員がこちらの研修に行き

ます。その研修に出るのに、負担金で払っている全国史跡整備市町村連絡協議会、も

う一個、関東地区協議会というところから、ここに出ますということで補助金の申請

をしたところ、補助金がもらえそうなので、こちらのほうに予算化をさせていただき

ました。なお、補助ですが、交通費は全て出ます。宿泊費の２分の１補助、あと日当

につきましては、町の規定は2,200円ですけれども、１日当たり2,000円出るというこ

とで、こちらのほうの歳入の予算を入れさせていただきました。

以上です。

〇森 一人委員長 続いて、清水副課長。

〇清水聡行教育委員会文化スポーツ課知識の森嵐山町立図書館副課長 それでは、私の

ほうから図書の借り上げの送料の件でお答えさせていただきます。

この件につきましては、基本的に嵐山に所蔵されていないものについては、相互と

いうことで、県内をまず優先的に探します。県内にあるものについては、県のほうで

協力車を走らせておりますので、費用のほうはかからないのですけれども、県内にな

いものについては、基本的には国会図書館から取り寄せるような形になります。送っ

ていただく分については、国立のほうで負担をいただけるのですけれども、お返しす

る部分については、今までは町のほうで負担していたのですけれども、この辺につい

て利用者負担をお願いしたいということで、基本的に国立から取り寄せる資料につい

ては貸し出しができません。館内で閲覧をいただいて、一定期間こちらでお預かりし

ている間に閲覧をいただくということで、持ち帰りができませんので、今年度何件か

ご希望がありまして、取り寄せたのですけれども、来て10分、20分見てもう結構です

というようなこともありまして、実際どこまで必要かという非常に難しい部分もござ

いますので、その辺については利用者負担をお願いしたいということで予算化させて
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いただいております。

〇森 一人委員長 続いて、萩原副課長。

〇萩原政則教育委員会文化スポーツ課生涯学習担当副課長 すみません。答弁漏れがあ

りましたので、私のほうから成人式について説明させていただきます。

まず、父兄の方、お父さん、お母さんが見に来ていて、中に入れないので、そうい

う予算がついているかどうかということでしたけれども、その予算はついておりませ

ん。ただし、今お話をいただきまして、外でモニターが見れる、すごくいいことだな

と思いましたので、お金は多分かからないことだと思いますので、ビデオカメラを中

に固定で外のテレビに映るようにということで、できるように考えたいと思います。

次に、印刷製本費、減っているということでお話しいただきましたが、今年までに

つきましては終わった後に集合写真を撮っております。菅谷中学校卒業の方、玉ノ岡

中学校及びそれ以外という形で２回集合写真を撮っております。今年度まで２枚、菅

谷中学校の卒業生の方にも玉ノ岡中学校のほうの卒業生の写真も送り、全員で写って

いる写真を２枚送ったのです。成人者のほうから写っていないのは要らないよという

声が多かったものですから、自分たちが写っているほうだけということで、30年度の

予算からは全体写真は半分という形で予算化させていただきましたので、その分減額

となっております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 あともう一点、エレベーターの保守点検のほうで、清水副課長。

〇清水聡行教育委員会文化スポーツ課知識の森嵐山町立図書館副課長 私のほうからエ

レベーターの保守点検についてお答えさせていただきます。

先ほど委員さんのほうから今年度の委託料についてちょっと金額を聞きそびれてし

まったのですけれども、今年度につきましては当初予算59万円をとらせていただいて

いたかなと思います。来年度30年度については49万3,000円ということで、今年度に

ついては59万円で、実際９万7,000円ほど減額させていただいております。この内容

につきましては、今まで毎月訪問点検を実施しておりましたが、年４回の訪問点検に

変更して、毎月はリモートでの点検ということに点検の方法を改めた関係で月々が

7,000円ほど安くなっております。そういったことで委託料のほうが減額になってお

ります。

以上です。
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〇森 一人委員長 萩原副課長。

〇萩原政則教育委員会文化スポーツ課生涯学習担当副課長 すみません。何回も答弁漏

れ失礼いたしました。成人式実行委員会の報償費でございますが、図書券を実行委員

の方にプレゼントしております。平成29年度の実行委員の数が27名でございました。

１人当たり2,000円の図書カードを渡しております。30年度につきましては、29年度

は25名で積算しておりましたが、実際は27名の実行委員さんだったので、30名で積算

し、予算化させていただきました。

以上でございます。

〇森 一人委員長 田畑文化スポーツ課長。

〇田畑 修教育委員会文化スポーツ課長 子ども大学の来年度の参加費用なのですけれ

ども、大体１人200円で想定して計画していきたいと思っております。どんなものが

できるかはこれから楽しみなところなのですが、あと先ほどお話ししました成人式の

父兄の方に対して中の様子をというのは、今年度もお話しされて、いろいろ四苦八苦、

苦労したのですけれども、今年も外にテレビを置いてということも考えたのですが、

何せ打ち合わせるのが遅過ぎたもので、まことに申しわけなかったのですけれども、

あと実行委員会制をとっておりましたので、このお話をまた新しい実行委員のほうに

持ちかけまして、どんなふうにしたらご父兄の方々、お父さん、お母さん、おじいち

ゃん、おばあちゃんに晴れ着姿を見せてあげられるか、どんなことをやっているかと

いうのが見えるかというのは、実行委員と調整しながら、考えながらでないとなかな

か決められないのかなと。こちらでいい案がまたあればいいのですけれども、そうい

うことを踏まえての回答ということで、よろしくお願いします。

〇森 一人委員長 ほかに。

吉場委員。

〇吉場道雄委員 確認の意味で１点お願いします。

194、195ですが、補助金関係なのですけれども、上のほうにある各種補助金、今回

町のほうの補助金の考え方は１割カットということでやっていますけれども、ここで

見ると、限度額が３万円ですか。３万円を切ると事業ができないということで、この

上限を持ったのかどうか。

〔「何ページ」と言う人あり〕

〇吉場道雄委員 言いましたよ、194、195って。わかりますかね、各種補助金の関係で
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すけれども。

〇森 一人委員長 それでは、答弁を求めます。

植木参事兼総務課長。

〇植木 弘参事兼総務課長 それでは、補助金につきまして私のほうでお答え申し上げ

ます。原則的に今回補助金等の適正化委員会等で、原則１割を減じてお願いをしたと

いうところでございますが、最低必要な金額ということで、今ご指摘のとおり、３万

円以下の事業につきましては、これはさらに１割引くと事業に差し支えるだろうとい

うことで、３万円以下のものにつきましてはそのまま減額せずに、最低必要価格とい

うことで３万円と設定をさせていただいているところでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 ほかに。

河井委員。

〇河井勝久委員 大分時間が過ぎているのですが、１点お聞きしたいと思います。

ページは198、199の関係で、文化財の保護費の関係で全体的にお聞きしたいのです

けれども、今町の中にはいろんな文化財があるわけです。大きなものは、菅谷館跡か

ら杉山城みたいな大きなものから神社仏閣、その他いろんなものがあるのだろうと思

うのですけれども、こういう中でそれぞれ有形無形の文化財に指定するには、ある程

度年数を見て文化財に嵐山町としても指定しているのか、あるいは県だとか国の文化

財もあるのだろうと思うのですけれども、そういうものでそれぞれ時代だとか歴史だ

とかさまざまな経過が進んでいる中では、ある程度年数が過ぎることによって有形無

形の文化財がそれぞれ出てくるわけでありますけれども、何年ぐらいたったら一つの

町の文化財に指定していくのか、その辺をお聞きしておきたいと思います。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

田畑文化スポーツ課長。

〇田畑 修教育委員会文化スポーツ課長 どのぐらいで町の指定文化財になるのかとい

うことだと思うのですけれども、嵐山町の中に指定文化財、国と県を合わせて40から

50までいかなかったと思うのですけれども、あるのですけれども、一番最近では、内

容的には、委員さんがおっしゃるように、城郭があったり、古物のものがあったり、

社の一部が一番古いところのものが指定になっているとかいろいろございます。一番

最近では、遠山の甌穴という自然のものですよね。自然の造形でできた、川の中に自
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然に水が流れて、ぐるぐる回って穴ができたという大変珍しいものがあるのですけれ

ども、いずれにしてもそういったものにつきましては、教育委員会のほうから文化財

保護審議会のほうへまず町の場合は諮問をしまして、もとはこちらの担当等が対象に

なるものが見つかった場合は、そういったルートで文化財保護審議会のほうで審議を

していただいて、それを答申として教育委員会にかけて、教育委員会のほうで認定し

ていくという形になります。ですので、どのくらい古いのがどのくらいのあんばいで

なっていくかというのは勉強不足で申しわけありません。

〔何事か言う人あり〕

〇田畑 修教育委員会文化スポーツ課長 すみません。申しわけありませんでした。文

化財につきましては、先ほどお話しした年数というよりは、学術的な価値など、法令

に定めがあるそうです。町にとって価値があるものということで指定をするというこ

とになっております。

以上です。

〇森 一人委員長 河井委員。

〇河井勝久委員 そうすると、それぞれ決めていくのは、教育委員会に答申をして、そ

こで決めていくということでいくと、ある程度教育委員会にそれを見てもらうとか、

あるいは答申していくとか、そういうのは個人的にやっているのでしょうか。あるい

は、教育委員会ではなくて、文化スポーツ関係のそれぞれの各課の中からもそういう

ものを答申していくとか、いろんな形が出てくるのだろうと思うのですけれども、そ

れはどのような申請の仕方をするのでしょうか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

萩原副課長。

〇萩原政則教育委員会文化スポーツ課生涯学習担当副課長 町の文化財の指定でござい

ますが、町にあります文化財保護審議会、こちらのほうで協議して教育委員会のほう

に答申を出し、教育委員会のほうで決定する形になっております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 質疑はないようですので、教育委員会文化スポーツ課に関する部分

の質疑を終結いたします。



- 254 -

◎散会の宣告

〇森 一人委員長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれで散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午後 ７時１１分）
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予算特別委員会

３月１４日（水）午前９時３０分開議

議題１ 「議案第１８号 平成３０年度嵐山町一般会計予算議定について」の審査につ

いて
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〇出席委員（１３名）

１番 本 秀 二 委員 ２番 大 野 敏 行 委員

３番 長 島 邦 夫 委員 ４番 青 柳 賢 治 委員

５番 畠 山 美 幸 委員 ６番 吉 場 道 雄 委員

７番 河 井 勝 久 委員 ８番 川 口 浩 史 委員

９番 清 水 正 之 委員 １０番 松 本 美 子 委員

１１番 安 藤 欣 男 委員 １２番 渋 谷 登美子 委員

１３番 森 一 人 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

佐久間 孝 光 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 村 田 泰 夫

主 査 新 井 浩 二

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

植 木 弘 参事兼総務課長

岡 本 史 靖 技 監

青 木 務 地域支援課長

山 岸 堅 護 税 務 課 長

村 田 朗 町 民 課 長

前 田 宗 利 子育て支援課長

石 井 彰 健康いきいき課長

山 下 次 男 長寿生きがい課長

杉 田 哲 男 環境農政課長
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山 下 隆 志 企業支援課長

藤 永 政 昭 まちづくり整備課長

菅 原 浩 行 上下水道課長

金 井 敏 明 会計管理者兼会計課長

永 島 宣 幸 教 育 長

村 上 伸 二 教育委員会教育総務課長

田 畑 修 教育委員会文化スポーツ課長

深 澤 清 之 農業委員会事務局長兼主席工事検査員
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◎開議の宣告

〇森 一人委員長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席委員は全員でありま

す。よって、予算特別委員会は成立いたしました。

これより開会いたします。

（午前 ９時２７分）

◎諸般の報告

〇森 一人委員長 諸般の報告を行います。

ここで報告をいたします。初めに、本日の委員会次第はお手元に配付しておきまし

たので、ご了承願います。

なお、本日渋谷委員より一般会計予算案について修正案が本職宛てに提出されまし

た。お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

それでは、直ちに本日の審査を始めます。

◎議案第１８号の質疑、討論、採決

〇森 一人委員長 議案第18号 平成30年度嵐山町一般会計予算議定についての件を議

題といたします。

既に全課局に関する質疑を終了いたしております。本日は、歳入歳出を含めて総括

的な質疑をお受けします。

総括質疑者につきましては、前もって届け出をいただいておりますが、５名であり

ます。

最初に、第８番委員、川口浩史委員、次に第12番委員、渋谷登美子委員、次に第４

番委員、青柳賢治委員、次に第３番委員、長島邦夫委員、最後に第９番委員、清水正

之委員の順で行います。

それでは、川口浩史委員からどうぞ。

〇川口浩史委員 １番目に、駅西口の開発についてです。今後のまちづくりをどういう

ふうにしていくのかということでは、この駅西口について私は深い疑問を持っており

ます。総額で14億円からかかるということが示されました。そして、今年度は２億170万

円かかるということであります。今後のまず質問ですが、町債はどのようになってい
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くのか、公債費、返済のお金は最高どのくらいになるのか、わかりましたら伺いたい

と思います。そして、この西口に予算を集中するために今回重度身障者の入院給食費

わずかな分を廃止しました。わずかな分を廃止して西口開発をするということに私は

納得いきません。第１番目の質問といたします。

２番目に、学習支援教室運営事業です。どんな子供たち、そして成人をつくってい

くのかというのがこの事業では私にはわかりません。１点を多くとりたい、点数をと

りたいという子供たちを育てていっていいのかというのが問われる事業だと思いま

す。そして、結局は学力テストの順位を上げたいということになるのだと思います。

そうした事業に対して、私は大変この事業に対しても深い疑問を持ちますので、質問

をいたします。

３つ目に、子供は宝だということを教育大綱に示しました。しかし、施策面は大綱

に上げてから見当たりません。もう上げて２年がたったわけでありますよね。大綱に

上げた以上、１つは子供は宝だという面を施策の面で示していくべきではないかと思

います。何かあったらお示しいただければと思います。

４番目に、企業奨励金です。2,000万円からの奨励金を支払うというのは異常に高

過ぎる。税収面を見ましても、2,000万円の税収増になっていないわけですよね。こ

れは少し考え直さなければいけないと思うのです。幾らインセンティブを働かせて企

業設置をといっても、税収増を上回る奨励金というのは異常ではないかと。景気のよ

い今で税収増以上を上回る奨励金というのは、私は異常だというふうに思います。こ

の改定を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。

そして、最後に、川島川の大腸菌の問題であります。これは、一般質問をした方も

おりますし、この総括の場で申したこともあります。基準値以上の大腸菌が出ている

ということは、もう数年たっているわけですから、早急な対策をして基準値内に抑え

ていくべきだと思うのです。今年もその対策が見られないというのは大変まずいこと

でありますので、どうしていくのか伺いたいと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 それでは、順次答弁を求めます。

植木参事兼総務課長。

〇植木 弘参事兼総務課長 それでは、私は１番の町債の部分につきましてお答えを申

し上げます。



- 261 -

平成30年度から34年度までの５年間でございますが、町の起債７億5,090万円、こ

れにふるさと創造資金の貸付金を含めまして、こちらが7,210万円となります。合計

しますと、30年から34年の間の起債につきましては８億2,300万円となります。

以上でございます。

〇森 一人委員長 永島教育長。

〇永島宣幸教育長 それでは、学習支援事業について私からお答え申し上げます。

学習支援教室でございますけれども、この目的としましては、基礎学力の充実と家

庭を含めた……

〇森 一人委員長 すみません。教育長、先ほどの中で西口開発のほうで地権者合意と

重度心身のほうで入院給食補助を廃止したのはなぜかという答弁をいただいておりま

せんが、答弁を求めます。

藤永まちづくり整備課長。

〇藤永政昭まちづくり整備課長 それでは、地権者は合意しているのかという内容につ

きましてお答えさせていただきます。

これは、昨日の委員会のときにもちょっとお答えさせていただいたのですが、今現

在ですと、地権者さんのほうの諸事情というのがございまして、その辺がクリアでき

れば事業のほうには協力をしてくれるというような状況でございますので、合意して

いるかしていないかというと、どちらかといえば合意をしていただけているのかなと

いうふうに思っております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えいたします。

開発費に予算がかかるので重度心身障害者医療費の食事療養負担額補助を廃止した

のではないかということでございますけれども、そういうことではございませんで、

在宅の方との公平性、また近隣市町村の状況等を総合的に考えたことでございます。

よろしくお願いいたします。

以上です。

〇森 一人委員長 永島教育長。

〇永島宣幸教育長 失礼しました。２番の学習支援事業について私のほうからお答え申

し上げます。
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学習支援教室ということで絞らせていただきますけれども、学習支援教室の目的と

しましては、基礎学力の充実と家庭を含めた学習習慣の定着でございます。対象を小

学校３年生、４年生とさせていただきましたのは、小学生については９歳の壁、10歳

の壁というのがございまして、その段階での学習習慣、基礎学力の充実が必要である

というふうに考えたわけでございます。中学校の３年生につきましては、進路の希望

実現に向けて援助できればということで実施をしているところでございます。

学校における授業もそうでございますけれども、テストの点数を上げることが目的

ということではございません。わからなかったことがわかるようになる、あるいはで

きなかったことができるようになるように支援していくことが目的でございまして、

アンケートの結果を見させていただきましても、この学習支援教室に来た生徒たちが

学校において授業で挙手をできるようになったとか、あるいはわかることが多くなっ

たとかという意見もいただいておりますので、意味はあったのかなというふうに考え

ております。また、学校における授業におきましても、校長会等で私のほうから校長

先生方にお話をしているのは、授業改善によって、結果としてテストの点数が上がる

ような授業改善をお願いしているところでございまして、テストに向けての演習、演

習ということでテストで点数をとってもしようがないと。本来の授業を通して子供た

ちにわかる喜びを味わわせていただきたいということでございます。また、体育の授

業等を通しても、できなかった運動ができるようになったということで少しでも自信

をつけていただければいいのかなということでございます。２番につきましては、以

上でございます。

続きまして、３番でございますけれども、子供は社会全体の宝であるということで

ございますが、県の教育大綱におきましても、子供たちは大切な宝、人財というふう

に言われております。また、その中でも自分の能力と可能性の開花ということが叫ば

れております。嵐山町におきましては、既に議員の皆様のご理解のもと、昨日もお話

し申し上げましたけれども、学級における学習生活支援員、あるいは特別支援学級に

おける補助員、あるいは小中学校一貫教育の推進のための町費による教員の採用、さ

らにはスクールパートナー、家庭訪問等を行っていただいています。スクールソーシ

ャルワーカー、また子育て支援課との連携のもと、臨床心理士の家庭への派遣、さら

には小川町にあります適応指導教室への通級、また特別支援教育を必要とする方々の

巡回就学相談、ＡＬＴの配置等を行っていただいているところでございます。また、
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本年からでございますけれども、菅谷中学校を中心に、５小中学校の校長、生徒指導

主任、さらには小川警察署、町内のＰＴＡの役員の方、埼玉県教育委員会西部教育事

務所、児童相談所等の皆さんにお集まりをいただきまして、一人一人の課題を抱えて

いる子供たちについての情報交換を行っているところでございます。また、民生児童

委員さんに関しましては、地域の情報を上げていただくということから、各小中学校

におきまして民生児童委員さんとの意見交換会も実施しているところでございます。

予算上は人の配置でいろいろお世話になっておりますけれども、予算がかからないと

ころでも、子供たちにかかわる機関、児童相談所、警察、あるいは民生児童委員さん

等を含めていろんなところと連携をしながら、一人一人の子供たちの可能性を伸ばし

ていければというふうに考えて進めているところでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 次に、企業奨励金について答弁を求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、４番の企業奨励金の関係につきまして私のほうか

らお答えさせていただきます。

企業誘致に伴います企業奨励金につきましては、委員さんご承知のとおり平成36年

３月31日までの時限立法として、町の産業振興、町民の雇用創出、従業員の定住促進

を図ることを目的に26年４月から運用を開始しているところでありますが、実務上で

の立地の相談や問い合わせ時には優遇措置の内容を確認されていくケースが非常に多

いことを考えますと、立地をする上では企業の選択肢の一つとなっていることがうか

がえます。県内での優遇措置の状況を見ますと、ほとんどの市、町が何らかの優遇措

置を行っておりますので、担当部署といたしましては、現状での誘致奨励金が引き続

きできればと考えているところでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇森 一人委員長 次に、大腸菌関係について、菅原上下水道課長。

〇菅原浩行上下水道課長 それでは、川島川の大腸菌の削減についてということで答弁

のほうをさせていただきます。

基準値を満たすために取り組みが必要ではないかということでございます。ご指摘

のとおり、当然基準値を目標として定められておるわけでございますので、その達成

のためにどういったことをしていくか、それについて取り組むということは当然必要



- 264 -

なことだというふうに承知をしております。先日の特別委員会のほうでもお話をさせ

ていただきましたが、市街化区域内の公共下水道への接続の推進がまず第一に取り組

むべき仕事であるということで、これは以前からも下水道担当のほうではお話をさせ

ていただいているわけでございますが、その取り組みを今年度以降も引き続き推進を

していきたいということで考えております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 西口開発の関係なのですが、これだと町債が８億2,300万円、ちょっ

と元利の計算までやってなかったのかな。公債費が最高どのぐらいになるのか、多分

大きいので、言えないのだと思うのですけれども、大変な金額になると思うのです。

要は借金をふやし、重度心身、近隣がそうだと言ったって、嵐山町はずっとやってき

たのですから、この問題については、社会福祉費を削減し、そうしてまでやって開発

するこの西口開発、どれだけの意味があるのかと考えると、私はやめるべきだという

ことを申し出たいです。町長は、駅前についてふさわしいとか何か書いてありました

よね。施政方針だったかな。そうすると、現状では恥ずかしい状態だというふうに思

っての取り組みだったわけですか。駅前というのは、どこに行っても同じようなつく

りになっているのです。嵐山はそうではないと。これはまた嵐山らしさというのが、

いい面が出ているのだというふうに見る必要があると思うのです。今オンリーワンだ

ということを盛んに言っているわけですよね。ナンバーワンからオンリーワンだとい

うところで、一つ一つ、一人一人がかけがえのないものだという意味ですよね。そう

いう捉え方がやっぱりこの駅前にしたって大事なわけで、必要性があって開発するの

だったら、私は何も反対するわけではないです。開発したいがために開発すると。駅

前がこんな状態では恥ずかしいからだと。駅広が立派になっても、すぐまたシャッタ

ー通りの状態ではないですか。ボックスショップだって半額にしてしまったら、あれ

続けられますか。知恵を出せと言ったって、続けられるのかどうかだってわからなく

なるではないですか。あそこだってシャッター通りになってしまうかもしれないでは

ないですか。中心市街地をどうするかということでは、これは知恵を出していかなけ

ればならないですけれども、駅広だけを立派にするという考えはやめるべきだと私は

申し上げたいと思うのです。

そして、もう一つ、先日総務経済常任委員会で、花井商店について、ご存じですけ
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れども、その方の名前は言いませんけれども、店主の人柄もあって、たくさんの子供

たちが集まってくるという、そういうところだというのです。子供たちが自然に集ま

るなんていうのは今どきない場所です。町長は、教育大綱に、先ほども申しましたけ

れども、子供は宝だと入れさせたわけですよね。町長がこれを入れさせたのですから

ね。子供が宝であれば、子供が集まる場所を残すべきだと、私はそう思います。子供

の気持ちを考えた施策に改めていくべきだと思うのですけれども、お考えを伺いたい

と思います。

学習支援教室なのですけれども、基礎学力を上げるということではそういうことを

言うのでしょうけれども、結局はテストの点数を上げると。テストの点数が上がった

ことが、ああ、いい成果が出たということになるのではないですか。文科省が学力テ

ストを導入するときに、ペーパーテストである学力テストにはおのずとはかれる学力

に限界があると。はかれるのは学力の一部にすぎないと。学力の一部にしかすぎない

のです、ペーパーテストは。その子が持つ物事をとことん追求するような能力といっ

たことをはかることはできない。これは、文科省が言っているのです。ところが、学

力テストの順位がどうだということを出されるようになってくると、もうそれが気に

なってしまってしようがないのです。そうでしょう、町長。だから、これを導入して

１点でも多くとれる子供たちをつくっていこうと。そんなものは子供たちに負担を押

しつけるだけです。そうではないですか。この学習支援教室で、町長は成果を得るこ

とができたということを施政方針で言っているわけですけれども、その成果というの

は点数を上げた成果ということでしょう。それは大変まずいということで、私は学習

支援教室というものはやめたほうがいいということを申したいと思います。

それで、私は西口開発で地権者のことを書いたのですか。書いてあるの、私の質問

に。そうなの。

〇森 一人委員長 続けてお願いします。

〇川口浩史委員 わかりました。これは違うほうで質問したのだ。

子供は宝の関係、いろいろやっているのですね。いろいろスクールパートナーだと

かそういうもの、なるほどなと思いながら聞いていたのですけれども、もっともっと

頑張ってもらう必要があるなというふうに思います。これはいいです。

企業奨励金の関係なのですが、昨日も申しましたけれども、雇用促進奨励金、従業

員転入奨励金、こういうのには上限があるわけですね、300万円という。ところが、
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企業奨励金には上限がないと。そうすると、町長のさじかげんで幾らでも出せるとい

うことになりますよね。今回の出した基準というのは、１社平均すると800万円くら

いになるのですけれども、多分平均ではないと思うのです。最高でどのくらい出して、

最低幾らだったのかというか、３社の出した金額、これは別に社名は出さないですか

ら、去年は明星食品と私のにはメモで書いてあるのですけれども、だからおっしゃっ

たのだと思うのです。だから、名前を出すのは別に問題ないと思うのですけれども、

あわせて名前を出して、金額を出して、それをどういう基準で出したのかを伺いたい

と思います。

最後に、川島川の件なのですが、下水に接続するということをやりたいということ

で、そうすると今年は、特別会計のほうに入ってしまうわけですけれども、どの程度

あそこをやっていく予定なのかを伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 順次答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 駅西の問題につきまして、また町長から後ほどご答弁いただくこと

にいたしまして、私のほうから最初に答弁させていただきたいと思います。

我が国がどんな社会に向かっていくのか、どんな時代に向かっていくのか、各議員

さんもご案内のとおりでございまして、嵐山町も消滅自治体の一つに挙げられたこと

もございました。嵐山町が長期的な展望に立って、いかに住みよい地域を次の時代に

バトンタッチしていくか、この人口減少という問題に歯どめをかけて、活力のある、

魅力ある地域をどうつくっていくか、町民の皆様に、平成27年だったですね、総合戦

略をつくったのは。ご意見をいただいて、その中で一番大きな意見が町の活性化、ま

ず第一に駅前、西口の状況を改善してくれと。特に若い高校生、若い人たちの意見が

多かったです。こういったことを策定の委員会では真剣に検討して今の総合戦略がつ

くられたということでございます。その中で近未来を展望しながら、嵐山町は駅周辺

活性化10年計画がスタートしたわけでございます。

駅広のことで今お尋ねでございますけれども、その第１段階として活性化の拠点が

できて、そして新年度からは駅西口の広場の整備に入っていくと。それから、駅通り

については、県と連携協力をして駅通りの整備もあわせて進めていくと、これが10年

計画の内容でございます。その第一歩が始まったということでございまして、嵐山町

はこれまで十数年の間に体力をつけてまいりました。地方債については、22～23億円
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だと思いましたが、減少しております。これは町で一般財源で返済をする借金という

ことでご理解いただきたいと思います。そういったことで力をつけてきて、いよいよ

ここで町民の多くが望んでいる大きな事業に着手をしてきたということでございま

す。そういったことでございまして、その事業に臨む町の基本的な方針というのはそ

ういうことでございますので、ぜひご理解を賜りたいというふうに思います。

それから、企業奨励金のことについては課長からご答弁申し上げますけれども、企

業の名称については、これは町の情報公開条例で、企業が知られたくない情報につい

ては、これを公開するのがふさわしくないというふうな考え方に立ちまして、昨年は

そういうふうに申し上げたのかもしれませんけれども、以後についてはいろいろなと

ころに町の情報公開条例に基づいてぜひご答弁を申し上げたいというふうに考えてお

りますので、Ａ社、Ｂ社というふうな形になるかもしれませんけれども、その点につ

いてはご理解を賜りたいというふうに思います。

私のほうからは以上でございます。

〇森 一人委員長 続きまして、永島教育長、よろしくお願いします。

〇永島宣幸教育長 学習支援教室についてお話をさせていただきます。

確かにテストの点数自体は、学力のほんの一部でしかないというのは私も承知して

おります。したがいまして、テストの点数で一人一人の子供たちの学力の一部を評価

する指標でしかないということも十分承知していますけれども、先ほども申し上げま

したけれども、わからないよりわかるほうがいい、できないよりできるほうがいい、

それによって少しでも自信をつけていただいて、前向きに勉強に取り組むようになっ

ていただければいいかなということで考えているところでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 続きまして、企業奨励金について、山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、企業奨励金の関係につきましてお答えをさせてい

ただきます。

委員さんおっしゃいますように、この奨励金に関しましては、条例上、上限の規定

がございません。ただし、奨励金交付の内容といたしますと、新設等のために取得を

した、または賃借した土地、建物及び償却資産に対して課せられた固定資産税に相当

する額、増設の場合は償却資産は含まないという内容でございます。それぞれ今回予

算計上をさせていただいておりますけれども、予算特別委員会のほうで昨日お話をさ
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せていただきました。内容に関しては、製造業の関係の会社になります。仮に先ほど

お話がありましたようにこれをＡ社といたしますと、３年目に該当するものを計上さ

せていただいております。それと、もう一社でございますけれども、やはり町内の食

品関係の製造業というふうなことで、２棟の建物分、１棟に関しましては同じく３年

目という形になりまして、１年おくれで建て替えをしておりますもう一棟分に関しま

しては２年目の対応というふうなことになります。それと、同じく製造業で１年目と

いうふうなことで、もう一社のほうの支出で予定をさせていただいております。ほぼ

昨日の内容と同様になりますけれども、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

〇森 一人委員長 山下企業支援課長、Ａ社、Ｂ社という感覚でもよろしいと思うので

すが、金額的なことを川口委員は質問したと思うのですが、そこはご答弁いただけま

すでしょうか。

〇山下隆志企業支援課長 大変申しわけございません。まず、３年目に当たります最初

の製造業、Ａ社と申し上げました企業に関しましては、金額にいたしますと、奨励金

額115万2,000円でございます。続きまして、３年目の食品関係の製造業に当たる企業

さん、２棟あるうちの１棟の３年目分でございます。こちらが1,119万6,000円でござ

います。そして、もう一棟のほう、２年目に当たるものに関しましては956万7,000円

でございます。そして、30年度に新たに１年目として当たります同じく製造業でござ

いますけれども、こちらに関しましては146万円という額の内訳で予定をさせていた

だいております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 続きまして、菅原上下水道課長。

〇菅原浩行上下水道課長 下水道の接続をどのように取り組んでいくのか、30年度の取

り組みの内容ということでご質問だったかと思います。これまで下水道の接続につき

ましては、広報紙または町のホームページ等で接続の啓発というのですか、そういっ

たことをさせていただくとともに、未接続の建物の所有者に対しまして年に１度郵送

で接続についてお願いをしているというのが現状でございます。29年度につきまして

は、そちらのほうの台帳のほうを、実際の今どういった汚水の処理をしているとか、

そういったものについての色分けをいたしたところでございます。そちらを使って、

30年度につきましてはどういった方法でアプローチをしていくか、今までどおりのア
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プローチにプラスアルファでエリア別で対応していくのがいいのか、処理別で対応し

ていくのがいいのか、それにつきましては、そういった色分けの台帳ができましたの

で、今後それをどのように活用できるのかということはこれから担当内で検討して、

新たな取り組みを30年度からは進めていきたいというふうに考えております。よろし

くお願いいたします。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 西口の関係なのですが、全く意見が合わないのです。ただ、町長が子

供は宝だと、これを提案して、当時の教育委員会が、ああ、いいでしょうとなったわ

けです。教育大綱に入ったわけです。その子供たちが自然に集まっている場所が花井

商店なのだと。あそこは貴重な場所なのだということを言っていたのです。そういう

場所を壊してしまってはいけないのではないのですか。かわりの場所なんてつくれな

いです。子供たちを大事にするのだったら、私はこの開発というのはやっぱりやめる

べきだということをもう一度申し上げたいと思います。

それから、学習支援教室なのですが、わからないよりはわかるほうがと。本当にわ

かったのかなということを結局テストで見てわかった。私だってそうでした。テスト

のできは悪かったですけれども、たまにいいとわかった気になってしまっただけです

よね。何もわかってはいないです。わかっていないで、たまにはいい点をとったこと

もありますけれども、そんなものです、テストというのは。ただ、その子が、前にも

話したことがあるのですけれども、何がわかっていないか、理解していないか、もう

担任の先生はわかっています、一人一人をつかめていますから。それに沿った指導を

するのだったら私はわかりますけれども、この子はこういうのがまだわかっていない

なというのがそうではないわけですよね。来たい人は来てくれと。一方的に上から教

えてやると。先日、先日って１週間か10日ぐらい前ですけれども、教育のあり方につ

いて、これ自民党の議員です。上からの今までの教育のあり方では、子供たちはもう

ついていかないと。ファシリテーターという新しい……これちょっと我々も学んだば

かりでうまく説明できないのですが、子供たちに考えさせる、そういう取り組みが必

要なのだということを言っていて、私は一つの方法なのかなと思ってはいるのですけ

れども、ちょっとそれに対しては批判的なことをまだ聞いていないので、そういうも

のであればまだ教え方がわかるのですけれども、ただこれは点数をとるだけ、そして

結果的に学力テストで順位を上げたら、町長をはじめ皆さんが喜ぶだけと。そういう
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ものはやめていくべきだというふうに私は思います。子供一人一人が物事をとことん

追求する、これ文科省が言っているのですからね。そこを図っていく、これが大事だ

ということを申し上げておきたいと思います。やめるつもりないでしょうけれども、

一応伺っておきたいと思います。

企業奨励金なのですが、聞いたのは金額、それとどういう基準でこれを出したのか

ということだったのですけれども、金額も言いたくないと。やっと言いましたけれど

も、何かおかしいです。本当にこれは町長、副町長のさじかげんで奨励金が出されて

いるなというふうにしか見えないです、これでは。当然ほかと同じように限度額とい

うものをつけて、それでやっていくべきだと。税収増に合ったものにしていかないと、

これでは赤字をつくって奨励金を出しているわけですからね。企業奨励金、ほかでも

やっているということですから、嵐山町だけないというのは、それは不利益になる。

競争には負けると思いますので、あることは仕方ないと思うのですけれども、あり方

は検討していかないといけないと思うのです。これちょっと伺いたいと思います。

大腸菌の関係なのですが、30年度は少し変えてやっていく方向があるのかなとも思

うのですが、接続を待つだけではだめですので、今外に流してしまっているというの

が問題ですので、外に流しているというのが明らかになった時点でこれは違法なので

はないのですか。よく相手に説明をして、接続をしてくれるようにしていかないとい

けないと私は思うのですけれども、ちょっとお考えを伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 順次答弁を求めさせていただきます。

西口について、岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 １番の駅西口開発について、ちょっとどうなのかなというご意見があ

るのですが、お答えをさせていただきます。

行政とすると、町民福祉の向上というもの、これが要諦であるわけです。大前提で

す。そして、町民福祉の向上と町民が幸せにどうなればということで、きのうもいろ

いろアンケートの話が出ておりましたけれども、町でもいろんな形で今まで町民の皆

様のアンケートをとって、特に駅近辺のことについては委員さんもご承知のような状

況でございます。そして、今副町長からも答弁がありましたけれども、本当に駅の近

くのところ、近辺を直してください、西口を特に直してください、高校が終わって子

供たちが帰ってきて、駅の近くでパンを食うことも牛乳を飲むこともできないのだと

いうようなことで、駅の近くのところを直してくださいというのがアンケートの中で
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一番多いというのは委員さんもご理解をいただいていると思うのです。そういう中で

あそこのところをどうやっていったらいいのだろうか、そして元気がないと言われて

いるところを元気を出すような形というのはどうしたらいいのだろうということで、

全体的なことを考えた中で駅を中心としたにぎわいづくりをやっていこうと。委員さ

んも今お話しで、中心市街地活性化については、これはやっていくべきだと。だけれ

ども、駅はおかしいよ、駅広は要らないよというお考えですけれども、そういうふう

にアンケート等を通して見る中では、そういうことではない。中心市街地ももちろん

活性化をしていく方策をとらなければいけませんが、駅の活性化もやってくださいと

いうことで取り組んでいるわけです。Ａ商店がというお話がありましたけれども、私

もよく知っています。そして、その隣のところで町有地になった場所を活用してとい

うようなことも取り組んでおりますし、そこだけではなくて、今年の予算の中のいろ

んなところに子供を中心とした、子供は宝という考え方のベースにしていろんな取り

組みを行っております。健康についてもそうですし、学校が終わってからはどうだと

か、あるいはおうちに帰っても一人のお子さんはどういうふうに考えたらいいのだと

か、あるいは委員さんも時々おっしゃいますけれども、格差というようなところに対

応する教育支援というのはどうしたらいいのだろうかとか、多角的に子供は宝という

のを基本に考えて行政も取り組んできておりますし、予算もそういう予算を組ませて

いただいているわけです。その一環として、町民福祉の向上の中の一つとして嵐山町

の駅を中心としたにぎわいづくりをして活気を取り戻していこうと。そして、商業、

工業、観光業、農業、いろんな産業をしっかりと育てていく、元気づけていく、そし

て工業も導入をする中で今のある企業もしっかり業績を伸ばしていただく、そういう

応援をしていくということで多角的に取り組んでおる状況でございますので、企業支

援のほうについても、駅広のにぎわいづくりについても、子供は宝ということもご理

解をいただいてご協力をお願いをいたしたいと思います。

〇森 一人委員長 次に、永島教育長。

〇永島宣幸教育長 ２番についてお答えを申し上げます。

新しい学習指導要領が告示されて平成32年から全面実施されるわけですけれども、

その中で言われていますのは、何ができるようになるか、何を学ぶか、どのように学

ぶかという３点でございます。委員さんがおっしゃった国で取り組んでいるというこ

とは、そのうちのどのように学ぶかになると思います。アクティブラーニングという
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言葉でまとめられておりますけれども、アクティブラーニング、話し合い活動とかを

実際に行うわけでございますが、その際には基礎的な知識、経験がやはり必要になり

ます。したがいまして、本町で行っております学習支援教室は、その基礎の段階のも

のでございますので、必要ではないかというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 安藤副町長。

〇安藤 實副町長 企業奨励金について私のほうからお答えさせていただきます。

川口委員さんは、どういう基準で出したのか、何かさじかげんで出しているのでは

ないか、そんなことですけれども、そういうことはございません。26年に企業誘致条

例を制定させていただきました。この条例に基づいて厳格に運用していると。この条

例には、対象業種、それから要件が事細かに定められておりまして、これに基づくも

のでございます。奨励金の中身としては、一番大きいのが企業奨励金、固定資産税相

当額を３年間補助するというものです。それから、雇用促進奨励金、嵐山町の町民を

当該企業が雇った場合には１人当たり10万円を補助します。それから、その方が嵐山

町に転入してきた場合にはさらに10万円を補助します。こういうことになっているの

です。したがって、明確に基準に基づき、厳正に運用して奨励金の交付に当たってい

るということで、ご理解いただきたいと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 それでは、菅原上下水道課長、答弁を求めます。

〇菅原浩行上下水道課長 大腸菌群の関係でございます。流していること自体が問題で

はないかと。違法ではないかというようなご指摘でございます。確かに下水道の処理

区域になった場所につきましては、くみ取りの便所については３年以内、その他で下

水を排出しているものについては速やかにということで、嵐山町の場合につきまして

は条例で１年以内に下水道に接続をしてくださいと。接続しなければならないという

ことで、取り決めがされてございます。そちらにつきましては、実際に浄化槽なりく

み取りをお使いになられている方は、それを整備した段階では適法にお使いになられ

ていた部分でございますので、そういった部分もお互いに話し合いをしながらご理解

をしていただくように、下水道がどういうために整備をされて、どういうふうに環境

に寄与しているか、そういった部分もご理解をしていただくようにお話を進めていく

以外にないのかなというふうに思っております。
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以上でございます。

〇森 一人委員長 それでは次に、総括質疑、渋谷登美子委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 では、７点あります。

まず、１番目なのですけれども、日本一の教育のまちづくり、これは施政方針にず

っと出てるわけですけれども、日本一のイメージは何を指すか、私はなぜ日本一でな

くてはいけないのとは言いませんけれども、日本一の指標は何なのか伺いたいと思い

ます。

２番目ですけれども、政策の効果についての考え方なのですけれども、これもなか

なか難しいなと思ったのですけれども、例えば今回の予算では一般寄附の1,000万円

の予定が入っていまして、ふるさと納税にかかわってその部分が一応入ってきている

わけなのですけれども、どうも私自身は、質疑と答弁を聞いていると、ふるさと納税

というふうなものに対して何かすごく職員が使われ過ぎていると。惑わされている。

実際には効果がないのにそのようなことをやっているので、別のところに職員の労務

を使ったほうがよいのではないかなというふうに考えていたりします。地方創生交付

金事業によって具体的に物すごく動いてはいるのですけれども、ほかの部分が逆にす

ごく沈滞しているというか、忙しくなっていて沈滞しているというふうな形で、地方

創生交付金事業による嵐山町の職員の労務量というのは具体的にはどのぐらいになっ

ているのか。政策の効果については、今すぐに出てこないというものがあると思うの

ですけれども、このふるさと納税などは明らかに失策だと思うのです。政府の失策だ

と思っています、私は。それについてお金を出したり、職員の労務をそこに持ってい

くというのはいかがなものかなと。ほかにＮＰＯみたいな形で寄附することもできる

わけなので、そういったことを考えますと、この政策の効果についての考え方をどの

ように嵐山町で評価しているのかということを伺いたいと思います。

３番目です。議案審査へのＩＴ導入というのは、人件費の削減に効果があるわけで

すけれども、なかなか進まないわけなのですが、職員の労力軽減についての考え方な

のですけれども、今回は予算議案の差しかえと議案の差しかえが多くて、各議員のと

ころにまで職員が持ってきてくれたりしていました。予算議案の印刷で議案の差しか

えにかかる職員の労力というのはどの程度あるのか、そこの部分を変えていくことで

随分変わってくるのではないか、行政の合理化が進むと思うのですけれども、その点

どのように考えているのか伺いたいと思います。
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４番目です。監査事務局と議会事務局が今兼ね合っているのですけれども、監査事

務局を議会事務局に併任させるというのはデメリットが大きいと私は思っているので

す。地方自治法の改正があって、いろんなことが多少できるようになってきていて、

実際にこの４月から動いているところもあります。それで、議会事務局と監査事務局

の分離についての考え方を伺いたいと思います。

それから、５番目です。公共施設の施設整備のあり方の進め方について、これは学

校の統廃合まで全部一元的に計画化できるということで、そのうち出されるのかなと

思っているのですけれども、今回特に和式トイレと洋式トイレの考え方についてなの

ですけれども、新しい施設では洋式トイレに変更がほとんどされているわけですけれ

ども、Ｂ＆Ｇや南部交流センターについては変更はされていなくて、高齢化社会と家

庭トイレの洋式化が進んでいるので、もっと早目に洋式トイレに変更していくべきで

はないかなと思うのですけれども、和式を残していく考え方の変更を求めたいと思う

のですが、それを伺います。

それから、６番目です。補助金のあり方についてですけれども、補助金適正化委員

会の議事録を読んでみたのですけれども、補助金のあり方のＰＤＣＡサイクルでどの

くらい効果があったかというものの分析がされていないように思うのです。最低限を

３万円にするというふうな部分でなされているのですけれども、一律10％減というこ

とではなくて、実態に応じた分析と時代の分析が必要だと思うのですが、それは補助

金適正化委員会ではされていないようなので、その分析的なものはもういいかげんに

して、このところをは入れていくべき時代になっているのではないかなと思いますの

で、その点を伺います。

７番目なのですけれども、一部事務組合の斎場の霊柩車負担事業について667万

6,000円で、環境農政課で質疑をしようと思いましたら、それは比企広域に幹事者と

して入っている担当分は地域支援課であって、こちらでやっていただきたいというこ

となので、あれするのですけれども、全体計画では25億1,000万円ぐらいですか。そ

の火葬場の建設費はかかるわけです。嵐山町の今回の部分では667万6,000円で、その

火葬場の建設にかかる部分がどのぐらいになっているのか全くわからない。これは大

きい問題だなと私は思うのですけれども、これから広域の組合でいろいろなこと、建

設計画とか、そういうふうなことがあります。だけれども、少なくとも地方債がどの

くらいになって、それがどのくらいの返還金があって、そしてそのほかに運営費とし
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てどのくらい出していくかというのは、概算のシミュレーションができていて初めて

これに対して町もこれでいいのかというふうな形でこの予算に計上していかなくては

いけないわけなのですけれども、どうもそれがなされていなくて、議員さんもこっち

に出ていますから、そしてこっちは地域支援課が出ていますからと言って、ではどこ

がこれを見ていって、全体的なものをやっていって、連結決算なんていうのが言われ

ている割にはそういった部分が全然ないのですけれども、そこの部分をどうしていく

のかということと、とりあえず火葬場の建設計画については大体どの程度に概略的な

ものをいただいていて、そしてそれはどういうふうな計画になっているのか伺いたい

と思います。これ２点と言っていますけれども、実質的には、広域組合での建設にか

かわるものの全ての概略的な将来計画と財政計画がわかっていないでやってくという

ような問題なので、２点になります。そこの点をどういうふうに考えていくのか伺い

たいと思います。

〇森 一人委員長 総括質疑の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。再開時間を

10時35分といたします。

休 憩 午前１０時２６分

再 開 午前１０時３５分

〇森 一人委員長 休憩前に引き続き総括質疑を行います。

渋谷委員の１回目に対する答弁からでございます。

永島教育長。

〇永島宣幸教育長 日本一の教育のまちづくりにつきましてお答えを申し上げます。

国の教育振興基本計画におきましては、教育の目指すべき姿として、自立した人間

として主体的に判断し、多様な人々と共同しながら新たな価値を創造する人材の育成

とされております。私も就任以来いろいろな場所で申し上げていることでございます

けれども、一人一人が何でもいいから自信の持てるものを探し当て、いろんなことに

挑戦できる人材の育成、また生きがいのあるまちが目指すべき日本一の教育のまちで

はないかと考えております。日本一の教育のまちの達成度を指標として数字的にあら

わすことはなかなか難しいところでございますけれども、例えば一つの指標として、

小中学校であるならば、中学生が自分の希望の進路を選択できる力がついてきたのか

ということや、生涯学習、生涯スポーツの分野にどれくらいの方々が参加しているの
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かということも指標の一つになるものと考えているところでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇森 一人委員長 続きまして、答弁を求めます。

植木参事兼総務課長。

〇植木 弘参事兼総務課長 それでは、私からは２から６につきまして、まず２番目の

質問からお答えを申し上げます。

ふるさと納税を含む一般寄附1,000万円の歳入計上でありますが、確かに平成29年

度の実績は大きく下回っているところでございます。しかしながら、町の財政状況が

年々厳しくなっている中でふるさと納税の制度は貴重な財源であります。そして、ま

だまだ潜在的な可能性を持っていると考えております。さまざまな施策的な面で町の

知名度を上げる努力を行っているところですが、それと同時にふるさと納税の実績を

上げていくことは財政担当としては重要な課題であると認識をしており、それに向け

ての工夫、努力を続けていくという意味からもこの予算計上とさせていただいている

ところでございます。また、ふるさと納税に係る職員の勤務実態でございますが、財

政担当職員がこれに当たっておりますけれども、実際のＰＲあるいは返礼品の事務等

につきましては、ふるさとチョイスなど外部委託で行っているところでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

次に、３番目の質問、議案審査へのＩＴ導入の関連でございます。議案審査へのＩ

Ｔ導入につきましては、完全実施されれば、コスト、労力の軽減など、さまざまな面

で有益であると考えております。しかしながら、現状では、たとえタブレットを導入

しても、紙ベースと併用せざるを得ない状況がありまして、厳しい財政状況の中で費

用対効果の面からも、現状では実施できる段階ではないというふうに判断をしており

ます。また、セキュリティーの関係から、利用できる行政情報の共有化など、システ

ム構築の面でもまだまだクリアしなければならない問題が多くございますので、もう

少し時間をかけて導入に向けての検討準備をさせていただきたいというふうに考えて

おります。なお、今議会では予算議案等の差しかえ事件が多く発生しておりました。

議会の開会時期が昨年よりも早まったとはいえ、十分な準備が整っていなかったこと

は十分反省し、おわびを申し上げたいと存じます。

なお、予算議案、すなわち予算書につきましては、毎年外注で印刷製本をしており

ます。その際には、データで印刷原稿の入稿をしておりますので、差しかえ等が発生
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しても、もとのデータで修正をいたしますので、職員に過度の負担がかかるというも

のではございません。

次に、質問項目５番目の公共施設の設備のあり方についてお答え申し上げます。公

共施設では、和洋どちらか使いなれた方への配慮ということもありまして、従来は全

面的な洋式化は行っていなかったという経緯がございました。そのため、現在の公共

施設全体を見ますと、まだ和式の占める割合が若干高くなっている、それが現状でご

ざいます。しかし、近年では生活様式の洋式化が進んでおりまして、家庭でもトイレ

は圧倒的に洋式化が進んでいるというふうに考えます。そこで、ようやく近年では、

ふれあい交流センターや、あるいは北部交流センターなど最新の施設改修に際しては

完全洋式化を行っているところでございます。南部交流センター、あるいはＢ＆Ｇ海

洋センターにおきましては、そもそもトイレの数が非常に少ないということでござい

まして、改修が進んでいないという面もございます。今後も予算の許す範囲で随時洋

式化を進めていきたいと。それに取り組んでいきたいというふうに考えております。

次に、６番目の補助金のあり方についてお答え申し上げます。補助金の適正なあり

方、ＰＤＣＡサイクルですが、それぞれの補助金の窓口となる役場内部の担当の課局

で補助金の申請あるいは実績報告を受けて、その活動内容のチェック、効果の分析等

を行っていただいているところでございます。また、その際には、補助金の交付制度

の膠着化を避けるため、新たに交付制度を定める際には３年をめどに見直しあるいは

廃止をするということを明記したり、あるいは国、県、近隣市町村の動向に注意しな

がらその内容を精査するという、そういう方針を定めているところでございます。そ

の上で、町の財政事情も考慮した上で適正化委員会で協議をいたしまして、繰り越し

の多い団体については減額をしたり、今回のように原則前年度比１割削減というよう

な判断もさせていただいているところでございます。何が何でも一律に１割削減とい

うような内容ではございません。ご理解をいただきますようにお願い申し上げます。

以上で答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇森 一人委員長 次に、答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 私のほうからは、最初に、地方創生交付金事業による職員の労務量

ということでお答えをしたいと思います。

公務職場においては、この労務量を推しはかるというのは大変難しいわけでござい
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ますけれども、一つの統計数値として捉えているものでご説明したいと思いますけれ

ども、職員の休暇がございます。休暇の職員全体の取得率、１人当たり年間10.9日で

ございました。これは平成29年です。その中で地方創生の担当をしている課が主に３

課、この３課の平均が7.7日でございました。この休暇だけで見れば平均よりも１人

当たり3.2日少なかったと。中でも一番の労力を使っていただいているところにおい

ては、１人当たり5.2日でございました。もう一つの指標として時間外勤務手当があ

るわけです。これは管理職には当然支給されておりませんけれども、本町の役場の１

人当たりの平均が月９時間、地方創生にかかわる３課の平均が月16時間でございまし

た。したがいまして、町の平均よりも、これも単純にはいきませんけれども、月７時

間多かったと。この２つの指標で見ると今申し上げたような結果でございまして、非

常に事務量が増加する中で頑張ってもらっているなというふうに思っています。

それと、監査事務局を議会事務局が兼ねている問題ですけれども、限られた職員で

複雑多様化するこの事務に当たっていただいております。今年も定期人事異動を前に

して委員さんからお尋ねいただいているこの考え方も一つの考え方だなというふうに

思っておりまして、それぞれ執行体が違いますので、町長から議会の議長さん、それ

から代表監査委員さんとご協議申し上げて、新年度どうするか、こういうことについ

ても検討を、これは毎年のことでございますけれども、することになっております。

私のほうからは以上でございます。

〇森 一人委員長 続きまして、青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 それでは、私からは７番目の比企広域の関係でお答えをさせ

ていただきたいというふうに存じます。

東松山斎場の整備事業でございますが、去る１月に広域の幹事会というものがござ

いまして、その会議場で今後のこの状況についてお示しがされました。そこで示され

ている総事業費でございますが、事業については平成30年度から平成33年度までの４

年間で総額25億6,900万円という金額が示されてございます。その財源でございます

が、概算で申し上げますと、建設基金からの繰り入れが４億9,000万円、地方債が18億

6,000万円、残りの２億2,000万円を構成市町村の負担金で賄うというものでございま

した。嵐山町の負担額でございますが、平成30年度には、今回の当初予算に計上して

おりますが、667万6,000円でございまして、32年度まではほぼ同程度の負担金となる

見込みでございます。また、地方債の元金の償還が始まる平成33年度から20年間で返
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済をしていくわけでございますが、年平均で960万円程度の負担金を要すると、こう

いった試算が広域のほうから示されているところでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 まず、一番最初なのですけれども、日本一の指標というのは、具体

的に言うと、小中学校の子供たちが自分の希望の進路に進めるということと、それか

ら生涯学習にどのくらいの人が参加しているかということが指標になってくるわけな

のですけれども、この小中学校の自分の希望への進路というのは、そうするとその子

供によって違ってくるわけですけれども、また各家庭の教育格差というものがあるか

ら、実際にはその教育格差の中で自分の希望の進路というのがある程度決まってくる

わけですよね。それにかかわる支援は家庭でやっていって、それで教育委員会として

は今回は学習支援教室みたいな形で応援するという形で、あと生涯学習にどのくらい

の人が参加しているかということが指標になってくるわけなのだけれども、この指標

というのは随分日本一の教育のまちの指標としてはいかがな感じなのかなというふう

に思っているのです。私は、嵐山町ってすごく学校教育といいますか、面白い特色が

あるなと思っているのは、比企地域もそうなのかもしれないのですけれども、合唱が

とても上手ですよね。あれって物すごい力になっていくだろうなというふうに思って

います。アクティブラーニングの話がありましたけれども、アクティブラーニングと

いうのは、国際バカロレア入試に変わるためにアクティブラーニングという形が入っ

てきたのですけれども、実は私は子供のときからアクティブラーニングの教育を受け

ているのです。だから、嵐山町の教育というのはなかなかうまくいかないなというふ

うに思ってまして、私学の教育、私立の教育なども見ていると、偏差値教育というの

も物すごくあるのだけれども、入試教育もあるのだけれども、そうではない部分とい

うのが物すごく強いですよね。読書とかいうふうな形でも全然違ってくるし、そこら

辺をどういうふうに入れてくるのかなというのと、日本一の教育のまちづくりとして

は、確かに発達障害の子供さんとか、いろんな学習に関しての支援員の方が入ってい

くというのは大きいので、それは底力になると思うのですが、この日本一のイメージ

は何を具体的に指すかというと、やっぱりあれですかね、文部科学省の出している教

育の目標にどういうふうな形になってくるかというのが教育委員会としては出される

のかなと思うのですけれども、嵐山町としては日本一の教育のまちづくりとすると、
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日本一のイメージというのはどんなものがあるのかと思うのですけれども、私なんか

だったら、例えば学校給食の日本一というのは食育の中では一番おもしろい視点だな

と思っていて、そこのところはちょっと嵐山町では、きのうの委員会でもそんなこと

考えていないのだとかいうふうに、できるわけないとかおっしゃっていましたけれど

も、実際にはそういった部分というのも食育という部分で多いし、人との関係力を育

てていくというのが一番大切なことだなと思っているのです。私が一番教育の中でも

し小中学校の教育の中に求めるものとするのだったら、論理力の育成、それから持続

力の育成、集中力の育成というものを私自身は持っていこうと思うのですけれども、

そういった部分がどうなのでしょうか。あるのですかね。アクティブラーニングとい

うのはすごくおもしろいと思うのです。実際にアクティブラーニングで育ってきてい

ない人たちがアクティブラーニングを目指すということになってくるわけなので、今

の教員たちは、アクティブラーニングで多分育っているお子さんたちというか、教師

たちもいると思うのです、実際に教育実習の中とか教育課程の中で。だけれども、そ

れはどのような形でアクティブラーニングを育てていくのか伺いたいと思うのです。

ほかにもう少し日本一の教育のまちを目指すのならば、いろんな視点があるのだけれ

ども、嵐山町ではここのところを出したいよというふうなものがあっていいと思うの

です。生涯学習にどのくらいの人が参加しているかというふうになってくると、嵐山

町の生涯学習というのは非常に限られたものになってくるので、そこの点をどういう

ふうに考えて日本一の教育のまちづくりを進めていくのか。関係性の問題というのも

かなり強いと思うのですが、関係性づくりというのは、そこでは子供さんと地域の方

との関係性をつくっていくという形もとても大切だと思うのですが、その点どのよう

になされているのか。大妻嵐山のことに関して言うと、なかなか立派な教育をしてい

るなと。私学だからこれができるというのはあるのですけれども、そうではない部分

って嵐山町でも学べるものは結構あるなというふうに感じていますので、それをどう

いうふうにしてつくっていくのか伺いたいと思います。すみません、ざっくばらんな

質問事項になって。これという質問の仕方が今できなくて申しわけないです。

次に、２番目です。政策の効果についての考え方なのですけれども、ふるさと納税

というのをやめている自治体もありますよね。ここでやめたというふうには言ってい

ないけれども、私自身はこれは何かすごく議会の一般質問でも出てくるので、それは

取り入れざるを得ない部分があると思うのですが、実際に税額というのは上がってい



- 281 -

かないです。ふるさと納税でというのは難しいなと思っています。それで、それにか

かわる職員というのは、別のところに労務量を使っていったほうがいいのではないか

なというふうに考えているのですけれども、特に寄附1,000万円の歳入というのは、

歳入不足を補うために無理やりここに入れて、そして歳入と歳出の金額を合わせたの

ではないかなというふうな感じで予算書を見ているのです。それで、６月補正とか９

月補正になってくると繰越金とかいろいろ出てくるので、ここのところで何とか調節

をするためにこの一般寄附や1,000万円を入れたのではないかなというふうに私自身

は考えていて、このふるさと納税という考え方は、寄附をもらうという考え方はやめ

て、別の形に労力を使っていくというほうがいいのではないですかね。町の情報の発

信の仕方というのはあるのですけれども、何もふるさと納税に限る必要はないと思い

ます。その点いかがなのでしょうか。この勤務の実態としてはそれほどではないよう

な話がありましたけれども、実際にはかなり使っていらっしゃるのではないかなと思

うのです。地方創生交付金事業による嵐山町の職員の労務量は確かに多いと思う。実

際にそういうふうに出てきたので、数字的に出てきているので、多いと思うのです。

逆にこの地方創生交付金事業によって嵐山町のほかの事業ができなかった部分という

のはあるのではないかなと思うのですけれども、その点についてはどのように考えて

いらっしゃるのか伺いたいと思います。

３番目ですけれども、セキュリティーの問題と、それから紙ベースも併用しなくて

はいけないと。現状では紙ベースと併用せざるを得ないので、これはまだ検討課題で

あるという形なのですけれども、紙ベースと併用しなくてはいけないというのは何が

課題になっているのか、そしてセキュリティーのクリアというのは、今現在でもセキ

ュリティーはいろんなところで問題が出てきて、そのたびにクリアされていますが、

これが議案へのＩＴ導入が入ってくると、セキュリティーへの問題をクリアしなくて

はいけないというふうな課題というのはほかの課題と同じですよね。そこの部分をど

ういうふうにして考えているのか伺いたいと思います。紙ベースと併用せざるを得な

いというのはどういうふうなことなのかなと。例えば今議会のほうでは、少なくとも

議員に対してはメールでいろんなことが配信されてきています。紙ベースと併用され

るとかえって面倒だなと思うことのほうが多いのです。そこの部分をどういうふうに

考えていくのか伺いたいと思います。

４番目、議会事務局と監査事務局のことなのですが、地方自治法の改正がありまし
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て、議会事務局はまだ難しいと思うのですけれども、監査事務局の統合というのがあ

りますよね。これはそれなりに実験的な取り組みがされていて、監査事務局は岡山の

ほうで統合がされています。瀬戸内市とどこかです。備前市と瀬戸内市で共同の監査

委員事務局が始まっています。そして、大津市と富山市で議員枠の監査委員が廃止さ

れているのです。そうすると、嵐山町みたいな割と小さい町村が比企郡は多いので、

監査事務局は共同にして、監査委員の議員選出枠をやめていくと、少なくとも今回の

代表監査委員のように税理士さんの方にお願いするという形とか、各市町村に税理士

事務所ってありますよね。そういった方から専門的な方をお願いしていくというふう

な形ができるのではないかなと私は思うのです。これはこれからの課題だと思うので

すけれども、監査事務局が今の状況では難しい。特に議会事務局も新しい議会改革と

しての使命がありますので、それをやっていきますと、監査事務局を併用しているこ

とでの難しさというのを感じるのです。私自身はずっと見ていて、監査事務局が総務

のほうにあったときと、それから今議会事務局にあるときの状況を見ていますので、

やっぱり監査事務局と議会事務局、人員配置的な問題では仕方がないかなというふう

に思ったときもあるのですけれども、これは別に分離していかないと議会事務局の仕

事ができない。監査は直接やったことがないので、わからないのですけれども、監査

事務局の仕事は難しいかなと思っていて、大津市は議会自体が議会改革がすごく進ん

でいるところで、議員監査を廃止するというのは流れとしてわかるのです。備前市と

瀬戸内市が監査事務局を共同でやっていくという形もずっと長いこと研究していって

やっていったのだろうなと思うのですけれども、その点について少なくとも滑川町と

か嵐山町、あるいはこの２つの町で研究体制をつくる、どこの町とでもいいのですけ

れども、そういうふうな形でやっていかざるを得ない状況になっているのではないか

なと思うのですけれども、今のままでは自治体自体が非常に難しい状況になってくる

なと思っているので、その点について伺いたいと思います。

５番目、公共施設の洋式化に関しては、これは１年に１つぐらいずつやっていくと

か、南部交流センターとかＢ＆Ｇだけは今年度新たにやっていくとか、そういうふう

な考え方は今予算出ていないのですけれども、あってもいいかなと思うのですけれど

も、最初に古いところから直していくというのは、それは順次という形で、これから

計画を立てていただけるということでいいのでしょうか。それについて伺います。

６番目、補助金適正化委員会のあり方なのですけれども、繰り越しが多いところは



- 283 -

見直すということですけれども、全部繰り越さないで使ってしまえば、それはいろん

な形で使えるわけで、そうすると繰り越しが多いところは切っていくという考え方と

いうのは、繰り越しが多いのは事業をしていないから、そこのところはいいのですけ

れども、全部使ってしまっているところというのはあると思うのです。ですけれども、

全部使っているものが適正かどうか、時代に合ったものかどうか、それはどこでやっ

ていくのか。これは一遍全部の補助金に対して補助金適正化委員会でチェックしてい

く、各担当課でチェックしていくという形ではなくて、そういった分析の仕方が必要

ではないですか。ＰＤＣＡサイクルの意識というのは必要なので、時代の要請、そこ

のところを考えていくべきではないかと思うのですが、その点について伺いたいと思

います。

７番目なのですけれども、７番目の斎場のことなのですが、建設が始まってきたか

ら、こういうふうに30年から20年は毎年地方債に繰り越して、年間960万円ずつの負

担金があるということで、そのほかにこの事業に関しては嵐山町の負担金はあるのか

なと思うのですけれども、それは一切斎場に関しては斎場を活用される方からの費用

で賄っていくからという形なのですかね。ほかの広域組合に関してもそうなのですけ

れども、ここの部分を議会へ示されなくて審議をしていくというのは私は非常に問題

があるかなと思っていまして、どうなのですか。それで、地域支援課に関しても、こ

れについては、昨日の話ですと、資料を持ってなかったというか、そんな感じだった

のですが、町長、副管理者になるわけですけれども、その具体的な年次計画とか、そ

ういったものは知らされていて、これが予算書に入ってきているのかどうか伺いたい

と思うのです。ほかの広域議会でも、例えば今でしたら、一部事務組合でしたら、小

川地区衛生組合でしたら、し尿処理センターの改修というのは４億円か５億円であっ

たと思うのです。それについてどういうふうになっていくのかというふうなものが示

されていないのです、嵐山町の議会の中に。それは、今後ですけれども、夕張市と同

じような状況にさせないためにも議会には必ず示していくというふうな必要性がある

と思うのですが、その点について伺います。

以上です。

〇森 一人委員長 順次答弁を求めます。

永島教育長。

〇永島宣幸教育長 私のほうから、１番に関連しましてお答えを申し上げます。
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まず指標についてでございますけれども、先ほども申し上げましたように、一つの

例としてということでございまして、指標を細かく考えてというか、挙げてまいりま

すと、ＩＣＴの機器の教員の活用能力、あるいはＩＣＴ機器等の整備状況、さらには

子供たちの安心安全のためにどういう措置をしているかということも含めて、いろい

ろな項目が入ってくると思いますし、また子供たちが学校生活にどの程度の満足感を

得ているかということもありますので、一例として挙げさせていただいたということ

でご理解いただければと思います。

それから、国と県と市町村の関係でございますけれども、国はあくまでも小学校学

習指導要領、中学校学習指導要領、幼稚園教育要領等を定めまして、それぞれには学

校教育法施行規則によりまして法的拘束力がありますので、これには従わざるを得な

いというところでございます。

その中で、嵐山町の小中学校の子供たちには、先ほども申し上げましたけれども、

何でもいいから自信の持てるものを持っていただいて、自己実現、進む方向を自分で

選んでいただけるような力を身につけていただきたいというところでございます。

さまざまな状況の中で、それぞれのお子さんの抱えている状況というのも変わって

きますけれども、そういう中でも支援をしていければということでございます。学校

の教員も支援をしているところでございますけれども、教育委員会としても近隣の高

等学校等とは連携を図りながら、いろいろな面でサポートしているところでございま

す。

また、委員さんお話しのアクティブラーニングについてでございますけれども、４

～５年前から小中学校には言語活動を充実しろということが言われておりました。つ

まり一方的な座って受ける授業ではなくて、子供たちの言語活動を充実しろというこ

とで、この管内は西部教育事務所、川越にございます西部教育事務所からも、授業の

最後は子供の言葉でまとめられるようにという働きかけがなされているところでござ

います。したがいまして、体育の授業におきましても、最後は子供の言葉でまとめる

ようにという形でございますが、アクティブラーニングについては、以前から教育の

中に取り入れてはきているのですけれども、やはり講義形式の授業が多いということ

でございまして、本町におきましても、校長先生方にできるだけ先生方がしゃべらな

い時間をつくれと、課題を提示して子供たちに考えて答えを出すような時間をつくる

ようにということで働きかけをしているところでございます。
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１番は、例としてどうかと、ふさわしいかどうかわかりませんが、卒論的な授業に

なればいいと。課題を与えて、それを子供たちが一生懸命考えて、答えを出して発表

できるような授業が取り入れられればいいというふうに言われているところでござい

ます。

それから関係性、いろいろなところとの関係性でございますけれども、嵐山町は非

常にボランティアの皆さんにご協力をいただいておりますので、いろんなところで読

み聞かせでしたり、あるいは小学校の登下校の見守りでしたり、いろんな形で大人、

あるいはご高齢の皆さん方とかかわっている状況でございますし、文化祭等でも地域

の方々にいろいろご協力をいただいているところでございます。

嵐山町として学べるものとして、今具体的に申し上げますと、玉ノ岡中学校の子供

たちが杉山城の整備等に取り組んでいますし、また小学校の子供たちも、学芸員の指

導のもと、杉山城等の見学をしているところでございます。

歴史資料館につきましても、資料館の係の方にご協力をいただきながら解説等をし

ていただいているところでございますし、ご案内のとおり、町内にあります大妻中学

・高等学校の生徒さん、先生方には、いろんなところに来ていただいてご支援をいた

だいているところでもございます。また、そういう中で、人間関係づくりというのが

子供たちにとりましても十分図れているのかなというふうに考えています。

今後も地域の皆さんとの交流をさらに深めながら、嵐山町の子供たちであるという

ことを意識をもっと強く持っていただければいいかなというふうに考えているところ

でございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 続きまして、植木参事兼総務課長。

〇植木 弘参事兼総務課長 まず、２番のふるさと納税の関係でございますけれども、

職員の労力という面で見ますと、先ほども申し上げましたけれども、ほとんど主要な

部分外注でやっておりますので、大きな負担にはなっていないかというふうに考えて

おります。

そして、廃止している自治体もあるというようなお話でしたが、一方で、町から出

ていくふるさと納税については、これは廃止をしても防ぐことはできないわけなので

すね。

例えば平成27年ですと860万円が、28年ですと1,477万円がこの町からよその自治体
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に、ほかの町外の自治体にふるさと納税をされているという実態もございます。29年

度についてはまだ数字は出ておりませんけれども、同じような数字が出てくるかなと

いうふうにも考えておりまして、財政担当としては、少しでもこの収支のバランスを

保ちたいと。少なくとも1,000万円ぐらいはこの歳入として入ってきてほしいという

期待も込めて、それに向けて努力をしたいということでこの予算を計上させていただ

いたものでありまして、歳入不足を補うというか、そういうような特定の意図があっ

てやったものではございません。その点をご理解いただければと思います。

それから、３番目のＩＴ化のですけれども、昨年議会のデモに参加をさせていただ

きました。あのシステムは大変いいシステムだなと思いました。あのように使えれば

非常に効果が上がるだろうということは十分理解はできました。ところで、そのシス

テムを仮にあのように使いこなすためには、この町が持っているさまざまな情報です

とか公文書ですとか、そういったものをどのように共有化するかという、今現在でも

町の職員それぞれのＰＣの端末では厳しくセキュリティーがかけられております。特

にインターネット等で外部とのアクセスをする場合には、直接できないようになって

おります。どんなところから不正にアクセスされる、あるいはウイルスが入ってくる

ということも限りませんので、その点は非常に厳しくなっています。仮想環境でのや

りとりというようなことをやっておりまして、そういうこともありますし、情報公開

という面から、どこまでのものをどういうふうに出したらいいかという、そういうル

ールづくりも必要だと思いますし、そういったそのセキュリティーの問題が非常に大

きいなと。

特に議員さんそれぞれがタブレットをお持ちになって、役場から、議場から外に出

て活動されるときに使う場合においても、非常にそういった面の問題でクリアしなけ

ればならないものがたくさんあるなと。

それから、紙ベースでどうしても今は、全ての行政文書が紙ベースの決裁というこ

とになっておりますので、まだまだ紙ベースの書類というものもたくさんあります。

それから、システムを導入した場合に、予算的に一挙に全て紙をなくすような状況で

導入できるかというと、なかなかそれも厳しいものがあるかなというふうに考えてお

りますので、どうしても紙ベースが残っていく、その紙ベースをどのようにデジタル

化してＩＴのほうに移していくかという、その問題というのも今現在大きな役場の課

題となっているものでありまして、そうした課題をクリアしなければ、仮に導入をし
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ても十分にご活用いただけないのではないかという、そういう心配もございますので、

もう少し時間をいただいて、さまざまな問題を検討させていただきたいということで

ございます。

次に、５番目の公共施設のトイレの問題ですけれども、ＢＧには、５カ所のトイレ

のうち２カ所は今洋式化になっているところです。それから、南部の交流センターに

つきましては、男女１カ所ずつなのですね。これ元鎌形小学校の屋外のトイレという

ことで、あったトイレをそのまま利用しているということもございまして、これにつ

いては、もうそもそも古くなっているので、その改修が必要だということで、担当課

からも改修をしたいというような予算要望も毎年いただいているところなのですが、

なかなか厳しい財政状況の中で、その改修もお金もかかりますのでなかなか着手でき

ないというようなところでございます。

改修を、洋式化をしていくということになれば、トイレそのものをもう改修すると

いうような方法をとることが必要かなというふうに考えておりますので、町民、ある

いは利用者の意見等も聞きながら、今後検討をさせていただきたいというふうに考え

ております。

それから、６番目のこの補助金のあり方でございますけれども、補助金とは、基本

的にあくまでも活動費の一部を補助するというような考え方でございまして、要綱で

その補助対象の事業、あるいは対象の経費というのを定めて、それに基づいて、その

要綱に基づいて、いろいろさまざまな公益性ですとか、いろんな条件をクリアしたと

ころに適正な金額を出すと、補助をさせていただくというのが基本的な考え方でござ

います。

先ほども申し上げましたように、担当課でまず書類上のチェックをさせていただい

た上で、さらに適正化委員会でも毎年そうした面で全ての事業に対して検証をさせて

いただいて、チェックをさせていただいているという状況でございますので、こちら

もご理解をいただければというふうに存じます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 続きまして、安藤副町長。

〇安藤 實副町長 私のほうからは２点です。

最初に、監査事務局でございます。委員さんからは、他の自治体との共同処理、ど

んなものだろうということでございますけれども、そこまでは考えていません。今あ
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る町長部局で実施するのか、それから議会との併任辞令、職員さんを併任辞令で今や

っているような形として継続していくのか、その点について検討していくということ

でございまして、委員さんがお尋ねの内容までは検討してございません。

次に、地方創生の交付金のことでございますけれども、この事業をやったことによ

ってできなかった事業があるのではないかと、こういうお尋ねでございます。これま

で申し上げてきておりますけれども、人も財政も限られております。そういった中で、

いかに選択と集中を図っていくか、その辺がポイントでございます。30年度の予算編

成においてもスクラップ・アンド・ビルド、これを基本に予算編成を行ったところで

ございます。

したがいまして、具体的には、どんな事業がどうかというのは調査してございませ

んけれども、一定のものが廃止をされて新しい事業に生まれ変わっていると、こうい

うことでご理解いただきたいと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 続きまして、青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 それでは、私からは、比企広域の関係でお答えをさせていた

だきたいと存じます。

まず、先ほどご答弁を申し上げました平成30年度667万6,000円、こちらにつきまし

ては、新しい斎場の整備に係る負担金というふうに申し上げました。平成30年度につ

きましては、管理費に係る負担金は求められてございません。というのは、昨年、平

成29年度からの30年度への繰越金が一定程度ございまして、負担金を求めなくても何

とか繰越金等の財源を用いて運営ができるだろうと、そういった見込みがございまし

て、平成30年度は整備費に係る負担金のみというような形になっております。当然来

年度、31年度以降につきましては、まだ不透明な部分があろうかと思います。

ちなみに、広域、斎場に関する負担金につきましては、管理費に係るもの、整備費

に係るもの、それぞれ均等割、人口割というふうに決まっておりますので、今後そう

いった決めに基づいて負担金が発生するのではないかというふうに考えてございま

す。

続きまして、２点目でございますが、この新たな斎場の整備につきましては、平成

26年度に基本構想を策定をいたしました。その後、平成28年度に基本計画を策定し、

今年度基本設計を策定をしたと。段階を踏んで進めてまいっておるところでございま
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す。

こうした業務を進めるに当たりましては、基本的には広域の中に会議が３つござい

まして、まずは構成市町村の企画担当課長で構成をする幹事会、副市町村長で構成を

する調整委員会、市町村長で構成をする正副管理者会議、こういったそれぞれにおい

て広域の事務局のほうから説明をし、その中で議論がなされると。その結果をもって

広域の議会でご審議をいただき、最終的にご決定というような形になろうというふう

に思います。

先ほど申し上げました基本構想等々、こういったものについては逐一広域のホーム

ページ持っておりますので、そういったもので住民の方に対しては公表がなされてい

るというふうに承知をしておるところでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 それでは、１はよいとして、ふるさと納税の考え方なのですけれど

も、これは私は返還金というのですか、それが手数料が合わせると35％か40％になる

という形ですよね。そうすると、出てくるものがあっても入ってくるものというのが

非常に少なくて、逆に言えば、嵐山町のほうに寄附というのでしょうか、いろんな皆

さんがＮＰＯなんかに寄附なさっていて、それが税額控除になっていくわけなのです

けれども、そのほうがよほど活動が活発になってくるかなと思っていまして、それで、

どうもふるさと納税というのは皆さんが思われているよりは効果がなく、ほかの形に

していったほうがいいのではないかなと思っているのですけれども、その点について

は考え方はこのままでいくということでいいのでしょうか。私は、ここの部分はやめ

たほうがいいのかなというのはずっと思っているので、それを伺います。

それから、次に、地方創生交付金事業によって選択と集中でスクラップ・アンド・

ビルドでなくなった、廃止された事業もあるだろうというふうなことをおっしゃいま

した。ですけれども、私は、今回環境農政課が環境課と農政課に分かれたように非常

に難しい部分があるのでは、逆に言えば、これでいろんな事業によるできなかった部

分というのはあるのではないかなと思うのです。できなかった部分というのはどうい

うふうなものになるのか、それはスクラップ・アンド・ビルドで事業をやめていくの

は当然のことだと思うのです。でも、やれなかった部分というのとか、これは反省に

なってしまいますけれども、反省というか振り返りになっていきますけれども、そう
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いったものはあるのかな、そして今後も、平成30年度も、やっぱりこの地方創生交付

金事業によるほかの部分へのしわ寄せ的な部分というのですか、あるのではないかな

と思うのですけれども、そこの予測というのはどのようにしていくのか。それは補え

るような形に、なるだけ手が打てるようにしていくべきだと思うのですが、その点に

ついて伺います。

３番目は、ＩＴです。議場への議案申請にＩＴ導入というのは、ほかの自治体で先

進的な自治体もあるわけで、それについて行政のほうが視察したり検討していくとい

う段階に今年度はなっていくのかどうか伺いたいと思います。

それと、監査委員と議会事務局の分離についてなのですが、現在の段階では統合と

か共同の監査事務局は考えていないということですが、これはどこかで切り出してい

かないと話が進まないと思うのです。ほかの小さい町村では、これはかなり苦心して

いるのではないかと思うのですが、その点について協議をしていくような場が持てる

かどうか伺いたいと思います。

次に、補助金のあり方についてなのですが、これについて言えば、私はここのとこ

ろへ出したくなかったのですけれども、部落解放同盟嵐山支部については地域支援課

でやっている事業ですよね。その部分で、それで恐らくほとんど全額使っていると思

いますけれども、時代的な要請というのをどういうふうに捉えていくかということな

のですが、ここの捉え方を一つ間違っていくと大変なことになって、私、全額一体ど

のぐらい金額が補助金として交付されているのだろうかというふうに思ったときに

は、多分2,000万円ぐらいが補助金として交付されているのではないですか、ずっと

初めから終わりまで。今までですよ。平成になってからだと、29年だから少なくとも

250～260万ぐらいとか、そんな250ではない、100掛けるの、そんなふうな形で出てき

ていると思うのです。それの実際の政策効果的なものというのはどういうふうに判断

しているのか、全体で見たときにどんなふうな事業のあり方があって、そしてほかの

ところに、このここの部分があるためにほかのところにしわ寄せが補助金団体に回っ

ていかないということがあると思うので、それはどういうふうに考えていくのか伺い

たいと思います。

最後にですけれども、一部事務組合の負担金事業なのですけれども、これ７番目、

これは広域のほうはわかるのですけれども、こういった全体的な財政計画というのは

多分議員には、それぞれの組合議員には示されていないのです。それだから、うちの
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議会はちゃんと全員協議会で、それぞれの一部事務組合の議員はそのときの議案につ

いては公表する形になっているのですけれども、これについて全体計画がわからない

と非常に問題があるかなと思うのですけれども、これは総合的な財政計画を議員は知

る場がないのですけれども、町長とか担当者は知っているわけだけれども、これにつ

いてはどのような形で公表していくのか、伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 順次答弁を求めます。

植木参事兼総務課長。

〇植木 弘参事兼総務課長 まず、ふるさと納税でございますが、こちらにつきまして

は、返礼品等の手数料等を含めますと45％近くになるかと思います。金額もそうなの

ですけれども、返礼品によって地域の特産物等を知っていただくという、地域の産業

振興にもつなげていきたいというのが一つの目的でもありますので、この手数料を含

めた45％が高いかどうかというのはその後の効果ということにもなってきますので、

評価はなかなか難しいかなと思います。

これを続けていくのかということもありますけれども、例えば先日、新聞、ニュー

ス等でごらんになっていると思いますけれども、北海道の北見市では、カーリングの

女子が銅メダルとった翌日には30倍のふるさと納税の申し込みがあったということな

のですね。ＰＲの仕方次第、どんなきっかけで、これがまた嵐山町にそうした状況が

起こらないとも限らないと思います。一時的なものにしても、ふるさと納税にはまだ

まだそういった可能性があるというふうにも考えております。

先ほども申し上げましたように出ていくものもあると思いますし、入ってくるもの

もあるということで、新年度につきましても、できるだけ入ってくるほうを伸ばして

いきたいということで担当としては努力をさせていただきたいというふうに考えてお

ります。

それから、議会のＩＴ化につきましては、これは、いずれにしてもそういう方向に

進むということはよく理解をしておりますし、そのために今どんな問題があるのかと

いうことを整理をさせていただいて、必要な研究をさせていただいて、準備をさせて

いただきたいというふうに考えております。

〇森 一人委員長 安藤副町長。

〇安藤 實副町長 できなかった事業、地方創生の交付金事業でできなかった事業の今

後の予測ということですけれども、やはり最少の経費で最大の効果、これを我々は目
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指しているわけでございまして、事業効果が薄れたもの、それから目標を達成したも

の、これについては積極的に廃止をし、新しい形に、新しい事業として生まれ変わら

せていきたいと、この考え方に変わりはございません。

それから、監査事務局の関係ですけれども、協議の場を持てるかと、こういうこと

でございます。他町村と、他の自治体との共同処理というのは、これは相手があるわ

けでございまして、しかも何らかの縁がないとできないわけでございますので、我々

の職の副市町村長会議がございます。そこで、地方自治法の改正もというふうな、議

員さんからそんなお話もございましたので、情報交換をまずはさせていただきたい。

どういうふうに考えているのか、法律が改正になってどういうふうにいこうとしてい

るのか、その辺については情報交換をさせていただきたいというふうに思います。

以上です。

〇森 一人委員長 続きまして、青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 では、私からは、６番目、７番目につきましてお答えをさせ

ていただきたいと存じます。

まず補助金の関係でございます。地域支援課の質疑の中でも１度ご答弁をさせてい

ただいておりますが、今委員さんのほうで時代的な要請、このようなことをお話をさ

れました。まさしくそういったことかなというふうに思います。というのは、これも

何度も申し上げておりますが、平成28年に新たな法ができた、その法の中で、部落差

別まだまだありますと、こういったことを明白にしたということがございます。そう

いったことに対して行政としてはどういった取り組みが必要なのか、町としては教育、

啓発等々行っているところでございます。そういったことに加えて、やはり運動団体

と連携、こういったものも当然必要だというふうに捉えております。今後こうした補

助金の効果等々も見据えながら、こういったものについて進めてまいりたいというふ

うに考えます。

続きまして、７番の広域の関係でございます。私が改めて申し上げるまでもござい

ませんが、この斎場の運営については、一部事務組合を組織をして運営をしておると

ころでございます。先ほど、総合的な財政計画の公表、こういったお話がございまし

た。町で財政計画と言えば、町全体の財政計画ということになろうと思います。そう

いった場合には、この広域に関しては、町としては負担金と、こういったものを位置

づけて、その財政計画の中に位置づけていくものだというふうに考えております。そ
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ういった部分での町としての公表というものはあろうかとは思いますが、この斎場の

運営等々に関しての公表については、これはやはり一部事務組合で行うべきものとい

うふうに考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 次の総括質疑に移ります。

３番目に、青柳賢治委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 それでは、私は２点お尋ねしていきたいと思います。

この30年度の予算には、新規事業も大きな事業が組まれておりまして、その中でも

重点事業になってくるだろうという事業があるわけでございます。そういった事業を

遂行するに当たって、町の基本的な考え方とか覚悟というようなもの、そういう中で

４つの事業について総括質問をさせていただきたいと思っております。

１つ目は、千年の苑事業についてでございます。２つ目は、地域活力の創出拠点管

理事業について、３つ目は武蔵嵐山駅西口地区整備事業について、４つ目は継続事業

となっているわけでございますけれども、企業誘致事業について、こちらについて町

の進めていく上での基本的な考え方というものをお聞きしておきたいと思います。

２点目は、今回の町長の施政方針からはちょっと外れてしまっているのですが、健

康寿命、これを延ばすことについてということなのです。この３年間のある程度健康

寿命が延びてきているという中から、そういった事業が少し達成していっているのか

なというような思いからも聞いておきたいのですけれども、それに関しての町の各種

政策がどのように30年度の中に反映されているのか、この２点についてお尋ねしたい

と思います。

〇森 一人委員長 順次答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 青柳委員さんの質問にお答えをさせていただきたいと思います。考え

方、覚悟というようなことがありますので、町の覚悟を語らせていただきたいと思い

ます。

今お話しのように、50周年を迎え、そしてこれからのというスタートのときに、や

はり今までと違うのだという、時代、ちょっと今の大きく変わってきているというと

ころが、一番私どもには重くのしかかっているところであります。そして、前にもお

話を申し上げているかと思うのですけれども、人口が減り出してきている。そして、
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減って、人口が減って、同じ富士山が小さい富士山になるのだと全く問題ないのだと

いうふうに私は思うのです。だけれども、その富士山が富士山の形でなくて花瓶か何

かの形になってきてしまって、支える下が小さくなってきてしまっている、これが一

番大きな問題だと思います。人口減少が大きな問題ではあるわけですけれども、その

富士山の形が変わってしまったというのが大きな問題だと思うのです。

それで、その変わった、富士山が形が変わった、人口ピラミッドが変わった、これ

の一番大きなところが、すぐ目立つのが、小学校と中学校をはじめとするちびちゃん

たち、子供たちの数がどんどん少なくなってきてしまっている、こういうことだと思

います。

そして、ここのところにあるのは、この近いところなのですけれども、平成17年、

27年、平成30年というのが数字があるのですが、この中での義務的経費というのは、

ちょぼちょぼに上がってきているわけです。17年に比べて30年度というのは107％伸

びている。そういう中にあって言われている扶助費ですよね、これが高齢化の影響か、

17年に比べて30年が175という数字、そして今言われている2025年問題ですとか、政

府の、政府でなくて自民党ですか、2040年を基準とした考え方というのを検討に入っ

たというのがこの新聞に載っているわけですけれども、2025年というのが団塊の世代

が後期高齢に入る、2040年というのは団塊の世代の次の世代の団塊さんがそこのとこ

ろに入るという年だそうですけれども、そこのところに今のふえ方の175％、17年と

30年でこれだけこう13年で動いてくる。そして、2025年というのはすぐで、７年ぐら

いですか、そういう中でこの107％というのが消化できていくかという、全く今の大

きな不安材料になってきてしまっているわけです。

それで、先日もちょっと話しましたけれども、国の財政が健全な状況で蓄えがしっ

かりあるよというような状況ならいいのですけれども、その逆の状況で、しかも国民

に多くを借りている国債、この国債に払う金利というものが、今までにもないぐらい

安い状況で来ているからいいわけですけれども、このまま景気の拡大が行った場合に

は、当然のことですけれども、金利で制限がされるでしょうから、金利がじわじわ、

じわじわ上がってきてしまう。そうすると、企業で利益を出した分なんかは、簡単に

その金利支払いでチャラになるというか、マイナスになってしまうのではないかとい

うような。そうすると、2025年問題というのがダブルで来るような状況になってしま

うわけです。
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そういうことを考えたときに、今51年目の嵐山町が何をやるかということで、この

委員さんおっしゃる千年、地域創生、嵐山、継続事業というこの４つのことを今始め

ているわけです。ですので、これはこういうような時代がこう動いていくということ

はもうはっきりしているわけですので、何としてもこれをやり遂げる。このところに

目標で掲げたというだけでなくて、これやり遂げて成果を上げないことには、今見込

まれているこれからの25年問題、40年に向けてというようなことに対応していける町

にならないというふうに思っております。

そういうことで、この第一歩として、千年の事業。そして、この千年の事業という

のは、ご案内のように耕作放棄地対策として出発したわけですね。耕作放棄地がこの

ままいって、嵐山町の貴重なこの自然、耕作できる部分というものが使われないで、

草でぼうぼうになってしまう、これでは次の世代に引き継ぎができないのではないか、

これを何とかしなければということで、もうずっと考えてきたことなわけです。

そして、その中で、中間管理の国の政策ができて、こういうものを力をかりながら

ここのところに耕作放棄地を集めて、そしてここのところで草ぼうぼうになっている

であろう、そういうものを草ぼうぼうではなくて花にして、それでここのところから、

たとえ幾らでも稼ぎ出す方向にとっていこうというのが、この千年の事業にあるわけ

です。

そして、この地域活力拠点というのも、首都圏60キロ圏内の嵐山町として、駅のと

ころがああいうような状況で、これからのその50年、100年に向けてのところでいい

のだろうか、アンケートの中では、もうだめだよというのを突きつけられているわけ

です。ですので、行政の責任とすると、町民の皆様方のご意見にできるだけ沿う方向

でやるのが行政の使命でありますので、ここのところでこういうような駅の活力拠点、

それから嵐山駅、それから企業誘致事業、こういうものを含めて、嵐山の稼ぐ力とい

うものをしっかり上げていかなければということで取り組んできているわけです。

そして、これらについて、一つ一ついろいろ課題があって、問題があって、山を越

えるのは無理だろうというふうなことも今まであったわけですけれども、本当にこれ

は職員の皆さんの努力以外ない。県に通い、国に通い、そして嵐山町の状況を訴えて

訴えて、そしてここのところに麓に今たどり着いた状況であるわけです。これらにつ

いては、ですから本当に今までのこの裾野にたどり着くまでの努力というのも、ぜひ

ご理解をいただけるとありがたいと思うのですけれども、そういう中にあって、ここ
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までたどり着いた職員とすると、さらにやる気持ちでおりますので、町の覚悟という

のは、そういうような方向で、これらの事業には、今まで説明をさせていただいてい

るような状況で、しっかり町を挙げて、役場を挙げて取り組んでいきたい。よろしく

お願いいたします。

〇森 一人委員長 続いて、石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 ２についてお答えいたします。

健康寿命でございますが、埼玉県では、あと何年自立して健康に生きられるかを示

した期間としておりまして、具体的には、65歳に達した人が介護保険制度の要介護２

以上になるまでの期間を算定しています。嵐山町では、平成27年ですが、男性が

17.34年、女性が20.22年となっております。

健康寿命を延ばす事業といたしましては、特定検診やがん検診等の検診がございま

す。検診結果によりまして、早期発見、早期治療につなげていただければと考えてお

ります。

また、健康づくり事業としましては、健康プロジェクト事業の継続者への支援と健

康マイレージ事業がございます。健康マイレージ事業では、１月から開始しましたが、

ウォーキングで歩数に応じたポイントがたまり、抽せんで賞品が当たる事業でありま

す。楽しみながら運動習慣を身につけるきっかけとして参加者をふやしていければと

考えております。

また、長寿生きがい課の事業としましては、ぷらっと嵐トレがございます。これは

介護予防事業でございまして、ぷらっと歩いて帰れる身近な場所で無理なく続けられ

る筋力アップ体操であります。現在２地区で毎週１回行っております。今後さらに健

康増進につながるよう取り組んでまいります。

以上でございます。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 １点目の町長の説明で、その意気込みを含めて、よくここまでたどり

着いたなというふうに感じるのが私の実感でございます。ただ、いろいろな今までの

質疑の中で出ていることがありますので、１つずつちょっと取り上げて再質問させて

いただきたいと思っております。

まず、千年の苑事業なのですけれども、確かに町長が話したように耕作放棄地、こ

れが花園に変わると。やはりそこに手を挙げて、地方創生の加速化交付金が運よくつ
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いたと言えばそれまでなのでしょうけれども、やはりあれだけの金額が入ってきてい

るわけです。そして、実際に財源計画を見ますと、29年度のときの説明書では、恐ら

く31年まで、今年は31年までになっていますけれども、その後のものまでも一般財源

を使っていくような財源計画になっていたわけなのです。今回は、そこを31年度でき

っちり切っているわけですね。その辺が、町として千年の苑事業、これから６月に町

長の施政方針でもプレオープンするのだと。それで、いろんな方がお聞きになってお

りますので、概要だけあれですけれども、要するにそのプレオープンに当たっては、

「６月ぐらい」と書いてありますけれども、単純にどの時期にやって、どういうふう

な反響を求めて進めていこうとしているのか、その辺がよくまだわからないのです。

間もなく６月ですから、その辺はやっぱりこの予算に当たってはしっかりとお聞きし

ておかなくてはならないだろうということで、この事業についてお聞きしたいと思っ

ております。

それから、地域活力拠点の管理事業なのです。これもきのう担当課にちょっと聞い

てみますと、さあ４月にではオープンします。ただそれだけで、簡単な、いわゆる嵐

丸ひろばを開いたようなものをやるのかどうかわかりませんが、もう４月です。そう

しますと、この４月にどのようなオープンの仕方をするのか。ただ関係者を呼んでオ

ープンしましたというような形で考えているのかどうか。

私はやっぱりこれは入り口の一番第一歩なので、非常に嵐山が、いわゆる去年の政

府からの補正予算でとれた予算でございます。駅前含めて、その駅が一歩ずつ変化し

てきている。嵐山に住んで通っている人たちは全部わかっていますよ、変化している

姿を。「ああ、よくなっていくのだな」、やっぱりそういう期待する気持ちというのは

すごく大きいわけです。そういったものをやはり確かなものにして、今度は「できま

した、さあオープンします」、そうしたら皆さん、上手に、町長のこの施政方針に書

いてあります。そこは期待をするところが大きい。であればなおさら、その部分をど

のような４月のオープンに向けて、担当課としてあの予算で、私はそのぐらいでどう

なのだろうと言ったのはそこなのです。何ら一切予算化されていないのです。それは、

では観光協会に任せるからというものではないような気がするのですよね。

そして、３番目の武蔵嵐山駅の地区整備事業です。これも恐らく、この10年計画を

前にして、この全員協議会で初めてこの図が出てきました。いや、これはいよいよ町

も本当の本腰を入れて、これからの50年進んでいく一歩のために真剣にやらなくては
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ならないと。そして、使う財源もさっき川口委員の中でも出ているように多額な税金

を投入していかなくてはならない。そこを考えますと、そこはやはりさっきからも出

てきているように選択と集中、それが非常に求められる大きな事業であるというふう

に私は考えております。

そういう中で、いろいろなデリケートな全員協議会の中で町長が説明したように細

やかな配慮が必要だという中で、あえて私も質問させてもらっているのですが、やは

りこの事業が行われることによって、さっきから出ている説明、これが町民の一人一

人に届くような説明の仕方。今までですと、それ事業をやる菅谷の５区だけの話だと、

そういうものではないのです。これをアンケートをもとにしてやってきた計画であれ

ば、なおさらです。

これから30年、31年、まず土地の購入というものが一番肝心な事業として出てくる

わけですね。そこについて、やはりしっかりと担当課としてやっぱり進んでもらわな

くてはならないという意味から、いわゆる事業概要というか、そういったものを、４

月に入ったら、これを決議されたら地元の地権者等に説明をするのだということとあ

わせて、やはり嵐山町の町民の皆さんにしっかりとその辺を、こんなに変わってくる

のだよと、50年から次の一歩の１年目は。そういうことをしっかりと嵐山の町民１万

8,000人の皆さんにお知らせしなくてはならない事業だと思います。そういう点に関

しての対応課としては、どういうふうに考えるのか、お返事をいただければありがた

いです。

それから、企業誘致事業です。これもいよいよ埼玉県議会で取り上げられて、いよ

いよスタートです。恐らく、去年、おととしぐらいまでは、我々すらも、総務経済常

任委員会で取り上げていても、なかなかどうなのだろうなと、議会でみんな頭を下げ

に行ってお願いしなくてはならないのではないかというぐらいに考えていたところで

す。それが上手に、いろんな圏央道を含めた展開が埼玉に風が吹いてきている、それ

をうまく生かしてもらって県議会で取り上げてもらった。そういう点からは、これは

もういち早く進めていくということを私はお願いするしかないのですけれども、それ

についての対応する課として、もう一度その辺を確認しておきたいと思います。

それから、今石井健康課長の健康寿命なのですけれども、私もさっきの説明を聞く

と同時に、この健康寿命、これについては、当初石井健康課長から説明いただいたと

きに、非常に嵐山町がワーストの49位ぐらいでよくなかった。ところが、そこから３
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年間の計画でこの健康寿命プロジェクトが始まったことによって、それだけ効果があ

ったということ。これは恐らく町民の人は、ほんの知らないと思うのですよ、余り。

だから、その辺も、そこまで一つ目標が達成できたのだというようなこともＰＲする

必要があるだろうし、そしてさっき出てきたように、継続マイレージとか出ています。

やはり私も、これ第３期目のときの29年度の７月に参加させてもらいました。そし

て、最初のまずそのスタートのときに、いろんなプレゼンテーションがありまして、

絵を見せられました、そして、野菜が中心の食事なのですよと。やはりそういったこ

とは、これから健康マイレージだとかやっている人はいいのです。さらに保健推進委

員の力をかりたり、いろんな形をかりて、この健康があってこそ物事は進んでいくの

です。ですから、そういう意味では、その健康寿命を延ばす、これは29年のときには

町長の施政方針の中にも入っていました。私はさらに、これがやっぱりあってこそ国

民健康保険も健全になっていくだろうし、そういった点が大事だというふうに考えま

すので、例えばマイレージだとか健康寿命を延ばすプロジェクトに参加した人以外へ

の対応としては、担当課としてはどのように考えられるのか、お尋ねしたいと思いま

す。

〇森 一人委員長 総括質疑の途中ですが、暫時休憩といたします。

再開時間を午後１時半からといたします。

休 憩 午前１１時５７分

再 開 午後 １時２３分

〇森 一人委員長 それでは、休憩前に引き続き総括質疑を行います。

青柳委員の２回目の質疑に対する答弁からになります。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 それでは、（１）の千年の苑事業につきまして考え方という

ことで、担当のほうからお答えをさせていただければと存じます。

平成30年度につきましては、体制としまして、事業別予算の中で新設と推進委員を

設置をいたしまして、この事業の推進に加速化を目指しているところでございます。

プレオープンへの取り組みといたしましては、メディア、また旅行業者等へのＰＲ資

料の作成であったり、またのぼり旗、仮設トイレや臨時駐車場等の整備を予定させて

いただいてございます。町内の方はもちろんですが、メディア等の方に千年の苑を知
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っていただき、外からより多くの方に嵐山町に来ていただきまして、ここで買い物等

をしていただくことによりましての農業者、商業者への活性化が図れればというふう

に考えております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 次に、山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、私のほうから（２）、（４）につきましてお答えを

させていただきます。

最初に、（２）の関係でございます。地域活力創出拠点の管理事業につきましては、

新年度に想定がされる必要経費について、必要最小限ではありますが、計上をさせて

いただいたところでございます。

また、施設のＰＲや施設利用の案内に関しましても既に準備に入っているところで

ございますが、内容につきましては、施設誕生の経緯を含めまして、より多くのご利

用を投げかける内容での案内とさせていただく予定でございます。

また、お披露目の関係につきましては、必要最小限とすることから現状では予定が

ないものでございます。

続きまして、（４）につきましてお答えをさせていただきます。

花見台の企業誘致の関係でございますけれども、花見台の関係につきましては、議

員さんはじめ皆様に大変ご心配をおかけいたしましたが、次年度から事業化というふ

うなことが見えてまいりました。現状では、地権者の方との調整を主に行っている段

階でありますけれども、４月に入りましたら、廣野ですとか、勝田地区の範囲を決め

させていただきまして、地元説明にも入っていきたいと。そして、しっかりと説明を

させていただく予定でございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 次に、藤永まちづくり整備課長。

〇藤永政昭まちづくり整備課長 私のほうから、西口の町民全体への周知をという内容

だったかと思います。それにつきましてお答えさせていただきます。

この事業は、今年度から10年計画ということでスタートのほうをさせていただいて

いるということになります。４月には区長会だとか、あとは地元の菅谷の区長会、そ

ういったところにも出ていきまして、こういう事業をスタートしますという説明をさ

せていただきながら、５月のほうでは、地元菅谷５区ということで限らせていただき
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ましたけれども、こういった事業を今年度からスタートさせますということで説明会

の開催はさせていただいたところでございます。

なお、その後、この事業を進めるに当たっての計画、そういったものを進めるに当

たりまして、９月の補正予算をいただきまして、調査業務委託、そういったものの予

算をいただいて発注をしたところでございまして、現在、この間の全員協議会のほう

でも来年度の事業の説明のほうをさせていただきましたけれども、なかなか調査とい

うのは、まだ11月に契約をしたばかりので、なかなか情報を流すまでにいっていなか

ったということもありまして、今年度は広報等にも掲載はしておりますけれども、そ

の後の情報というのはなかなか出ていなかったのが現状でございます。

ただ、これから調査業務委託進めていきますと、きのうもちょっとお話をさせてい

ただきましたけれども、４月の下旬に、またちょっと説明会のほうも予定をさせてい

ただいております。これは、全協で説明させていただいた来年度の予定を主に説明を

させていただいて、またその都度情報等を提供できるような状況になりましたら、こ

れは地元に限らず、また町民全体に、委員さんがおっしゃったように当然やっていく

べきものだというふうに考えておりますので、そういう対応をしていきたいというふ

うに考えております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 続きまして、石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 それでは、２番につきましてお答えをいたします。

嵐山町の健康寿命でございますけれども、よくなってきておりまして、埼玉県平均、

また東松山保健所管内平均より長くなってきております。

健康プロジェクト事業の結果につきましては、１年目、２年目終了後に広報に掲載

をさせていただきました。また、３年目の今年の結果ですけれども、５月の広報で掲

載をさせていただく予定でなっております。

また、健康事業に参加されていない方への周知等でございますが、今月保健推進委

員会議を予定しておりまして、その場において、健康マイレージ事業等を担当地区内

で紹介してもらうようお願いしたいと思っております。

また、ぷらっと嵐トレでございますが、現在志賀２区と菅谷７区が地元の会館で活

動しておりますが、今後さらに地区をふやして参加しやすいようにしていければと思

っております。
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以上でございます。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 それぞれ担当される課からいろいろと答弁いただきました。とにかく

千年の苑事業ですけれども、これは本当に、さっき答弁、町長が、これからのその時

代が今までと違うのだというようなところから、嵐山が手を挙げていった事業です。

これ見ても、確かにそれを維持管理していくのは大変な金額です。ですけれども、そ

のお金がとりあえず今、運営管理のお金としてある団体のところに行くわけです。そ

れは、嵐山の中でそのお金がとどまって、また別な効果を生んでいくということはよ

く理解するわけです。

ただ、今後これがいつまでも、今度我々一般会計の中の一般財源を使ってやってい

くというところは、なかなか甘えられないところがあります。そこを、やはりこの31年

までの出てくる中に、しっかりとプレイベントをまず成功させることはもちろんです

けれども、いつぐらいからいつぐらいにかけて、具体的に２週間、３週間ぐらいやる

のか、それとも１週間ぐらいやるのか、その辺のことについてもちょっとお尋ねして

おきたいと思うのです。そして、やはり、一番の入り口のプレオープン、これがかな

り肝心で、我々も総務経済のときにいろいろな計画書を読ませてもらいました。この

嵐山町で予想できる22万人と出ているわけです。そういう人たちが来たら、１日に

8,000台の車が来るのだと、そういうことまで想定をしたときに、１回目がうまくい

かなかったら、なかなか次は続いてこないのです。関東一のラベンダー園だといって

も。そこの辺を、もう少し事業を推進していく立場にある課としては、どのようにそ

のプレオープンを、今成功するために、この予算を使いながらだろうけれども、イベ

ント事業費はわずかでした、のっていた予算は。どこも厳しいのだという中から進め

ていることはわかるのだけれども、ここだけはやっぱりちょっと知恵を使わないと、

今後の管理が大変なのはわかりますけれども、そこをうまくやるためにも、何として

もプレオープンは成功させなくてはならない。そこについては、もう一度、その辺の

ところを含めて、どういう具体的計画、のぼり旗含めていろんなやつがありましたけ

れども、期間的にはいつからいつぐらいを考えているのか。その辺は、予算のことで

すからお尋ねしておきたいと思います。

それと、地域活力拠点ですけれども、さあこれででき上がりました。あの施設を、

下は観光協会とどういう契約になるのかわかりませんけれども、上は、トイレは常時
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使えるような形で、恐らく嵐山におりてきた人たちはびっくりするでしょう、最初見

たときには。それで、やはりスタート、今お聞きしますと、４月のオープンしても、

それは必要最低限の範囲でしか考えていないということだったですが、担当課が主導

ということもどうなのか、ちょっと私もそこのところははっきり言えないのだけれど

も、何とかやっぱりあそこがああいうふうにできたのだということを、いろいろあそ

こで中心市街地の活性化やっていた事業の人たちとかいるわけだから、もう少しそこ

をうまく利用勝手、生きるような使い方というものの捉え方、考え方というのは、や

っぱり前面に出てこないと。何か今までの延長上で進めていかれるとどうなのかなと

いう心配というか疑問があるのです。その点について、余り何か担当課では、ある程

度観光協会に任せるからというような感じになってしまっているような気がするので

すけれども、その辺については指導監督含めてリーダー的な、やっぱり使い勝手とい

うか利用について、指導というか、今まであそこまで立ち上げてきているわけだから、

もう少し積極的なようなものがあってもいいような気がするのだけれども、その辺に

ついてはどういうふうにお考えでしょうか。

それから、西口は、本当にこれは恐らくこれから50年後に、ああこんなものをつく

ったなと、やっぱりいろいろ町民のアンケートやら含めて進んでいく事業だと思いま

す。そこだけは絶対外さないようにして、いろんな難関あると思います。ですけれど

も、これから地権者の方との折衝もあるだろうし、デリケートな部分もありますけれ

ども、やはり嵐山におり立つ子供たちが、嵐山の駅って素敵だよなと、そういうよう

なことも、あの計画図を見ると載っています。そういうことを常にやはり念頭に置い

て進めていく。百年の計は、これから進める一年の計の中にあるというような思いで

進めていってもらいたいと。これは、答弁結構ですから。

誘致事業ですけれども、こちらもいよいよ今度嵐山のできる場所、ある程度限定さ

れています。それをしっかりと県議会の動向を見ながら進めていってもらいたいと、

これも答弁結構です。

それで、健康寿命のほうですけれども、これも実際にやってみないとわからないと

ころあります。これだけやっぱり健康寿命が延びたという形を報道なんかでも説明さ

せてもらっています。ですけれども、もう少しわかるような目線、これに参加すると

これだけのやっぱり効果があったということを知らせてもらいたいと。それで、町の

人たちがやっぱり健康でいてくれる、だから健全な事業を展開していけるのだという
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こと、これは間違いはないと思います。ですから、町民の健康寿命を延ばすというこ

と。これの中の事業は上がってきているけれども、もっとさらに上を目指していける

ような担当課としては努力をお願いしたいと。今までの努力、３年間の健康寿命延ば

そう、大変な事業で効果が上がっているということを私もお認めしたいと思います。

これも結構です、答弁は。

ですから、２点についてだけお願いいたします。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 千年の苑のほうのプレオープンの関係でございます。こちら

につきましては、開花時期に合わせてということで予定をしてございますので、おお

むね６月の中旬ぐらいになるかと思います。また、これは、５月ないし、そういった

中で広報等で呼びかけをさせていただきまして、町内の方には知っていただくという

ことで予定をさせていただいてございます。

それ以外のやはりメディアの関係であったり、旅行者等々につきましては、これは

この事業の趣旨であったりだとか、この事業の生い立ち、またＰＲをお願いする形に

なると思いますので、期間を限定をさせていただきまして、案内状等を用意をさせて

いただきまして、そういった中でＰＲができればなというふうに考えてございます。

当然32年度以降の予算につきましては、今予定をしていない状況でございます。こ

れにつきましては、今後この千年の苑の運営につきまして、プレオープンにつきまし

ては入場料、駐車料金は取らないということでお話をさせていただきました。本格オ

ープンに向けて、そういったことで、先ほど委員ご指摘のとおり、近隣の同様な施設

でも20万人程度実際に来場しているところもございます。そういったところも踏まえ

まして、どんな形で運営をしていくのか、協議会等で諮っていければなというふうに

考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 続きまして、山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、（２）の拠点施設の関係につきましてお答えをさ

せていただきます。

委員さんおっしゃいますように、今まで長年にわたって駅前の活性化に当然取り組

んでいただいた方々大勢いらっしゃいます。そういった方々のことも考慮いたしまし
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て、今回の施設に関しましては、町のこれからの活性化に向けての第一歩というふう

なことでオープンを迎えるわけでございます。内容に関しましては、この後の協議で

は、観光協会さんとも打ち合わせをしながら、オープンに向けての協議を調える予定

でございます。その中では、課内部等でも周到に予定を組みまして、オープンに向け

てのスタートに向けて準備をしっかりと整えていきたいという予定でございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 続きまして、長島委員になります。総括質疑をお願いいたします。

〇長島邦夫委員 それでは、３点にわたって総括質疑をさせていただきます。

今青柳委員からも随分ご質問があって、重なる部分があるかというふうに思います

が、少し変えて質問していきたいというふうに思います。

１点目としまして、千年の苑の関連についてお伺いいたします。

町では、稼ぐ力をつけるということで、産業振興からさまざまなものを進めており

ます。花見台の工業団地、インターランプ内の事業につきましては、私の目から見れ

ば、ほぼ軌道に乗ってきて稼ぐ力がついてくるのだなというふうに思っています。

また、千年の苑についても、将来的には観光的な面から稼ぐ力をつけていくという

ことで、もともとの目的であります、町長のほうからも説明がありましたが、荒れた

農地ではまだなかったですけれども、将来心配される農地を、中間管理機構の力をか

りて、10年のスパンで安定的に活用するのだという面からはクリアはされているとい

うふうに思います。

ただ、昨日も質問をして重なると思いますが、次のこういうところはどうでしょう

かというところを質問していきたいというふうに思います。

今後ラベンダーの苑で稼ぐ力として変えていく過程におきまして、31年度で交付金

がなくなるということを考えれば、ハードの部分は30年度、今29年度もやっておりま

すが、30年度でほぼ終了をして、31年度以降は安定的にそこを運営できるような、今

いろいろお話がありましたですけれども、運営できるような施設、または自立できる

施設、また本当に稼げる施設に変えていかないと、この施設の将来は本当に厳しいと

いうふうに、期待はしているのですけれども、厳しいなというふうに思っております。

また、町民から見れば、隣接した観光施設、嵐山渓谷のバーベキュー場とどのよう

に連携をさせていくのか、どのようにコラボレーションさせていくのか、非常に関心

があるようで、いろいろな話が聞こえてまいります。
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平成29年度の事業までの事業の結果を踏まえて、30年度の事業、31年度事業を通じ

て、今後の運営の体制について、今お話を聞いておりますが、もっと深く突いた議論

をしていきたいというふうに思います。

２点目としまして、ポイ捨て条例の関連で質疑をいたします。ポイ捨てゼロのきれ

いなまちづくり条例が施行をされます。まだ時間はございますが、環境美化の観点か

ら、町民の意識が向上したのか、または中心地だけではなくて、市街地のポイ捨ての

あれにも何か効果が早くも出ているような気がいたします。南部の改良区の散策道等

におきましては、散歩をする方が、以前は１人、２人だったのですけれども、最近は

かなりの方がごみを拾うという気持ちになってきているように思います。確かに千年

の苑も近くにございますから、そういう意識が芽生えてきたのかなと、そんな気がし

ます。

または、これは特殊なケースですけれども、役所の方がわざわざわかるように、１

カ所にいつもまとめて置くのです。ですから、課長さんはもちろんご存じだというふ

うに思いますが、そういう方もあらわれています。非常によい方向になっているなと

いうふうに思います。

町では、この新規の予算の説明の中に、後書きの中に、周知をさらに図り、環境美

化推移員の協力を求め、町全体でポイ捨てゼロできれいなまちづくりを目指すとあり

ます。非常に期待をするのですが、どのように町全体を考えて事業を進めていくのか、

ここに書かれたお気持ちをお話ししていただければというふうに思います。

３点目としまして、今もお話ありましたですが、地域商業等活性化創出事業につい

てお伺いいたします。

昨日も少し質問をしたのですが、商工会に対する中心市街地の予算の削減について

でございます。私自身、非常に活性化の一番最初、もう15年も昔の話になりますけれ

ども、どういうものを立ち上げていくのだと、町ではこういうふうな方針があるので

商工会の力をかりたいと、中心地を活性化していきたいのだけれども、何かというふ

うなことで、一番最初に出たのがさくらまつりの事業でございます。何でさくらまつ

りで中心地の活性になるかというふうなことでございますけれども、やはり駅でおり

た方が散策をしながら花見の箇所まで向かう。それは、桜の時期以外はでは違うので

はないかというふうなことになりますけれども、動機的に、これからずっとその桜が

咲いている方向に散策をしていただきたい。夏はキャンプでもあるし、桜を見ること
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もそうです。紅葉を見るのもそうです。そういうふうな効果を狙って、ぜひではその

さくらまつりで桜できっかけをつくろうというので始めたのが夢さくらであります。

それにも今度は増して、手前みそになってしまいますけれども、では昼間の桜だけで

はなくて、夜の桜をどうしようかという話になりまして、お金がないものですからラ

イトアップの器具も何もありません。仲間を募って、企業さんにも協賛もいただいて

ライトアップの器具を買いました。いまだかつてまだ持っていますけれども、非常に

そういうふうに商工会の役員というものは、その事業に対して本当に献身的にやって

きたように思います。ですから、非常に私も気持ちが強いのですが、最近そういう面

からしても、私ももう離れていますからよくはわからないのですけれども、その気持

ちというのがマンネリ化してしまって、何か新しい事業等も本当に少なくて残念な部

分と思っている部分もあるのですが、役員さんは毎年、３年に１度かわっていきます

から、そのときにお任せするしかないのですけれども、ただ一つ言えるのは、ここま

でずっと継続して、さくらまつりでは、ただでは花火でもということで青年部のほう

で企画をして、また別なところの楽しみ方が出ているように思います。また、継続す

るということが非常に大切なのであって、商工会の方は、それを第一にまず考えてい

るのではないかなというふうに思います。

町でも、しばらく前ですけれども、これから町と懇談会というか、まちおこしにつ

いて話し合いがあるのだという話も聞いたことがありますが、そのときに、いつごろ

その事業削減についてお話をされたのかお聞きをしたいのと、そのときの商工会の反

応はどうだったかなと、それは気にかかるところでございます。

町からこの事業について、今言ったように、さくらまつりがあるだとか、駅前のボ

ックスショップがあるだとか、朝市があるだとかいろいろあるわけですけれども、こ

の事業についてはさらに伸ばしてもらいたいだとか、この事業については考えたほう

がいいのではないでしょうかと、いろんな提言もしてこれに結びついているのかなと

いうふうに思いますが、そこら辺のところをお話をしていただければありがたいので

すが、よろしくお願いをしたいというふうに思います。

以上、３点でございますが。

〇森 一人委員長 それでは、順次答弁を求めます。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 私のほうから、１の千年の苑事業、２のポイ捨て路上等防止
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対策につきましてお答えさせていただければと存じます。

まず、初めに、千年の苑事業でございます。こちらにつきましては、平成30年度に

プレオープンを予定をさせていただいてございます。今年の２月にこの千年の苑事業

推進協議会の方々と、先進地の例を視察をさせていただきました。そういったものを

参考にしながら、この協議会の中でプレオープンのやり方等々を具体的に、どこの団

体にどういうふうな形でのかかわり方を持っていただくのか、そういったところを協

議をさせていただきながらできればなというふうに考えてございます。

例といたしますと、こういったイベントをするところにつきましては、法人化した

団体が管理事務所を置いて、そういったところを維持管理をしながら、イベントにつ

きましては、関係団体との協議会でこのイベントを開催する箇所であったり、また行

政が先導的に行っているところもございます。そういったところを視察をさせていた

だいたわけでございますけれども、プレオープンの状況等も踏まえまして、推進計画

の中で委託業務を行っています東武トップツアーズに意見も聞きながらプレオープン

を検証し、今後の運営体制につきましても検討ができればなというふうに考えてござ

います。

続きまして、２点目のポイ捨て路上等防止対策事業の関係でございます。こちらに

つきましては、このポイ捨て条例の中の目的といたしまして、町、町民、事業者との

協働により、清潔で美しいまちづくりを推進というところがございます。平成30年度

の予算につきましては、啓発用のティッシュであったり、また横断幕、強化区域への

のぼり旗等を設置を予定をさせていただいているわけでございます。

当然この事業が始まる中につきましては、広報、ホームページの中で町民の方々に

周知をさせていただくことはもちろんでございますけれども、町内に見えられる方、

駅を利用される方等々にも、こういった条例の趣旨をご理解をいただきまして、ご協

力をいただく部分が多々あろうかと思います。そういった中で、街頭キャンペーンと

いいますか、そういう啓発も実施をしていければなというふうに考えてございます。

私のほうからは以上でございます。

〇森 一人委員長 続きまして、山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、（３）につきましてお答えをさせていただきます。

地域商業等活力創出事業の関係でございます。予算の特別委員会のほうのお答えと

重複いたしますけれども、長年にわたり活性化を目的とした活動としまして、駅前の
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美化活動をはじめ、朝市や夕市、ボックスショップの運営、そしてさくらまつりなど

のイベントを行ってまいりました。

しかしながら、次年度に関しましては50％の削減となるわけでありますけれども、

これは限られた予算で最大限の効果を出していただくということはもとより、これを

機に現状の活動を集約していただきまして、今何をすることが将来に向けた活性化に

つながるのかをいま一度協議していただき、商工会として先導して行うべき方向性と

活性化対策の内容の協議がお願いできればと考えているところでございます。

なお、ご質問の削減の申し出の時期でございますけれども、こちらに関しましては、

町のほうの予算の編成が始まったのと同時期にお話をさせていただいております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 長島委員。

〇長島邦夫委員 では、再質問させていただきます。

１点目からでございますけれども、先ほども町長の話にもありましたが、事業はほ

ぼ真ん中どころ、山の裾にたどり着いたところだと、そんな表現もございました。ま

さにこれからだというふうなことだと思います。

今協議会というふうな言葉が何回も出てきましたが、協議会、私どもも総務経済に

行ったときに、こういうメンバーの方が入っているのですというふうなことをお聞き

をしました。ですけれども、自分から率先して、そこの農業の活性化みたいに町へ入

ってきてやってくれる方と違って、どこからの代表の方だとか、植栽の関係であれば、

今委員長やっている営農の会長さんが、もちろん事業を任されているから長になるの

でしょうけれども、将来的にはこの方も、予算がなくなればおやめになっていくのか

なと。周りから見る限り、そういう感じも持ちますし、北海道のほうにも行ったとい

うことでございますけれども、効果はあったというふうに思います。ですけれども、

ではその行ってきた方が、次にはこういうものというふうなところで、我々のところ

までには、次にこういう姿で変えていくだとか、そういうふうなものというものが余

り見えてこないのです。

ですから、先ほども委員もプレオープンについてかなりしっかり質問しておりまし

たが、私は、プレオープンはとにかく過程でありますから、その次のステップ、これ

だけ設備をしているわけですから、何か31年度事業の話をしたらおかしいですけれど

も、そこのところでは、もう間違いなくこの団体に何を任すのだとか、こっちの団体
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に何を任すのだとかはっきりして、この事業が成功するように結びついていかなけれ

ばというふうに思うのです。その姿が見えてこないですから、もちろん30年度ですか

ら、それはまだなくてもいいのかもしれませんけれども、今言ったようにプレオープ

ンがあるだとか、本オープンを控えていることなので、もうここの将来がかかってく

るわけなので、できるものだったら脇のバーベキュー場の方々もいらっしゃるわけで

すから、やっぱりフルに使用しなければおかしいです。そこで、あそこで一体的にや

っていくのだというふうな考え方を持たないと、誰が本当に責任を持っているのと。

協議会の方だって、いつまでも協議会ではいられないと思うのです。ある程度一体に

なったら商工会に任すだとか、何に任すだとかというふうなことになっても、結局は

その方以外にある程度利潤を得られるだとか、そういうことがなければ難しいことで

すから。今ラベンダーなんかについては、うちの近所の方なんかが、採算が合うから

次から次へやってくれています。ですけれども、こういう姿が、今先の姿、いい姿が

見えているから一生懸命やりますけれども、これが、予算が、一般の人が、もう31年

度終わったらもうないのだよと。そういうふうなことをどこかでも耳にすれば、それ

は気力落ちてしまいます。だから、そういうことをもうカバーするようなシステムを

つくり上げていかなければだめなのだというふうに思うので、協議会から次のステッ

プに移るところの、何をどんなふうに考えているのか、もうちょっと詳しく、協議会

だけで済まさないで、先をちょっとお話をしていただければというふうに思います。

それと、あとポイ捨ての関係でございますけれども、私も前に一般質問したことが

ございます。ポイ捨て条例をつくって、農道等にも、捨てる方への啓発も図ったほう

がいいということでお話をして、これは、いわゆるその町に入ってきた人は、駅から

だけ入ってくるわけではないです。いろいろなところから嵐山町に入ってくるわけで

すから、そのとき見たときに、あっちにごみが捨ててある、こっちにごみが捨ててあ

るでは町のイメージというのは非常に悪くなってしまうので、そういうことを考えて

やったらどうでしょうかということで、そのときは一般質問したと思います。

でも、これについても、町の中心地を歩く人は、たばこの吸い殻等が非常に目立つ

のでしょう。いい条例だと思います。町のこれからは、もうできたことによって、町

の全体のイメージアップにつながっていくようにやっていただくには、きのうも少し

質問しましたですけれども、余り中心地にこだわらずに、でも町にもそういうふうに

書かれているわけですから、美化推進委員に、協力員に協力を求めてやっていくとい
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うことですから、その言葉が出るのかなというふうに思ったのですけれども、ぜひそ

こら辺の考えをもう一度お聞きをいたします。

３点目でございますけれども、これについては商工会とお話があったというふうに

話を聞いたものですから、その後のことは聞いていません。そういうふうな定期的に

お話をして、商工会にもいろんな提言をなさってきたというふうに思います。商工会

もさっき言ったようになかなか厳しい状況でありますから、いい返事が出なかったの

でしょう。それで、叱咤激励するためにも、もっと聞きました、話をされたときに、

事業を新しいものを考えてくれるのだったら、そのようなものはまたつけますからと

いうような話を聞いた、こんな話もあったというふうに聞いています。やっぱりこれ

は励みになるかと思って私もその方に話しましたですけれども、そういう話があるの

だったら、みんなだって、少しでも昔の気持ちを思い出して、何かを考えたらどうで

すかと、今の我々のライトアップのメンバーですから、そういうふうに話しました。

それもそうなのだけれども、なかなかいいものが浮かばなくてというふうなことを言

っていましたけれども、これからそういう気持ちがあれば、さらに上の事業を目指し

ていくかなというふうに思います。

そういうふうに私も期待を持ったところでございますけれども、町としては、今さ

っき言ったように、何をこれについては伸ばしてほしいだとか、これについてはほか

の事業でカバーできるだとか、何かお話をしたのではないかなというのですけれども、

そこのところが今答弁として返ってこなかったのですけれども、お願いをしたいとい

うふうに思います。

〇森 一人委員長 順次答弁を求めます。

杉田環境農政課長。

〇杉田哲男環境農政課長 それでは、１点目の千年の苑事業の関係でございます。

こちらにつきましては、今後の運営母体というふうなところでございます。当然推

進交付金のほうにつきましては、31年度をもって終了となるわけでございます。そう

いった中で、本格オープンにつきまして、どういった形で駐車場代等を取っていくの

か、また入場料的なものを取っていくのか、そういったものにつきましても、この中

でご協議をさせていただきながら、近隣のバーベキュー場とまた嵐山渓谷等もござい

ます。そういったエリアを視野に入れながら、集客はどういうふうな形でできるのか、

そういったところも参考にしながら、事業計画のほうを立てていくような形になるか
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と思います。

そういった中で、この千年の苑のエリアにつきましては農地でございます。そこの

ところを、農業者というふうな部分の中での法人的な組織に運営は任せていければな

というふうに今考えてございますけれども、またそういったものをどういった形でつ

くっていくのか、それもこれからの課題にはなってくるのかなというふうには考えて

ございます。

２点目といたしまして、ポイ捨ての関係でございます。こちらにつきましては、こ

の条例が適用になるエリアにつきましては町内全域でございます。そういった中で、

町民の方々につきましては、広報等ももちろんでございますけれども、区長会であっ

たり、また美化推進委員会議等でも承知をしていただきながら、住民の方々への啓発、

そういったものをさせていただければなというふうに考えてございます。

当然こういった懸垂幕等も予算の中に予定をさせていただいてございます。そうい

ったものを駅に置くのか、また今後のお話になりますけれども、道路等、バイパス等

の歩道橋にそういったものを置くのか、また役場の入り口に置くのか、そういったと

ころもあわせてこれから検討させていただければなというふうに考えてございます。

のぼり旗等の周知ではございますけれども、こちらにつきましては条例の中にもご

ざいますけれども、禁煙等強化区域、こちらはエリアを設定をさせていただきます。

そこのエリアにつきましては、今後は過料も視野に入れているエリアでございます。

そういったところには、重点的に路上へのサインであったり看板等で、そこにいらっ

しゃる方々に注意喚起ができればということでのサインを予定させていただいており

ます。

こちらからは以上でございます。

〇森 一人委員長 続きまして、山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、お答えをさせていただきます。

予算の編成時期に担当部局のほうからこの内容を投げかけさせていただきました。

実際には、その後事務局のほうとは順次協議をさせていただいております。

今年度から、まず事業として担当課のほうからは、まず取り組んでいただきたい事

項としましては、駅前等の空き店舗対策という内容で今年度当初にお話をさせていた

だいております。これに関しましても、なかなかうまいぐあいに進んでいなかったの

かなという印象を受けておりますけれども、私どものほうに関しても、会議等に呼ば
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れることもなく、進捗の関係を若干把握することもできないという状況でございまし

た。

新年度の関係につきましては50％という減額でございますので、非常に事業をする

上ではウエート的に多くて、かなりの絞り込み等の作業が必要になってくるかと思い

ます。まずは、先ほどもお話をしましたけれども、今までの活動の反省点等の協議か

ら入っていただくというふうなことで、私どものほうも会議の中に入っていこうとい

うふうなことで考えているところでございます。

その協議の中で出てきた事業等の案に対して、当面進んでいく道、方向性が決まり

ましたら、それに伴う費用等恐らく算定がされると思っております。

そういった結果を踏まえまして、予算の関係につきましては担当課のほうで財政等

々も折衝をするので、ぜひともこれに関しては、直ちに取り組んでいただきたいとい

う打ち合わせをさせていただいております。

実際には、３月で議会のほう等もありまして、この後実際の会議に入らせていただ

きますけれども、その結果を踏まえまして私どものほうでは報告をしていこうと、予

算が伴うものに関しては調整をしていこうという予定でお話をさせていただいており

ます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 長島委員。

〇長島邦夫委員 すみません。１番から質問をさせていただきますが、しっかりこの後

の絵が描けるように、やはり自信を持って、この方に任せておけば間違いないのだと

いうふうなあれを組んでいかないと、外の目から見ても厳しいです。ですから、実績

があるのは、余り負担をかけるのもどうかなというふうに思うのですが、脇に団体が

ございますから、やっぱり大きくそこで力をかりていただくのが、出していただくの

が、周りのうちの近くに見る人の目です。そういう目でございますので、やっぱり地

元とすれば期待も大きいですし、いろいろなものはかかわってきている人が多くなっ

ています。

その後、やっぱり今後どうなっていくのだろうねというのがやっぱり心配なのです。

そのところが大なり小なり、ゆっくりでも結構ですから持続していけるという姿を見

せないと、地権者にも申しわけないです。そういうことも考えていただいて、進んで

いっていただきたいと思うのですが、そこのところを何か、私が今特定の団体も出し
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てしまいましたですから、少しお返事をいただければありがたいですが。

２番目としましては、ポイ捨ての条例についてはほぼ了解をいたしました。町のこ

の間、うちの議会のモニターさんとの話し合いの中に、町はＰＲするのが下手だと、

何でこういうことをしないのだろうねと。でも、最近横断幕だとかいう話が出てきま

した。その方は、国道があるのだから、国道のところに垂れ幕みたいなものを、ああ

いうのはできないのかねと、そういう意味の話をしていました。やはり人がたくさん

通るところには、やっぱりそこへ１カ所、目がそこへ行くわけですから、ぜひたまた

まそういう意見があったものですから今ここで話させていただきましたですけれど

も、そういうことも考えて、いい嵐山町のＰＲというか、イメージアップができれば

いいかなというふうに思いますので、答弁は結構ですから、よろしくお願いします。

３点目に行きますけれども、町でもいろいろな叱咤激励をしていろんなことをやっ

ていくのかなというふうに思います。ボックスショップについては、昔からなかなか、

始めたのはいいのですけれども、なかなかそんなにたくさん売れるわけでもございま

せんし、いつになっても同じ方がいる。ある程度埋まるということが前提でございま

すから、たくさんの方がいれば順番になるのでしょうけれども、そういうこともなく、

運営費も厳しいということで、一時期駅前が、私観光協会の役員をやっているときに、

非常に汚いですよと、行楽の方が来てごみは置いていく、どうにもならないのだけれ

ども、町、駅前にはご意見番みたいな人がいますから、そういう話をいろいろ聞いて、

ではあそこにいる人に少しでも、お昼の弁当代ぐらいにもなるぐらいのものを、ごみ

の処理だとか定期的に回ってもらう仕事をではやってもらいましょうかと、そういう

ふうな話も出てボックスショップの人に助けてもらったこともございます。ですけれ

ども、今ではそういうこともないらしいので、そういうものも厳しいと。

ただ、これから駅前に新しい施設が出てくるとなると、余計人が通るわけです。余

計人に来ていただいて活性化していくわけですけれども、ごみの問題だとかというの

は、それは人が多くなれば多くなるほど難しくなるもので、逆にそういう人の手助け

になるように、ボックスショップが将来的に厳しいのであれば、駅前にも観光協会が

そこで中を任せられるということでございますけれども、そういう方に小さなコーナ

ーでもつくって、その方にやっていただくということも一つの手だというふうに思い

ます。

ボックスショップには、きのうもある方がフェイスブックに出していましたですけ
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れども、非常に思いが強い人がいます。ですから、そういうことも考えて、うまく中

心地の活性化についてはやっていただきたいなというふうに思いますので、参考にし

ていただきたいというふうに思います。これについては結構でございますので、町か

らもこれからの応援についていろいろな面で叱咤激励するように、定期的な会合等も

あるのでしょうからやっていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願

いをいたします。

一番最初の千年の苑のところだけ答弁いただければというふうに思います。

〇森 一人委員長 それでは、１点答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 私のほうから答弁のほうをさせていただきたいと思います。

千年の苑の現場を見る人が、すごいことを始めたな、ラベンダーが北海道だけだと

思ったら、嵐山町でもああいうふうに立派に育つのだなと、将来が楽しみだなと、そ

ういう声をあちらこちらで聞くようになりました。町民の方も大きな期待を込めてあ

の施設を見ています。

この施設の運営は、今課長が申し上げましたけれども、前人未到の取り組みなので

す、嵐山町とすると。それから、観光協会のバーベキュー場日本一とはいえ、訪れる

お客さんは年間７～８万人、一桁違う規模で考えているのです。したがって、稼ぐ力

のあそこは一つの大きな拠点であるというお話も出ましたけれども、そういうふうに

考えています。

ただ、協議会は、今までいろいろお骨折りをいただいて工夫をしていただいて、立

派な苗を育てていただいているのですね。これからは、あそこでいかに今申し上げた、

稼ぐ力を発揮させるか。委員さんからも、自立できる施設、稼げる施設、バーベキュ

ー場との連携、３つの柱が示されました。まさに委員さんおっしゃるとおりだという

ふうに思います。それに向けて、今どう取り組んでいくか。担当課では、一部専門の

シンクタンク、観光会社に委託をしながら、知恵をこう拝借をして考えていますけれ

ども、最終的には協議会が運営するわけではございません。町が責任を持ちながら、

しかるべき組織をつくって運営していくと。当然その中には、今お話が出ました団体

も、いろいろこう連携をしながらどうしていったらいいかということもお知恵を拝借

をしながら運営していくというふうなことになると思います。

ポイントは、いかに一般財源を、税金をあそこに投入しないでしっかり運営できる
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か、そこのところが目標でございまして、その目標に行くまでに、直ちにそのところ

に行くかというと、やっぱり何年か猶予をいただいて、力を加えながら、工夫を重ね

ながら、目標とするその到達点を目指して頑張っていきたいと、このように考えてお

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

〇森 一人委員長 続きまして、最後になります。

清水委員、お願いいたします。

〇清水正之委員 それでは、最初に所得税の問題についてお聞きをしたいと思うのです

が、質疑の中で、今年度は総所得も課税所得も上がったのだという話がありました。

そういう点では、個人住民税そのものが増額になっているというふうには思うのです

が、ただ住民の側は、私もそうですけれども、そんなに実感がないなと。給料が上が

っていいなと、今年はよかったなという実感そのものが全くないですね。そういう面

では、資料をいただいたのですけれども、ではどのくらい上がったのだということで、

ちょっと試算をしてみたのですが、間違っていたら言ってください。納税義務者１人

当たりについて、これ28年度分の所得で280万3,000円、29年度が280万8,000円なので

す。年間5,000円ぐらいしか上がっていないのです。これでは、給料が上がったとい

う実感が出てくるかと言ったら、これは出てこないだろうな。年間5,000円というの

は、今回介護保険がありましたけれども、介護保険で3,000円です。もう税金で引か

れてしまうと、上がった分は。生活意欲になるどころではないのではないかなという

ふうに思うのです。

まず、この数字、ちょっと税務課のほうで試算がしてあったら、１人当たりの所得

がどのくらいになっているのか、前年比でどのくらい上がったのかというのをまずお

聞きしたいと思います。

２点目です。介護保険料の町の利用料の軽減ですけれども、今回の改正の中で第３

段階までが軽減の対象ということで、今回第３段階までで1,481人、27.2％の人が軽

減の対象になるということですけれども、介護保険が始まったときに、私たちはこの

１割負担が導入されるということで、保険料、当時2,700円ぐらいだったですか、そ

れから利用料が１割負担ということで、これの軽減を求めていこうということで全県

的な取り組みを行いました。保険料の軽減というのはなかなか実施したところは少な

かったのですが、利用料については多くの自治体が実施をしたのですね。どういう形

で実施したかというと、１段階、２段階の軽減が全県的には多かったのですね。嵐山
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は３段階まで軽減を認めていただいたと。当時の階層区分は５段階だったと記憶して

います。ということは、嵐山が５段階のうちの３段階まで認めていただいたというこ

とは、基本真ん中ですよね。要するに基準額まで認めていただいたのかなという認識

でいました。

今回の階層区分を見ると、基準額が５段階なのですね。当時３段階だったものが５

段階なのです。そういう面では、この間５段階から９段階まで引き上がりましたから、

階層区分が変わってきているというのはあるのだと思います。

今回の話だと、この第３段階までというのは、基準額からするとまだ４段階、５段

階というふうになるわけですから、当時３段階まで認めていたものが基準額だとすれ

ば、今回の階層の３段階という形にはならないのかなと、５段階まで認めて基準額と

いうことになるのだと思うのです。

そういう面では、町の利用助成要綱ですから、これは要綱になっているのですよね。

利用料の区分については条例なのですよね。利用料は条例だから議会にかかって周知

ができる。利用料の助成については、要綱だから議会にかける必要がない。ある意味

役場が、役場のほうで自由に、自由にという言い方は語弊があるかもしれませんが、

議会にかけないで変更ができるというふうになるのだと思うのです。

そういう面では、我々も気がつかなかったのですが、発足当時の第３段階までの利

用料の軽減が図れた、その段階の第３段階というのは、今の第５段階の基準額とは違

うのでしょうか。これ、２点目です。

それから、乳幼児医療のペナルティーの関係です。ペナルティーの影響が110万円

なのだと。これが今回、今回ではないみたいなのだけれども、今回なくなるよという

話なのだと思うのですけれども、今度の予算の中で、このペナルティー分というのは

どこかに入っているのですか。

多分通知で厚労省から、見直しにより生じた財源については、各自治体においてさ

らなる医療費助成の拡大ではなく、他の少子化対策の拡充に充てることを求めるとい

う通達が来ていると思うのです。同時に、厚労大臣は、国として自治体に強制するも

のではないのだというふうに言っているのですよね。だとすると、医療費助成につい

て該当させていってもいいというのが厚生労働省の考え方かなというふうに思うので

す。

それで、今回４月から、この４月からですよね、この４月から子供の医療費助成を
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拡大をするところ、行田が入通院とも、北本も入通院とも、鴻巣が入院分というふう

に拡大をするのだという報道がありました。町は入院分、あるいは入通院、拡大する

ことによってどのくらいの費用が必要とされるのでしょうか。

それから、もう一つは、平成楼の問題です。私も相談を受けているわけでもないし、

従業員が嵐山の人がどのくらいいるかというのはわかりませんけれども、少なくとも

嵐山の施設の中でこうした状況が生まれた、従業員はこうした状況を知らなかったと

いう人が多かったというふうに聞いています。そういう面では、再就職なり、雇用保

険なり、失業保険なりの手続をこれからその人たちはしていかなければならないのか

なというふうに思うのですけれども、そうした相談窓口を町として設けていく考え方

があるかどうか、お聞きをしたいというふうに思います。

以上、４点です。

〇森 一人委員長 総括質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。

再開時間を２時40分といたします。

休 憩 午後 ２時３０分

再 開 午後 ２時３９分

〇森 一人委員長 休憩前に引き続き総括質疑を行います。

答弁からになります。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 １点目のご質問につきましてお答え申し上げます。

総所得金額についてのご質問をいただきました。清水委員にお示ししました資料を

もとに計算をしたところ、平成29年度分については平均で280万9,000円、平成28年度

分につきましては279万8,000円ということでございまして、先ほど清水委員がおっし

ゃった額と若干違うのですが、１万1,000円の増という結果になっております。この

結果をもとに、清水委員がおっしゃったように例えば生活が豊かになっているとか、

お勤めの方でしたら給料が上がったなとか、そういった実感はなかなか得られない額

だなというふうには考えております。

〇森 一人委員長 続きまして、山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 それでは、私のほうからは、２番の介護保険の利用料の

軽減についてということでお答えをさせていただきます。
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町の単独のこの制度といたしましては、サービス利用料の一部または全部を助成す

ることによりまして、受給者の経済的な負担を軽減することを目的として、所得の低

い方を対象とした介護保険利用料助成制度がございます。

先ほど清水委員のご質問で、その介護保険制度が始まったときの保険料段階につい

ては５段階だったということで、３段階が基準額ということで、その当時は３段階ま

で助成をしていたのではないかということでございますが、ちょっと私どもでも調べ

てみたのですけれども、その助成をしている段階の範囲がわからなかったものですか

ら、今何ともお答えのしようがないのですけれども、今の５段階とは違うのかという

ようなご質問でございます。

当然その当時は５段階で全部の方を対象としていたわけですけれども、今は９段階

に細かくといいましょうか、それ以上分かれていますので、当然この段階、１段階者、

２段階者、それぞれ対象者の所得等が決まっているわけですけれども、その辺のとこ

ろが、もうこっち基準ではなくて、１、２というようなところまでの助成になってい

たのではないかというふうに考えられます。

先ほど申し上げましたように所得の低い方を対象として助成をするというものです

から、基準額の方について助成をしていたということはちょっと考えられないのでは

ないかというふうに考えてございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 続いて、前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 私のほうから、国保のペナルティーについてお答えさせて

いただきます。

清水委員さんがおっしゃいますように、平成28年の12月22日、厚生労働省の保険局

国民健康保険課長から通知が出ておりまして、日本一億総活躍プランに基づくこども

医療費助成に係る国保減額調整措置に関する検討結果についてという文書が出されて

ございます。

その中で、見直しの内容といたしまして、清水委員さんがおっしゃるような未就学

児までの医療費助成については国保の減額の措置を行うとするということで書かれて

ございまして、その中で、なおかつ見直しにより生じた財源については各自治体にお

いて、さらなる医療費助成の拡大ではなく、他の少子化対策の拡充に充てることを求

めるものとするというふうな通知が出されてございます。
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嵐山町といたしましては、そのペナルティー分が30年度の予算に入っているかどう

かということでございますが、この通知の中で、施行が30年の４月１日施行というこ

とでございますので、30年度予算からその調整交付金の減額措置の対象がなくなると

いうことでございます。

実際には、国民健康保険のほうの減額措置ということでございますので、一般会計

がどうというところではないのですが、ただその減額措置がない分その国保会計の不

足額が生じた場合、一般会計からの操出金ですか、そういったものには影響してくる

かなと思っております。

ですので、その30年度の予算の中に具体的に入っているかどうかということになり

ますと、これは一般財源の中でということになると思いますので、そういった面では

先ほどもお話をしましたが、その医療費の拡充ではなくて、嵐山町の場合は以前の一

般質問の中で答弁させてもらいましたが、この拡大の分については待機児童が非常に

嵐山町はございます。ですので、その待機児童の解消に向けた対策について、そうい

った財源を充てたいということで答弁させていただいたと思います。

今後につきましても、29年につきましても待機児童がございますので、そういった

面では30年につきましても、そういった待機児童対策費についての財源として、その

ペナルティーの減額分については外させていただきたいと思っております。

最後に、もし高校生まで拡大した場合にどのくらいになるのだろうかということで

ございますけれども、試算はしてございませんが、近隣の滑川町と越生町、寄居町、

その辺が今高校生までやってございます。大体その辺を参考にしてみますと、嵐山町

の規模とすると500万円から600万円ぐらい高校生まで拡大した場合にはかかるのでは

ないかというふうに考えております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 続きまして、山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、４項目めの平成楼の関係につきましてお答えをさ

せていただきます。

平成楼の閉店に関しましては、２月の22日に張り紙がされておりまして、翌日でご

ざいましたけれども、確認をさせていただいております。現状では、従業員さんから

の相談や問い合わせは今のところ入ってきておりませんが、逆に利用予定のお客様か

らの電話が通じない等の問い合わせが数件ありましたので、現在でも張り紙をされて
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いる内容等をお伝えしまして対応をしております。仮に従業員さんの失業保険ですと

か再就職の関係につきまして問い合わせ等あるようでございましたら、町の担当部署

としまして可能な限りの相談対応を図ってまいりたいという予定でございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 清水委員。

〇清水正之委員 私のほうの計算が違うのかなというふうに思いますけれども、まず町

民税の関係です。そういう点では、年間１万1,000円の増だということで、今課長が

言われるように実感としては湧かないのだろうなということなのですよね。

それで、そういう点では課税標準額も上がるのですよね。そういう面では、課税標

準額も納税義務者数１人当たりについても若干上がるということで、税金がふえてく

るのかなというふうに思うのです。だから、そういう点では、ぜひ貴重な税金ですか

ら十分考慮して使ってほしいなというふうに思います。考え方をお聞きしたいという

ふうに思います。

それから、介護保険ですけれども、そうしますと制度発足当時、そういう点では先

ほど言いましたように、私たちは全県を挙げてこの保険料、利用料の軽減をというこ

とで運動を起こしたのです。特に利用料については１割負担ということで、今課長が

言われるように、低所得者の人の何とか軽減措置をつくろうと。多くの自治体が２階

層までの利用料の軽減措置をつくったのです。

嵐山町は、そういう中で10％ですけれども、３階層まで軽減措置をつくったと。こ

の３階層というのが、当時５階層までしか、階層区分、段階区分が５階層までですか

ら、その半分の基準額までということだったわけですよね。

そうすると、町がつくったこの利用料の要綱についての基準額の見方、当時の基準

額はどういうふうな考えだったのか。それが今は５階層が基準額になるわけですが、

この基準額の考え方というのは途中で変わっているのですか。利用料助成が27年に改

正をしているのです。それで、28年からになっているのですけれども、この時期とい

うのは何かあったのでしょうか。

だから、年度当初の考え方からすると３階層、いわゆる基準額までが町の利用料の

軽減になるということですから、今度の提起された階層区分からすると５階層までが

該当しなければならないのではないかなというふうに考えるのですけれども、その考

え方と今言ったこの27年、28年の要綱の改正はどういう改正であったのか、お聞きを
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したいと思います。

〔何事か言う人あり〕

〇清水正之委員 えっ、何。

〔「特別会計になってしまうのではないでしょ

うか」と言う人あり〕

〇清水正之委員 特別会計ではないではない。だって町の利用料だから。

〔「一般会計だから」と言う人あり〕

〇清水正之委員 一般会計だよ。何言っているのだよ。

〇森 一人委員長 続いてどうぞ。

〇清水正之委員 町の利用料助成は一般会計なの。

〔「一般会計ですよ」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 続けてどうぞ。

〇清水正之委員 何言うか忘れてしまったよ。

〇森 一人委員長 乳幼児のペナルティーの関係です。

〇清水正之委員 乳幼児ですけれども、今課長が言われるように、確かに乳幼児の助成

の拡大ではなくて、他の少子化対策の拡充に充てるのだという厚生労働省の通知が来

ていると思うのです。そういう面では、これは厚生労働大臣が自治体に強制するもの

ではないのだと、自由に使っていいですよということですよね。当然そういう通達は

出ているのだけれども、自治体が拡大するという意思があれば、それの費用として使

ってもいいということなのだと思うのです。

そういう面では、嵐山は16歳から18歳までが490人。今課長のほうから資料もいた

だいたのですが、年齢が近い児童数というか、子供の数でいうと越生が323人、滑川

が538人ということで、越生が537万円、滑川が901万円ということなのですが、入院

だけという計算はされていますか。そういう点では、とてもペナルティー分では、そ

れを全額充てても引き上げ分には足らないかなというふうには思うのですが、そうい

う点では入院分としての試算というのは出ているでしょうか。

それから、最後の相談窓口については応じてというか、来れば受け付けますよとい

う話だったので、それは相談窓口として持っていくということで確認をしていいわけ

ですか。

以上、４点。
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〇森 一人委員長 順次答弁を求めます。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 清水委員から貴重な財源であるというご質問をいただきました。

全くそのとおりだと思います。

これまでも答弁をさせていただいておりますが、嵐山町は幸いにして県内でも収納

率が上位のほうに位置しております。これはひとえに、納税者の皆様の税に対するご

理解のたまものというふうに考えております。そういった意味も含めまして、また地

方自治法だったと思いますが、最少の経費で最大の効果というような趣旨があったか

と思います。そういった趣旨に沿って、いろんなことを行っていかなければならない

というふうには考えております。

〇森 一人委員長 続きまして、山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

介護保険の関係の利用料の軽減の関係でございますが、介護保険ができましたのは

平成12年度のときでございますが、そのときに第１期の保険料というのは清水委員が

おっしゃいますとおり確かに第５段階までだったということは私のほうでも確認がで

きたのですけれども、その段階の例えば第１段階にどのような所得の方が対象となる

のかということまで、ちょっとそこまでは把握といいましょうか、今のところは確認

ができなかったものですから何とも言えないのですけれども、それで清水委員さんは

当時は３段階まで町のほうで助成をしていたということですけれども、その辺のとこ

ろも確認ができていないもので申しわけございませんが、はっきりした答弁というの

はできないのですけれども、先ほど申し上げましたとおり、当然その基準が、基準額

まではあくまでも基準額でございますので、それをもとにその対象となる方より所得

の低い方については、それ低減されていくし、それより多い方については逓増されて

ふえていくというような形の考え方の基準額でございますので、その基準額に入って

いる方たちが所得が低い方なのかというと、そういうことではないのかなというふう

に考えてございまして、当然低い方に対する利用料助成ということになりますと、第

２段階、第１段階、そういった方への利用料助成をしていたのではないかというふう

に考えております。今現在もそういうことでやらさせていただいておりますので、で

すから、今でいいますと９段階のうちの第５段階が基準額という形になってございま

すが、そのうちの第１段階から第３段階、所得の低い方たちの利用料の助成をしてい
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るということでございます。平成27年の改正というのですが、たしか私の記憶では、

それが総合事業が開始されるに当たりまして、そちらのほうのサービスを受けた方に

ついても対象としていきましょうというような形のたしか改正だったというようなこ

とでちょっと記憶をしてございます。

それで、今回第７期の保険料というのを決めさせていただいたのですけれども、今

回この改正はしてございませんので、３段階までのこの利用料助成というのは、第６

期でやっていたのと同じことを第７期でもさせていただくということでございますの

て、今回変わっているというものではございませんので、ご了解いただければという

ふうに思います。

以上でございます。

〇森 一人委員長 続きまして、前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 清水委員がおっしゃるとおり、厚労省からの通知ですと、

その拡充に充てることを求めるものということでございますので、強制するものでは

ないということは認識をしてございます。ただ、嵐山町の場合は、国でもそうですが、

まずは待機児童の解消が第一の課題だと思っておりますので、そちらに事業の財源に

ついては充当させていただくというふうに考えてございます。

また、入院だけの試算をしているかどうかということでございますけれども、申し

わけございません、入院だけの分については試算はございません。

以上です。

〇森 一人委員長 続きまして、山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、平成楼の関係につきましてお答えをさせていただ

きます。

町のほうとして、できる相談の窓口として開設をさせていただきます。ただし、失

業保険ですとか再就職の実斡旋に関しましては、ハローワークさんとの連携が必要に

なってまいります。ハローワークさんのほうと連携を図りながら、この辺はあくまで

も町の窓口というふうなことで対応を考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 清水委員。

〇清水正之委員 利用料の助成については、要綱を変えていないのだという話かなとい

うふうに思ったのですが、そういう面では当初から１号については全額、２号につい
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ては10分の３、３号については10分の１と決まっているのですね。それが今回そうい

う形で試算をこれからするのだと思うのですけれども、そういう点ではちょっとわか

るかどうかあれなのですが、政令の第38条１項３号というのが要するに３号なのです。

10分の１の部分なのです。仮にわかったら、この政令の第38条１項３号というのは、

どういう人たちなのでしょうか。多分非課税世帯だと思うのですが、それで間違いあ

りませんか。

それから、もう一点、その待機児童の対策に充てるのだということなのですけれど

も、審議のときに保育士さんが不足をしているのだと。それが解消できれば待機児童

はなくなるというか、解消できるのではないかという話だったと思うのですけれども、

そういう面では、この待機児童の対策に充てるということなのですけれども、どうい

う形で対策を立てていくか、また費用を使っていくか、その辺は考えていますか。２

点です。

〇森 一人委員長 順次答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

政令の第38条第１項第３号の関係でございますが、これにつきましては恐らくなの

ですが、町民税非課税世帯で所得及び臨時収入額が120万円超の方、そういった方が

該当になってくるのだというふうに思っております。

以上でございます。

〇森 一人委員長 続きまして、前田子育て支援課長。

〇前田宗利子育て支援課長 私のほうからは、待機児童の解消でどういったところに充

てていくかということでございますけれども、何度かそのご質問に答弁させていただ

きました。

今年度については、保育士の不足が原因としていたということでございまして、実

は国のほうで補助事業がございまして、保育士の宿舎借り上げ支援事業というものが

ございます。これは実は、今回若草保育園さんが小規模で開設をするのですが、その

際に保育士の募集をかけておりまして、そのところで地方から来るような保育士さん

については、こういった助成が受けられないのかというご相談を受けています。

嵐山町は今この補助事業についてはやってございませんが、そういったことも保育

士の確保ということでは検討しないといけないと思ってございまして、これは大体年
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間１人事業費としては100万円ぐらい、98万4,000円というような事業費になってござ

います。１人です。なので、２人、３人といけば当然この２倍、３倍の事業費がかか

ってくるわけでございます。こういったものに対して、具体的には財源として充てら

れればなということで考えてございます。

以上です。

〇森 一人委員長 以上で、総括的な質疑を終了いたします。

これにて全ての質疑を終結いたします。

◎修正案の提出

〇森 一人委員長 議案第18号 平成30年度嵐山町一般会計予算議定についての件に対

し、お手元に配付したとおり、渋谷登美子委員から３月14日付で本職宛てに修正案が

出されています。

よって、これを本案とあわせて議題とし、提出者の説明を求めます。

渋谷登美子委員。

〇渋谷登美子委員 では、修正案をご説明します。

一番最後のページを開いていただければと思うのですが、これがどのような内容か

ということで、全部で６点の修正があって、その後７点目として予備費があるのです

けれども、予備費のほうは実際の議案のほうでお話ししますけれども、１点目なので

すけれども、総務費です。部落解放同盟の補助金が40万円になっていますが、10万円

にいたします。これは、当初見たときに10万円の提案型の補助金と考えていたので、

そうしましたが、説明によると９万円だったのですけれども、10万円で提案型の補助

金と同じ感覚でおります。そして、提案型の補助金と同じですから、先ほどの総務課

長のお話ですと３年間継続という形でしたよね。３年間はそれでやっていく。それ以

降については、必要性に応じて考えていくというふうなものです。

次に、２点目が民生費で、高校生等への医療費支給という形で出しています。今嵐

山町のこれ29年の４月１日の人口なのですけれども、16歳から18歳の人数が490人と

いうことでした。

滑川町と越生町と寄居町が、現在高校生の医療費も支給しています。その３町の実

績でいきますと、３町全部で1,794人で3,034万2,900円で、１人当たりの医療費が１

万6,914円になります。１万6,914円に490人分を掛けますと828万7,860円となります。
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医療費のことですので、ほかの医療機関との関係とか社会保険機構、国保関係のとこ

ろに連絡するとして、10月１日よりの交付として414万3,000円を民生費のほうに新た

に加えています。

衛生費ですけれども、衛生費は廃棄物減量等推進審議会運営事業、これは全く開催

されておりませんので、これを開催します。それを15人分で10回分として90万円の増

といたします。

埼玉中部資源循環組合嵐山負担金、まずは負担金ですけれども、2,612万2,000円を

323万1,000円とします。これに関しましては、今後の嵐山町の50年間を考えると、こ

のやり方でやっていたら、嵐山町もほかの市町村も破綻していきます。どのようにご

み焼却を考えていかなくてはいけないか、ごみ処理を考えていかなくてはいけないか、

今後の50年間の第一歩です。そのためにこれを減らします。

中部資源循環組合は、どっちにしても解散せざるを得ません。解散までの議会費分

と総務費分を足しますと、議会費分564万6,000円と総務費分が4,331万円を合計した

金額を6.6％で掛けた金額が323万1,000円となります。その分だけを支出します。そ

れ以外の事業費というのはなくしています。

なぜかというと、副町長がさっき答弁ではお話ししていましたけれども、同意もと

っているということでしたけれども、同意はとっていません。地権者の同意はとって

いません。地権者の同意をとっていないのに、環境影響評価の土地に入るという許可

に皆さんは同意しているのですけれども、それを今根岸局長が地権者の同意とすりか

えて、そこのところで答弁しています。

実際に２人か３人は、その地権者の同意も環境影響評価にかかわらない部分がある

ので、出していない人もいます。なので、ここのところはかなり厳しい状況にありま

す。そこのところが見えていないということ、私は非常に問題が大きいと思っていま

すので、これは削減です。

次に、教育費です。新規事業と小中学校学習支援費が1,703万9,000円の増ですけれ

ども、これは昨年の12月に大体どのくらい各小中学校がお金を集めているかというの

を出していただきました。そうすると大体、小学生が１万1,000円、中学生が２万

2,000円ぐらいで何とかなっていくのかな。小学校６年生の場合はもっと金額がかか

っているのですけれども、これで計算していて、菅谷小が436万7,000円、七郷小が97万

9,000円、志賀小が251万9,000円、菅谷中学校が497万2,000円、玉ノ岡中学校に404万
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8,000円という形になっていきます。あと特別支援小学校の小学生と特別支援中学校

の中学生にも、これは学習支援費として計上しています。

そして、新規事業として、幼稚園と学校給食費の第３子無料化を始めます。それは

351万7,000円で、18歳以下は児童手当で出していただいているのですけれども、第３

子として、小学生は66人、中学生が第３子が11人、それで町立幼稚園が９人で、それ

ぞれ10カ月で計算したものです。

お手元には、私のほうで高校生等医療費支給要綱というものをつくりました。それ

と、嵐山町小中学校学習支援費交付要綱もつくりました。嵐山町学校給食運営費の規

則を一部改正する規則、それと嵐山町幼稚園給食実施要綱の一部を改正する要綱を一

応作成しました。これは要綱ですので、条例ではないので、このような形で実施でき

ます。

一番最初のページに戻っていきますと、議案ではなくて説明書のほうの１ページ、

こういうふうになっていますところです。これからお話ししていきます。

歳入歳出予算の事項別明細書に関してですけれども、１、総務費を30万円減額して、

原案、８億565万7,000円を修正後の額、８億535万7,000円とします。

総括中の歳出、３款の民生費を414万3,000円増額し、原案、19億749万円を修正後

の額19億1,163万3,000円とします。

そして、３款の総括中の歳出、４款衛生費を2,199万1,000円減額して、原案の５億

6,698万円を修正後の額５億4,498万9,000円とします。

総括中の歳出、13款予備費は、240万8,000円を減額し、原案、1,666万9,000円を修

正後の額1,426万1,000円とします。修正後の今の文章がこの総括表になります。

実際の歳入の説明書なのですけれども、次のページです、２ページの２です。総務

管理費の人権対策推進事業ですけれども、これのうちの人権対策推進事業の部落解放

同盟埼玉県連合会・埼玉嵐山支部補助金40万円を10万円に減額します。そして、その

合計金額は６億4,189万7,000円となります。これは総務費です。

次に、民生費ですけれども、民生費は、児童福祉費の２、高校生等医療費給付事業

という事業を新たにつけ加えます。そして、その扶助費は8,059万4,000円の増額にな

ります。児童福祉総務費事業は、高校生等医療費給付事業として414万3,000円を新た

に加えますので、本年度の民生費は８億45万円となります。児童福祉費です。児童福

祉費の総額がそういうふうになっていきます。
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次、３ページです。３ページの保健衛生費の環境衛生費ですが、これに関しまして

は、廃棄物減量推進審議会運営事業として90万円加えるわけですけれども、それに関

して言いますと、報酬が75万円、旅費が15万円で計90万円になります。保健衛生費は、

総額が２億5,139万1,000円となります。

次、４ページです。４ページの塵芥処理費です。一部事務組合塵芥処理費負担事業

が、１億8,447万7,000円が１億5,758万6,000円になります。これは、埼玉中部資源循

環組合の負担金2,612万2,000円を323万1,000円とします。衛生費の清掃費の総額が３

億1,648万9,000円が２億9,359万8,000円となるものです。

６番目の教育費ですけれども、教育費は、事務局費の中に扶助費として嵐山町の小

中学校の児童生徒の学習環境向上のために公立の小中学校児童生徒学習支援として、

小学生１万1,000円、中学生２万2,000円とします。公立小中学校学習支援費を1,703万

9,000円計上し、そしてその上に学校給食費第３子補助事業として351万7,000円を計

上するとするものです。

実際の経費というのは、扶助費のほうが2,055万6,000円となって、その内訳として

は小中学校学習支援費が1,703万9,000円、学校給食費第３子補助費として351万

7,000円で、中学生が11人、小学生が66人、幼稚園が９人です。合計金額が、教育総

務費が１億5,023万3,000円が１億7,078万9,000円となるものです。

予備費ですけれども、最後のページになります。予備費になりますが、本年度当初

予算の町長提案が1,666万9,000円でしたが、予備費を240万8,000円減額して1,426万

1,000円とするものです。

以上です。

〇森 一人委員長 修正案の説明が終わりました。

これより、渋谷登美子委員から提出された修正案に対する質疑を行います。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 何度かこれ補正のときでもいろいろ出ていますけれども、この原点に

なるのは衛生費を削ることによって扶助費、それから学習、その教育費を出すという

ところが渋谷さんの提案の理由なのですか、お尋ねいたします。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 中部資源循環組合の問題がそもそもあります。そのほかに、学習支

援費というのも絶対に、今まであったものを削っていたわけですから、それについて
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は、これは復活させたいと思います。

それと、高校生等医療費支給事業、それからもう一つ、第３子の給食費の補助事業、

それぞれ必要となっています。現在のところでそれでやっていけますので、財政調整

基金を崩さないでもできるというふうな形でやっていますから、そのような形です。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 何度かこれはいろいろなところで出されて、否決もされているわけで

すよね。そして、やはり議会で議決をされた後というものは、その議決されたことに

従うというのが議会の議員のいわゆる言われていることでございますけれども、この

何度も同じようなものが出されてくる。

そして、今言った、これは削るからこれはできるという話だけれども、嵐山の中部

資源循環組合に所属している、あれだけの町村があるわけです。そういったことにつ

いての嵐山一町としての捉え方は、そんなもので済むものですか。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 埼玉中部資源循環組合は、いろいろな反対の方もいらっしゃいまし

た、それぞれ自治体の中で。そして、その人たちは全部否決され、その部分というの

は議決の中では当然、多数決ですから入っています。多数決ですから、それぞれの人

たちが賛成者は賛成者としてやっていますので、それは反対の人は反対者としていま

すし、これは多くの住民たちはその実態を全く知りません。知っている人は本当に少

ないですよね。

その中でどうやってやっていくということの重要性、むしろそのほうが大切で、今

嵐山町は50周年の第一歩を始めるということをたびたび青柳委員も言っています。そ

の50周年の第一歩を始めるときに、こんな大きな重荷を嵐山町に持たせる、そしてほ

かの中部資源循環組合、この大きなものを持って歩かなくてはいけない。将来の人た

ちへの責任というのが大きいので、これはやっています。

今後のこの議案に関しては、おかしいのでずっと続けていきます。これやっていく

たびに、いろんなことが発見されます。この議案をつくっている中で、実にいろんな

ことがわかってくるということが私の中ではありまして、それぞれの中でどんなふう

にして考えていくか。

皆さんが、例えば今中部資源循環組合では大野敏行議員と佐久間孝光議員が入って

いますけれども、この中部資源循環組合の議会では一般質問は金子美登さんだけだっ
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たのです。それで、その金子さんも本当に病気で、「でも、これだけはやらなくては

いけない」というふうな形で質問している。そのぐらい今の比企広域組合の議会は全

く賛成者ばかりで、異議申し立てをする人もいない、質疑自体が出てこない。

そして、私は情報公開請求でとっていただいているので、どんな形で実際に何が行

われているか、何が問題点かというのはつかんでいますけれども、そのこと自体を中

部資源循環組合の議員も知らない。そのくらい今おかしな状況になっているのに、そ

れを誰も提案していかない。

だから、むしろ議員として、町民の皆さん、それから比企広域組合議会の皆さんに

対して、住民の方に対してこれぐらい誠心誠意のある行動はないと思っています。む

しろ、そのことを逆に聞きたいぐらいですよ、青柳さんに。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 誠心誠意のある行為というのは、当たり前です。当然です、そんなこ

とは。いいですか。それで、議会の議決のメリットがあることも確かです。我々だっ

て、責任を持って手を挙げているのです。

それで、この扶助費をふやしていく、その考え方はどうなのですか。扶助費をふや

していく考え方は。扶助費ですよ、扶助費、問題は。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 扶助費は、当然今の状況の中で必要なものであって、今財政的に私

は町長の政策の持っていき方だと思っているのです。その町長の政策の持っていき方

がこういうふうな形になってきているので、実際にほかの町村ではやっているところ

もあるわけですよ。比企郡だったら３町がやっている。

それから、義務教育の学年費支援というふうな形のものとか、全く子供たちに学習

支援費というもの、それを一切持っていないという町は奈良県斑鳩町とか、幾つか出

てきています。そういうふうな形で実際にやっているところもあるので、これは町の

政策の考え方の問題です。

私は、議員としてこの政策の考え方を出しているということで、扶助費に関して青

柳さんがそのような形で言われるのならば、青柳さんは扶助費は要らないという考え

方なのか、そういうふうな形で逆にお聞きしたいと思います。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 だめです。
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〇森 一人委員長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇森 一人委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇森 一人委員長 討論を終結いたします。

これより、議案第18号 平成30年度嵐山町一般会計予算議定についての件の採決に

入りますが、この際、挙手しない委員の取り扱いについてお諮りいたします。

議案第18号の採決は挙手により行いますが、挙手をしない委員は、本案に対し反対

とみなすことにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 ご異議なしと認めます。

よって、挙手をしない委員は、本案に対し反対とみなすことに決しました。

それでは、まず本案に対する渋谷登美子委員から提出された修正案について採決い

たします。

本修正案を可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇森 一人委員長 挙手少数。

よって、本修正案は否決すべきものと決定しました。

次に、議案第18号 平成30年度嵐山町一般会計予算議定についての件の原案を採決

いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇森 一人委員長 挙手多数。

よって、本案は可決すべきものと決定しました。

以上で本日の日程は全て終了いたしました。

◎散会の宣告

〇森 一人委員長 本日は、これにて散会いたします。

ご苦労さまでした。
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（午後 ３時２８分）
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予算特別委員会

３月１６日（金）午後１時００分開議

議題１ 「議案第１９号 平成３０年度嵐山町国民健康保険特別会計予算議定につい

て」の審査について

２ 「議案第２０号 平成３０年度嵐山町後期高齢者医療特別会計予算議定につい

て」の審査について

３ 「議案第２１号 平成３０年度嵐山町介護保険特別会計予算議定について」の

審査について

４ 「議案第２２号 平成３０年度嵐山町下水道事業特別会計予算議定について」

の審査について

５ 「議案第２３号 平成３０年度嵐山町水道事業会計予算議定について」の審査

について



- 336 -

〇出席委員（１３名）

１番 本 秀 二 委員 ２番 大 野 敏 行 委員

３番 長 島 邦 夫 委員 ４番 青 柳 賢 治 委員

５番 畠 山 美 幸 委員 ６番 吉 場 道 雄 委員

７番 河 井 勝 久 委員 ８番 川 口 浩 史 委員

９番 清 水 正 之 委員 １０番 松 本 美 子 委員

１１番 安 藤 欣 男 委員 １２番 渋 谷 登美子 委員

１３番 森 一 人 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

佐久間 孝 光 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 村 田 泰 夫

主 任 清 水 雅 也

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

山 岸 堅 護 税 務 課 長

馬 橋 透 税務課課税担当副課長

大 島 真 弓 税務課収税担当副課長

村 田 朗 町 民 課 長

太 田 淑 江 町民課保険・年金担当副課長

山 下 次 男 長寿生きがい課長

岡 野 富 春 長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長

青 木 正 志 長寿生きがい課包括支援担当副課長

菅 原 浩 行 上下水道課長
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藤 原 実 上下水道課管理担当副課長

川 上 力 上下水道課施設担当副課長

今 井 良 樹 上下水道課下水道担当副課長

永 島 宣 幸 教 育 長
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◎開議の宣告

〇森 一人委員長 皆様こんにちは。ただいまの出席委員は全員であります。よって、

予算特別委員会は成立いたしました。

これより開会いたします。

（午後 零時５７分）

◎諸般の報告

〇森 一人委員長 諸般の報告を行います。

本日の委員会次第は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

それでは、直ちに本日の審査を始めます。

◎議案第１９号の質疑、討論、採決

〇森 一人委員長 議案第19号 平成30年度嵐山町国民健康保険特別会計予算議定につ

いての件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入り

ます。質疑は一括して行います。

委員に申し上げます。委員個人の意見、要望等はお控えください。

説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして簡潔かつ明瞭な答弁、

説明をお願いしたいと思います。

それでは、質疑をどうぞ。

川口委員。

〇川口浩史委員 232、233にかけての保険税の関係で、７割軽減、５割軽減、２割軽減

になったということで、今度の医療、後期、介護のそれらの対象世帯人数を伺いたい

と思います。

それから、短期と資格証明書は今後どういうふうな取り扱いになるのか、今までの

方は一旦チャラになるのか、伺いたいと思います。

それから、医療、後期、介護のそれぞれの限度額は変更になったのか、改めてちょ

っと金額も伺いたいと思います。

250～251ページなのですが、この介護納付金なのですが、この介護納付金に退職分
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がないのです。232ページには退職分でもとっているわけですよね、お金をね。これ

はなくてよいのか、伺いたいと思います。

それから、252～253の疾病予防費、削減されているのですけれども、昨年並みの人

数とか内容変更があるのか、伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 以上５点になります。順次答弁を求めます。

馬橋副課長。

〇馬橋 透税務課課税担当副課長 それでは、私のほうから、７割、５割、２割のそれ

ぞれの人数についてお答えいたします。

まず、医療分と後期分ですけれども、こちらは７割軽減が662世帯で875人、５割軽

減世帯が398世帯で702人、２割軽減世帯が369世帯で677人、計1,429世帯で2,254人。

それから、介護納付分ですけれども、こちらが７割軽減が247世帯で266人、５割軽減

が137世帯で173人、２割軽減世帯が140世帯で168人を見込んでおります。

続きまして、限度額についてですが、限度額につきましては29年度まで54万円、19万

円、16万円ということで、医療分が54万円、後期分が19万円、介護分が16万円という

ことで設定しておりましたが、30年度より医療分を58万円、後期分を19万円、介護分

を16万円ということで、４万円の増額を見込んでおります。

以上です。

〇森 一人委員長 続いて答弁を求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 私のほうからは、退職分の関係をお答えさせていただきたいと思

います。

国保事業費納付金につきましては、県のほうから通知等が来まして、納付金分につ

きましては介護分はございません。この予算書どおりでございます。

また、保険税のほうで退職被保険者と国民保険税ということで、３節のところに介

護納付金分、現年課税分等ございますけれども、こちらにつきましては、この分を収

納いたしまして、他の納付金等に充てるものでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 続きまして、太田副課長。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 それでは、疾病予防の関係で、人数と内容に

関して変更はということで、ご質問に対してお答えいたします。
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まず、人数なのですけれども、がん検診なのですが、29年度は2,645人で予算見込

みをしておりました。30年度が135人の増で、2,510人ということで見込みをしており

ます。内容につきましては、特に変更になる点はございません。以上です。

すみません。続いて、短期証。

〇森 一人委員長 資格証、短期証とありますけれども。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 短期証と資格証に関しては、今までの方とい

うのは、そのままの引き継ぎで、同じようなやり方で進めていきたいと思っておりま

す。

以上です。

〇森 一人委員長 馬橋副課長。

〇馬橋 透税務課課税担当副課長 すみません。先ほど、７割、５割、２割の軽減世帯

についてお答えしたのですけれども、先ほど、現年分だけを答えてしまいましたので。

〔「一般分」と言う人あり〕

〇馬橋 透税務課課税担当副課長 一般分についてお答えしましたので、退職分につい

てもお答えしたいと思います。

退職分につきましては、やはり医療分と後期分が７割軽減世帯が５人、５割軽減世

帯が14人、２割軽減世帯が13人となっております。介護分の退職につきましては、７

割軽減が４人、５割軽減が12人、２割軽減が10人となっております。

以上です。申しわけありません。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 そうですか。わかりました。

短期資格証明書、そうすると引き続きということでなるわけですか。条件は、今ま

でと同じだということになるわけでしょうか。ちょっと確認です。現在は何名になっ

ているのか、伺いたいと思います。

それから、介護保険の退職者の分なのですが、そうするとこれは取っても取らなく

てもよいお金であるというふうになりますよね。これ納めなくてもいいということに

なりますと、町としては、それは助かるわけですけれども、納めるほうとしては少し

でも少ないほうがいいというふうに当然なるわけで、そういう捉え方をしていいのか、

ちょっと伺いたいと思います。

それから、252～253の疾病予防の関係なのですが、そうすると、人数はむしろ増加
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していると、内容も変わっていないという理解でよろしいのですか。そうすると、こ

の減額分122万3,000円、これは何を減額したのかを伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 ３点になります。順次答弁を求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 お答えさせていただきます。

この介護分の退職被保険者の納付金の関係ですけれども、こちらにつきましては県

のほうの納付金、標準保険税率の算定資料によりますと、集める金額ということで介

護分のものも入っております。したがいまして、こちらを合わせまして、先ほども申

し上げましたが、他の納付金のほうに充てるということでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 続いて、お願いいたします。

太田副課長。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 それでは、今現在の短期証の人数ですけれど

も、２月末現在で更新された方が75世帯、未更新が66世帯の141世帯となっておりま

す。

それから、疾病予防費の減額ということなのですが、よろしいでしょうか。

〇森 一人委員長 どうぞ。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 消耗品のコバトン健康マイレージを29年度は

500個購入しましたが、今年は100個で抑えた部分が減額となっております。

以上です。

〇森 一人委員長 短期証について人数をお伺いしたのですが、条件について変わらな

いのかというところで答弁漏れがございますが。答弁を求めます。

太田副課長。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 短期証の交付に関しては、条件というのは、

今までどおり30年度以降もやっていきたいと思っております。

以上です。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 資格証明書の数というのは、わからないですか。

それと、疾病予防費はわかりました。今回医療費が、低所得者枠を軽減されたわけ

ですけれども、全体としては引き上がって、そういう中で介護納付分、これが退職分
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の納付分が、何かちょっと意味のわからないものですよね。お金は取りますけれども、

納付はしなくてもいいと。ほかの分と合わせて納付していいのだということでは、こ

ういう曖昧なもので設定していいのかという深い疑問を持たざるを得ないです。何か、

いや、こういう意味があるのですよというのがあれば、もう一度伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 ２点になります。順次答弁を求めます。

太田副課長。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 資格証は、今現在４世帯となっております。

それから、介護保険の介護の納付金の関係なのですが、退職者医療制度は、かかっ

た医療費に対して税収の分を引いた額を交付されるわけなのですけれども、ですので

国保会計からの持ち出し分というのはないわけなのです。退職分に関しては、介護の

ほうは基金のほうから、そういう関係なので、税として退職分はいただきますけれど

も、それは医療費に全部充てますので、支払いのほうは基金のほうから出るものと解

釈しております。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 29年度と30年度の違いというのをずっと見てきたのですけれども、

国保事業費納付金というのが新たに出てきていますけれども、これはどういうふうな

算出をしているのですか。後期高齢者支援金、前期高齢者支援金、老人保健拠出金、

介護納付金、共同事業拠出金等が全部なくなっていて、これが国保事業納付金になっ

ています。それで保険給付費は１億5,000万円ほどふえていると思うのですけれども、

全体としては２億5,000万円ほど歳出が少なくなっているので、それは国保事業納付

金というのがどういうふうな形で算出されるのかで随分違ってくるのかなと思って、

それを伺います。

それと、247ページなのですけれども、レセプト審査費用というのがありますが、

それが県と一緒にやっていくという形になっているので、減額されているのかなと思

うのですけれども、その算出の基礎というのはどういうふうなものなのか、伺いたい

と思います。

〇森 一人委員長 以上２点になります。答弁を求めます。

村田町民課長。
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〇村田 朗町民課長 お答えさせていただきます。

まず、納付金の算出ですけれども、こちらにつきましては県全体の推計の保険給付

費をまず算出します。これが各市町村の医療費の算出ということで、今回は、平成26年

から28年度の市町村の医療費総額、それと26から28年度の被保険者数、それと年齢階

級、５歳刻みで全国平均の１人当たり医療費とその市町村の医療費を比較しまして、

それも26から28年度、それに市町村の実績の１人当たり医療費、これが26から28年度、

それらを計算しまして、年齢調整後の医療費指数を求めまして、その医療費指数も平

成26から28年度とその平均です。を求めまして、医療分、後期高齢支援分、介護納付

金分の医療費をまず算出して、それを県内63市町村に積み重ねまして、埼玉県でどの

くらいその保険給付費が30年度は必要かを推計します。

それから、先ほどの前期高齢者交付金、こちらの予算書のほうで廃款あるいは廃目

となっておりますけれども、前期高齢者交付金や国の普通調整交付金、32％分、９％

分等は県のほうに入ってきますので、各市町村には入らないで県のほうに入ってきま

す。そのため、それらを先ほどの全体の保険給付費のほうから、そういったものを差

し引きをいたしまして、最初にその県全体の納付金額を決めていきます。

その後、各市町村の先ほどの１人当たりの医療費、あるいは今回市町村ごとに決め

るわけですから、１人当たりの所得額とか所得総額、それらを加味しまして、また医

療費情報も一緒に計算します。それで、各市町村の納付金額が決まってきます。各市

町村の納付金額が決まりましたら、今度は各市町村で、例えば保険者努力支援分とか、

特々分というか、その他経営努力分とか、そういう市町村に入ってくるものを差し引

きをしまして、集める保険税額を決めていきます。

それで、今度はその保険税を応能、応益、あるいはそういったものを比較しまして、

そのシェアを算出しまして標準税率が決まってきたわけなのですけれども、そういっ

た関係で、県全体の納付金の算出につきましては各市町村の医療費総額の推計から、

国から県に入ってくる前期高齢者交付金等のものを差し引いて、それぞれ算出してお

ります。

それで、歳出が少なくなっているということでありましたけれども、今まで前期高

齢者交付金、あるいは国からのそういった交付金が減っておりますので、歳入は減っ

ております。

それで、先ほどの給付費がふえているということなのですけれども、こちら県のほ
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うで算出しました医療費を、こちらの歳入で県支出金、234ページの５款県支出金の

１目の保険給付費等交付金、こちらに１節で保険給付費等交付金、普通交付金とござ

いますけれども、こちらが歳出におけるそれぞれ医療分、後期支援分、介護分、それ

ぞれの歳出におけるものが県から入ってきます。備考にあります保険給付額として交

付されてきます。これをそのまま歳出で県に支払いをいたし、支払っていくという流

れなのですけれども。すみません、ちょっとわかりづらい説明でして。

以上です。

〇森 一人委員長 太田副課長。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 それでは、私のほうから、先ほど課長が答弁

した保険給付費のどのように算出したかということなのですけれども、30年度から広

域になるに当たって、医療費は、県のほうで、嵐山はこれだけの医療費ということで、

２～３年医療費の状況を見て、これだけということで、先ほど課長が説明しました普

通調整交付金ということで、医療費分としてこれを使いなさいという金額が出ている

わけなのです。それを歳出のほうに医療費分として、一般、退職の両級療養費、高額、

それにこの額と合わせるようにしなさいという県からの指示で、案分して、28年度の

実績を案分して振り分けたものです。支払いのほうの両方、保険給付費です。

それから、247ページの審査支払手数料の関係です。こちらは、その普通調整交付

金の中に一部分含まれるのです。療養給付費の部分の審査支払手数料というのは、普

通交付金のほうに含まれますので、その分が減になっております。

内訳を申しますと、審査支払手数料の療養費分というのは含まれておりませんので、

療養費分が200件の37.80円の12カ月で見ております。それから、レセプト電算処理料

というのが、6,238件の0.68円の12カ月で見ております。それから、レセプトオンラ

イン請求手数料ということで、6,238件の0.75円の12カ月ということで算出しており

ます。

以上です。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 予算の説明書ではなくて、予算の参考資料を見ますと、これ随分す

っきりした感じになっていて、いろんなものがなくなってきているから、その部分が

多分県のほうに行って、そこのところでやられているのだろうなという予測ではあっ

たのですが、よくわからなかったですけれども、これで。全くわからないという感じ。
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でも、全体的に前期高齢とかそういうのは、国のほうから直接県に、今までこっち

に来ていたものがそっちに行くようになって、その部分が抜けて、歳入も歳出も会計

自体は少し少なくなって、だけれども医療費とかそういった部分に関しては、県の算

出したものでやっていくということで。そうすると、県の算出したもので支払いが不

足になったりするときってあると思うのですけれども、それはどのようにしていくの

ですか。

〇森 一人委員長 １点であります。

太田副課長。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

こちらの嵐山町でもそうなのですけれども、やっている場合でも、やはり医療費で

すから、今後どうなるかわかりませんので、見込みで、ただなくなった場合はもちろ

ん補正をして、県から交付金をいただいて、歳出のほうを上げさせていただきます。

以上です。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 県からの交付金というのは、すぐに予測して半年ぐらいで出てくる

のかな。どのくらいで出してもらえるものなのですか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 お答えさせていただきます。

そのいつ交付になるのかというのが、現段階ではちょっとわからない状況でござい

ます。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 先ほどの渋谷委員が、この参考資料の23ページと24ページなのですけ

れども、グラフが出ているところ。これは、本当すっきりしたと思うのですけれども、

一つ、その30年から県の広域化になったということで、例えば前に全協のときに示さ

れた表の中で、ちょっと疑問というか、何でこうなるのだろうなということを確認し

たかったので、この表からいきたいのですけれども、所得割が嵐山の場合9.80、それ

から均等割が５万8,875円という比較表が出ていましたよね、この間ね。配られまし
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た。

それで、この嵐山町が医療費がかかっているからというのは一つ理解できるのです

けれども、この嵐山より順位の下のところに、例えば小川町、所得割が8.78、それで

均等割は５万2,987円、それからときがわ町もそうですね。9.27、５万5,633円という

のも出ているわけです、結局中で。

それで、この嵐山が、今の国民健康保険税が４億293万8,000円というのが、この率

が適用されてこの金額になっているわけでしょうけれども、これは前年の金額の国保

税が低くなっていますよね、収入自体は。それで、私が何を聞きたいかというと、こ

の国保税が上がっていくということは、右にある保険給付費、これがふえると、直接

すぐそこに反映するのだよというような捉え方でいいのかどうかがまず１点です。

それと、他町村が、うちの率よりも低いということは、その辺がバランスがとれて

いることによって低くなっているのかなということが、わかったらでいいのですけれ

ども、それはお聞きしておきたいのです。

それと、あとちょっとページを戻るのですけれども、予算書の、これによって一般

会計からの繰入金というのが、去年よりも3,777万8,000円増額になりました。そして、

これを見ていきますと、この保険安定基盤の繰入金なのだよというふうになりますけ

れども、この広域化によって保険者支援分の3,243万1,000円、保険税の軽減の対象と

なった一般被保険者の人数に応じて一定割合を繰り入れるというものなのですけれど

も、これも先ほど馬橋さんがおっしゃった７割、５割、２割ぐらいの軽減になってい

るもののものを負担していくのが、この上の5,234万7,000円だと思うのです。この下

の分というのは、この人数に応じて一定割合を繰り入れると。そうすると、このもの

もこの人数がふえてくると、一般会計からの繰り入れが当然ふえるのだというような

捉え方をしておいていいのかどうか、その点だけちょっと確認させてください。

〇森 一人委員長 大きく２点になります。順次答弁を求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 お答えさせていただきます。

保険給付費がふえた場合、国保税がどうなるかということですけれども、当年度中

は、こちらは変わりません。30年度に保険給付費がかなりふえてきた場合、県のほう

でも、31年度には、その医療費等をもとにしましてまた納付金の計算をしてまいりま

す。そのために、まず今の30年度の税率で大丈夫かどうかというのを、こちらのほう
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でまた試算をするわけなのですけれども、それでその税率、あるいは入ってくる交付

金、努力支援分等で間に合えば税率変更はないかと思いますけれども、そういった関

係で、あと被保険者数も減ってきておりますので、そちらも控除しなければならない

ものだと思いますけれども、今の状況ではわからない状況でございます。そういう可

能性があるということになるかと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 次に、太田副課長。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 私のほうから、保険者支援分が軽減、基盤の

分がふえるとふえるかというお話なのですが、７割軽減、５割軽減、２割軽減で、７

割軽減が人数掛ける15％、それから５割軽減が人数掛ける14％、２割軽減が人数掛け

る13％、そういう計算式ですので、増になれば必然的にふえる可能性は高いと思いま

す。

以上です。

〇森 一人委員長 村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 すみません。嵐山と比べて、小川町、ときがわ町の標準税率の件

ですけれども、こちらにつきましてはやはり医療費指数や所得シェアで、その計算の

ほうが変わってまいりますので、こういったような数字が出てきたかと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 そうすると、この236、237ページの軽減分が、これだけ去年と比べて

約3,700万ふえて１億1,400万、一般会計から繰り入れがあったわけですよね。そうい

うことがあったことによって今回示された、むしろ金額が低くなっているのだという

ふうに理解できると思うのですけれども、それでよろしいのかどうか。

それと、そうすると、今みたいな形になっていくと、この保険料率を含めて、例え

ば翌年に見直しではないけれども、そういうことも頻繁に出てくる可能性も出てくる

と、今後は。というような形になってくるのかな。その点ちょっと確認させてくださ

い。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 お答えさせていただきます。
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毎年見直しが必要かということですけれども、そのようなことになることもありま

す。

以上です。

〇森 一人委員長 太田副課長。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 繰り入れの増によって、今回30年度から７割、

５割、２割ということで軽減者数がふえて、その分、税から減ってしまいますけれど

も、繰り入れの部分でそれを補っていますので、それで少し軽減、その分が落とされ

ているということであります。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

清水委員。

〇清水正之委員 課長が一応説明してくれたのですけれども、よくわからない。単純に

予算の中で納付金がどういうふうに出てくるかということなのですけれども、一応嵐

山の納付金が４億8,854万で、単純に考えて保険税をそれに充てるというふうになる

と、一般と退職の保険税が、総括表を見てもらうといいのですけれども、４億293万。

それに保険基盤安定の繰入金、一般会計からの繰入金が、税の軽減分と保険者支援分

が入っている。それを足すと４億8,771万で、私の計算が違うのかもしれないのだけ

れども、ほぼ介護納付金と同じになる。そういう中で、要するに医療費そのものが前

年より伸びてくるというふうになってくると、この介護納付金というのは、一体どう

いうふうに市町村に決まってきて、それがどういうふうな形で予算に反映してくるの

でしょうか。１点目。

それから、今限度額が、今度58万になるのだということですけれども、４万円上が

る。これ限度額がいつから変わるのですか。そういう面では、限度額は条例ですよね。

だから、議会にかけるという形になると思うのですけれども、４月からだともう間に

合わない。どういうふうな処理を考えているのですか。越生は、専決でやるという話

を聞いているのですけれども、嵐山はいつから上がって、どういうふうに議会に諮る

のか、お聞きをしたいというふうに思います。

以上２点。

〇森 一人委員長 ２点になります。順次答弁を求めます。

山岸税務課長。
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〇山岸堅護税務課長 限度額の関係について、お答えを申し上げます。

越生町さんの今お話をしていただきました。専決で行う予定だということでござい

ます。嵐山町の場合も、これまで限度額の改定が何度かあったかと思います。限度額

については、地方税法の政令で定められておりまして、その改正に伴って条例を改正

するというような形になっておりまして、毎年嵐山町でも専決処分をさせていただい

ております。そういったこともございますので、今回についても専決処分を予定させ

ていただいております。

〇森 一人委員長 その辺についてなのですが、時期というか、そういうものはわかり

ますか。

〇山岸堅護税務課長 時期につきましては、今年度中ということでございます。

〇森 一人委員長 村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 介護納付金の関係ですけれども、先ほども申しましたが、納付金

の算定の際に、この算定情報ということで、介護納付金につきまして合わせて計算さ

れております。退職分も含むということで、この情報リストによりますと、保険基盤

安定繰入金（退職分）ということで計算がされている状況でございます。これをこの

後期高齢者支援金分、医療分を合わせて県のほうでも計算しておりますので、今後も

こちらが介護納付金分として入ってくるかと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 清水委員。

〇清水正之委員 ちょっとよくわからないのだけれども、要するに保険税と軽減分、保

険税は徴収分ですよね。とすると、軽減分があるわけですから、それは一般会計で充

当すると。そうしたものを含めて介護納付金という。普通だとイコールになるのだろ

うなというふうに思うのですけれども、そういう考え方でいいのですか。要するに保

険税分が介護納付金と同等ぐらいになるというふうに見ていいのですか。

介護納付金の計算というのは、さっき課長が言ったように、保険税が今年伸びてい

ますよね。保険給付費が15億5,000万ぐらいの嵐山の保険、介護給付なのですね。そ

ういう面では、県から来ている納付金額については、全額上げるとして５億8,800万。

これが一般、退職、後期分、介護分も含めて納付金が定まっていると。予算書の歳出

の部分でも、新規のところですね。248ページからのが介護納付金になっているとい

うことですよね。これが県に納める金額だと。
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この介護納付金を納めるには、保険税を充てていくということで、歳入の部分では、

保険税が４億、それから法定減免を含めた軽減分、それと基盤安定で保険者支援分が

一般会計から繰り入れられていると。それを含めて支援金分としての財源ということ

になるのですか。その支援金の、嵐山の……わからないから。言っていることがわか

らないから。支援金の財源というのは、一体どれが予算書の中で支援金の財源になる

のですか。

〔「納付金のことでしょう」と言う人あり〕

〇清水正之委員 納付金。ごめんね。納付金の財源というのは一体どこ、歳入の中のど

の部分が納付金の財源になるのですか。

それともう一点は、今議会中ですよね。もしこれが１月１日から該当するのであれ

ば、限度額です。この議会の中で上程をしないで、終わってから該当させるのだとい

うのを非常に何かおかしいなというふうに思いますね。これ１月１日から該当させる

のですか。だとすれば、今度の議会の中で十分議論を尽くす、そういう方法がとれた

のではないかなというふうに思うのですが。

〇森 一人委員長 ２点になります。順次答弁を求めます。

太田副課長。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 それでは、納付金の財源ということでお答え

いたします。

保険税の部分と、それから軽減になった軽減分と、軽減の保険者支援分と、国、県

からの特別交付金が財源となっております。

以上です。

〇森 一人委員長 山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 限度額の変更につきましては、来年度、４月１日からの適用とい

うことで予定をしております。

〇森 一人委員長 清水委員。

〇清水正之委員 その県からの交付金も充てるのだということなのですけれども、県か

ら来たものを県に返すのですか。何か非常に、県の事業になるのに、県から来たもの

を県に返すのですか。何か変な話だなという気がするのですけれども。

〔何事か言う人あり〕

〇森 一人委員長 多分県交付金の意味合いをそのまま教えていただけるとなると思う



- 352 -

のですけれども。

〔「まだ今質問中だから」と言う人あり〕

〇清水正之委員 それと、限度額は、いつから適用になるのですか。

〇森 一人委員長 清水委員、先ほど４月１日からという。来年４月１日から。

〇清水正之委員 ４月１日からって、この４月１日から。

〇森 一人委員長 はい。

〇清水正之委員 ということは、限度額に行っている人が今度の給料改定の中に入って

いるのですか。入っていないですよね。給料改定の中の税金の中に、限度額が今度58万

になりますけれども、54万で計算するということ。58万で計算をするということ。７

月からの納付書が来ると思いますけれども、それを６月でいずれにしても報告をする

ということになるのですか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 ２点目の限度額の関係でお答えを申し上げます。

今国のほうで政令改定を行っておりまして、本来は２月中に政令改定が終わるとい

う連絡があったのですが、まだ政令改定が長引いておりまして、まだ連絡、正式に決

まっておりません。そういった関係もございまして、３月中に政令改定されるだろう

と。その連絡が正式に来たときに、条例のほうも専決で改正をさせていただくという

予定でございます。適用については、４月１日からということで、新たに出させてい

ただく納付書等については、その上がった限度額を適用させていただくということで

ございます。

〇森 一人委員長 次に答弁を求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 お答えさせていただきます。

一般会計繰入金のほうで、保険基盤、税軽減分の繰入金等は、納付金が集めた税と

一緒に県のほうに納付金として出します。

また、234ページにあります県支出金の保険給付費等交付金、こちらのものにつき

ましても、例えば保険者努力支援分と県繰入金（２号分）は、科目設定で1,000円と

いうことでございますけれども、こういった県から入ってきたものが集められた税で

納付金が支払えない場合は、こういった努力支援分とかの交付金で支払うということ
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になります。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

畠山委員。

〇畠山美幸委員 先日いただきましたこの資料なのですけれども、所得というか、収入

額が300万以上の方々がすごい値上がりしているわけです、国保税が。それで、人数

のほうをお伺いしたいのですけれども、大体収入金額300万の方、400万、500万、600万

の方で、本町におきまして何人ぐらいいらっしゃるのかお伺いしたいと思います。こ

れがまず１点。

２点目が、今回の委員会では質問がなかったのですが、どのような病気がふえてい

るのでしょうかというのが毎回出るわけですが、いつも答弁では、循環器系だ、新生

物だという答弁をいただいているわけですけれども、その内容の中身をもう少し詳細

に、個々のこういう病気がふえているのだというのがわからないものなのかなと思い

まして、吉見町では職員のほうで、割とどういう病気がふえているというのを、こう

調べているというのをちょっと伺ったものですから、本町におきましてはいかがなも

のなのかなと思いまして、その点、２点お伺いしたいと思います。

〇森 一人委員長 山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 全員協議会のときにお配りさせていただきましたシミュレーショ

ンの関係で、各所得層について人数ということでお尋ねをいただきました。

同様のお尋ねを条例改正の本会議のときにご質問をいただきまして、収入で階層別

に分けて抽出するというのが今のシステム上ちょっとできないということで、大変申

しわけございませんが、人数についてはお答えできません。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。細かい病名の振り分けわかりますか。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 お答えさせていただきます。

まず、新生物の関係ですけれども、金額が費用額が高いもの、こちらにつきまして

は、リンパ腫、胃がん、肺がん、そのようなものが上位になっております。次に、循

環器系でございますけれども、胸部大動脈瘤、大動脈弁閉鎖不全症、弁膜症などでご

ざいます。よろしいでしょうか。

〇畠山美幸委員 はい。
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〇村田 朗町民課長 以上です。

〇森 一人委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 １問目につきましては、そのようにおっしゃっておりました。すみま

せん。

２点目ですが、新生物、循環器は、そういうことでわかったのですけれども、あと

細かい糖尿病とか、そういう系のもうちょっと細かい病気というのですか、このまま

放っておくと、がんとかというのはしようがないにしても、糖尿病というのは早い時

期から食事に気をつけるとか、運動するとか、防げるものとかいっぱいあるではない

ですか。そういう細かいような病名みたいな、今のこの循環器、新生物以外のそうい

う細かいものというのは調べようがないのでしょうか。

〇森 一人委員長 答弁できますか。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 お答えさせていただきます。

糖尿病の関係ですと、今腎症化重症予防で事業を行っておりますので、データのほ

うはあるかと思います。

あと、そのほかの疾病関係は、国保の連合会とつながっていますデータベースで、

その点数というのですか、レセプトの点数で検索をしたり、疾病ごとに出ているか確

認しないとわからないのですけれども、そういうものでデータは引き出せるかと思っ

ております。

以上です。

〇森 一人委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 引き出せるかと思うという答弁でしたから、やはりこの嵐山町内でど

のような病気がふえているかということは、事細かにデータをとって調べていく必要

があるのかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 お答えさせていただきます。

平成28年度にデータヘルス計画というものを作成いたしました。28、29年度の計画

ですけれども、その際に過去のレセプトデータを抽出しましてそれらをつくっており

ますので、できると思います。
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また、30年度につきましても、そのデータヘルス計画を、またもう期限が切れます

ので、策定いたしますので、改めてそういうものが見られるかと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 質疑がないようですので、国民健康保険特別会計の質疑を終了いた

します。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇森 一人委員長 討論を終結いたします。

これより議案第19号 平成30年度嵐山町国民健康保険特別会計予算議定の件につい

ての件を採決いたします。

本案を可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇森 一人委員長 挙手多数。

よって、本案は可決すべきものと決しました。

暫時休憩いたします。再開時間を２時10分といたします。

休 憩 午後 ２時０２分

再 開 午後 ２時１０分

◎議案第２０号の質疑、討論、採決

〇森 一人委員長 それでは、休憩前に引き続き議案第20号 平成30年度嵐山町後期高

齢者医療特別会計予算議定についての件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入り

ます。

説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして簡潔かつ明瞭な答弁、

説明をお願いしたいと思います。

それでは、質疑をどうぞ。川口委員。

〇川口浩史委員 新しい保険料が所得割で7.86％、均等割が４万1,700円と、今までが
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8.34％からですから、0.5……５％に近いですよね。均等割も300円以上下がっている

わけですよね。それで、お聞きしたいのは、１人当たりの金額はどのくらいこれで下

がるのか伺いたいと思います。

それから、限度額について何かちょっとおっしゃってたような気がしたのですけれ

ども、改めて限度額の変更があるのか、伺いたいと思います。

それと、272、273です。この保険料がそれぞれ特別も普通もふえているわけですけ

れども、これはふえているのは、単純に人数がふえているからという理解でよろしい

のですか、その点を伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 ３点になります。村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 お答えさせていただきます。

１人当たりの金額ですけれども、保険料額30年度見込みが６万1,360円となります。

また、限度額につきましては、現行28、29年度につきましては57万円でしたが、30、

31年度につきましては、62万円に引き上げるということで通知のほう来ております。

続いて、保険料がふえているのは人数の関係かということですけれども、こちらに

つきましては人数がふえたため、この保険料も同様に増加となっております。

以上です。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 １人当たり６万1,360円というのが、新しい保険料の平均なのですね。

今まではどのぐらいになるのか、ちょっとその差額どのぐらい引き下がるのか見てみ

たいので、お願いしたいと思いますが。

それから、限度額が５万円引き上がるということで、その分もこの保険料の中には

大きいのかなと思うのですけれども、ただここまでいく人数もそんなにはいかないよ

うな気もしますので、これ人数わかりますか。どのくらいの人が多く負担することに

なるのか。ちょっと伺いたいと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 ２点になります。答弁を求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 お答えさせていただきます。

限度額の変更に伴う人数等でございますが、嵐山町ではちょっとその数字が出てお

りません。埼玉県での数字は出ておりますが、参考までに埼玉県では、29年度の限度
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額超過者の方１万3,398人、超過額が149億6,000万円、30年度につきましては限度額

が62万円となった場合、限度超過者が１万1,842人、超過額が140億4,000万円という

数字が出ております。1,556人の減少で、9.2億円減少との数字がございます。

以上です。

〇森 一人委員長 続いて、保険料ですね。今までとの差額についてということですが。

今すぐ出なければ、後でも出していただければよろしいので。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 申しわけございません。29年度の１人当たりの保険料額が今手元

にございませんので、後ほどご報告したいと思います。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 限度額の関係なのですが、そうすると57万から62万になった人数が、

埼玉県で1,556人ということでいいのですか。

〇森 一人委員長 減少。減ったのです、９億2,000万。

〇川口浩史委員 だから、29年度までが１万3,398人いたわけですよね。当然これは所

得が高くなればもらう、そういう人は少なくなりますから、その人が1,556人少なく

なったということですよね。

〔何事か言う人あり〕

〇川口浩史委員 だから、1,556人というのは、埼玉県で1,556人しかいないということ

は……

〔何事か言う人あり〕

〇川口浩史委員 いや、そんなことはわかってる。減少分を聞いてるのだ、人数を聞い

ているのだから。

〔何事か言う人あり〕

〇川口浩史委員 そうすると、嵐山町ではほとんどいないということになりますかね。

〔何事か言う人あり〕

〇川口浩史委員 何ぐずぐず言ってるのよ。

〔何事か言う人あり〕

〇森 一人委員長 質疑に集中してください。

〇川口浩史委員 だから、１万3,000人いたのが１万1,000人に減ったということですよ

ね、1,556人。だから、57万から62万にしても、わずかしかその対象者はいなくなっ
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たという、対象外がいなくなった……対象外ではないな。いなくなったということの

理解でよろしいのですか。意味がわかる。わからない。いいですか。

〇森 一人委員長 村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 ほとんどいないとか正確にはお答えできませんので、後ほど、こ

れ数字を計算しまして、お答えしたいと思います。よろしくお願いいたします。

〇森 一人委員長 ほかに。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 保険料の計算なのですけれども、軽減をどのくらいの人数で２割、

５割、8.5割、９割ですか。あと、扶養者もお願いします。

〇森 一人委員長 １点であります。

太田副課長。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 それでは、軽減の人数なのですけれども、７

割が996人、５割が272人、２割が286人。それから、被扶養者軽減分といたしまして

５割が135人、合わせて1,689人となっております。

以上です。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 そうすると、すみません、軽減者がちょっと計算できないのですけ

れども、大体何％ぐらいになりますか。60％ぐらいになりますかね。70％ぐらいにな

るのか。それで、後期高齢者の予算額１億6,950万ぐらいというふうな形で、軽減を

入れてという形ですよね、これ。お願いします。

〇森 一人委員長 太田副課長。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

割合といたしますと63％になります。

以上です。

〇森 一人委員長 渋谷委員、よろしいですか。

ほかに、清水委員。

〇清水正之委員 ６万1,360円というのは嵐山ですか。これが１点です。

全県的には均等割も所得割も下がったということなのですが、県平均の保険料が７

万4,018円ということで、３円下がったというのだ。全体で１年間に３円しか下がら

なかったというふうに言われてるのですけれども、それは間違いないですか。
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もう一つは、保険料の支払い基金が、これが余剰金というのが幾らだかわからない

のですけれども、どういう意味なのだかわからないのですが、107億円を取り崩した

ということなのですけれども、基金がそれ以上に残ってると思うのです。基金の一体

残額が幾らになってるかお聞きをしたいというふうに思います。

それから、嵐山町の中に短期保険証、資格証明書を出してる人がいるのかどうか。

以上です。

〇森 一人委員長 計４点になります。順次答弁を求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 お答えさせていただきます。

先ほどの１人当たり保険料額６万1,360円は嵐山町の数字です。

また、７万4,018円が１人当たり保険料ということで、県のほうで出ておりますけ

れども、28、29年度と比較しまして３円の減という、下がってるということになりま

す。

また、短期証、資格証は嵐山町には該当者はございません。

次に、支払い基金ですけれども、107億円を今回活用しておりますけれども、29年

度の見込みが163億円を見込んでいる状況でございます。

以上です。

〇森 一人委員長 清水委員。

〇清水正之委員 嵐山の保険料の、この間国保もそうですし、介護保険もそうなのです

が、値上げというのを考えると、この介護保険の年３円ですから、平均保険料が７万

円を超える、７万4,000円になっている。これ年寄りにきついなというふうにつくづ

く思うのですけれども、これ嵐山の状況、後で来るわけ。ぜひ嵐山の状況も早目に知

らせてください。

そういう点では、支払い基金が160、私は２億だと思ったのですが、163億あるとい

う話をすると、もっと下げられるのかなという気がしてならないのです。これみんな

ほとんど年金生活者ですからね。そういう面では非常にきつい話だなというふうに思

うのです。

今後の話で、県の広域連合そのものは、この162億円というのを下げると、使用し

て保険料を下げるという方向は出したのですか。

〇森 一人委員長 １点になります。村田町民課長。
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〇村田 朗町民課長 お答えさせていただきます。

先ほどの162億円のうち107億円を活用しまして、今回４万1,700円と7.86％という

ことで、今年の２月の広域連合議会の定例会に上程、可決されたということでござい

ます。

今後その107億円の差額につきましては、広域連合といたしましては医療費の短期

的な急増、あるいは将来の保険料率の上昇抑制の備えとするようにということで、し

ておるようです。

以上です。

〇森 一人委員長 清水委員。

〇清水正之委員 ということは、今度の改正のために107億円取り崩したということな

のですか、支払い基金を。そういう面では、今後のために162億円残したと。年３円

ですからね、平均で。これを107億円取り崩しても、年３円しか引き下げられなかっ

たということなのですか。そういう面では、嵐山は６万円からの保険料を払ってると

いうのは、これはもう本当大変ですよね、払う側からすると。そういう面では、支払

い基金が162億残っていると言いながら、107億円使って取り崩して、３円しか引き下

げができなかったということは、全部取り崩しても引き下げはできないということな

のですか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 お答えさせていただきます。

29年度のその剰余金の見込みが163億円です。そのうち107億円を取り崩して、今回

の税率等の改正をしております。残りが約56億円残っているということです。広域連

合のほうでも、この剰余金の活用を５パターンでつくって、広域連合の懇話会、ある

いは運営検討委員会等で報告をしております。結果的に、この107億円の取り崩しと

いうことで懇話会のほうで意見が出まして、その結果、定例会に上程したという流れ

であります。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに、松本委員。

〇松本美子委員 273ページですけれども、先ほど川口委員さんが質問しましたので、

それとの続きというか、それにかぶりますかわかりませんけれども、特別徴収と、そ



- 361 -

れから普通徴収の関係なのですけれども、人口がふえているので去年度分よりも本年

度のほうがふえているという見込みだということなのですけれども、特別徴収のほう

が2,000万から、あるいは普通徴収のほうが171万円ほどですが、ふえていますけれど

も、これは何人分ぐらいの計算をしているのでしょうか。その１点だけです。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

太田副課長。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 それでは、私のほうからお答えいたします。

特別徴収の関係の対象者の人数なのですが、平成30年度2,230人、それから普通徴

収の対象者の方が447人の見込みです。

以上です。

〇森 一人委員長 松本委員。

〇松本美子委員 普通徴収のほうの関係が447人ということは、これは当然75歳の新規

になった方という解釈でよろしいでしょうか。その方が口座か、あるいは通知書によ

って納めに来るか、何かそういうふうな形をとるでしょうというような見込みという

ことになってくるのだと思うのですけれども、そういう考え方でよろしいでしょうか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

太田副課長。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

普通徴収の対象者というのは、75歳の新規の方というのは、最初から年金天引きは

できませんので、一旦は普通徴収という納付の仕方になります。その方が新しく入っ

てくるということで、その分を増ということで見ております。

以上です。

〇森 一人委員長 松本委員。

〇松本美子委員 その答弁についてはわかりますけれども、その人数が447人でよろし

いでしょうかということを伺ったのですけれども。

〇森 一人委員長 太田副課長。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

松本委員さんのおっしゃるとおりです。

以上です。

〇森 一人委員長 よろしいですか。ほかに。
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〔発言する人なし〕

〇森 一人委員長 それでは、平成30年度嵐山町後期高齢者医療特別会計予算議定につ

いて、質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇森 一人委員長 討論を終結いたします。

これより議案第20号 平成30年度嵐山町後期高齢者医療特別会計予算議定について

の件を採決いたします。

本案を可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇森 一人委員長 挙手多数。

よって、本案は可決すべきものと決しました。

暫時休憩をいたします。入れかえのみとなります。ご苦労さまでした。

休 憩 午後 ２時３７分

再 開 午後 ２時３８分

◎議案第２１号の質疑、討論、採決

〇森 一人委員長 休憩前に引き続き、議案第21号 平成30年度嵐山町介護保険特別会

計予算議定についての件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入り

ます。

説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして簡潔かつ明瞭な答弁、

説明をお願いしたいと思います。

それでは、質疑をどうぞ。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 314、315ページのところの地域支援事業が、全体的に20％ぐらいの、

全部計算しているわけではないのですけれども、減額になっていますが、この理由と

いうのは、その減額になったものをどこで行っていくのか伺いたいと思います。

あと、319ページなのですけれども、一般介護予防事業が621万3,000円ですけれど
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も、高齢者の方で閉じこもりとか、そういった方のある状況の方、どの程度全体の中

でいらっしゃるか、把握の状況を伺います。

それと、324、325で、在宅医療・介護連携推進事業がありますけれども、これはこ

れからすごく注目される事業だと考えているのですけれども、30年度どんな感じで進

まれるのか伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 ３点になります。順次答弁を求めます。

青木副課長。

〇青木正志長寿生きがい課包括支援担当副課長 お答えいたします。

314ページ、315ページの減額なのですが、介護総合事業が始まりまして、本格稼働

されたのが平成28年ということでございます。28年度の10月から緩和ということで、

町の独自の事業が始まりました。その当初のときに、この事業を多少多目に見積もっ

た額の分の減額分と、その基準型から緩和に移行する分の額というのが大きな減の理

由でございます。

それから、319ページの閉じこもりの把握ですが、閉じこもりの方の人数としては、

把握は現在のところしてございません。

以上です。

〇森 一人委員長 山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 それでは、私のほうからは324ページの在宅医療・介護

連携推進事業の関係につきまして、お答えをさせていただきます。

これの事業につきましては、ほとんどが比企広域といいましょうか、比企地区で一

緒にやるような事業が主な事業ということになってございまして、こちらのほうの運

営の負担金のほうが上がってございますが、こちらのほう主に事業内容としますと、

２つの事業内容となってございまして、今やらなくてはならないというところの５事

業分の委託と、それから、拠点事業分の委託という２つがございます。

まず、５事業分のほうにつきましては、内容としますと、在宅医療・介護連携の課

題の抽出、そして対応策の検討をしていくというようなことです。それから、地域の

医療・介護の資源の把握をする。それから、医療・介護関係者の研修をする。それか

ら、医療・介護関係者の情報の共有の支援をする。それから、住民の皆様への啓発、

こういった事業を行うというのが、この５事業分の事業でございます。

それから、拠点の事業分というのが、昨年まで、29年度までは比企地区の医師会の
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ほうに、そこに拠点を設けまして、県の事業といいましょうか、県が負担をしまして

その事業を実施していたのですが、30年度からはそれが各町村でということになりま

して、この比企の９市町村、こちらでその負担金分を出し合いまして、こちらのほう

は比企の医師会のほうに委託をしているというような形になります。

今までどおり、主に相談窓口を設置していただいて相談等を受け付けていく。それ

から、あと患者さん等がいろいろ退院とかする際の、そういった支援、そういったこ

とも行っていくということが、この拠点の事業ということでございます。

それから、さっき言った５事業分については、東松山市の社会福祉協議会のほうに

委託をして、実施をしているというようなことでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 地域支援事業というのは、今までも総合事業から始まっているとい

うことで、それでその分を多額に28年、29年は多く見積もっていたので低くなってき

たというふうにおっしゃったと思うのですけれども、介護予防サービスなんかは、地

域密着にならないのか。介護予防サービス、極端に少なくなっているのがあると思う

のですけれども、全体的にこれで事業が進められるのですか。皆さんの希望のものと

いうのが、希望を介護予防サービスの計画を立てるときに、それをなくしていくとい

う感じなのですか。

〇森 一人委員長 １点でよろしいですか。

青木副課長。

〇青木正志長寿生きがい課包括支援担当副課長 介護予防総合事業の減額ということな

のですが、実績に予算額と乖離があった分の減額分と、また今までやってた介護予防

の保険でやっていたものから、今度町の事業としていくことで、緩和の事業というの

がございまして、それは単価の安い事業に移していくというのが、町としても考えて

おりますので、同じサービスをするにしても、単価が安くなるということで、金額的

には下がっております。

また、あと先ほど言い忘れてしまったのですが、その中にお助けサービスの部分が

あったのですが、県のほうの指導ですね、お助けサービスは１本で昨年まで上げさせ

ていただいたのですが、総合事業分と総合事業の該当しない部分ということで、ちょ

っと分けさせて上げさせていただいておりましたので、その分が減額になっておりま
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す。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 292、293の保険料の関係なのですが、徴収率ちょっと報告があったと

思うのですが、特徴のほうを書きそびれてしまって、ちょっとどのくらいになるのか

伺いたいのと、その徴収率は……特徴があれだね、100だよね。普通徴収が88という

ことですね。ごめんなさい、特徴も同じ考えでした。保険料が値上がりをしているわ

けですね、全ての段階で。88を維持できるというこの根拠をちょっと伺いたいと思い

ます。

それから、302、303の一番下の居宅介護サービス給付なのですが、これが大幅に増

額になってるわけですね。これは、実績からだということなのですが、この分野の人

数がふえているということなのですか。内容面でのものではなくて、人数という理解

でよろしいのでしょうかね。

それから、304、305の施設介護の関係なのですが、これも実績だということなので

すけれども、施設介護どんなものがふえているのか伺いたいのと、あと入所の関係で、

これは違うのだと思うのですけどね、待機者というのは今どのぐらいいるのか、伺い

たいと思います。

それから、320、321、シニアいきいき講座、元気はつらつ口腔教室講座、廃止の理

由を伺いたいのと……今これ聞いたのか、聞いていないのか。324、325、今聞いたの

ですか、在宅医療・介護連携推進事業、ふえた理由を伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 計６点になると思います。順次答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えさせていただきます。私のほうから２点ほどお答

えをさせていただきます。

まず、292ページの保険料の関係でございます。こちらのほう、普通徴収のほうが88％

の徴収率ということで見ていて、これで大丈夫なのかというようなご質問だったかと

思いますが、この普通徴収のほうの保険料を何％で見るかということになるわけなの

ですけれども、この実績等を見まして、この程度ということで、実際の収入ができる

金額ということで見積もりをさせていただきまして、これが88％で普通徴収分が入っ
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て、それで支出に充てるわけですけれども、この特別会計の収入、歳入歳出につきま

しては、これで特に問題はなく運営ができるというふうに考えてございます。以上で

ございます。

すみません。それともう一点、324、325ですか、在宅医療・介護連携の関係でござ

います。このふえた理由というのが、先ほどもちょっと申し上げさせていただきまし

たけれども、拠点事業分というのを、昨年までは県のほうの費用で行ってたものが、

30年度からは比企の９市町村一緒になってその事業をやりましょうということで、そ

の各市町村といいますか、嵐山町の負担金分がふえてるということで、増になってい

るものでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 岡野副課長。

〇岡野富春長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、私のほうから居宅の予

算の根拠と、施設サービスのほうの予算についてお答えをさせていただきます。

〔何事か言う人あり〕

〇森 一人委員長 自分で通告したのですよ、川口委員。

〇岡野富春長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 初めの居宅サービスの件について

は、302、303ページです。施設介護サービス給付費のほうは304、305ページでござい

ます。

保険給付の平成30年度の当初予算ですけれども、これは29年度の半分ぐらい、６カ

月ぐらいたった時点の実績をもとに、あとはそのときに、その後の補正予算も上げさ

せていただきましたけれども、そこの補正予算後の２％ぐらいベース増加を見て算定

をさせていただいているのですけれども、居宅のサービスについては、これは実績で

申し上げさせていただきたいのですけれども、平成29年の３月から11月までの９カ月

間と、前年同時期ということで、平成28年の３月から11月までの累計、９カ月間で金

額のほう申し上げさせていただきます。

まず、平成29年度の分については、実績額で居宅サービスですけれども、約３億

1,300万、28年度の分については３億600万ということで、金額ベースで約600万円程

度増加しているという状況でございます。

また、人数というか、件数になってしまうのですけれども、延べの件数です。居宅

サービスについては、平成29年が6,496件、平成28年が6,162件ということで、こちら
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も330件ぐらいでしょうか、ふえているといったような状況になります。

続きまして、施設サービスの状況ですけれども、こちらも先ほど申しました基準で

金額と件数のほうお答えをさせていただきます。この施設サービスですけれども、施

設サービスの合計で、平成29年が11月のサービス分までということで約２億8,700万、

28年が２億4,500万ということで、約4,000万程度ふえているといったような状況です。

また、件数ですけれども、これも延べの件数ですけれども、平成29年が1,196件、

平成28年が1,060件ということで、130件程度増加をしているといったような状況です。

この施設サービスの内訳ですけれども、主に介護老人福祉施設といいまして、俗に

言う特養ですけれども、特別養護老人ホームについても、先ほどの基準で比較をいた

しますと、1,800万程度増加をしているといったような状況です。

また、介護老人保健施設、これは俗に老健という施設なのですけれども、こちらに

ついては2,300万円程度増加をしているということで、いずれもサービスがふえてい

るといったような状況です。

私のほうからは以上です。

〇青木正志長寿生きがい課包括支援担当副課長 私のほうから、320ページ、321ページ

……

〇森 一人委員長 すみません、青木課長、その前に待機をされてる人数というのが。

岡野副課長。

〇岡野富春長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 すみません、待機者の人数ですけ

れども、平成29年４月１日現在で、ちょっと手元に資料がないのですけれども、たし

か17名ということで記憶をしております。

以上です。

〇森 一人委員長 続きまして、青木副課長。

〇青木正志長寿生きがい課包括支援担当副課長 320ページ、321ページ、シニアいきい

き講座、元気はつらつ口腔教室の廃止の理由でございます。

平成29年度、今年度、県のモデル事業といたしまして、ぷらっと嵐トレという事業

が開始されました。こちらは歩いて行ける距離に、皆さんが主体になって、皆さんが

ぷらっと参加できるような教室というのを開始いたしました。

今までの町の教室は、町が教室を実施して、送迎までつけて、ある１カ所に集まっ

てやっていくという教室なのですが、それをずっとやっていくということはなかなか
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難しいということで、県のモデル事業のぷらっと嵐トレというのを充実させたいとい

うことで、このシニアいきいき講座のほうを廃止させていただきました。

また、元気はつらつ口腔教室なのですが、口腔のほうは介護予防にも大変重要だと

いうことは皆さんもご存じだと思うのですが、なかなか口腔だけの教室というのは参

加が見込めないということで、この分を各いろんな教室に組み込んで、ほかの事業と

一緒になってやっていこうということで廃止をさせていただきました。

以上です。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 292の保険料なのですが、値上げをして、ちょっと支払いが、値上げ

すればするほどきつくなるという人が当然出てくると思うのですけれども、その分は

考えて、それでもここの88％は何とかなるだろうという見方をしたのか、そこを考え

たのかどうかを伺いたいと思います。

それから、居宅介護と施設介護の関係なのですが、なるほど伸びているのはよく理

解しました。それで……件数で報告されたからいいかな、ちょっとほかのところやっ

てからにしよう。320、321のシニアいきいきのほうは、ぷらっと何か、ちょっとそれ

はどこに入っているのですか。それがどこにあるのだか聞きたいのと、元気はつらつ

のほうは参加者が少なかったわけですか。ちなみに、何人ぐらいしか参加しなかった

のかを伺いたいと思います。

それから、324、325の在宅医療の関係なのですが、そうすると今度、比企でこれを

やっていくわけですか、どこか拠点となる場所というのを設けていくことになるので

すか。この取り組みがどういうふうに変わっていくのか、嵐山町も今まで県からやっ

ていたものを比企でやるようになって、こういうものが少し変わりますよというのが、

お話できるのであれば伺いたいと思います。

それで、待機の関係なのですが、昨年の４月１日時点でしかちょっととれていない

わけなのですか。一番新しいのはこの人数の待機者ということで、実の人数が17人と

いう理解でいいのですか。施設はすぐ申し込んでもちょっと入れないという状況だと

いう理解でよろしいのか、あわせて伺いたいと思います。いいです。

〇森 一人委員長 大きく５つになると思います。順次答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 では、私のほうからは、先ほどの２点ほどにつきまして
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お答えをさせていただきたいと思います。

まず、292ページの保険料の関係でございますが、今度第７期の保険料というのが、

年額でいきますと５万4,000円というのが基準額ということでございまして、６期が

５万1,000円ですので、3,000円ほどの値上げをさせていただいたという状況でござい

ます。

それで、そういった値上げ等に伴って、支払いが難しくなるというような方の考慮

はしたかというようなことでございますが、その辺につきましては特に高齢者の方々

がいろんな面で負担がふえてくるというようなことは、重々私のほうも承知をしてご

ざいますが、こちらのほうの介護保険につきましては、その保険料を納めていただき

たいということで、こちら88％というのは例年どおりの見込みでこのパーセントを見

込んでおりますので、特に今年ふやしたとか減らしたとか、そういうことではござい

ませんで、例年どおりのことでさせていただいておりますので、ご理解いただければ

というふうに思います。

それから、拠点の事業の関係でございます。こちらにつきましては、もう前々から

東松山医師会が市役所さんの前にあるのですけれども、そちらの中に拠点ということ

で、事務所といいましょうか、そういったことを設けてやってございました。来年度、

30年度以降につきましても、そこの場所でやるというのは変わってこないということ

でございます。

今までも医師会のほうに委託をして、お願いをしていたということが30年度以降も、

とりあえずは30年というのは同じように医師会のほうでやっていただけるようなこと

でございますので、その辺が変わってくるようなことはございませんで、何が変わっ

たかというと、県で費用を負担していたものが、比企地区の９市町村でそれぞれが負

担金として出し合って、それを拠点事業を実施をしているというところが変わったと

いうことでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 続いて、答弁を求めます。

岡野副課長。

〇岡野富春長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 私のほうからは、特別養護老人ホ

ームの待機者の人数についてお答えをさせていただきます。

先ほど、17名ということでお答えをさせていただいたのですけれども、これは県の
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ほうで調査をして、その後うちのほうで調査結果を確認いたしまして、死亡されてい

る方ですとか、もう既に決まった方とか、そういう方の人数を除いた人数ということ

で、17名ということでお答えをさせていただいております。

どのぐらい待つのかということですけれども、本来、町内にも２つ特別養護老人ホ

ームがございまして、そちらに定期的にお話を聞く必要があるのかなと思うのですけ

れども、数字上のものでしか把握してございませんで、待つというお話は聞いてはお

るのですけれども、実際にどのぐらい待ったとかという、そういうところまでは聞い

ておりません。申しわけございません。

〇森 一人委員長 青木副課長。

〇青木正志長寿生きがい課包括支援担当副課長 私のほうから320ページ、321ページ、

ぷらっと嵐トレと元気はつらつ口腔教室の関係でお答えいたします。

ぷらっと嵐トレのほうは、大変申しわけございませんでした。この320ページのシ

ニアいきいき講座事業の上の７番、地域リハビリテーション活動支援事業、この中に

他の事業と一緒に組み込まれております。

また、元気はつらつ口腔教室の29年度の参加者は12名でございました。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

畠山委員。

〇畠山美幸委員 ２点お伺いします。

299ページに、地域支援事業・包括的支援事業における認知症カフェの参加費、こ

こに２万4,000円が計上されておりますけれども、この金額と、何人がこれに参加す

るのかを教えていただきたいと思います。

それで本来ですと、これが325ページに今までは歳出で計上されていたと思うので

すけれども、今回認知症カフェは今まで町民ホールで月１回だったか、２回だったか

開催していたと思うのですが、今回こちらには包括という書き方になっているので、

今度はどこが拠点になって、月何回開催をされるのかお伺いしたいと思います。だか

ら、認知症カフェというくくりでまず１項目と、それと317ページの第１号生活支援

事業で、要支援者等に対し栄養改善を目的とした配食サービスということとあわせて

見守りをするという内容ですが、こちら３万5,000円減額になっているということは、

人数が減少しているのかなとは思うのですけれども、まず個人の負担が幾らで、人数
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が何人で、月何回配食をするのかというところの内容をお伺いしたいと思います。

以上２点。

〇森 一人委員長 大きく分けて２点になります。答弁を求めます。

青木副課長。

〇青木正志長寿生きがい課包括支援担当副課長 お答えいたします。

嵐カフェでございますが、平成29年度は、先ほど申したとおり月１回町民ホールで

実施しておりました。町の方針としての、空き家を利用したサービスができないかと

いうことで、いろいろ空き家を担当のほうと探しまして、いろいろ回ってみたのです

が、なかなかその辺難しいということで、今現在話が進んでいるのが、むさし台のウ

エルシアにご協力をいただきまして、新年度からはウエルシア内にウエルカフェとい

うのがございます、そこの一室をお借りいたしまして、同じく月１回、同様な嵐カフ

ェを開催したいと思います。

内容は、今まではボランティアと町の職員が行って相談を受けていたのですが、こ

ちらもウエルシアのご協力をいただきまして、栄養士ですとかいろんな方の講座等も

あわせて開催したいと思っております。

歳出のほうは、324ページ、６の認知症総合支援事業の（１）、認知症地域支援・ケ

ア向上事業、この中に含まれております。

配食の関係なのですが、配食が現在、総合事業の実人数で12名の方が利用しており

まして、実際、平成29年度現在ですと1,023食利用しております。これは昼食と夕食

を加えてございます。負担なのですが、利用者が310円、町の負担が410円となってお

ります。

以上です。

〇森 一人委員長 あと、ちょっと答弁漏れがございまして、認知症カフェ、何人ぐら

いの見込みで。

青木副課長。

〇青木正志長寿生きがい課包括支援担当副課長 すみませんでした。

認知症カフェは、１回200円ということで月10人として計算しております。

以上です。

〇森 一人委員長 青木副課長。

〇青木正志長寿生きがい課包括支援担当副課長 すみません、答弁漏れがございました。
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配食の週の回数なのですが、これは人によって違いますので、５回の方もいらっし

ゃいますし、週１回の方もいらっしゃいますので、ちょっと今現在細かい数字は持っ

ておりません。

以上です。

〇森 一人委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 認知症カフェが（１）に入っているというのは、もうわかっていたの

ですけれども、去年は新規で認知症カフェという項目があって、入っていたので聞い

たのですが、ウエルシアさんに協力を得て、専門家もいるし、内容的にはそちらのほ

うがもっといろんな踏み込んだことも聞けていいのかなと思います。

ＮＨＫでもこの間テレビでやっていましたけれども、この認知症を支えている家族

が大変だし、認知症の方もやはり認知症の方同士で話をするということも、お互いに

お互いのことがわかるからすごくいいのだと、進みにくいのだということもありまし

たから、これはいい方向でやっていただけて、ただあそこまで行くのはご家族の方と

行くということで、個々で対応するということでいいわけですよね、ここも同じこと

ですけれども、一応それ聞いておきたいのと、あと配食サービスのことですけれども、

これは民生委員さんが配っていたり、あと介護の関係、社協の方が配っているのか、

見守りも入っているわけですよね。

今回残念な話で、孤独死をされたことがございまして、見守りの関係が、配食がさ

っき週１回ないし５回の方もいるということで、その方は週１回だったようで、場合

によったら１週間そのまま気がつかれないで、発見が遅くなったということもありま

したし、見守りの体制は、ここの部分ちょっとほかのところを見てみたのですけれど

も、協定を結んで、嵐山町は乳酸菌飲料の配達の方とか、新聞屋さんとか、いろいろ

見守りの協定を結んでいるというのは、話に毎回出ておりますから確認しております

が、本年度こういう見守り体制を新たにするような内容というものは何かあるのか、

新年度あるのか、一応伺っておきたいと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 大きく２点になります。

青木副課長。

〇青木正志長寿生きがい課包括支援担当副課長 まず、ウエルシアまでの足ということ

なのですが、こちらはご家族さん、あとご本人さんに対応していただく予定でござい
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ます。

また、配食の関係で、この配食は町とファミリーフーズさんのほうの契約している

配食だけでございます。また、民生委員さんと社協でやっている愛情弁当というのは

また別でやっておりますので、見守りも、町のほうの今現在106人の方を見守り、訪

問をさせていただいているのですが、看護師による訪問をさせてございます。ただ、

これだけではとても間に合いませんので、地域の方と協力した見守り体制も幾つかつ

くっております。ただ、新年度また新たな見守り訪問というのは現在と同様として考

えております。

以上です。

〇森 一人委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 配食サービス、すみません、これ要支援者ので、何ページだったかな、

載っていたのです。そっちのほうでよかったのかな。私が聞いたような内容のやつは、

お弁当があったのですけれども、何ページにあったかな。印していないから、ちょっ

と今探せないけれども、その別のほうのことでいいかちょっと確認と、それと見守り

なのですけれども、やはり近所の方が電気がついていないというのを翌日に確認して

いるのに、それをやっぱり民生委員さんなり区長さんなりにお話ししていないのです。

ですので、高齢者が近所にいるとか、高齢者だけではなくて、今回北島三郎さんの息

子さん、50歳でお亡くなりになっているわけですけれども、やはり何かいつもとちょ

っと状況が違うなと思ったら、民生委員さん、ちょっと仕事がふえてしまうかもしれ

ないのですけれども、ちょっといつもと違うよというような声かけをするような体制

というのはとっていたほうかいいなと思うのですけれども、いかがでしょう。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

青木副課長。

〇青木正志長寿生きがい課包括支援担当副課長 配食の件なのですが、こちらの地域支

援事業のほうには２つ載せさせていただいております。ページで言うと316ページ、

（３）、第１号生活支援事業、こちらが総合事業の対象の方に対する配食サービスで

ございます。

もう一点が322ページ、こちらが任意事業と申しまして、おおむね65歳以上の方で

あればどなたでも対応できる配食となっております。

〔何事か言う人あり〕
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〇森 一人委員長 それは、人によって何回とったりとか算出するのは難しいというこ

とです。人によって回数が違うので。それとあと、見守り体制の……。

〇青木正志長寿生きがい課包括支援担当副課長 見守りの関係なのですが、先ほど委員

さんも言ったとおり、なかなか町だけでは難しいところがありますので、民生委員さ

んをはじめ、地域の協力されている方もいますので、その方と協力して、なるべくそ

ういう孤独死がないようにしていきたいと思っております。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

清水委員、どうぞ。

〇清水正之委員 今回保険料を上げたわけですけれども、今普通徴収の徴収率が88％だ

というお話があったわけですけれども、12％の人、この人というのは滞納繰越、滞納

分もあるのですが、何人ぐらいいるのですか、もう介護保険ができて20年ぐらいにな

るわけで、この未納が続いた場合は利用料10％を払わないとだめだということですよ

ね、そういう人たちが嵐山町の中にどのぐらいいるのですか。その人たちに対しての

サービスというのは、もう全くやらない、自分で10％払ってみてもらいなさいという

ことになるのですか。

これから、そういう面では介護保険制度にお世話になる人たちがふえてくるのだと

思うのですけれども、この12％の人たちというのは介護保険料の、恐らく第１、第２、

第３ぐらいの人たちかなと。要するに所得の少ない自主納付の人たちかなというふう

に思うのですけれども、保険料を納めるのが大変な人たち、一体この12％の人たちが

何人ぐらいいて、今後のサービスをどう考えていくのかお聞きしたいと思うのですが、

１点です。

〇森 一人委員長 大きく１点になります。答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

介護保険料の普通徴収の方、一応未納という形で見ている12％の方は何人ぐらいい

るのかということなのですけれども、平成30年の普通徴収の方は一応659人を普通徴

収ということで見積もりをしていまして、そのうちの12％ですか、それが未納のよう

な形になるということで考えてございます。

そちらの方の階層、低所得者の方々なのかということでございますけれども、それ
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一概に言えなくて、普通徴収になる場合は、確かに年金がもらえていないですとか、

年額が18万円以下の方は特別徴収できないとか、それとそのほかに新たに65歳になっ

た人もすぐには年金を手にできないものですから、大体１年近くは普通徴収で払って

いただくというような、そういったこともございます。あと転入者ですとか、そうい

った方も全部すぐにはできませんので、全員が階層が低い方ではないということでご

理解いただければというふうに思います。

それから、未納が続いた場合ということなのですけれども、一応保険料については

２年間というような時効の期間というのも設けられてございますので、過去のものと

いうのは処分をしてしまいまして、その分はもうないといいましょうか、未納にはな

っていないというような状況になっていますので、今現在の状況でお話をさせていた

だきますと、現年度分、29年度分の未納者が131人、それから滞納繰越ということで、

28年度以前からのもので107人、こういった方が今現在ちょっと納めていただいてい

ないという状況になってございます。

それから、そういった方たちについては、サービスというのは全然やらないのかと

いうことでございますけれども、そういったサービス等が必要になった場合、介護保

険料を納めていただいていない場合には、とりあえずは原則的で言いますと、保険対

応ではなくて、初めに自分で全額というような形で払っておいてもらって、あとで保

険払っていただいたら返すというようなこともできる形になっていますが、なかなか

その辺も難しいというようなことがございます。

今現在は、そういった方が受けたくて相談に来ているという状況というのは今ない

ものですから、今の町の状況でそういう方はいらっしゃらない。ただ、そういう方が

いらっしゃった場合は、一応いろいろな相談を受けまして、突き放すというか、何も

しないということには、やっぱり町としてはまずいというような状態になると思いま

す。そうすると、また福祉の面とか、そういったほうからの関係で何か支援をしてい

ってと、そういう形になっていくのかなというふうに考えてございます。

以上です。

〇森 一人委員長 清水委員。

〇清水正之委員 ちょっと現年で70人ぐらい見ているということなのですか、12％とい

うのは。何かそのぐらいになるのかなと思ったのですけれども。そういう面では、嵐

山町の中に130人、今２年間というのがあったのですけれども、税の場合は時効や何
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かあって、そういう部分での処理はできると思うのですけれども、介護保険の場合は

さっき言ったように、今課長が言ったように利用料を全額払わないと利用料そのもの

も使えないのだということですよね。

この10％の滞納者というのは、多分１号、２号、３号の人が多いのだと思います。

それは、改めて介護保険に入るような人たちは、もう年金から引く手続の期間だけは

自主納付になるのだと思いますけれども、多くの人がそういう部分の人ではないです

か。保険料を納めるのが大変な人たちです。利用料10％なんて納められるわけがない

と思うのです。

そういう面ではきちっと、課長が言うように、どこかでそういう人たちの利用をつ

くっていかないと、結局生活保護に結びついてしまうのかなというふうに思うのです。

そういう面では、嵐山町の中から、保険料そのものがもう高いのだと思うのです。保

険料を納めて10％の利用料を払わなくてはならないというのは、これはもう大変な作

業です。まして１段階、２段階、３段階の人たちが恐らく多いのだろうなというふう

に考えるのですけれども、その辺のサービスの漏れた部分、介護保険で救えないサー

ビスをどう考えていくかというのは、町としての考え方というのはあるのですか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

その払えない人は、低所得者の方が多いのではないかということですけれども、多

分そうだとは思います。全員がそういう方だけではないということで、ちょっと先ほ

どは申し上げました。

それから、嵐山町の保険料が高いというようなことで払えないというようなことで

すけれども、ちょうど県のほうから、まだこれは速報値的な関係なのですけれども、

県内の第７期の保険料の状況の資料がちょっと来ましたので、それをお話させていた

だきたいと思いますが、一番安いのが鳩山町の4,000円、それから続いて杉戸町が

4,261円、３番目が毛呂山町の4,340円で、４番目が嵐山町、鶴ヶ島市、桶川市、これ

が4,500円ということで、県内では４番目に低い保険料となってございます。ですか

ら、嵐山町の保険料が高いということは言えないのではないかというふうに思ってお

ります。

それで、各県内のほかの市町村の被保険者の皆さんもそういった保険料を払ってい
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ただいているというのが現状だと思いますので、何とかお支払いをしていただきたい

というふうに、うちのほうからもお話をしていきたいというふうには考えてございま

す。

それから、サービスをどう考えていくのかということでございますが、先ほども申

し上げましたとおり、当然そういった状況になってきたときには、こちらのほうにご

相談等していただいて、先ほど申し上げましたとおり、原則はそういった自分で個人

負担をしていただくか、滞納している保険料を払っていただくかというような形にな

るわけですけれども、それができないということでございますと、そのまま放ってお

くということもできませんので、先ほども清水委員がおっしゃったような生活保護の

関係等を申請をしていただきながら、そういったことでサービス等も受けていただく

ような形になるのかなということでは考えてございますので、何らかのこういった支

援とかはしていかなくてはいけないのかなというふうには考えてございます。

以上です。

〇森 一人委員長 清水委員。

〇清水正之委員 そういう面で、嵐山町が高いというか、介護保険そのものが高いので

す。これ国保の資料なのですが、加入者１人当たりの平均所得が約60万円、世帯で60万

円ですよ。そういう面では、介護保険そのものがもう高い。だから、嵐山町がそのう

ち何位に位置づけられているかという問題ではなくて、保険料そのものが私は高いの

だと思います。滞納者は、利用すら10割払わないとできないなんて、こんな制度があ

ること自体がおかしいのです。そういう面では、サービスについては一般事業も含め

て、介護保険の中で受けられなかった場合には、どこかで受けられるような措置をと

るということが先なのですか。保険料を払ってもらうということが先なのですか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

サービスを受けたいというようなご相談に来ていただいたときには、今の現状等を

確認させていただきまして、その滞納があった場合にはそちらのほう、今こういう状

態ですので、お支払いをしていただけますかというのが１番のことだというふうに思

います。それで払えませんということになった場合には、先ほど申し上げたような、

ほかへつないでいくというような状況になるのかなというふうに考えてございます。



- 378 -

以上でございます。

〇森 一人委員長 ほかに。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 １つだけお尋ねします。

先ほど323ページのおたすけサービスがここで、120万円、一般分ということで、分

けくださいということで今回計上されていると、当然315ページにも30万円、これは

１号訪問事業ということで出ていますよね。

恐らく前年と金額は変わっていないのだろうと思いますけれども、その中で私がち

ょっとお尋ねしたいのが、この一般分、これはどの程度の方が利用するので、この120万

円の運営補助というふうになったかということね。それだけお尋ねしておきたいと思

います。

〇森 一人委員長 青木副課長。

〇青木正志長寿生きがい課包括支援担当副課長 お答えいたします。

30年度からおたすけ事業、先ほど申しましたとおり、一般分と総合事業分で分けさ

せていただきました。一応この率、金額は同額なのですが、利用者の数で分けさせて

いただきました。

現在総合事業分の利用件数が43件、利用時間が240時間、一般分が1,005件、利用時

間が1,156時間、大体20％総合事業分が割合なのですが、これは総合事業をこれから

少し推進していこうということで、現在17％程度ですので、20％を目標にやっていこ

うと予算をさせていただきました。

以上です。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 そうすると、この利用度を上げていこうというのは、担当課としては

進めていこうということで、そういう捉え方でいいですか。

〇森 一人委員長 青木副課長。

〇青木正志長寿生きがい課包括支援担当副課長 そのとおりでございます。

総合事業の利用者を今後はふやしていきたいと考えております。

〇森 一人委員長 よろしいですか。

〇青柳賢治委員 はい。

〇森 一人委員長 ほかに。
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〔「なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇森 一人委員長 討論を終結いたします。

これより議案第21号 平成30年度嵐山町介護保険特別会計予算議定についての件を

採決いたします。

本案を可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇森 一人委員長 挙手多数。

よって、本案は可決すべきものと決しました。

ここで暫時休憩をいたします。再開時間を３時45分といたします。

〔何事か言う人あり〕

〇森 一人委員長 リクエストがございましたので、３時50分にいたします。

休 憩 午後 ３時３６分

再 開 午後 ３時５０分

〇森 一人委員長 休憩前に引き続き質疑を再開いたします。

まず初めに、先ほど後期高齢者医療特別会計において、村田町民課長のほうから後

ほど詳しい資料をということだったのですが、今お話をしていただけるそうなので、

それでは村田町民課長、お願いいたします。

〇村田 朗町民課長 貴重なお時間を申しわけございません。

先ほど、質疑でございました保険料額でございます。平成29年度、広域連合で見込

んでいるものが６万1,087円ということでございました。平成30年度は６万1,360円で、

こちらは所得割軽減がなくなったため上がっている状況でございます。

また、２点目ですけれども、賦課限度額の引き上げの関係ですが、嵐山町におきま

しては、平成29年度当初におきましては限度額超過者15人でございます。

なお、平成30年度につきましては、これから賦課ということでございますが、高所

得者が多いため、この15人前後になるということでございます。

以上でございます。
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〇森 一人委員長 ありがとうございました。

◎議案第２２号の質疑、討論、採決

〇森 一人委員長 それでは、これより議案第22号 平成30年度嵐山町下水道事業特別

会計予算議定についての件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入り

ます。

説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして簡潔かつ明瞭な答弁、

説明をお願いしたいと思います。

それでは、質疑をどうぞ。

畠山委員。

〇畠山美幸委員 ２点お伺いいたします。

まず、今年度は45基、そのうち新築分が25基という説明がございました。それなの

ですけれども、利益のほうも浄化槽使用料として3,300万ということで使用料及び手

数料も入っているわけですけれども、20年ぐらいたっている浄化槽でありながら、き

れいに修理をして町に移管をするわけですけれども、町に移管したときに、修理をし

て移管したにもかかわらず、何カ月か何年かしたうちに壊れるというケースもあると

思うのですが、そういう場合の取りかえる分もこの45基の中に入っているという考え

方でよろしいのか。

これで何年目、30年で何年目になるのでしたっけ。５年でたしか500基を目標とい

うのですけれども、今何基ぐらいになっているのでしょうか。この30年度、45基設置

になれば、トータルでどのくらいになるのかお伺いしたいと思います。

それで、ちょっと見方がわからないのですけれども、そういう場合に工事費、例え

ば、さっき言ったちょっと年数がたっている浄化槽を移管した場合に、全取っかえに

なってしまうというケースがあったときの工事費とかそういうのはどこで見込みが、

どこの部分で見込んでいるのか、お伺いしたいと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 それでは、答弁を求めます。

今井副課長。

〇今井良樹上下水道課下水道担当副課長 それでは、畠山委員のご質問に回答させてい



- 381 -

ただきます。

まず１点目の、寄附の数がこの今回お支払い予算の中に入っているかという点です

が、それはちょっと入っておりません。あくまでも新設と転換部分の基数だけです。

〔「壊れて転換したときのことは」と言う人あ

り〕

〇今井良樹上下水道課下水道担当副課長 壊れて、また入れるといった場合には、転換

ではなくて新設……

〔「捉え方がちょっと違っていたから」と言う

人あり〕

〇今井良樹上下水道課下水道担当副課長 失礼しました。もう一度、初めからお話しし

ます。

初めの壊れたやつの新たに入れるというものについては、今回の45基の中には入っ

ていません。あくまでも新築のところにつけるのと単独浄化槽、もしくはくみ取りか

らの転換部分の基数のみとなっております。

それで、次は何年目かというお問い合わせなのですけれども、24年度から行ってお

りまして、30年度につきまして６年目です。

それと、最後にトータルの基数は何基かというご質問でございますが、24年度から

行いまして、29年度、今年度もう基数が確定しておりますので、その数を加えますと、

転換、新設の基数が448基になります。そして、寄附をいただいている浄化槽につき

ましては269基の数になっております。

以上です。

〇森 一人委員長 答弁漏れでよろしいですか。工事費等はどこで見込んでいるか。

〇今井良樹上下水道課下水道担当副課長 失礼しました。

それで、壊れた場合の工事費につきましては、修繕料のほうで、353ページの維持

管理費の中の需用費の修繕料とあるのですが、110万9,000円を計上させていただいて

おりますが、こちらになります。壊れることもちょこちょこありますので、こちらの

お金でもって対応させていただきます。

以上です。すみません。

〇森 一人委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 大変年数のたっているものを修理して受け入れていただけるのは、大
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変にありがたいと思って寄附はしているわけですけれども、ちょっと見かけるところ

によると、大分交換を、もう全取っかえをしているような様子を見ているものだから、

大分町にも負担がかかっているのかなというのも感じているところだったのですが、

今年度、30年度、新年度も同じような形で、修理さえすれば年数がたっていても受け

入れはやっていただけるということでよろしいのでしょうか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

今井副課長。

〇今井良樹上下水道課下水道担当副課長 お答えいたします。

とりあえず寄附につきましては、当然正常に機能するという前提の浄化槽を寄附し

ていただきますので、もし町に寄附する前に浄化槽に何かしらの不都合がある場合は、

当然、前の所有者の方のご負担で修繕していただいた上、寄附していただくというこ

とになります。

それで、もしその方に資金的な余裕がない場合には、水洗便所の改造資金の融資斡

旋というのがございますので、寄附する前にこういった斡旋、金融機関から借りてい

ただいて、元金は払っていただきますけれども、利子だけ町が補填するという制度が

ございますので、こちらを使っていただいて直していただくことも可能でございます。

以上です。

〇森 一人委員長 畠山委員。

〇畠山美幸委員 今ちょっと斡旋、利子の話が出たから申し上げますが、これが大変に

ちょっと、金額的にお借りするわけですから、町からお金をお借りして、利子の部分

を免除してもらうわけですから、手続がいろいろ難しいのはわかるのですが、これを

借りるために３回か４回ぐらい銀行のほうに行くような話を聞いております。それも

平日の日中というか、結局銀行がやっている３時までの間、それがすごく手間で大変

だというお話も伺っているのですけれども、もう少し簡易な形、お金を借りるわけで

すから、そんな簡易なと言ってもあれですけれども、もう少し融通のきくような形に

できないものなのかなというのは感じているところなのですけれども、いかがなので

しょうか。

〇森 一人委員長 今井副課長。

〇今井良樹上下水道課下水道担当副課長 お答えします。

その件に関しましては、あくまでも融資元が金融機関でございますので、ちょっと
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町のほうでは、そこの手続を簡略化するといったことにつきましてはちょっとお答え

ができないです。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 348、349ですけれども、建設事業費、これ町債で5,900万円借りて、

それで市野川流域下水道事業負担金に払うということですよね。この事業は一体何を

やっているのか、皆さんには説明行っているのですか。我々にも説明が、県の事業な

ので、それなりに大丈夫なのだとは思うのだけれども、説明ぐらいあってしかるべき

ではないかなと思うのです。お金だけ出しているって、今我々もそれを認めていると

いう状況なのですけれども、それいかがなのかどうか。

これ決算で聞いたときに、散気装置だとか、耐震だとか、マンホールのふただとか、

水循環だとかという説明があったのですけれども、今回それ一つ一つがよくわからな

いのですけれども、何か説明できるものがあったら。それと、この予算はそれらのも

のに使うのか、伺いたいと思います。

それから、公営企業の企業会計の関係なのですが、新年度はどこまで進む形になる

のでしょうか、この2,100万円で。平成31年中にやるのだという説明でしたよね。そ

の前に、これでできるのかどうか、この金額で。それを伺いたいと思います。

それから、下水道の関係がここですので、未接続は全体で何件くらいあるのか、わ

かりますか。

それと、大腸菌の関係で、一般会計のときにちょっと質問しましたけれども、あそ

こは何区になるのですか、菅谷６区になるのですか。ちょっとよく区がわからないの

ですけれども、何か特別の体制をとって進めるということに予算的にはなっているの

かどうか、伺いたいと思います。

それから、350ページというか、浄化槽の関係で、今答弁で、新規と転換で448基と。

これは、本年の３月時点での数ということでいいのですか。そして、寄附は269基と

いうことで。そうですか。新規が、そして新たに45基ということなのですが、ある程

度、入れるところは入れるような形になってきているのですか。50基いつも目指して

いるわけですから、大きな減りではないのですけれども、まだまだ入っていないとこ

ろがいっぱいあるよということなのか、ちょっとそこを伺いたいのと、あと寄附の関
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係なのですが、寄附は269基ということを考えますと、合併浄化槽が入っている家庭

はまだまだあるのではないかなと思えるのです。その辺、全体の数というのはつかん

でいるのか、ちょっと伺いたいと思います。

それと、下水道工事は、昨年もなかったのですけれども、これでもう終了したとい

う理解でよろしいのでしょうか。

〇森 一人委員長 ６点、７点ぐらいになると思いますが、順次答弁を求めます。

今井副課長。

〇今井良樹上下水道課下水道担当副課長 お答えいたします。

まず、１点目の建設負担金の内容でございます。こちらが県から来年度の事業につ

きましては、各市町村で負担金をこれだけ用意してくださいという通知が来ていまし

て、その内容につきましては、建設負担金の中に県が国庫補助事業としてやる工事と、

県単独でやる工事がございまして、国庫補助事業のほうにつきましては、内容的には

地震対策、あとは処理場の改築更新、あとは事務費になっておりまして、地震対策の

内容につきましては、沈砂池ポンプ等耐震診断業務委託、それと最終沈殿池耐震診断

業務委託等となっております。それと、改築更新につきましては、監視制御設備改築

工事、消毒設備改築設計業務委託等となっております。それと、県の単独事業のほう

の工事につきましては、ポンプ場と処理場の工事が入っておりまして、ポンプ場につ

きましては、小川中継Ｐ３号汚水ポンプ設備改築工事等、それと処理場につきまして

は、水処理計装設備改築工事、汚泥棟無停電電源装置改築工事等ということで県から

通知をいただいておりまして、これに基づいて予算のほうを計上させていただいてい

る次第でございます。

続きまして、２点目の公営企業の関係でございますが、新年度はどこまで進むのか

というご質問でございます。こちらにつきましては、去年の10月４日に長期継続契約

で業務委託契約を結びまして、とりあえず31年度の末までに、業務内容としましては、

法適用基本計画の策定、それと固定資産調査及び評価、そして法適用移行事務支援の

３本を内容としました契約を結んでおります。

それと、今度公営企業会計に移行するに当たりまして、公営企業に適した、対応し

た財務会計システムの構築が必要になってきますので、プラス30年度にそのシステム

を構築するための予算をあわせて計上させていただいております。新年度は、そこの

点を業務させていただくことになります。
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それと、３点目の下水道の未接続の件なのですが、下水道整備済みの区域内で518件

のまだ未接続の件数がございます。これは件数なので、浄化槽の基数とか世帯数とは

一致いたしませんが、この518の内訳についてはくみ取りでしたり、合併処理浄化槽

でしたり、単独処理浄化槽。あとちょっと処理が不明な件数を含めて、おおむね518件

が下水道整備済み区域内で、まだ未接続であろうと思われる数字になっております。

続きまして、大腸菌群数の件でございますが、ご指摘のとおり、本会議におきまし

て２～３年前よりは大腸菌群数が減ってはおりますが、まだ基準値を超えているとい

うことでございます。ただ、その数が減った原因というか、前の担当者が地区を調査

しまして、ある企業に下水道への接続を促したという経緯もありまして、大腸菌群数

が減ったと推定できるものでございます。今後につきましても、大腸菌群数に限らず、

ご指摘のとおり下水道区域内で未接続のお宅に推進を促していく予定でございます。

それと、浄化槽の件でございます。先ほど申し上げましたとおり、転換、新設と寄

附でそれぞれの総計が出ておるのですが、第１期の計画が30年度で一回終わりまして、

川口委員がおっしゃられたように、第１期計画500ということで計画しておりまして、

ほぼ85％ぐらいは計画どおりいっているのですが、今後の第２期計画におきましては、

この第１期の当初にほとんど転換をされた方が多いので、今後転換部分の数の伸びと

いうのは今までよりも鈍化します。寄附につきましてもやっぱり鈍化してまいります

が、ちょっと寄附につきましては、その所有者の方の意向もございますので、何とも

言えないのですが、第２期の計画におきましては、今までの実績と、その鈍化傾向に

あるという数を踏まえまして、第２期の計画を進めていきたいと思います。

それと、寄附の浄化槽につきましては、ご指摘のとおり、まだまだ浄化槽お持ちの

方がいるのですけれども、その辺もなるべく町のほうへ寄附していただきまして、町

で適正な管理、あとは法定検査等の適正な検査を行いまして、受検率の向上へ努めさ

せていただきたいと思います。

最後の下水道工事が終了したのかというお話なのですが、今この何年か工事の予算

を計上しておりませんが、計画区域内にまだ整備をしていないところがございます。

例えば川島地区でまだ都市計画道路の線が決まっておりませんので、そういった線の

計画ができた後に、またそういったところの下水道整備計画の拡充ということはあり

得るので、その時期が来れば、また工事等の予算をとらせていただく可能性があると

思います。
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以上です。

〇森 一人委員長 １点、浄化槽なのですが、全体数というか、浄化槽の全体数が把握

できているのかとかいうのが川口委員からありましたが。

〇今井良樹上下水道課下水道担当副課長 失礼いたしました。

最後にご指摘いただきました件数なのですが、全体の件数はちょっと正しい数字は

把握できておりません。ただ、推定でこのぐらいではないかという感じでやっている

ので、ちょっと正確な数字は申し上げられないのですけれども。

以上です。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 348、349の市野川の負担金なのですが、これで町がお金負担するわけ

ですよね。我々はこの数字しかなくて、それで判断するというのはちょっとまずいな

と。支出する以上、こういうものをやりますという何か写真つきのチラシというので

はないな、説明書というか、資料ですよね、そういうのは今後配っていただきたいと

思うのですけれども、いかがですか。それ、できるかどうか。

それから、公営企業の関係なのですけれども、そうすると平成30年度に会計が公営

会計になると、企業会計になるということではないと、この新年度では。やはり31年

にならないと、公営企業会計に移行にはならないという理解でよろしいのかどうか伺

いたいと思います。

それで、下水道への未接続が518件あるということで、ここに下水道の工事がない、

人は余り関係ないのかな、少しあるのかな、その分をこちらに回して、少し話を進め

るということができるのかどうか、新年度で。特にこの大腸菌の関係、これはもう原

因はわかっているのですか。事業所はつないだわけなのでしょう。つないだので減っ

たということなのでしょう。まだどこかあるわけなのですよね。これはカメラ入れて、

わかっているわけなのですか。そこの方に直接話をしていくことが大事ではないかな

と思うのですが、ちょっと30年度の方向を伺いたいと思います。

それから、次のページの浄化槽の関係なのですが、今合併浄化槽を設置している数

がちょっとわからないということですけれども、前アンケートをとったのですよね。

あれは、どんなアンケートだったかな。合併浄化槽の数というのは、そこでは把握で

きなかったのですか。

ただ、いずれにしても設置者はかなりまだいるという説明でしたので、そこへの働
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きかけというのがこれからは大事になってくるかなと思うのですけれども、これも人

の問題になってくるわけですけれども、そこに力を入れていくだけの体制があるのか、

伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 大きく５点になると思います。答弁を求めます。

菅原上下水道課長。

〇菅原浩行上下水道課長 それでは、ご質問にお答えさせていただきます。

公営企業の関係は、副課長のほうからお答えをさせていただきます。

まず、市野川の建設負担金の情報提供ということでございますが、こちらにつきま

しては、流域で小川町、嵐山町、滑川町という３町で流域の下水道を行っております

ので、そちらのほうの足並みをそろえるような部分も必要かなと思いますので、そち

らのほうとよく相談をして、当然情報というのは提供すべきものというふうに考えて

おりますので、そちらの方向で話のほうは進めていきたいと思っております。

それから、下水道の接続でございますけれども、こちらにつきましては、28年度に

調査したものにつきましては、特に濃い場所というのを特定して、その場所で特別に

接続の推進をその一定の区域で図ったということでございます。

川島川から市野川に流入する区域につきましては、上流が、おおむねですけれども、

大字菅谷の区域と、それから平澤と志賀の２区、こちらが結局集まって川島川から市

野川に流れ込んでいると。その部分でまだ……すみません、志賀２区ではなくてむさ

し台ですね、志賀２区はもう公共下水になっていますので。むさし台の部分で未接続

の部分がございます。そういった方々の未接続の部分が解消になってくれば、水質の

ほうもかなり改善されるのではないかというふうに考えておりますので、一般会計の

ところでもお話をさせていただきましたけれども、台帳のほうを整備いたしますので、

今度は台帳と、どういった接続推進をしたかというのがリンクできるような形で管理

していけるように、本年度から、30年度からなっておりますので、そういった取り組

みを進めていきたいというふうに考えているところでございます。

それから、浄化槽の既存の数につきましては、ちょっと今手元に資料がございませ

ん。一番最初にやったときに、回答いただいた分は把握をしているわけですけれども、

全ての方から回答をいただいているわけではないので、実数字というのは、先ほど副

課長が申し上げたとおりちょっと把握をし切れていないというのが実態でございます

が、ＳＰＣの企業と相談をしながら、いずれにしても浄化槽の区域で浄化槽を管理し
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ていないところ、それから入れたところ、ある程度目星をつけて営業等に回っており

ますので、その中で１つずつ交渉ができればいいのかなというふうに考えております。

以上です。

〇森 一人委員長 今井副課長。

〇今井良樹上下水道課下水道担当副課長 それでは、最後に私のほうから公営企業会計

の点についてお答えさせていただきます。

川口委員さんご指摘のとおり、31年度までは業務を委託業者にやらせまして、公営

企業会計の移行は32年の４月、32年度から公営企業会計を適用するということになり

ます。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 公営企業会計のことが１点なのですが、今の現状を見ていると、公

営企業会計に32年に移行するのはかなり厳しいのかなというふうに、見ていると考え

るのですけれども、その点はどんな課題があるのか把握されていらっしゃいますか。

それと、これで見ていると、343ページです。これは、下水道のことなのですけれ

ども、下水道の流域管理負担金が、使用料は増になっているのですけれども、349ペ

ージの逆に支出するほうは負担金が減になっていて、それは負担金が減になっていく

ような理由があるのか。これは少しずつ、使用料の利益が入ってくれば、公営企業と

しても移行できていくのだろうなと思うのですけれども、ここのところがいま一つど

うなのかなというのがありますので、伺いたいと思います。１点です。

〇森 一人委員長 答弁求めます。

菅原上下水道課長。

〇菅原浩行上下水道課長 それでは、公営企業会計の移行に関する課題につきましては、

副課長のほうから答弁をさせていただきます。

下水道の使用料と、それから維持管理負担金の関係ということでございますけれど

も、維持管理負担金のほうは減になっているということで、こちらにつきましてはこ

こ数年の一応状況を見て、今年度、見積もりをさせていただきました。減になってい

る原因として主なものが考えられるのは、不明水の流入について、これをどう見積も

るかというのが非常に難しいところなのです。雨の多い年というのは、どうしてもや
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っぱり不明水が多くなります。

それから、一応少しずつではございますけれども、不明水の対策というのを、マン

ホール、各家庭の公設ますの入れかえ等を進めておりますので、そういった部分が若

干功を奏すのかなという少し希望的な部分もありますけれども、そういった部分を見

込んで今年度はこの予算を計上させていただいております。

以上です。

〇森 一人委員長 今井副課長。

〇今井良樹上下水道課下水道担当副課長 公営企業会計の課題のほうを答えさせていた

だきます。

課題というところが、正直全部が課題だと思うのです。実際水道は公営企業会計を

やっておりますが、今まで勘定会計になれている職員が、４月から、はい、公営企業

会計をやってくださいといっても、なれるまでに時間がかかると思うのです。当然、

職員研修は業者のほうでやっていただけますが、初めはいろいろと業者等の支援も受

けながら、なれるまでには時間がかかるかなというのが私個人の考えなのですけれど

も、課題かなと思うのです。

それと、あともう一点は職員体制かなと思います。今下水道担当が３人でやってお

りますが、そこのところが今の業務で結構手いっぱいなところもありますので、そち

らの会計事務というのですか、財務会計事務をするとなると、やっていけるのかなと

いうちょっと不安もあるのですが、課題というか、私の不安みたいな話になってしま

って申しわけないのですけれども。すみません。

〇森 一人委員長 菅原上下水道課長。

〇菅原浩行上下水道課長 私のほうから若干補足のほうをさせていただきたいと思いま

すけれども。

渋谷委員からご指摘がありましたとおり、３年間で移行するということで、１年目

が今終わったところでございます。30年度につきましては、そういった課題を洗い出

しをするとともに、どういった方法で解決をしていくかも含めて、30年度でそういっ

たものを整理していきますので、その中で対応していきたいと思っています。

31年度にそのソフトを、ではどういった形のソフトが一番嵐山町に適しているのか、

上水と下水のほう、今収納とか、そういったものも一緒にやっておりますので、そう

いったところが一緒にできるとかできないとか、そういったところも含めて、今年度
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から、30年度から31年度にかけてそういったところを課題を洗い出しながら、そうい

った課題をどういうふうにクリアしていくかを含めて、２年間で対応していけるよう

に今努力しているところでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 公営企業会計というのは、一般的に一般会計から繰り入れしないで

すよね。それが原則ですよね。この繰り入れが入っていて、その繰り入れの部分とい

うのは、例えば建設事業債、建設債のところの返金なら繰り入れでいけるのかなとい

うふうに考えているのですけれども、どうもそこのところは、この状況で公営企業会

計に移ったときに、そこのところはどういうふうにしてクリアしていくのかなという

のが私には、ずっと見ていてわからなくて。これは一遍全部、建設事業債の部分だけ

ですか、その分だけでも一般会計から払って、そのほかに繰入金は結構、でも事業債

以外にもありますよね。何かそういうふうに見ていて、そこの部分のクリアが、今の

使用料の負担、使用料とか、そういったものでやっていけるのかというのは結構大き

いのかなというのが、今財政的なものを見ていて思うのですけれども、そこら辺はい

かがに考えていらっしゃるのでしょうか。

〇森 一人委員長 菅原上下水道課長。

〇菅原浩行上下水道課長 ご指摘のとおり、現在実際、勘定科目ではなく、まだ歳入歳

出の予算ですので、そういった部分がなってはいないわけですけれども、ご指摘のと

おり町から繰入金をいただかないと今運営ができていない状況です。これが公営企業

会計に移っても、その状況がすぐすぐ変わる状況ではございませんので、その部分に

つきましては、当然どういった形で下水道事業というものを進めていくかという部分

というのを移行した後もそういった中で、どういうふうに、要は法定外の繰り入れを

していただいているということになりますので、その法定外の繰り入れをいかに減ら

していくかというのは、その後の下水道企業会計の運営の仕方という課題になるのか

なというふうに思います。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

安藤委員。

〇安藤欣男委員 343、下水道使用料なのですが、下水道使用料の関係が2,405万1,000円
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増、浄化槽使用料が400万円増ということです。この積算が400万円増で、この減免の

期間が浄化槽なんかにはあるわけですが、それのカウントはどういうふうにしている

のでしょうか。減免が過ぎて、使用料がばっと上がるようなところにもう来ているの

ではないかと思うのですが、そこのところはカウントしているのですか。それをちょ

っとお聞きします。

それともう一点、この未納の、どうしても払えないという方もあるのだと思うので

すが、未収の部分がどこに入ってくるのかちょっとわからない。次のページの諸収入

というところで延滞金、344ですが、9,000円、前年度は1,000円ですね。これは、た

だ1,000円上げておいたのだと思うのですが、今年度8,000円ふえた形になっています。

これはその未収金の、未収というか、使用料の未収の問題の兼ね合いの問題なのか、

過料というのはどういうところなのか。未収だってあるのではないかなと思うのです

が、その辺はどこに入ってくるのか、ちょっとお伺いいたします。

それと、不明水の関係がいつも話題、課題に出てくるのですが、今年度、不明水の

有収水量というか、それは何％見ているのですか。

以上です。これは、下水道使用料のところで不明水が出てきますけれども。

〇森 一人委員長 大きく３点になります。順次答弁を求めます。

菅原上下水道課長。

〇菅原浩行上下水道課長 それでは、浄化槽の使用料の件と、それから不明水の有収水

量の率の件につきまして副課長のほうからお答えをさせていただきます。

未納金、それから過料の関係でございますけれども、こちらにつきましては、延滞

金というのは延滞になったらいただくお金なので、それは8,000円を9,000円というこ

とで見込んでおりますけれども、これは端数調整と言ったら変なのですけれども、科

目設定程度の数字で上げさせていただいているものでございまして、実際に延滞が生

じれば、それに生じたなりの対応をさせていただくということでございます。

それから、過料については、当然下水道の条例等で違反した場合については罰金を

取りますよという項目がございますので、そちらにつきまして見込ませていただいて

いるものでございます。

それと、未収金の計上ということでございますが、基本的に歳入歳出予算でござい

ますので、未収金がないことを大前提で予算を組んでおりますので、それは計上にな

っていないということでご理解いただければと思うのですけれども、未収金はありま
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せんということで。

〔何事か言う人あり〕

〇菅原浩行上下水道課長 累積のですか。

〔「はい」と言う人あり〕

〇菅原浩行上下水道課長 累積のは、あくまでもそれは使用料で入ってきますので、下

水道使用料ということで収入になりますから、それが期間外のお金で入ってくるのか、

当該年度のお金で入ってくるのかということで、それは使用料ということで計上させ

ていただいているものでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 今井副課長。

〇今井良樹上下水道課下水道担当副課長 それでは、私のほうから不明水の関係をお答

えさせていただきます。

29年度は、まだ終了しておりませんので、ちょっとわからないのですが、とりあえ

ず25年度から28年度までの数字を見ると、不明水量につきましては市野川流域処理場

で処理している汚水処理量の大体７％から９％ぐらいが不明水の量となっておりま

す。数字的に申しますと、低いところで９万9,000から、多いところで14万3,000立方

の不明水が過去に発生しております。

以上です。

〇森 一人委員長 すみません。下水道使用料と浄化槽使用料のその増の部分で答弁を

していただければ。

菅原上下水道課長。

〇菅原浩行上下水道課長 浄化槽につきましては、委員ご指摘のとおり町管理型の浄化

槽につきましては、１年減免、半年減免という期間が27年度まではあったと思うので

す。それは、もう既に期間は過ぎていますので、30年度の予算につきましては、浄化

槽を使っていただいている方は全て減免期間は済んでいますので、使用料はそのまま

ダイレクトに入ってくるということで予算のほうは計上させていただいております。

以上です。

〇森 一人委員長 安藤委員。

〇安藤欣男委員 なるほど。でも、減免の関係ですが、29年度、この推進するに当たっ

て、その地域については減免があったのではないかと思うのですが、それはないので
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すか、28年、29年。その辺１点聞きます。

それから、この延滞金の部分については科目設定のようなものだということですか

ら、一応なるほどと思います。

ただ、私が聞いているのは不明水、ここと過去のはあれしましたが、過去のを読み

ながら、読んでいますということなのですが、使用料が、合併浄化槽でも公共下水道

でも、どちらでもあれですが、では100％読んでいますというのだけれども、過去の

やっぱり未収部分というのはわからないのですか。これ渋谷さんが今欠損と言うのだ

けれども、そういうのを入れないでも、こういう管理の中では……。今までこんなこ

と、私も長く議員をやっていて、こういうのは何だなと思ってあれしたのですけれど

も。過去の分というのは、未納者がいる部分というのは、これはここに計上できない

ということなのですか。

〇森 一人委員長 答弁を求めます。

菅原上下水道課長。

〇菅原浩行上下水道課長 まず、不明水の件でございますけれども、不明水については

先ほど副課長が申し上げましたとおり、28年度の数字は先ほど申し上げたとおりでご

ざいます。あとは、だから本年度については、あくまでも過去の数字等を考慮した上

で、先ほど渋谷委員のときにもお話をさせてもらいましたけれども、どのくらいだと

いう不明水ということではなくて、不明水対策が進んでいるということで、維持管理

負担金のほうを若干減額をさせていただいたということで、不明水の割合云々という

ことではなくて、今まで幾らぐらいの負担金を払ってきてということの中で、若干、

少な目に今年度は見させていただいたということでご理解をいただければと思うので

す。

それから、浄化槽の減免でございますが、こちらにつきましては先ほど申し上げま

したとおり、29年度はもう減免を実際にしておりませんので、29年度はもう既に一番

最初から、当初から正規の料金をいただいておりますので、そちらのほうは特に今回

特別ふえるということはございません。

以上でございます。

〔「未収の分のね。計上の仕方」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 菅原上下水道課長。

〇菅原浩行上下水道課長 ちょっと私の説明の仕方が不適というか、上手ではなくて申
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しわけないのですけれども、下水道の使用料のほう、水道料金と一緒に納めていただ

くような形になります。水道料金のほうもそうなのですけれども、納めていただける

か、納めていただけないかはわからないわけなのです。延滞金、延滞金で、そうなっ

てきましても、それはこちらのほうから納めてありませんよということで、また再度

お金を払ってくださいということで督促いたしますので、それの繰り返しになります

ので、それがいつ入ってくるかというのはなかなか予算には計上ができませんので、

それにつきましては、延滞金として決算の段階では処理をさせていただきますけれど

も、それが入ってきた段階で、それはその都度その都度収入させていただくというこ

とですので、当初予算の中で、これが延滞金部分ですよということでの表記というふ

うにはならないのかなというふうに思います。よろしくお願いをいたします。

〇森 一人委員長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 それでは、質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇森 一人委員長 討論を終結いたします。

これより議案第22号 平成30年度嵐山町下水道事業特別会計予算議定についての件

を採決いたします。

本案を可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇森 一人委員長 挙手全員。

よって、本案は可決すべきものと決しました。

◎議案第２３号の質疑、討論、採決

〇森 一人委員長 続きまして、議案第23号 平成30年度嵐山町水道事業会計予算議定

についての件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入り

ます。

それでは、質疑をどうぞ。

青柳委員。
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〇青柳賢治委員 384ページ、385ページです。ここの水道業務の委託という金額が約

400万近くかな、ふえているのです。この給水関係のを見ると約1,000万ぐらいですか、

収益関係がふえるのですけれども、その割には業務委託がふえているので、どういう

ことによってこれがふえてきているのか。

それから、その下から４行目にある危機管理マニュアル策定業務委託というのが

1,700万今回出ておりますが、これはどういう内容のものを策定していくのかどうか。

それから、さらにはその下の経営戦略の策定業務委託、これは756万、今年ぐらい

だけの予算の予定でいるのかどうかですね。

３点についてお尋ねいたします。

〇森 一人委員長 では、順次答弁を求めます。

藤原副課長。

〇藤原 実上下水道課管理担当副課長 それでは、１点目の水道業務委託料が400万円

ふえている、なぜかというご質問にお答えいたします。

こちらのほうは、３年前に長期継続契約を結んでおりまして、それが平成30年の９

月いっぱいで切れるところでございます。そちらのほうを競争入札をかけても契約が

成立するような金額を見積もらせていただきまして、それでちょっと400万円ふえて

いるということでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 川上副課長。

〇川上 力上下水道課施設担当副課長 それでは、私のほうから危機管理マニュアル策

定業務委託につきましてお答えさせていただきます。

危機管理マニュアルにつきましては、実は平成29年11月15日に厚生労働省の水道事

業者を対象に水道法の立入検査がありまして、その中で危機管理マニュアルが未策定

であるというご指摘をいただきまして、そのことにつきまして今年度策定をするとい

うことで県のほうにはご回答させていただいておりますので、それに基づきまして今

回予算を計上させていただきました。

内容につきましては、このマニュアルの中に盛り込む内容がある程度決まっており

まして、その内容をご説明しますと、まず水質事故対策、それからテロ対策、それか

ら震災対策、それから施設の停電等の対策、それから渇水の対策、それから給水管路

や給水装置等を盛り込んだものを必ずつくれということで指摘をいただきましたの
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で、それらを網羅したものを策定するとなると、これだけの金額が必要になるのかな

ということで計上させていただきました。

以上です。

〇森 一人委員長 藤原副課長。

〇藤原 実上下水道課管理担当副課長 それでは、３点目の経営戦略が今回限りかどう

かというご質問にお答えいたします。

こちらのほうは、今まで嵐山町のほうは中長期的な経営計画というものをつくって

おりませんで、今回初めてつくらせていただくということで、今回計上させていただ

きました。この経営戦略というものが、昨今水需要の低迷による料金収入の減少とか、

施設や管路の更新需要の増加によって財政状況が悪化している事業体がふえていると

いう実態がございまして、このような課題を解消するために、嵐山町のほうは水道事

業というのは装置産業でございまして、資産も平成28年度現在で決算ベースで77億の

固定資産を抱えておる状況でございまして、このような更新をどのようにしていくか

とか、人口減少に伴って料金収入も減少していくということが予想されておりますの

で、その辺の課題をどのように克服していくかということで、このような計画をつく

ることによって経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を目指しまして、つくらせ

ていただくというものでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 そうすると、この水道業務委託は、いわゆる内容的なものは今までの

ものとそう変わらないのだろうけれども、役務的な提供の対価がこの３年間の中にこ

れだけ増加した、上がってしまったと。そうしないと、なかなかこれを受託してくれ

る人がいないのだというような形でこの予算どりをされたのかどうか、それにひとつ

答弁を求めたいと思います。

それと、危機管理マニュアル策定については、とりあえず1,700万の金額で済むの

だということでよろしいですか。それと、要するにだからこれ１回で、今さっき言っ

たいろいろなものがつくられていくのか。いろいろあったよね、５つぐらい危機が。

さらに、まだこの後も予定されなくてはならぬのかどうかということについてお尋ね

します。

それと、経営戦略の、そうすると策定業務も、資産が77億の経営戦略をつくるわけ
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ですから、当然この金額では足らないのではないかと思うのですが、これも先々の見

込みというのはどういうふうに考えているのですか。

〇森 一人委員長 では、順次答弁を求めます。

藤原副課長。

〇藤原 実上下水道課管理担当副課長 それでは、１点目の、水道業務委託の内容が人

件費等の価格のことではないかという点についてお答えいたします。

こちらのほうは競争入札を前提に、競争入札でも契約ができるようにということで

見込ませていただいていますので、長期継続契約には委託料を増加させないという、

原則的に増加させないという前提のもとに、１回限りまた随意契約できるという規定

がございまして、その辺、競争入札でやるか、それとも長期継続をまた１回随意契約

でするかというのは、またそのときの起工を上げるときの状況によって決めさせてい

ただくということでございまして、もちろん人件費のことも十分考慮させていただき

まして、それで今回このような金額を提案させていただいた次第でございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 菅原上下水道課長。

〇菅原浩行上下水道課長 それでは、１点、業務契約の関係でちょっと補足をさせてい

ただきますけれども、要は随意契約の場合については３年継続契約の随意契約になり

ますので、１回契約するとその落札差金というのが出ますので、翌年からはその落札

差金でそのまま契約できるわけですけれども、今回は更新になりますので、まずは一

回設計をしなければいけないわけですから、そうすると当然落札差金前の金額で予算

を上げないと予算が計上できませんので、そういった意味で額が上っている部分もご

ざいます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 藤原さんがそのまま３点目まで答えていただいてもよろしいです

か。はい。

〇藤原 実上下水道課管理担当副課長 それでは、３点目の経営戦略のご質問にお答え

いたします。

こちらのほうは、さきに第２次水道事業基本計画を策定させていただいたときに、

アセットマネジメントの業務もやっておりますので、その辺の経費が安く済む予定で

ございまして、それでこの金額ということで今回ご提案させていただきました。
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以上でございます。

〇森 一人委員長 川上副課長。

〇川上 力上下水道課施設担当副課長 それでは、危機管理マニュアルにつきまして答

えさせていただきます。

こちらのほうは、今年度限りの予算ということで計上させていただいております。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

川口委員。

〇川口浩史委員 381ページの給水収益なのですが、これ戸数、配水量、有収水量、料

金、これ全て前年を上回る予算の見積もりですよね。中でも企業が好調なので、こう

いう読みをしているのか伺いたいと思います。

それから、383ページの上の委託料の漏水調査、緊急漏水調査。緊急漏水調査はな

かったのかな、昨年は。何かちょっとこういうのが最近起きているのか、それで新年

度も予算をとってやるようにしたのか、伺いたいと思います。

それと、384ページ、危機管理マニュアルなのですが、そうすると厚労省が立ち入

ってこういう指導があったということで、問題は、これわかっていなかったのですか、

これをつくるというのを。わかっていてつくらなかったのか、不勉強でつくらなかっ

たのか、つくれなかったのか、ちょっとそこを伺いたいと思います。

それから、387ページの浄水場施設工事、ちょっと内容、配水場施設工事、第３配

水場だということなのですが……これはないのですね。そうそう、これはないのです

よね。これちょっと何か聞いた記憶もあるのですけれども、これはなぜなくしたのか。

それから、その下の配水管布設工事、昨年１億9,800万円から上げて、3,000万ぐら

いしか使わなかった。かなりの金額を落としてしまったわけですよね。今年は、きち

んとこれ工事できるのか、する必要があるのだと思うのですけれども、ここに工事の

内容が出ていますから。今年は、やっていけるという見通しがあるのかどうかの決意

というか、こういうふうにしてやりますというのがありましたら伺いたいと思います。

〇森 一人委員長 よろしいですか、６点になると思います。

藤原副課長。

〇藤原 実上下水道課管理担当副課長 それでは、１点目の給水収益が、法人が伸びた

原因で伸びたとかということについてお答えいたします。
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こちらのほうは、平成29年度の実績が１月末現在で把握しておりまして、こちらの

ほうの伸びが、法人が約540万ほど前年に対して伸びております。ですから、川口委

員さんがおっしゃるとおり、法人の伸びもかなり堅調だということが原因の一つでも

ございます。そのほかに個人のほうも前年比で170万ほどふえておりまして、個人、

法人ともに需要が旺盛で、かなり使用量も伸びているということから、給水収益のほ

うを今回、前年の予算に比べて増額とさせていただいたところでございます。

以上でございます。

〇森 一人委員長 菅原上下水道課長。

〇菅原浩行上下水道課長 それでは、配水場施設工事の内容につきましては、副課長の

ほうから答弁をさせていただきます。

まず、私のほうからは緊急漏水調査、これを去年は計上していなかったけれども、

今年計上したことについてということでございますが、こちらにつきましては町の水

道のほうが布設になってからかなり年数がたちまして、至るところで漏水がふえてい

るというのが実態でございまして、水が道路上なりに出てきたとしても、なかなか場

所を特定するのは場所によっては難しいところがございますので、見てすぐわかると

ころは、すぐ水道事業者が対応すればよろしいのですけれども、どこから出ているか

ちょっとわからないといったものについては、どうしてもやっぱり専門の業者の調査

を必要とするケースがこのところふえてきていますので、今年度については改めて計

上させていただいたというものでございます。

それから、前年度、工事のほうが発注できない部分があったと、30年度は大丈夫か

ということでございますが、今年度の経験を踏まえまして、30年度につきましては、

これから人事がどういうふうになるかわかりませんけれども、与えられた体制でどの

ように取り組むかというのは年度当初からしっかりと考えていきたいと思っておりま

す。

以上でございます。

〇森 一人委員長 菅原上下水道課長。

〇菅原浩行上下水道課長 申しわけございません。危機管理マニュアルの件でございま

す。こちらにつきましては、先ほど厚労省の検査が入ったということでちょっと認識

があったようなのですけれども、厚労省の認可を受けた事業体が県の検査を受けたと

いうものでございます。そちらにつきましては、３年から４年ぐらいに１度、県の検
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査が入ります。厚生労働省の認可を受けた水道事業者に対しては検査が入ります。そ

の検査に入るたびごとに、指摘を受けている部分と、新たに指摘を受ける部分と、い

ろいろあるわけでございますけれども、この危機管理マニュアルにつきましては、法

令で定められているものではないのです。あくまでも法令等に鑑みて、こういったこ

とが好ましいと。こういったもの、要は危機管理マニュアルというものは策定をする

べきですよといったことでお話をいただいている部分でございまして、嵐山町につき

ましては、27年度に水道ビジョンのほうもでき上ってまいりましたし、昨今の状況を

鑑みまして、今回そういった指摘を受けたのもきっかけでございますけれども、危機

管理マニュアルを整備をして、今後の皆さんのニーズにお応えしていきたいというこ

とで考えたものでございます。

以上です。

〇森 一人委員長 川上副課長。

〇川上 力上下水道課施設担当副課長 それでは、私のほうから浄水場施設費の工事請

負費につきましてお答えさせていただきます。来年なのですけれども、２件の工事を

予定しておりまして、その内容、中身をご説明させていただきます。

まず、第１浄水場送水電動弁更新工事、こちらは6,000万円予定しております。送

水電動弁なのですけれども、第１浄水場から第１配水池に水を送る際に使っている電

動弁でございます。その２つの電動弁を今回更新させていただくものでございます。

次に、第３水源エアチャンバー更新工事を予定しております。こちらは一応予算計

上させてきました金額が1,500万円でございます。エアチャンバーというのは、第３

水源から第２浄水場に水を送る際に、常時圧力をかけて水を送っているのですけれど

も、ポンプが止まって……第３水源から第１浄水場に水を送るのですけれども、水源

と浄水場の高低差が100メートルぐらいあるのです、標高で。その標高の100メートル

で、例えば弁がストップしたときに、水ががっと落ちてくるときに、ウォーターハン

マーといってすごい圧力で落ちてくるものですから、その水が仮に落ちたとすると、

ポンプもそうですし、あと第３水源にある機械も壊れてしまうおそれがあるのです。

そうならないために、このエアチャンバーという装置を使って、水がこう、その圧力

をかけてあるものですから、それが水が落ちてくるのを防ぐ役目をするのですけれど

も、こちらが平成３年に設置しまして、法定耐用年数は15年のところ、もう既に27年

経過しておりますので、もう交換しないといつ壊れるかわからないということで、今
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回その更新をさせていただくために計上させていただきました。

以上です。

〇森 一人委員長 あと、配水場工事の、施設工事のゼロ計上と、配水管布設工事につ

いて、今後の。

菅原上下水道課長。

〇菅原浩行上下水道課長 すみません。申しわけございませんでした。

こちらにつきましては、水道施設整備の更新計画というのを立ててございますので、

本年度につきましてはそういったものをのせる年ではないということと、それから、

水道ビジョンのほうでも考えさせていただいている、ビジョンのほうで位置づけさせ

ていただいているわけでございますけれども、施設の統廃合というのも見据えており

ますので、今年度はそれがのってこないという年でございます。そういったことでご

理解いただければと思います。

以上です。

〇森 一人委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 381の給水収益ですけれども、法人は、企業の景気の動向で、波で増

減するわけですけれども、個人がふえているというのはどうしてなのだろうなと、何

かわかりますか。人口は減っているわけですよね。だけれども、ふえているのだとい

うのをわかったら伺いたいと思うのですが。

それから、387の配水管布設工事ですけれども、今課長が体制が云々ということで

おっしゃって、なかなか体制が厳しいのかなということを今意味しているのだと思う

のです。これだけの予算をとって、体制が不十分で、また執行できませんでしたとい

うことはないようにしないといけないわけですよね。その辺体制について、ちょっと

課長心配しているみたいですから、どうなのか、意見、お答えをいただきたいと思い

ますけれども。

〇森 一人委員長 ２点になります。

藤原副課長。

〇藤原 実上下水道課管理担当副課長 給水収益の個人の分がなぜ伸びたかということ

についてお答えいたします。

こちらのほうは、平成29年度６・７月分といいまして、６月に検針をした分に関し

まして結構伸びているところがございまして、こちらのほうはやはり季節的に伸びた
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ということもございますでしょうけれども、平成29年度は、ご存じのとおり経済も順

調で、個人の賃上げ等もございましたところで、かなり懐ぐあいもよくなっていたと

いうところがあるのかなと思いまして、そうしますと個人の需要が旺盛になりますと、

法人のほうもそれに応じて操業度を上げてまいりますので、個人も法人も両方使用料

がふえたのではないかなと。申しわけありません、こんな推測で。大変申しわけあり

ませんが、よろしくお願いします。

〇森 一人委員長 菅原上下水道課長。

〇菅原浩行上下水道課長 若干私のほうからも補足させていただきたいと思います。

まず、ふえた要因というのは、個人の需要については、多分アパートとか、それか

ら建売住宅とか、29年度、比較的多かったのかなというふうに感じています。その分

やっぱり水道の伸びというのが、この１月、２月の検針のほうで見えてきたのかなと

いうふうに感じています。

それから、私から言うべきことではないかもしれませんけれども、人員の関係につ

きましては、ご心配をいただかなくても、本年度はたまたま２人技術系の職員が異動

した影響がございました部分がございましたので、そちらにつきましては、来年度同

様な体制がとれれば、それで対応していきたいというふうには思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

以上です。

〇森 一人委員長 安藤副町長。

〇安藤 實副町長 技術者不足のことについて、川口委員さんからいろいろご心配いた

だいて、ありがとうございます。今日本の社会の中で不足している業種、保育、介護、

それと土木という、これ技術者なのです。おまけに日本の国のあちこちで震災復旧が

終わったら東京オリンピックと、そんな社会の情勢もございまして、そんな状況に嵐

山町もあると。しかも、嵐山町で今までいた技術者を、どうしても退職された方、今

年もまたそういう方がいたりして、技術者不足に対応すべく経験を持った、資格を持

った方を募集しているのですけれども、何回やっても集まってこない。そういう努力

は積み重ねているのですけれども、全体的にそういう状況にございます。そういう中

にあっても、近未来に向けた大きなプロジェクトが幾つも始まっています。これにど

う対応するか、やりくりをしながら職員が歯を食いしばって頑張っている状況なので

す。
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そういう状況にありますので、この課にこの人数をということではなくて、町全体

が、町長もいつもおっしゃっていますけれども、町全体の総合力で何とか乗り切ろう

と、こういうことでございますので、いない中でどう対応するか、これは知恵を出す

しかありません。我々も頑張ってまいりますので、ぜひ引き続いて議会でもご指導い

ただければ大変ありがたいというふうに思います。

以上です。

〇森 一人委員長 ほかに。

本委員。

〇 本秀二委員 単純に１点だけお伺いしたいのですけれども。

嵐山町の場合は、一般家庭の見えないところでの漏水については、生涯で１回だけ

補償していただけるということなのですけれども、他の市町村では結構２回とか、あ

るいは１年に１回とか、いろいろ優遇的な措置がとられているのですけれども、この

29年度において、そういった漏水と見られるようなものはどのくらいあったのか。水

の量とか、あるいは金額的にどのくらいあったとか、そういったものはおわかりでし

ょうか。先ほど給水の料金も増額になっているということなのですけれども、そうい

った漏水していて、お金払っていてふえている部分もあるのではないかと私は思って

いるのですけれども、その点についてお伺いしたいと思います。

〇森 一人委員長 本委員に申し上げますが、内容としては決算にかかわってくる部

分もありますが、お答えできればぜひ。

藤原副課長。

〇藤原 実上下水道課管理担当副課長 それでは、 本委員さんの漏水の事案の実績、

どのような実績があったかということでお答えさせていただきます。

申しわけありません。平成29年度の具体的な件数は、ちょっと今手元にございませ

んで、大変恐縮なのですけれども、先般 本委員さんから、漏水の減免の回数に関し

ましてはご指摘いただいているところでございます。そちらのほうを私どもも真摯に

受け止めまして、内部で協議をさせていただきまして、平成30年からはその回数を撤

廃するということで対応を考えさせていただいておりますので、そちらのほうで回数

を気にして漏水の申請を諦めるということはもうない体制をとらさせていただきます

ので、ご理解いただければと思います。

以上でございます。
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〇森 一人委員長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇森 一人委員長 討論を終結いたします。

これより議案第23号 平成30年度嵐山町水道事業会計予算議定についての件を採決

いたします。

本案を可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇森 一人委員長 挙手全員。

よって、本案は可決すべきものと決しました。

◎委員長閉会の挨拶

〇森 一人委員長 以上をもちまして、予算特別委員会に付託されました予算議案６件

の審査は全て終了いたしました。

４日間にわたりまして慎重審議をされ、大変ご苦労さまでした。

また、町長、副町長、教育長をはじめとする説明員の皆様には、お忙しい中ご出席

をいただきまして、まことにありがとうございました。

ここでお諮りいたします。予算特別委員会の審査報告書の作成につきましては、正

副委員長に一任させていただきたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇森 一人委員長 ご異議なしと認めます。

よって、本委員会の審査報告書の作成につきましては、正副委員長に一任させてい

ただきたいと思います。

◎閉会の宣告

〇森 一人委員長 これをもちまして予算特別委員会を閉会いたします。

お疲れさまでした。

（午後 ５時１０分）
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